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本報告書は、文部科学省のエネルギー対策特別会計

委託事業による委託業務として、（財）放射線影響協会

が実施した「原子力発電施設等放射線業務従事者等に

係る疫学的調査」の一環として、平成 13年度から平

成 20年度にかけて実施した「セミパラチンスク旧核実

験場周辺住民の健康影響調査」の成果をとりまとめたも

のです。 
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緒 言 
 

（財）放射線影響協会 （以下「協会」）では、カザフスタンのセミパラチンスク旧核実験場におけ

る 456 回にも及ぶ核爆発実験により被ばくした実験場周辺住民の健康影響調査 （以下「本調査」）

を実施してきた。本報告書は、本調査が2008年度末で終了したのに伴い、これまでの成果をとり

まとめて最終報告書とするものである。 

日本の外務省は、国連での1997年の第52回総会および1998年の第53回総会において採決さ

れたカザフスタン支援計画の決議を受けて、医療を中心とした支援を進めることとした。また、

科学技術庁（当時）は科学的立場から資料の分析を行い、実験場周辺住民の健康影響調査の可能性

について予備調査を行うこととして協会に予備調査を依頼した。協会はこれに応えて1999年から

2年間の予備調査を行い、本調査の実施が可能であるとの結論に達し、2001年 4月から文部科学

省による委託調査として本調査が開始された。 

協会では調査計画、評価を行うために、2001年度に疫学、医学、統計学、線量評価等の専門

家からなる「セミパラチンスク健康影響調査委員会」を設置するとともに、カザフスタン国内の研

究機関の協力を得て本調査を進めることとした。 

2001年 7月から 2004年 12月までは、放射線影響調査・防護センターが調査協力機関として、

汚染地域と非汚染地域の住民の情報の収集にあたった。2004年10月にカザフスタン国内で核実験

場管理の一元的権限を有する国立原子力センター （NNC）と「セミパラチンスク健康影響調査の実施

に係る協力に関する協議議事録」を取り交わし、2005年1月以降はNNCと協力して住民に関する

情報等の収集を行った。2006年度には2005年度までの調査情報をとりまとめ、中間報告書を作成

した。2001年度に本格的に始められた本調査は2008年度末をもって終了した。 

本調査が終了したことに伴い、これまでに構築されたデータベース等の知的財産権が文部科

学省から協会に移譲された。協会は NNC と「セミパラチンスク旧核実験場地域における健康影響

調査の成果の有効な利用に関する協定」を締結し、知的財産権を両者で共有することとした。 

今後の調査はNNCが国際科学センター （ISTC）プロジェクトに応募する等、調査の継続を目指

すこととなった。協会では NNCが調査を継続できるよう協力するなど、NNCの実働を側面から

サポートすることとした。 

本調査はこの最終報告書をもって終了することになったが、これまで本調査にご協力してく

ださった関係者の皆様にあつく御礼申し上げるとともに、今後も協会の活動に対し、ご支援、ご

指導を賜りたく、よろしくお願いいたします。 

 

2010年3月 

 財団法人 放射線影響協会 

理事長 青木 芳朗 
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セミパラチンスク旧核実験場  
実験場はカザフステップ（大草原）の中にある。地平線に見える黒い建物（核実験時にデータ

を取った建物：グサク＝鵞鳥と呼ばれる）の辺りが大気圏内で核実験が行われた場所である。 

第１回核爆発実験地跡 

1949年8月12日の実験地跡は草に覆われた窪地で、実験用の鉄塔の跡（右上のコンクリート）
が残されている。今でも線量率 6 ~ 10 μSv/h の放射線が検出される（2001年6月現在）。 
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● 本文で使用した略号（本報告書で使用した略号であり、必ずしも一般に使用されている略号ではない。必要に応

じて正規の用語を使用した。） 

・協会：（財）放射線影響協会 

・本調査：協会が実施した「セミパラチンスク旧核実験場周辺住民の健康影響調査」 

・カザフスタン：カザフスタン共和国 

・STS：Semipalatinsk Nuclear Test Site（セミパラチンスク（旧）核実験場） 

・検討委員会：セミパラチンスク健康影響調査検討委員会 

・調査委員会：セミパラチンスク健康影響調査委員会 

・カザフ計算方式：カザフスタン国内で使われている被ばく線量計算方式。CSPREから提供された。 

・ロシア計算方式：ロシア連邦保健省出版の「線量評価手法ハンドブック」に示された被ばく線量計算方式。生物

物理研究所の Gordeevらにより検討・編集された。 

・線量評価手法ハンドブック：「大気中核爆発による放射性核種が存在する区域に定住する住人における累積吸

収線量および実効放射線量の評価：手法ハンドブック」（ロシア連邦保健省から出版された。原本はロシア語） 

・CSPRE：Center for Study and Protection from Radiation Effects, Republic of Kazakhstan（放射線影響調
査・防護センター、カザフスタン共和国） 

・NNC：National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan（カザフスタン共和国・国立原子力センター） 

・IRSE：Institute of Radiation Safety and Ecology（放射線安全・生態学研究所：NNCの４研究所の一つ） 

・住民登録所：カザフスタン共和国法務局住民登録所（Citizen Registration Office） 

・ICD-10：世界保健機関（WHO）から提示された疾病分類 International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems 10th Revision（疾病及び関連保健問題の国際統計分類 第 10版） 

・P24：対象とする各村内の一地点における核爆発 24時間後の照射線量率（被ばく線量計算式の中で P24値とし

て規定されている） 

・ISTC：International Sience and Technology Center（国際科学技術センター：日本・米・EU・カナダ等か
らの拠出金により、ロシア・CIS諸国の核兵器等の研究者・技術者の平和目的研究を支援するために設立され
た国際機関で事務局本部はモスクワにある） 

● 地名は現地の発音に準じたカタカナ表記とし、人名は英語表記とした。 

● 年（年度）は場合により西暦または年号を用いたが、必要に応じて両方を記載した。 

● 「セミパラチンスク」市は現在では「セメィ」市と名前が変更されているが、必要な箇所以外は「セミパラチンスク」

で統一した。

本報告書における表記について 
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概 要 

 

科学技術庁は、1997年（平成 9年）の第 52回国連総会および 1998年（平成 10年）の第 53

回国連総会の決議を受けて日本国外務省と国連が共催した「セミパラチンスク支援東京国際会議」

（平成 11年（1999年）9月）において、セミパラチンスク旧核実験場周辺住民の健康影響の予備調

査を行うことを表明した。（財）放射線影響協会（以下「協会」）では、科学技術庁（平成 13年 1月

に文部省との統合により文部科学省に改組）の委託を受けて平成 11年 10月から平成 13年 3月

まで予備調査を行い、平成 13 年 4 月文部科学省に報告を行った。文部科学省ではこれ受けて本

格的に疫学調査を行うこととし、協会に「セミパラチンスク地域住民の健康影響調査（以下「本

調査」）」の実施を委託した。それ以降、協会ではカザフスタン共和国（以下「カザフスタン」）の調

査・研究機関の協力を得て本調査を 8年間にわたり実施し、平成 21年 3月をもって終了した。本

報告書では、本調査が行われたこの 8 年間の経過、平成 20 年度末時点でのデータベースの構築

状況、そのデータを使った予備的解析の結果等について取りまとめた。 

（１）調査の目的 

本調査は、国連決議に基づいたカザフスタンに対する国際支援を行うことおよび長期にわた

る低線量放射線被ばくの健康への影響について科学的知見を得ることを主な目的とした。セミ

パラチンスク旧核実験場周辺の住民は、低線量放射線の複数回にわたる外部被ばくとともに、

放射性降下物の吸入や食物を介した内部被ばくにより、低線量放射線の反復慢性被ばくをし

た。本調査を通して得られる結果は、慢性被ばくの健康影響を評価する上で科学的根拠を与え

る価値の高いものであり、我が国の放射線業務従事者のデータ（外部被ばく）および原爆被ばく

者のデータ（外部被ばく）を補完するために、電源開発促進対策特別会計法に基づく「原子力発

電施設等放射線業務従事者等に係る疫学的調査」の一環として、当協会の「倫理委員会」の承認

を得て実施した。 

（２）調査体制 

調査の実施にあたり、日本国内においては、協会外の専門家で構成された「セミパラチンス

ク健康影響調査委員会」を設け、その下に必要に応じて専門分科会あるいはワーキンググループ

を設けて、調査の進め方や成果について検討・評価を行った。 

カザフスタンにおいては、平成 13 年 7 月から公益法人 放射線影響調査・防護センター

（CSPRE：Center for Study and Protection from Radiation Effects）が協会との協定の下に調

査協力機関として現地での住民に関する調査等を担当した。平成 16年 10月からはカザフスタ

ン共和国国立原子力センター（NNC：National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan）

が協会と協定を締結し、調査協力機関として CSPREを監督して調査を進めた。さらに平成 18

年 6月からはNNCがNNC内の放射線安全･生態学研究所に調査実施部門を設置して独自に調

査を実施する体制を確立し、以後、NNCが一元的に現地調査を担ってきた。 
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（３）情報の収集、データベース構築およびデータ解析 

本調査は、調査対象者の被ばく線量と死因情報をもとに統計解析を行い、核実験による放射

線被ばくの健康影響を解析するためのデータベースを構築することを目的とした。このため、

後向き調査（用語解説を参照）により 1949年から 1963年までの間に調査対象地域に居住した

経歴のあるすべての住民を調査対象者として、居住歴情報と死亡情報の収集を行った。 

被ばく調査地域として ① 東カザフスタン州の 4村（セミパラチンスク集団-I：ドロン、ズナメ

ンカ、カイナール、カラウール）および ② 東カザフスタン州ベスカラガイ行政区の各村（セミパラ

チンスク集団-II：ボルシャヤ・ウラディミロフカ、モスティク、チェルムシュキ、カノネルカ、セミヤルカ、

イズヴェスツク、マラヤ・ウラディミロフカ、ベステレック、セメノフカ、ソスノフカ）を、対照調査地域と

して ③ パブロダール市周辺の 3 村（パブロダール集団-I：ケネス、ケンジェコール、ジャナアウ

ル）および ④ パブロダール州 北・東部地域の 3 村（パブロダール集団-II：カチリ、イルティシュ

スク、シェルバクティ）を設定した。これらの村の調査対象者（1949 年から 1963 年までの間にこ

れらの村に居住したことのある全住民）について、公文書館、法務局住民登録所、軍歴記録所、

がんセンター、住民からの聴取り調査等により、個人基本情報、居住期間、死亡情報等を収集

し、内容を確認してデータベースに入力した。 

平成 20 年度末時点でデータベースに個人基本情報が入力された調査対象者の数は、総数約

131,700人である。被ばく調査集団（セミパラチンスク集団-Iおよびセミパラチンスク集団-II）の解

析対象候補者（大気圏内で実験の行われた 1949 年から 1963 年までの居住歴が判明して線量

計算が可能な対象者）は約 20,400人、その中の生死判明者は約 16,800人（生存者：約 7,500人、

死亡者：約 9,300人）で、死亡者のうち約 9,000人について死亡情報（死亡時年齢と死因、ICD-10

コード）が入力された。対照調査集団として設定した集団のうち、パブロダール集団-Iの調査

対象者は約 22,300人であった。そのうち解析対象候補者は約 7,400人、その中の生死判明者

は約 4,500 人（生存者：約 1,750 人、死亡者：約 2,750 人）で、死亡者のうち約 2,750 人につ

いて死亡情報が入力された。パブロダール集団-II の調査対象者約 48,300 人のうち、解析対

象候補者は約 12,000 人、その中の生死判明者は約 9,400 人（生存者：約 3,000 人、死亡者：

約 6,400人）で、約 6,400人の死亡情報が入力された。これらの死亡情報については臨床検証、

病理検証による診断精度の検証、および NNCによる ICD-10（国際疾病分類第 10版）へのコー

ド化が適切に行われているか検証を行い、信頼性が高いことを確認した。なお、パブロダール

集団-I は、環境汚染による健康影響の可能性があるため、当面、解析対象としての扱いは留

保することとした。 

（４）被ばく線量の計算 

各個人の被ばく線量計算にあたっては、ロシア連邦保健省から出版された生物物理研究所の

Gordeevらによる被ばく線量計算式（以下「ロシア計算方式」）を用いることにし、この計算方式

に従ってコンピュータ・プログラムを作製した。また、文献や聴取り調査により、線量計算に必要

な核実験関連情報、家屋の建材の遮蔽係数、年齢・職業に対応した 1 日あたりの屋外滞在時間

およびミルク摂取量等のパラメータを整備し、各個人の居住歴、性別、職業、年齢等のデータに
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基づいて各個人の被ばく線量を計算した。この計算結果について、生物学的方法（末梢リンパ球

の染色体検査）および物理学的方法（電子スピン共鳴法（ESR）による歯試料集積線量の測定）によ

る線量情報を用いて考察を行うとともに、ロシア計算方式の論理について検証を行った。 

（５）被ばくと死因に関する予備的解析 

平成 20年度末時点までのデータを使い、被ばくと死因の関係の解析を行った。 

個人被ばく線量計算値と死因情報（ICD-10による分類）に基づいてセミパラチンスク集団－

I の内部比較により死亡率比を計算した結果、男性・女性ともに、全循環器系疾患および虚血

性心疾患では線量の増加にともない死亡率が有意に増加した。また、「Coxの比例ハザードモデ

ル」による解析でも、男性の循環器系疾患と女性の虚血性心疾患で線量の増加とともに死亡率の

有意な増加が示された。中間データを用いた解析ではあるが、被ばくにより循環器系疾患、特

に虚血性心疾患に有意の増加が認められたことは注目される。 

（６）関連情報の収集および海外調査 

各年度 2～3回カザフスタンを訪問し、調査協力機関あるいは関係機関等と調査実施体制の整

備、調査実施計画、試料の収集、調査の進捗状況等、調査に関する協議および打合せを行うとと

もに、関連する情報の収集を行った。また、カザフスタン始め諸外国の専門家を招聘し、講演会

や協議などを通して関連情報の収集を行った。さらに、国際会議や国内の学会に参加し、発表を

行うとともに、意見交換や討議を行って関連情報を収集した。 

（７）まとめと考察 

これまでの調査により平成 20年度末現在で、被ばく調査地域の解析対象候補者のうち生死

判明者は 16,800 人に達した。セミパラチンスク集団-I での内部比較による統計解析の結果、

高線量被ばく者で循環器系疾患、特に虚血性心疾患が増加していることが示された。この結果

は、国際的にも放射線被ばくによる非がん病変のリスクが注目されていることに鑑み、重要な

所見である。 

今後、この結果を確証し、被ばく線量との関連性を解析するためには前向き調査（用語解説

を参照）によりデータを蓄積することが必要である。 

協会のこれまでの調査により前向き調査を進めるための基本的なデータベースは構築された。

また、NNC の調査実施部門では若い研究者が多く、協会ではこれらの若い研究者の育成にも

力を入れてきた。これに対して、NNC の総裁からは「国連決議を完遂したのは日本だけであ

る。」との謝辞をいただいた。本調査の終了に伴い、今後、カザフスタン自体がセミパラチン

スクにおける被ばく者の調査を続け成果を出すことに期待したい。 

NNCは International Science and Technology Center （ISTC）のプロジェクトに応募して

調査を継続する意向を示している。今後のデータの集積により得られるであろう成果は、国際

的にも重要なデータであり、人類の財産としても貴重なものとなるであろう。このためプロジ

ェクトの提案書や報告書のレビューや情報交換等を通して、今後も日本の研究者によるカザフ

スタンが行う調査の支援が望まれる。 



 

 - 4 -

 

 
 

 

 

 
 

最初の核爆発実験（1949年8月29日） 

最初の水爆実験（1953年8月12日） 
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I．調査の目的と背景、経緯 

１．調査の目的 

「セミパラチンスク地域周辺住民等健康影響調査」（以下「本調査」）は、国連決議に基づくカ

ザフスタン共和国（以下「カザフスタン」）に対する国際支援と、長期にわたる低線量放射線被ば

くの健康への影響、特に低線量放射線の慢性ないし反復被ばくによる健康影響について科学的

知見を得ることを主な目的として実施された。 

1960 年代から行われてきた放射線の生物影響研究では低線量放射線の人体への影響につい

ては依然として解明されていない点が多く、特に様々な被ばく様態に対応する低線量放射線被

ばくの健康影響に関する科学的知識は未だ不足している。 

このため、種々の方法による知見の集積が試みられており、その中で直接に人における影響

のデータを得るための研究方法として疫学的方法がある。しかし、世界的に低線量放射線を反

復して慢性的に被ばくした集団を対象とした疫学調査が実施できる地域は非常に少ない。本調

査の対象としているセミパラチンスク旧核実験場周辺地域では、数十万人におよぶ幅広い年齢

層の男女が、核実験による放射性雲からの外部被ばくと放射性降下物の吸入や食物摂取による

内部被ばくの混合被ばくを長期間、複数回にわたり受けている。このような被ばくによる放射

線の健康への影響を科学的に調査したデータは貴重であり、急性被ばくの健康影響調査として

半世紀以上にわたり調査が行われている広島、長崎の原爆被爆生存者にも匹敵する規模で、実

態に沿った慢性被ばくの健康影響の評価に科学的根拠を与える非常に価値の高いものである。 

本調査は、我が国独自の影響評価データである放射線業務従事者のデータ（外部被ばく）、原

爆被爆者のデータ（外部被ばく）を補完するために、電源開発促進対策特別会計法に基づく「原子

力発電施設等放射線業務従事者等に係る疫学的調査」の一環として、当協会が設置した「倫理委

員会」の承認を得て実施された。特に、外部被ばく・内部被ばくの両方を伴う低線量放射線の反

復慢性被ばくによる健康影響に関する知見は、他の調査では得られない貴重なデータである。 

２．カザフスタンにおける核実験の状況 

第二次世界大戦後、現在までに全世界で約 2,030 ~ 2,110回（2009年10月現在）の核爆発実験

が行われた。実験回数は、情報源により異なっているものもあるが、アメリカ 1,011 ~ 1053回、

旧ソビエト連邦 715 ~ 738回、フランス 210回、イギリス 45 ~ 47回、中国 45回、インド 3 ~ 

6回、パキスタン 2 ~ 6回、北朝鮮 2回とされている。他に南アフリカ共和国とイスラエルも核

実験を実施したという疑惑が持たれている。このうち旧ソビエト連邦の核実験は、現在のカザ

フスタンの大草原地帯に位置するセミパラチンスク実験場（STS）で開始され、その後、北極圏

のノバヤ・ゼムリャ島等でも行われるようになった（添付資料-1）。 

カザフスタンは、ロシア連邦の南、中国の西に隣接しており、旧ソビエト連邦時代には連邦

の一構成国（カザフ・ソビエト社会主義共和国）であったが、ソビエト連邦の崩壊に伴い 1991

年 12月に独立した。独立当時の首都はアルマティであったが 1997年に現在のアスタナヘ移さ
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れた。カザフスタンの面積は 2,717,300 km2で、2008年時点での人口は 15,637,000人である。

石油、石炭、天然ガス、ウラン、亜鉛、金、銀、銅、鉄、鉛、クロム、ニッケル、ボーキサイ

ト、マンガン、コバルト、硫黄、リン等の鉱物資源に恵まれている。 

STSはポリゴン（Polygon）とも呼ばれ、カザフスタンの東北部にあり、中国からカザフスタ

ンを経てオビ川に流入するイルティッシュ（Irtysh）川の西方に位置している。面積は約 18,500 

km²で四国（18,300 km²）とほぼ等しい。この STSでは、1949年から 1989年の約 40年間に軍

事目的および平和利用目的で 456回（非公表実験を含めると 468回とも言われている）の実験が

行われた（添付資料-2）。この実験回数は世界の核実験場の中でネバダの 928回についで二番目

に多いが、影響を受けた人数は 100 万人以上で、ネバダの約 13,200 人とされる人数に比べて

圧倒的に多い。放出された総エネルギーは、TNT 火薬約 18.6 メガトン相当で、広島に投下さ

れた原爆約 1,160個分に相当する。特に 1949年から 1962年までは STS北部にある実験フィ

ールドで 118回の地表および大気圏内核爆発実験が行われた。そのうち 30回は地表、88回は

空中での実験である。地表実験のうち 5回は不成功に終わった。 

1963年にアメリカ、イギリス、ソビエト連邦の 3ヵ国が「大気圏内、宇宙空間および水中に

おける核兵器実験を禁止する条約（部分的核実験禁止条約：PTBT）」に調印し、10月に発効した

ことを受け、それ以後は、STS南西部のデゲレン地区と南東部のバラパン地区で地下核実験が

行われた。デゲレン地区では 239回（1961～1989年）、バラパン地区では 109回（1968 ~ 1989

年）の実験が行われ、このうち 4 回（Chagan、Sary-Uzen、Telkem、Telkem-2）は、クレータ

ーを形成するための爆発（掘削実験）で、核爆発物は地下の浅い所に置かれていた。最初の掘削

実験である 1965年 1月 15日の核実験（Chagan実験：140 ktの水爆実験）は最も規模の大きい

もので、高さ 100 mにもおよぶ崖に囲まれた直径約 400 m、深さ約 100 mの「原子湖」（Chagan

湖）と呼ばれる湖が形成された。地下実験のうち 13回は、放射性核種が大気中に漏出したとさ

れている。 

３．核実験による被ばくとカザフスタン国内の動向 

核実験の中で、STS周辺住民に大きな影響を与えたのは、大気圏内の核実験であった（図１）。

最初の核実験は、1949年 8月 29日午前 7時に実施された。この最初の原子爆弾は、出力 22 kt

のプルトニウム爆弾（長崎原爆ファットマンのコピー）で、地上 30 m の鉄塔の上で行われた。

当時の風速は約 60 km/hで、巻き上げられた土塵に吸着した放射性核種を含む放射性雲は、事

前に住民避難の処置が取られなかったため、風下に当たる北東方向のドロン村始め、その周辺

の住民に被ばくをもたらした。 

また、1953年 8月 12日には、旧ソビエト連邦最初の水爆実験がこの試験場の地上 30mの

高さで行われた。この爆弾の TNT換算出力は 400 ktで広島に投下された原爆（16 kt）の 25倍

であった。この時は、政府はフォールアウトが予測される村の住民を 3 日間避難させたが、風

速が予想より速く、避難が間に合わなかった村人が被ばくした。 

実験期間中に被ばくした住民の多くは、STS周辺、特に STSに隣接した旧セミパラチンス

ク州に居住していた人達である。 
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旧ソビエト連邦保健省は、1957 年に旧核実験場周辺住民の放射線被ばくの影響を調査する

ために第 4診療所（Dispensary N4）をセミパラチンスクに設置した。この診療所は表向きは「ブル

セラ病対策診療所：Antibrucellosis Dispensary」とされたが、通常の臨床および生物医学的活

動に加え、セミパフチンスク州の住民の健康状態に関するデータの収集も行っていた。この診療

所は後に 1991 年にカザフスタンがソビエト連邦から独立したことに伴い、国立の放射線医学環境

研究所（Scientific Research Institute for Radiation Medicine and Ecology）となった。 

一方、1989年 2月、カザフスタン平和活動家、Suleimenov氏の呼びかけをきっかけに反核住

民運動が始まり、同年 9 月にはネバダの被ばく者と連帯によるネバダ・セミパラチンスク運動とし

て大きく展開した。これを受けて、1991 年 8 月カザフ・ソビエト社会主義共和国の Nazarbayev

大統領は STS閉鎖を宣言した（添付資料-3）。1991年 12月 16日、同国はカザフスタン共和国と

国名を変え、ソビエト連邦から独立した。1992年には核兵器の完全廃棄に向けた段階的削減を宣

言し、1995年 5月に最後の核装置が除去されて非核兵器保有国となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 大気圏内核実験時の主な放射性雲の飛跡 

青い丸はセミパラチンスク市とパブロダール市、赤い丸はセミパラチンスク

集団-Iの４村、赤い輪はセミパラチンスク集団-IIの各村のある地域を示す。 

STS で第 1 回の核実験が行われてから 60 年となる 2009 年 6 月 18 日に記念式典が開催され、

Nazarbayev大統領は、北朝鮮やイランの核問題を挙げた上で、「ソビエト連邦崩壊後に世界４位

の量の核兵器を引き継ぎながら、核兵器の放棄を決断したカザフスタンは、反核運動の世界的指

導国の一つになった。5ヵ国（カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルク

メニスタン）が条約を結び非核地帯になった中央アジアなどの先例を他の地域にも広げるべきだ」

と述べている。
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４．核実験に対する国際的な動向と日本の対応 

中央アジア非核地帯化は 1993年 9月の第 48回国連総会でウズベキスタンのKarimov大統

領によって提案された。1997年 2月にアルマティで中央アジア 5ヵ国（カザフスタン、ウズベ

キスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン）の首脳会議が開催され、非核地帯化の

推進に関する 5ヵ国首脳会議声明（アルマティ宣言）が発表された。その後、これら中央アジア 5ヵ

国は国連軍縮局と IAEA専門家の支援により、ジュネーブ、アシガバット、タシケント、札幌、

サマルカンドなどの都市において専門家作業会合を持ち、条約案を検討した。2006年 9月、こ

れら 5 ヵ国の首脳はセミパラチンスク（現在の名は「セメィ」）で「中央アジア非核兵器地帯条約

（Treaty on A Nuclear-Weapon-Free-Zone in Central Asia：通称、セメィ条約（Treaty of 

Semey）」に調印し、2009年 3月に発効した。 

STS周辺住民の被ばくについては、人道的問題、社会的問題として国際的にも高い関心が持

たれ、国連では 1997年の第 52回総会および 1998年の第 53回総会において、カザフスタンへ

の支援計画「カザフスタンのセミパラチンスク地域における人々と環境の回復および経済開発の

ための国際協力とその調整」が採択された。 

これに先立ち、1995 年にはカザフスタン共和国外務省から世界で唯一の原爆被爆国である

日本に対し、核実験の人体および環境に与えた影響に関する合同調査の要請がなされた。また、

1997 年 7 月に「ロシア・中央アジア対話ミッション」（団長：小渕衆議院議員）がカザフスタンを

訪問した際には、Nazarbayev 大統領から、世界で唯―の原爆被爆国である日本に対しセミパ

ラチンスク問題の解決のために支援して欲しいとの要請があった。これらの要請や 1997 年の

第 52回国連総会および 1998年の第 53回総会における決議に応え、日本は多くの支援や共同

研究を実施してきた。これに対し、Nazarbayev大統領は 2008年 6月に来日した際に、天皇陛

下との会談において、STS周辺での放射線被ばく対策など日本の援助等に対する謝意を表した｡ 

2009年5月5日に国連本部で核拡散防止条約（NPT）再検討委員会議の準備委員会が開かれ、

2010年 5月に国連本部で再検討委員会議が開催されることになった。これに先立ち、2009年

4 月 5 日、Obama アメリカ大統領はチェコの首都プラハで、核不拡散問題について「アメリカ

は核廃絶に向けて行動する道義的責任を有する」と演説し、4年以内に兵器用核物質の拡散を防

ぐ体制を構築するために、(1) 米ロの核軍縮交渉の促進、(2) 兵器用核物質の生産防止を目的と

した新しいパートナーシップの構築、(3) 核の闇市場の撲滅－などを実施するとの方針を示し

た。一方、日本はカザフスタンと共に、国連本部で 2009年 8月 10日から 9月 30日まで広島・

長崎の原爆被爆とセミパラチンスク旧核実験場周辺住民の被ばくを紹介し、核廃絶を訴えるた

めの展示会を開催した。 

５．調査の開始と経過 

日本の外務省は、1997年の第 52回国連総会（添付資料-4）および 1998年の第 53回国連総

会における決議（添付資料-5）を受けて 1999（平成 11）年 9月、国連と共催で「セミパラチンスク

支援東京国際会議」を開催した（添付資料-6）。会議の席上で外務省は参加した43ヵ国に対して、
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国連決議にある ① 医療支援、② 環境支援、③ 経済支援、④ 人道支援のうち、特に ① 医療

支援を進める旨を報告し、科学技術庁（平成 13年 1月に文部省との統合により文部科学省に改

組）は、科学的立場から既存資料の分析を行い、STS周辺住民の健康影響調査実施の可能性を協

会に委託して検討することを表明した（添付資料-7）。 

平成 11年 10月、科学技術庁からの委託を受け、協会では外部有識者等からなる「セミパラ

チンスク健康影響調査検討委員会」（以下「検討委員会」）を設置し、健康影響調査実施の可能性

の検討を諮問した。検討委員会は現地調査や現地専門家の招聘などにより情報収集を行い、予

備調査の結果、「健康影響調査（疫学調査）の実施に必要な 2つの情報、医療情報と線量情報が疫

学調査の基礎資料として利用可能であると評価できることから、本格的健康影響調査の実施は

可能であると考えられる。長期的視野にたった継続性のある調査研究の推進が必要である。」と

結論し、平成 13年 3月、文部科学省に報告した（添付資料-8）。 

文部科学省ではこの結論を基に疫学調査を進めることとし、協会に委託して平成 13年 4月

から調査を開始することとした。協会では委託を受けて、調査計画の企画、調査成果の評価等

を行うために疫学、医学、統計学、線量評価等の専門家からなる「セミパラチンスク健康影響

調査委員会」（以下「調査委員会」）を設置し、カザフスタン国内の研究機関の協力を得て調査を

進めることとした。 

当初の平成 13年 7月から平成 16年 12月までは、カザフスタン共和国法務省東カザフスタ

ン支所により認可登録された非営利組織の公益法人、放射線影響調査・防護センター（CSPRE：

Center for Study of Protection of Radiation Effects, Republic of Kazakhstan）と共同調査につ

いての合意文書「セミパラチンスク健康影響調査の実施に係る協力に関する協議議事録」（添付資

料-9）、「セミパラチンスク健康影響調査の実施に係る協力のための日本国財団法人放射線影響

協会とカザフスタン共和国社団法人放射線影響調査・防護センターとの間の協議議事録に関する

了解文書」（添付資料-10）を取り交わし、これらの合意に従って会計年度ごとに契約を行い、現

地における住民の情報等を収集した。 

カザフスタン国内での調査をさらに円滑に進めるために、平成 16 年 10 月に、カザフスタ

ン国内で旧核実験場管理の一元的権限を有する国立原子力センター（NNC：National Nuclear 

Center of the Republic of Kazakhstan）と「セミパラチンスク旧核実験場地域における健康影響

調査の共同実施に関する会合の覚書」（添付資料-11）を取り交わし、平成 17 年 1 月以降 NNC

と協力し、住民に関する情報等の収集を行った。平成 18年度には平成 17年度までの調査情報

を取りまとめ、中間報告書を作成した。平成 20年度末（平成 21年 3月 31日）で本調査が終了

したことに伴い、データベース等の知的財産権が文部科学省から協会に移譲された。これに伴

い協会はNNCと「セミパラチンスク旧核実験場地域における健康影響調査の成果の有効な利用

に関する協定」を締結して平成 20年度末までに構築したデータベースおよび関連する事項の知

的財産権を両者で共有することとした（添付資料-12）。 
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II．調査体制 

１．日本国内における調査体制 

協会では「セミパラチンスク地域住民等健康影響調査」を開始するにあたり専門分野からの検

討と調査の円滑な推進を図るために「調査委員会」を設置するとともに、調査実施上の具体的事

項について検討するために調査委員会の下に分科会を設け、調査委員会の方針のもとに調査を

進めてきた。 

平成 13年度は疫学分科会、線量分科会の 2分科会を設置し、調査の開始に伴う調査計画、

情報の収集整理の進め方、被ばく線量評価の進め方、電子計算機システムおよびデータベース

の構築についての検討を行った。平成 14 ~ 15年度は疫学・統計分科会、臨床・病理分科会、

線量計算分科会、染色体分科会の 4 分科会を設け、調査実施方法、収集情報の検討と検証、被

ばく線量評価と検証の進め方等について検討を行った。平成 16 ~ 18年度は疫学・臨床分科会と

線量計算分科会を設置し、その下に3つのワーキンググループ（臨床・病理ワーキンググループ、

線量評価ワーキンググループ、染色体ワーキンググループ）を設け、調査実施方法、収集情報の

検討と検証、被ばく線量評価と検証の進め方等についての検討を行った。平成 20年度は、調査

の進行状況等を考慮して調査委員会を改組するとともに、分科会およびワーキンググループを

廃止し、必要に応じて専門家によるアドホックの検討会を開催して実務レベルでの検討を行っ

た。 

２．カザフスタン国内における調査体制 

カザフスタン国内の体制に関しては、平成 13年 4月以降、調査協力機関の選定を進め、平

成 13年 7月に CSPREと合意の上、協議議事録と了解文書を取り交わし、CSPREが調査協力

機関として現地での住民に関する調査等を担当することとなった。その後、平成 16年 10月に

NNCと協会とが協定を結び、平成 17年 1月から CSPREに代わって本調査の調査協力機関と

なった。移行期の平成 17年度には NNCが CSPREの調査実務を監督・調整しつつ統括的に調

査を進めたが、平成 18年度から NNCが調査を一元化して行うために、NNC内の放射線安全・

生態学研究所（IRSE：Institute of Radiation Safety and Ecology）に調査実施部門を設置した。

これに伴い、NNC本部が管理運営を担当し、傘下の IRSEが調査実務を担う体制に移行した。

平成19年度および平成20年度は、さらに調査実施の効率と調査に対する意識の向上のために、

協会と NNCの協議・打合せを通して体制の強化に努めた。 

３．協会と調査協力機関（CSPRE/NNC）との連絡・協議体制 

CSPREと協会の間のデータ通信に当たっては、調査データや報告書等は CSPREに設置さ

れた電子計算機システムから無線で現地のインターネットプロバイダーに接続し、衛星回線を

通してモスクワに送られ、地上回線で協会に設置した専用サーバに送られた。調査データは毎
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月 2 回、CSPRE から協会に送られた。また、年 2 回、報告書の提出を受けた。さらに協会職

員および専門家が年に 3～4回、カザフスタンあるいはモスクワ等に出張し CSPREと調査に関

する打合せ・協議を行った。 

平成 17年 1月以降は、NNCがデータを取りまとめて協会に送ることとし、NNCとはイン

ターネット経由で電子メール等により常時、連絡を取る体制となった。NNCからは毎月 1回、

データベースおよび付属資料が協会に送られ、協会ではこれを集計して情報を確認するととも

に、不備や矛盾があった場合には調査対象者を特定して、NNCとデータの確認、修正等の連絡

を取り合った。また、四半期毎に NNC から報告書の提出を受け、データの収集状況のみなら

ず、関連情報の入手、業務の進捗状況の把握を行った。さらに、年に 2 ~ 3回、NNCを訪問し、

打合せと協議を行い、現地での調査の進捗状況の確認を行うとともに、関連する情報を共有す

るよう努めた。 
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III．情報の収集、データベース構築およびデータ解析 

１．健康影響の解析・評価に必要な情報 

核実験による放射線被ばくの健康影響を解析するために必要な情報としては、被ばく調査対

象者それぞれの被ばく線量と死因（あるいは罹患）情報である。Gordeevらにより作成された被

ばく線量計算式 （以下「ロシア計算方式」：p.33参照）により個人の被ばく線量を計算するため

に、実験期間中に居住していた場所を特定するとともに、計算に用いるための核実験データ、

住宅の建材、職業・年齢別の屋外滞在時間や食物摂取量等のパラメータの入手に努めた。一方、

死因情報は住民登録所で入手した。 

２．調査対象地域と調査対象集団 

（１）調査対象集団設定の経緯 

調査の対象とした母集団は、1949年 1月から 1963年 12月の間に調査対象地域に居住した

ことのある住民全員とし、以下に示すように公文書館において、この期間に世帯文書に登録し

た住民を網羅的にリストアップし、データベースに入力した。 

被ばく対象集団は空中および地表核実験が行われた 1949 年から 1963 年までの期間に被ば

く調査地域として設定した村に居住した経歴を有する住民とし、対照調査集団はこの期間、対

照調査地域として選定した村に居住した経歴を有し、かつ被ばく地域に居住した経歴のない住

民とした。 

被ばく調査地域として、旧セミパラチンスク州（現、東カザフスタン州の一部）の旧核実験場

（STS）周辺の 4村（ドロン、ズナメンカ、カイナール、カラウール）を選定し、平成 13年度はズ

ナメンカの、平成 14 年度からはドロン、カイナール、カラウールの住民を対象に、1949 年 1

月から 1963年 3月末までの期間に、これらの村に居住したことのある住民の個人基本情報（個

人の姓名、性、生年月日、民族等）および医療情報（死因情報、死亡年月日）を収集し、情報を確

認した上で、電子計算機入力を行った。これらの被ばく調査対象者を、暫定的にセミパラチン

スク集団-Iと呼ぶこととした。 

対照調査地域としてパブロダール市郊外のケネス、ケンジェコール、ジャナアウル（現在の

パブロダールスコエ）の各村を選定し、1949 年から 1963 年までの間にこれらの 3 村に居住し

ていた住民について平成 15年度から個人基本情報、居住歴、死因などの情報の収集を行ってき

た。これらパブロダール州の各村の住民について、放射線被ばくあるいは放射性核種による汚

染の有無を確認するために、ジャナアウル（パブロダールスコエ）の住民について、平成 17年

度に染色体検査を行ったところ、染色体異常が高頻度に見られ、環境汚染化学物質による影響

を受けた可能性が指摘された。現地の状況を調査した結果、パブロダール市から南方のアクス

市、西方のエキバスツズ市にかけては新しい工業地帯として発展している地帯であることが判

った。このため、この調査対象者の集団は解析対象として適切か再検討する必要があり、パブ

ロダール集団-Iとして分けて取り扱うこととした（図２）。 
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上記、セミパラチンスク集団-Iの被ばく対象者についてロシア計算方式による線量計算を行

った結果、セミパラチンスク地区住民の線量分布では 1.0 Sv以下が大部分であり、統計学的検

出力を高め、線量効果関係を解析するためには、さらに調査対象者の数を増やし、解析精度を

高めることが重要であると考えられた。そこで新たに被ばく調査地域を追加することとし、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 拡 大 

図２ 調査対象地域 

太い紫色の線で囲まれたところが

旧核実験場である。その北東部の

端に核実験の基地となった秘密都

市、クルチャトフ（黒丸）があり、

現在はNNCの本部と傘下の３研
究所がある。さらに東方にセミパ

ラチンスク（黒丸）がある。実験場

の東方、南方が主な被ばく地域で、

セミパラチンスク集団-I（ドロン、
ズナメンカ、カイナール、カラウ

ール：赤色）の各村、セミパラチ

ンスク集団-II（ボルシャヤ・ウ
ラディミロフカ、チェレムシュキ、

モスティク、他：黄色）の各村が

ある。また、実験場の北方にはパ

ブロダール（黒丸）があり、その周

囲にパブロダール集団-I（ケネス、
ケンジェコール、ジャナアウル：

桃色）の各村が、その北方・東方

にパブロダール集団-II（イスル
ティシュスク、カチリ、シェルバ

クティ：緑色）の各村がある。 
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条件に合う地域として、核実験時の放射性雲の飛跡や線量測定データなどから、東カザフスタ

ン州ベスカラガイ行政区でドロン村に近いボルシャヤ・ウラディミロフカ、マラヤ・ウラディミロフカ、

モスティク、チェレムシュキ、ブデネ、イズヴェスツク、ベステレック等を選定した。これらの村はカ

ザフスタン共和国政府により「高度被ばく地域」として認定されており、被ばく調査の対象地域

とすることは適切であろうと考えられた。1949年から 1963年までの期間にこれらの村に居住

したことのある住民について個人基本情報の収集を開始した。これらの被ばく調査対象者群を、

暫定的にセミパラチンスク集団-IIと呼ぶこととした。 

放射線被ばくの健康影響を調査する場合、調査対象地域と環境がほぼ同じで、被ばくしてい

ない地域の住民と比較することが有効であることから、新たに、被ばくしていない対照調査集

団として、放射性雲が通過していない地域の住民を選定することとした。条件に合う地域とし

て、パブロダール州北部・東部のカチリ、イルティシュスク、シェルバクティの 3村は、比較的人数が

多く、農村地帯であり、大規模な工場がないため公害の懸念もなく、また、パブロダール市か

ら 85 km以上も離れていて放射性雲の飛跡とは別の方向であるなど、新たな対照調査地域とし

て適当であると考えられた。そのため、平成 18 ~ 19年度に染色体の検査を行い、その結果、

被ばくによる影響がないことを確認した上で、1949年から 1963年までの間にこれらの 3村に

居住していた住民について個人基本情報の収集を開始した。これらの住民を、暫定的にパブロ

ダール集団-IIと呼ぶこととした。 

（２）調査対象集団の概要 

１）セミパラチンスク集団-I  －ドロン、ズナメンカ、カイナール、カラウール－ 

平成 13年度からズナメンカの住民について個人基本情報（氏名、性、生年月日、民族等）や

医療情報（死因情報）の収集を開始した。平成 14 年度には、さらにドロン、カイナール、カラウー

ルを選択し、調査を行った。これらの村は旧セミパラチンスク州における代表的な被ばく地域とし

て「非常事態地域 （Emergency area）」に指定されており、核実験時に測定された照射線量率の

データが公表されている。これらの村は表１に示すように実験当時の人口が比較的多く、村役

場が置かれていて、独自の公文書館があり、世帯文書が保管されている。 

表１ 1950年当時の人口（単位は人） 

村 村全体の人口 主集落の人口 

ドロン 1,215  958 

ズナメンカ 1,757 1,092 

カイナール 2,299 1,974 

カラウール 2,387 2,387 

２）セミパラチンスク集団-II  －ベスカラガイ行政区－ 

平成 18年度に追加した被ばく調査地域はセミパラチンスク実験場に隣接している。この地

域はカザフスタン共和国の法律「セミパラチンスク実験場における核実験で被ばくした人々の

社会的保護に関する法律」の中で、「非常事態地域」あるいは「高度被ばく地域 （Maximum 

exposure area）」に指定されている。新たに追加した被ばく調査地域はベスカラガイ行政区の 11
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村（図３）で、モスティク、チェルムシュキ、ブデネが非常事態地域に、ボルシャヤ・ウラディミロフカ、

マラヤ・ウラディミロフカ、イズヴェスツク、ベステレック、カノネルカ、セミヤルカ、セメノフカ、ソスノフ

カが高度被ばく地域に指定されている。 

 

図３ ベスカラガイ行政区における被ばく調査地域 

赤い線で示した左側がセミパラチンスク旧核実験場、赤い楕円形の範囲内に平成 18 年度に追加した被ばく
調査地域が赤い点で、当初からの被ばく調査地域のドロン村を紫色の点で示している。水色の範囲が 1949
年 8月の核実験による照射線量 0.1 ~ 0.2 Rの範囲、ベージュ色の範囲が、1955年 7月と 11月の実験によ
る照射線量 0.1 Rの範囲とされている。 
 

これらの村やドロンがあるベスカラガイ行政区は東カザフスタン州の北西部にあり、同州の

19 行政区の 1 つで核実験場に隣接している。この行政区に属する集落は 33 あり、行政の中心

地はボルシャヤ・ウラディミロフカである。行政区全体の人口は約 25,400人で、24の民族からなり、

カザフ人約 17,400人（67.4％）、ロシア人約 6,200人（25.3％）、他約 1,800人（7.3％）である。医

療は、地域中央病院（25床）と結核病院（51床）が各１つ、診療所が 20ある。この行政区の産業

は農業が主で、穀物類の生産の他、醸造、酪農、林業などである。気候は東カザフスタン州や

パブロダール州とほぼ同様で、大陸性気候で年間降雨量は少ない。 

この地区は、STSの実験フィールドの核爆発中心地から、約 70 ~ 140 km離れており、核爆

発実験による被ばくを繰り返し受けた（表２）。特に 1949、1955、1961、1962年の核実験の影

響が大きい。この地域で最も著しい放射線被ばくは、1949年に行われた核実験によるものであ

る。 

1949年 8月 29日の核爆発実験：午前 7時 00分に実験フィールドのサイト P-1で核爆発実験

が行われた。出力は 22 kt、爆発の高度は 30m、地表面から雲の最先端に向かう大気圏中の上昇

流の速度は 45-50 km/時間、当時の風速は約 60 km/時間で東北東への向きで、ドロン、モステ
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ィク、チェレムシュキ、ブデネ、ボルシャヤ・ウラディミロフカ等に影響を及ぼした。核爆発中心

地からボルシャヤ・ウラディミロフカ村までの距離は約 120 kmであった。 

表２ ベスカラガイ行政区に影響を及ぼした核爆発実験 

実験年月日 サイト 核爆発 高さ 
（m）

目的 出力 
（kt）

放射性 
降下物 

1949.8.29 S-1 地表 30 開発 22 実験場外 

1955.7.29 S-3 地表 2.5 開発 1.3 実験場外 

1955.8.2 S-2 地表 2.5 開発 12 実験場外 

1955.8.5 S-2 地表 1.5 開発 1.2 実験場外 

1955.11.6 － 空中 1,000 開発 250 成層圏 

1961.9.9 S-7 地表 0 緊急 0.38 実験場外 

1961.9.14 S-7 地表 1 開発 0.4 実験場外 

1961.9.18 S-7 地表 1 開発 0.75 実験場外 

1962.9.25 S-5 地表 0 開発 7 実験場外 

1962.11.11 S-3 地表 8 開発 0.1 実験場外 

1962.11.26 S-7 地表 0 緊急 0.031 実験場外 

1965.1.15 Balapan 地下 - 178 掘削（原子湖） 140 実験場外 

1965.10.14 Sary-Uzen 地下 - 48 掘削 1.1 実験場外 

注：開発－核兵器開発（核爆発の完全性）、緊急－緊急時の状況や事態の調査 
掘削－掘削工事（人造湖の作出） 

３）パブロダール集団-I  －ケネス、ケンジェコール、ジャナアウル－ 

対照調査地域として設定したこれらの村はパブロダール州のほぼ中央、パブロダール市の周

囲にある。これらの地域はカザフスタン共和国政府からは被ばく地域として認定はされていな

いが、コンビナート地帯の中にある。ケンジェコールの周辺には、アクス合金鉄工場およびア

クス発電所がある。アクス合金鉄工場の排出物の多くは再利用されずに灰処分区域に蓄積され

ている。この灰には有害な化学物質（モリブデン、リン、クロム、マンガン、銅、スズ、ニッケ

ル、亜鉛、銀等の化合物）が含まれ、これらの地区では、アンチモン、ヒ素、カドミウム、タリ

ウムなどを含む揮発性有毒物質や灰が風により拡散し、付近に汚染をもたらしている。一方、

染色体検査を行ったジャナアウル（パブロダールスコエ）から 4 ~ 6 kmの距離には、互いに近

接する化学工場、石油精製工場および第 3発電所等がある。 

パブロダール市周辺には、1950 年代頃からドイツやソビエト連邦各地から多くの人が移住し

て来た。これは、ソビエト連邦政府は 1954 年頃から連邦傘下の国民に北カザフスタンへの移住

を勧め、パブロダール市周囲でも様々な産業の興隆を促したことによる（この大規模な人の移動

を「ツェリーナ tselina （developing the virgin lands）」と呼んだ）。しかし、ソビエト連邦の崩壊後、

帰国した人が多く、2002 年のパブロダール州の人口統計局の発表では、過去 10 年間に 297,353

人がパブロダール州に転入し、461,621人が転出しするなど人口の変動が激しい。 

４）パブロダール集団-II  －カチリ、イルティシュスク、シェルバクティ 

平成 18年度から対照調査のための候補地としてカチリ、イルティシュスク、シェルバクティ 3村を

選定し、個人基本情報の収集を開始した。これらの村は ① パブロダール市から北北西または
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東北東に 85 ~ 180 km離れており、コンビナート地帯の大気汚染などの公害は及んでいないと考

えられる。 ② セミパラチンスク核実験場（STS）から 200 ~ 300 km離れており、実験時の風向き、

線量測定データ等から実験の影響が及んでいないと考えられる。③ 村の人口が多く、実験当時

から現時点まで村として存続し（村の規模が小さな場合は、他の村に吸収されるなどにより消滅

したものがある）、公文書館で世帯文書（税金徴収のための人員や家畜などの記録）が保管されて

いる（町になると世帯文書は使われなくなる）。④ 基本的に農業地域で、穀物・野菜などの生産、

牛や羊の飼育が主な産業で被ばく調査地域と同様の生活環境である。� 人口構成は、カザフ人 約

46％、ロシア人 約 34％、その他（ウクライナ人、ドイツ人等） 約 20%で、被ばく調査地域と類似の

人口構成である。 

これらの 3 つの村の概要を表３に記載した。また、1976 年以降の各村における人口の変動

の状況を表４に示した。 

表３ パブロダール集団-IIにおける調査対象地域の概要 

行 政 区 カチリ イルティシュスク シェルバクティ 

施政開始 1938年 1938年 1928年 
面積 6,800 km２ 10,200 km２ 6,800 km２ 
人口 25,000人 28,000人 25,000人 
行政センター カチリ村 イルティシュスク村 シェルバクティ村 
パブロダールからの

距離 
北北西 112 km 北北西 180 km 東北東 85 km 

人口構成 
 カザフ人 
 ロシア人 
 ウクライナ人 
 ドイツ人 
 その他 

 
40.2％ 
43.3% 
7.0% 
5.3% 
4.2％ 

 
57.6% 
23.8% 
8.3% 
5.6% 
4.7％ 

 
38.3% 
36.2% 
8.3% 
6.8% 

10.4％ 

主な産業 

穀物・野菜・果物栽培 
肉製品、ミルク、卵 
ウール 
木材 

穀物・野菜・果物栽培 
肉製品、ミルク、卵 
ウール 
木材 

穀物・野菜・果物栽培 
肉製品、ミルク、卵 
木材 
 

耕作面積 137,200 ha 212,000 ha 153,900 ha 

牧畜 
牛、羊、山羊、 
豚、馬、鳥 

牛、羊、山羊、 
豚、馬、鳥 

牛、羊、山羊、 
豚、馬、鳥 

学校 
一般学校（38） 
職業学校（１） 

一般学校（38） 
職業学校（１） 

一般学校（37） 
職業学校（１） 

医療機関 
一般病院（１） 
結核病院（１） 
外来診療所（11） 

一般病院（１） 
結核病院（１） 
外来診療所（12） 

一般病院（１） 
結核病院（１） 
外来診療所（10） 

表４ 1976年以降の人口の変動（単位：千人） 

行 政 区 1976 1977 1978 1980 1985 1993 1996 2005/2006

カチリ 47.9 45.2 44.8 44.2 31.7 40.3 34.8 25.1 
イルティシュスク 46.9 35.1 34.9 44.8 32.1 41.8 37.4 28.1 
シェルバクティ 39.0 38.2 24.6 37.2 25.4 38.3 33.4 25.0 
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３．情報収集の方法 

調査の対象とした母集団は、1949年 1月から 1963年 12月までの間に調査対象地域に居住

したことのある住民全員とし、以下に示すように公文書館においてこの期間に世帯文書に登記

されたことのある住民を網羅的にリストアップし、データベースに入力した。調査対象者に関

する情報の収集方法は以下の通りである。 

（１）情報収集の手順 

情報収集の手順は以下の通りである。 

① 公文書館（Archives）で調査対象者のリストを作成し、データベースに入力する。 

② 法務局住民登録所（Citizen Registration Office：以下「住民登録所」）でデータの確認を行う

とともに追加データを入手し、データベースに入力する。 

③ 聴取り調査、その他の方法によるデータの確認と追加、修正を行う。 

（２）それぞれの段階における作業 

１）公文書館（新歴史文書センター） 

公文書館は原則的に行政区ごとに設置されているが、行政区役所のある村の他、行政区内の

各地域の中心となる村にも置かれている場合がある。公文書館では課税を目的として 3 年ごと

に更新される世帯文書（household book）を管理している。住民は毎年、世帯文書に署名するこ

とになっており、世帯文書には同じ家に住む人のデータ（氏名・性・生年月日・住所・親族関係・

職業・民族・移動日と移動場所・新しい住所への到着日・死亡日・死因）が登録されている。家

畜も課税の対象となっており、家畜の種類や数も登記されている。 

本調査では、初めに公文書館で調査対象者のリストを作成するためのデータを収集した。世帯

文書自体はノートに手書きされたもので、複数のページから必要な情報を含む部分を探し、氏名、

生年月日（年だけの場合もある）、性別、民族、死亡年（年のみ。死因の記載なし）、職業（コルホ

ーズ労働者、生徒など）の情報をノートに書写するか、あるいはコピーを取った。しかし、実際に

は世帯文書に記載されている家族構成のリストには正確な生年月日等が書かれていない場合が多

く、また、ほとんどが婚姻や転出などにより情報が中断していた。 

２）住民登録所 

住民の登録を行う法務局の機関で各行政区にあり、出生、死亡、婚姻等に関するデータが保

管されている。世帯文書のデータを確認するとともに追加データを入手してデータベースに入力

した。住民登録所で得られる情報は以下の通りである。① 出生証明書：氏名、生年月日、両親

の氏名とそれぞれの生年月日。② 死亡証明書：氏名、死亡年月日、および公式死因。なお死亡

届けには医者からの証明書が必要である。③ 婚姻：夫婦の氏名、婚姻年月日、以前の氏名の変

更データ。 

ただし、住民が他の地域に転出した場合には転出先の詳細な情報は記録されておらず、転出

後に死亡した場合にはもとの住民登録所では情報が得られなかった。 
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３）聴取り調査 

調査対象者本人、家族、親類、知人等からの聴取り調査により得られた情報は入力済みのデ

ータと照合し、追加データを入力した。さらに、調査対象となっている各村以外に、セミパラ

チンスク市やクルチャトフ市でも聴取り調査を行い、調査対象地域の外に転出した対象者につ

いても可能な限り追跡調査を行った。 

４）その他 

軍歴記録保管所（徴兵期間：各行政区）、各地域のがんセンター（がん）、診断センター（がん以

外の疾病）などの公的機関における情報調査、標本検査などによりデータの信頼性確認を行うと

ともに、入力情報の確認、追加、修正、補完を行った。 

軍歴記録保管所では、男性対象者の一部について徴兵に関する情報が調べられ、調査の結果、

居住歴の欠落部分の状況を把握できる場合がある。徴兵期間中の勤務地は軍事機密であるため

不明である場合が多いが、召集地から離れた地域の部隊に配属されるため、セミパラチンスク地区

で召集された対象者が徴兵期間中にセミパラチンスク核実験場における核実験で被ばくした可能性

はほとんどないと考えられる。 

各がんセンター・診断センターにはカルテが保管されているが、セミパラチンスクがんセンター

では 1990年の火災により古いデータの多くが失われた。なお、それぞれの州のがんセンター・

診断センターでは州内の病院からがん・疾病に関する情報を集めているが、電子化されていな

いため、調査対象者に関する情報の検索は困難である。 

４．居住歴情報、死亡情報等のデータベース構築 

（１）データベースの基本構造 

収集したデータを収納するためのデータベースの基本構造は、平成 14 年度の調査開始時に

決定し、その後、改良を加えた。図４に基本構造を示す。 

（２）データベースへの入力状況 

各調査対象集団における調査概況を表５に示した。セミパラチンスク集団-I では平成13年度

から調査を行っており、調査対象者数、生存者数、死亡者数がかなり充実している。セミパラチ

ンスク集団-II は平成18年度から調査を開始した。パブロダール集団-I は、平成15年度から調査

を開始したが、住民の移動の頻度が高く、セミパラチンスク集団-I に比べ生死判明者の割合が少

ない。パブロダール集団-II については、平成18年度から予備調査を開始し、平成19年度に染

色体検査の結果を得て対照調査集団とすることに決定した。個人基本情報が入力された調査対

象者の人数はかなり多いが、居住歴の精度を上げるには時間がかかる見通しである。なお、被

ばく地での居住歴はあるが、主な居住地がセミパラチンスク集団-I、-II の各村の主集落以外

で上記の集団に分類されない住民は「未確定」に分類した。 

カザフスタンで入力されたデータベースは、毎月1回、協会に送られた。平成20年度末（3月

末）に受領したデータベースにおける調査対象者の数は、セミパラチンスク集団-I：25,505人、

セミパラチンスク集団-II：26,430人、パブロダール集団-I：22,055人、パブロダール集団-II：

48,302人で、「未確定」の9,431人を加えて、総数131,723人であった。 
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図４ データベースの基本構造 

データは３つのデータテーブルに入力される。矢印はリンクを表す。 

 

表５ 各調査対象集団における調査概況 

調査対象集団 村 染色体検査 臨床・病理検証 備考 

ドロン 平成 15年 9月 
 男性 5人 

ズナメンカ 平成 18年 9月 
 男性 5人 

カイナール 

平成 14年 11月 
 男性 2人、女性 1人
平成 15年 9月 
 男性 5人 

セミパラチンスク
集団-I 
（平成 1３年度：
調査開始） 

カラウール 平成 15年 9月 
 男性 5人 

住民の居住歴や死亡情
報がかなり収集され、線
量計算が可能である。 
 
ESR測定用の歯の収集
平成 14年度：19本 
平成 15年度：25本 
平成 17年度：81本 

セミパラチンスク
集団-II 
（平成 18年度：
調査開始） 

ボルシャヤ・ウラディミ
ロフカ、マラヤ・ウラデ
ィミロフカ、チェレムシ
ュキ、モスティク、ブ
デネ、ベステレック等 

 

平成 14年度：セミパラ
チンスクがんセンターの
97症例を病理検証 
 
平成 15年度：セミパラ
チンスクがんセンターの
125症例を病理検証平成 
 
17 年度：セミパラチン
スクがんセンターの 72
症例を病理検証 
 
平成 19 年度：249 症例
の ICD-10 コードを検証 

現時点では、実験の測定
データや、住民の居住
歴・死亡情報の収集が不
十分である。 

ケネス  

ケンジェコール 平成 16年 11月 
 男性 13人 

パブロダール 
集団-I 
（平成 15年度：
調査開始） ジャナアウル 平成 16年 11月 

 男性 10人 

調査開始後、公害などの
影響が大きいことが判明
した。他地域への移住者
が多く、住民の居住歴や
死亡情報が十分には収
集されていない。 

カチリ 平成 19年 1月 
 男性 12人、女性 12人

イルティシュスク 

パブロダール 
集団-II 
（平成 18年度：
調査開始） シェルバクティ 

平成１６年度：パブロダー
ルがんセンターの 50 症
例を臨床検証、254 症例
を病理検証 
 
平成１７年度：パブロダー
ルがんセンターの 150 症
例を病理検証 

平成 19 年度に、染色体
検査の結果を受け、対照
調査地域として決定し
た。 

データ テーブル 

個人情報テーブル 

Person_id 
Seq_no 
Diagnosis_no 
Icd_id 
Death (check) 

Person_id 
Seq_no 
Begin_date 
End_date 
Local_no 
Profession_no 

参照テーブル 

民族テーブル 

Nationality_no
Names_rus 
Names_eng 

居住地テーブル 

Local_no
Names_rus 
Names_eng 

ICD-10テーブル 

診断名テーブル 

Diagnosis_no
Names_rus 
Names eng

職業名テーブル 

Profession_no
Names_rus 
Names_eng 

健康情報テーブル 

居住歴テーブル 

Person_id 
Sex 
Birth_dt 
Nationality_no 
Mother_id 
Father_id 

Icd_id
Icd_code 
Icd_diagnosis 
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（３）データの整理から解析までの手順 

毎月 1 回 NNC から送られてきたデータは、① 集計して以前のデータからの差分を調べる

とともに、② 不備や欠落、矛盾などの過誤がないかを検査し、その後、③ 調査対象集団、村

ごとに、居住歴情報、生死情報、死因情報等を整理集計して図示する。統計解析に当たっては、

④ 分析の対象となる標本集団を選別し、⑤ 標本を抽出した後、⑥ 抽出標本を母集団と比較し

同質性を検証し、⑦ 各村の年齢構成、民族構成、職業、性別などの特徴を調べるとともに、⑧ 

抽出標本の死因を国際分類（ICD-10）により分類し集計する。 

個人の被ばく線量はロシア計算方式に基づいて作製したプログラムにより計算する。まず、

核実験に関するパラメータ等を用いて村ごとに ⑨ 外部被ばく線量計算用の「経過月別外部被

ばく線量データテーブル」および ⑩ 内部被ばく線量計算用の「経過月別内部被ばく線量データ

テーブル」を作成し、次に、⑪ 核実験毎の物理的パラメータや各個人の生物学的パラメータお

よび生態学的パラメータを基に、⑩と⑪の表を用いて外部被ばく線量と内部被ばく線量をそれ

ぞれ計算し、それらを合算して実効線量を算出する。 

次に、⑫ 上記⑧で抽出した標本につき、個人ごとの観察期間をもとに解析対象集団の人年

計算を行うとともに、⑬ 解析対象とした集団全体について、および、⑭ ICD-10コードで分類

した死因ごとに被ばく線量範囲ごとの人数を集計する。これらの整理した情報をもとに、統計

解析ソフトを使い、⑮ 被ばく対象者集団を線量範囲ごとにいくつかの被ばく群に分け、集団内

部の比較による死亡率比を算出するとともに、⑯ 「Coxの比例ハザードモデル」を用いた解析に

より、被ばく以外に影響する要因の解析を行う。 

なお、上記の丸数字は図５中の丸数字に対応している。 

（４）データ解析システムの整備 

上記のデータ解析の手順に沿い、データ集計から線量計算およびデータ統計解析に至るまで

の一連の計算機プログラムを整備した。この計算機プログラム構成を図５に示した。 

５．入力したデータの整理と解析対象候補者の抽出 

（１）居住歴情報および死亡情報の整理、解析対象候補者の抽出 

入手したデータについて、上記のデータ解析手順に従って解析を進めた。その解析過程にお

ける検討結果を以下に示す。 

１）カザフスタンの調査協力機関から送られてきたデータの検査と整理 

NNC から協会に送られてきたデータについては、協会において不備、欠落、矛盾などの過

誤がないかを確認し、NNCに照合の上、必要に応じてデータファイルを修正するよう連絡した。

例として平成 20年度末の平成 21年 3月時点のデータについて検出された入力情報の過誤を表

６に示した。これらは NNCにおいて調査記録等で確認し、順次、修正を行った。 

 



 

 

 

図５ データ統計解析までのプログラムの構成 

-
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表６ データベース入力情報の過誤 

過 誤 の 内 訳 件数 

個人情報関連  
 出生日が不明  216 
 死因情報はあるが死亡日が不明  148 
 出生日 ＞ 死亡日  19※ 
 1850年以前に出生 または 2010年以降に出生・死亡  35 
 セミパラチンスク DBとパブロダール DBの両方にエントリー  86 
 6桁の person_id（通常は 7桁または 8桁）  1 
死因情報関連  
 主要な死因のチェック無し  15 
 複数の主要死因チェック  94 
居住歴情報関連  
 居住歴レコードの日付が不明  88 
 開始日 ＞ 終了日  108※ 
 出生日以前または死亡日以降の居住歴 2,217 (2,213※) 
 居住期間の重複  899 
 （内、居住地が異なるもの）  334 
 1850年以前または 2010年以降の日付  5 
 居住歴レコードなし  20 
その他  
 地名コード（location_id）の重複  10 
 疾病コード（diagnosis_id）の重複  31 
 父親または母親とされる人物の性別の不正  114 
 父親または母親の生存期間外に出生  25,724 
 父親とも母親とも異なる民族  23,162 
 
※ ソフトウェアの仕様上、日付データの月、日が不明な場合には、それぞれ 7、15に置
換されている（例：1949/08/??→1949/08/15、1963/??/??→1963/07/15）。 

２）調査対象者の整理と分類 

今回の報告書における解析では NNCから協会に送られてきた平成 21年 3月末時点の情報

を用いた。居住歴データの整理と分類に当たっては、以下のような基準を用いた。 

① 1949年 1月 ~ 1963年 12月の間に調査対象地域に居住した履歴がある調査対象者につい

ては、最も長い期間居住していた村を主居住地とした。 

② 個人線量を計算するために、大気圏内で核実験が行われた 1949年 ~ 1963年の間の居住

歴の充足の程度により調査対象者を Sおよび A ~ Dの 5ランクに分類した。即ち 3歳未満

で死亡した調査対象者は居住歴の充足の程度にかかわらず「D ランク」とし、それ以外の調

査対象者は居住歴充足率100%の場合は「Sランク」、80 ~ 100%未満は「Aランク」、60 ~ 80%

未満は「Bランク」、60％未満は「Cランク」とした。 

平成21年3月末時点におけるデータベースの情報収集状況をまとめて表７に示した（詳細は

添付資料-13参照のこと）。これらの中から Sランク（1949年 1月 1日 ~ 1963年 12月 31日の

居住歴が 100％判明）の住民を解析対象候補者として抽出した（図６）。抽出された Sランクの対

象者数は 41,543人、死亡情報は 19,265件であった。 
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表７ 各調査対象集団のデータ収集状況（平成 21年 3月末時点） 

調査対象集団 
居住歴

ランク

調査対

象者数

生死判

明者数
生存者数 死亡者数 

ICD-10
付与数

S 12,709 10,949 5,543 5,406  5,108 

A ~ D 12,796 1,927 327 1,600  1,454 セミパラチンスク集団-I 

小計 25,505 12,876 5,870 7,006  6,562 

S 7,671 5,821 1,946 3,875 3,814

A ~ D 18,759 1,266 179 1,087  936 セミパラチンスク集団-II 

小計 26,430 7,087 2,125 4,962  4,750 

S 7,408 4,497 1,750 2,747  2,746 

A ~ D 14,647 1,194 186 1,008  1,007 パブロダール集団-I 

小計 22,055 5,691 1,936 3,755  3,753 

S 11,924 9,329 2,904 6,425  6,417 

A ~ D 36,378 2,550 709 1,841  1,841 パブロダール集団-II 

小計 48,302 11,879 3,613 8,266  8,258 

S 1,831 1,282 470 812  767 

A ~ D 7,600 2,313 248 2,065  1,945 未確定 

小計 9,431 3,595 718 2,877  2,712 

S 41,543 31,878 12,613 19,265  18,852 

A ~ D 90,180 9,250 1,649 7,601  7,183 総 計 

小計 131,723 41,128 14,262 26,866  26,035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ データベースからの情報の抽出（平成 21年 3月末） 
 

個人基本情報 

41,543件 

死亡情報 

30,000件 

居住歴情報 

240,161件 

データベース 抽出情報 

地区名テーブル 716件 

ICD-10テーブル 11,629件 

診断名テーブル 3,318件 

職業名テーブル  330件 

データ テーブル

 個人情報テーブル 

131,723件

 健康情報テーブル 

42,250件

 居住歴テーブル 

408,819件

参照テーブル 

民族名テーブル 76件 
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（２）抽出した解析対象候補者の情報の検討 

母集団から収集されてデータベースに格納されたデータ（標本）をもとに、解析対象候補者（S

ランクの調査対象者）を抽出した（抽出データ）。被ばく以外の条件が同質であるか、母集団、標

本、抽出データそれぞれについて検討した。 

１）各集団の特徴 

i）セミパラチンスク集団-I：平成 13 年度の本調査開始時からズナメンカの住民の個人基本情

報や死亡情報の収集を開始し、平成 14年度からはさらにドロン、カイナール、カラウールの

住民の個人基本情報や死亡情報の収集を行っている。これらの村は旧セミパラチンスク州に

おける代表的な被ばく地域で、核実験時に照射線量の測定が行われ、データが公表されてい

る。実験当時の人口が比較的多く、行政区役所あるいは支所が置かれていて、公文書館に世

帯文書が保管されている。 

ii）セミパラチンスク集団-II：平成 18年度から調査を開始した被ばく調査地域である。主とし

てドロン周囲のベスカラガイ行政区の集落で、セミパラチンスク旧核実験場に隣接している。

この地域は、カザフスタン共和国の法律「セミパラチンスク実験場における核実験で被ばく

した人々の社会的保護に関する法律」の中で、モスティク、チェレムシュキ、ブデネが非常

事態地域に、ボルシャヤ・ウラディミロフカ、マラヤ・ウラディミロフカ等が高度被ばく地域

に指定されている。 

iii）パブロダール集団-I：対象とした地域は被ばく地域とは認定されていない。本調査では平

成 15年度にパブロダール州のケネス、ケンジェコール、ジャナアウルを対照調査地域として

選定し、1949 ~ 1963年の間にこれらの 3村に居住した住民の情報を収集している。平成 16

年度（2004年度）に住民の染色体検査をした結果、染色体異常が高頻度に見られた。これらの

村は工場地帯に隣接し、周辺に化学工場、石油精製工場、火力発電所、合金鉄工場などがあ

ることから、環境汚染物質にばく露されている可能性が高いと考えられた。従って、対照調

査集団としての取扱いについては、さらに慎重に考慮する必要がある。また、これらの村は

人口の変動が激しく、ソビエト連邦崩壊後、もと居た国に帰国するなどで転出した人がかな

り多い。2002年のパブロダール州人口統計局のデータでは、過去 10年間で 461,621人がパ

ブロダール州から転出し、297,353人が転入している。 

iv）パブロダール集団-II：平成 18年度から予備的に調査を開始し、平成 19年度にカチリ村住

民の染色体検査の結果を受けて対照調査集団とすることに決定した。カチリ、イルティシュ

スク、シェルバクティ各村はパブロダール市から北方または東方に約 100 km以上離れた農

村で、核実験による影響のみならず、さらに工場からの環境汚染物質の影響もないと考えら

れる。村の人口が多く、公文書館に世帯文書が保管されているが、近年、人口が減少傾向に

ある。 

２）標本および抽出データに関する検討 

i）データの収集方法 

a）セミパラチンスク集団-I: ① 公文書館で 1949 ~ 1963年に居住歴のある住民を調査対象者

としてリストを作成し、さらに 2000年までの世帯文書を調査した。次に ② 住民登録所の
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住民登録で個人情報、死亡年月日、死因を調査した。その後 ③ 聴取り調査あるいは軍歴記

録保管所、がんセンターなどでデータの確認と追加・修正を行った。 

b）セミパラチンスク集団-II: 当初は住民登録所で 1961 ~ 1963年の住民登録を基に作ったリ

ストに従って調査を行っていたが、その後、調査方法を従来の方法（1949 ~ 1963年の世帯

文書を調べ、1949 年 ~ 現在の住民登録所での個人情報収集と聴取り調査）に修正し、調査

を進めた。 

c）パブロダール集団-I: ① 公文書館で 1949 ~ 1963年に居住歴のある住民を調査対象者とし

てリストを作成し、さらに 2000年までの世帯文書を調査した。次に ② 住民登録所の住民

登録で 1949 ~ 2000年の個人情報、死亡年月日・死因を調査した。その後 ③ 聴取り調査あ

るいは軍歴記録保管所、がんセンターなどでデータの確認と追加・修正を行った。 

d）パブロダール集団-II: ① 住民登録所で 1961 ~ 1963年に居住歴のある住民を調査対象者

としてリストを作成し、② そのリストに基づいて1949年 ~ 現在までのデータを収集した。

その後 ③ 生存者から聴取り調査を行った。④ 平成 20年 1月以降は、セミパラチンスク集

団-Iと同じ調査方法に修正した。 

ii）抽出前と抽出後の生存者、死亡者および生死未確認者の人数 

各集団の抽出前の調査対象者全体、抽出後の Sランクと除外者（A ~ Dランク）について、

生存者、死亡者および 生死未確認者の割合を比較した（図７）。 

 セミパラチンスク集団-I セミパラチンスク集団-II パブロダール集団-I パブロダール集団-II 
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図７ 各集団の生存者、死亡者および 生死未確認者の人数 

上段は全調査対象者について、下段は抽出後の Sランクと除外（A ~ Dランク）に
ついて生死未確認者（白色）、生存者（斜線）、死亡者（黒色）の人数を示した。 

a）セミパラチンスク集団-I：抽出後の Sランクの人数は A ~ Dランク（除外）の人数とほぼ

同数であるが、生死未確認者の割合はかなり小さい。 



 

- 27 - 

b）セミパラチンスク集団-II : 抽出後の S ランクの人数は A ~ D ランク（除外）の人数に比べてか

なり少なく、また生死未確認者の割合が大きい。今後、さらにデータ収集が必要である。 

c）パブロダール集団-I : 抽出後の Sランクの人数は A ~ Dランク（除外）の人数に比べて少な

く、生死未確認者の割合が大きい。この地域は転出者が多く、多くの調査対象者については

追跡が困難である。 

d）パブロダール集団-II : 抽出後の Sランクの人数は A ~ Dランク（除外）の人数に比べてか

なり少ない。今後、さらにデータ収集が必要である。 

以上のように平成 20 年度末時点では、セミパラチンスク集団-I については調査の経過も

長く、かなりの充実が見られるが、他の 3つの調査対象集団は未だ十分とはいえない。 

iii）調査対象者数の年次別変動 

調査対象者の居住歴は、死亡や転出に伴う行き先不明などにより打ち切られる場合が少な

くない。カザフスタンでは日本のような戸籍制度がないため、転居した場合には、その多くは

追跡できない。データの集計にあたっては生死未確認者と分類している。村・集団によって調

査の進捗状況が異なるため、各年のデータ収集数に相違があり、調査対象者数の年次別変動パ

ターンが異なる。以下、各集団の特徴を示す。 

a）セミパラチンスク集団-I: 1950 ~ 1963年の間に情報収集が打切られたことによる生死未

確認者の人数が多い。これは、公文書館で 1949 ~ 1963年の世帯文書を基に調査対象者のリ

ストを作成し、1949 ~ 1963年の居住歴が 100％判明した調査対象者をＳランクとしている

ことによる。生死未確認者の多くは Cランクに分類されている。 

b）セミパラチンスク集団-II: 1963年での打切りが多い。これは調査にあたり、始めに 1961 ~ 

1963 年の住民登録で調査対象者リストを作成したことによるものであり、データ収集がま

だ十分でないことを示している。 

c）パブロダール集団-I: セミパラチンスク集団-I と同様なパターンを示している。しかし、

セミパラチンスク集団-Iに比べて、移住による行き先不明による生死未確認者の割合が大き

く、ほとんどの未確認者が Cランクに分類されている。 

d）パブロダール集団-II: 1960年から 1963年の間の打切りの割合が大きい。これは当初住民

登録所の 1961 ~ 1963年の住民登録で調査対象者のリストを作成したこと、およびデータ収

集がまだ十分ではないことを反映している。 

セミパラチンスク集団-IIとパブロダール集団-IIについては、現時点ではデータ収集が不

十分である。セミパラチンスク集団-I やパブロダール集団-I との収集方法の違いが見られた

ため、平成 20年 2月にセミパラチンスク集団-Iと同じデータ収集方法とするよう指示し、平

成 21年 2月に再確認した。 

iv）年齢分布 

調査対象者から抽出した解析対象候補者が、母集団からランダムに取りだしたものと考え

られるかどうか年齢構成を検討した。1949 年と 1960 年の各村の全調査対象者と抽出後のＳ

ランクの調査対象者の年齢構成を比較した結果、ほとんど同じパターンを示したことから、母
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集団からランダムに抽出したと見なすことができた。 

また、抽出後の各調査対象集団における年齢構成を、カザフスタンの統計情報の旧セミパ

ラチンスク州住民の年齢構成と比較検討した結果、近似した分布を示し、ランダムに抽出した

と見なすことができた。なお各集団ともに 0 ~ 4歳の人数が旧セミパラチンスク州住民の統計

データに比べて少ないのは、データ抽出時に 3歳未満で死亡した調査対象者のデータを除外し

ていることによる。 

v）民族構成 

各調査対象集団における民族構成は次のような特性を持っている。 

a）セミパラチンスク集団-I:ドロンは主にロシア人、ズナメンカとカラウールは主にカザフ人

とドイツ人、カイナールは大多数がカザフ人で、文献とほぼ一致する。 

b）セミパラチンスク集団-II:ベスカラガイ行政区では、カザフ人とロシア人がほぼ半数ずつ

である。 

c）パブロダール集団-I:データベースでは村によりカザフ人とロシア人の割合が異なるが、核

実験当時の民族構成に関する文献情報は得られていない。 

d）パブロダール集団-II:現地の情報では、半数がカザフ人、残りの半数がロシア人、ウクライ

ナ人、ドイツ人などの非カザフ人であったが、データベースではロシア人の割合が大きい。 

vi）調査対象集団に占める死亡者の割合 

各調査対象集団における死亡者の割合は、セミパラチンスク集団-I とパブロダール集団-I

では村により多少の差があるものの、Sランクにおける死亡者の割合は 40%前後である。セミ

パラチンスク集団-IIとパブロダール集団-IIでは、収集状況が未だ不十分で死亡者の情報量に

比べて生存者の情報量が少ないため、セミパラチンスク集団-I、パブロダール集団-II に比べ

て死亡者の割合が高くなっている。 

（３）セミパラチンスク地域住民の死亡情報の整理 

Sランクの調査対象者（解析対象候補者）41,543人のうち、死亡情報がそろい、死因が判明

している18,852人について、世界保健機関（WHO）の「疾病及び関連保健問題の国際統計分類 第

10版：International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th 

Revision」（以下「ICD-10」）に従って死因をコード化して分類した。 

この中のセミパラチンスク集団-I の解析対象候補者（S ランク）12,709 人のうち死亡者で

ICD-10 コードが付与された 5,108人について死因を表８に示した。この集団では循環器系の疾

患が全死因の 42%を占め、特に虚血性心疾患、次いで脳血管疾患による死亡が多かった。また、

新生物は全死因の 20％であった。 

死因判明者のうち、新生物と診断された 1,035症例について ICD-10の小分類に従って集計

し、件数の多いものを表９に示した。28％（289/1,035）が食道の悪性新生物、19％（199/1,035）

が胃の悪性新生物で、両者を合わせた上部消化管の悪性新生物は 47％（488/1,035）を占めた。

また、気管支・肺の悪性新生物は 13％（132/1,035）であったが、男女差が明瞭であった。他方、

乳房の悪性新生物や白血病による死亡は少なく、それぞれ 2％程度であった。 

カザフスタン全体の1976年以降の悪性新生物の罹患に関する統計データ（表１０）では呼吸器
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系（気管支および肺）の悪性新生物、次いで食道と胃の上部消化管の悪性新生物の割合が多かっ

た。他方、本調査における解析対象候補者では、上部消化管の悪性新生物による死亡率はカザフ

スタン全体の罹患率に比べてかなり高かった。しかし、呼吸器系の悪性新生物に関しては、カ

ザフスタン統計の罹患率と解析対象候補者の死亡率はほぼ同程度であった。また、カザフスタ

ン全体では、乳房や皮膚の悪性新生物の罹患率が比較的高かったのに対し、本調査における解

析対象候補者の死亡率は低かった。 

表８ セミパラチンスク集団-Iにおける解析対象候補者の死因（平成 21年 3月末） 

ICD10 死因となった疾患 男性 女性 合計

A00 ~ B99 感染症および寄生虫症 192 137 329
C00 ~ D48 新生物 578 457 1035
D50 ~ D89 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 1 3 4
E00 ~ E90 内分泌、栄養および代謝疾患 13 15 28
F00 ~ F99 精神および行動の障害 7 4 11
G00 ~ G99 神経系の疾患 25 19 44
H00 ~ H59 眼および付属器の疾患 0 1 1
H60 ~ H95 耳および乳様突起の疾患 0 0 0
I00 ~ I99 循環器系の疾患 1,054 1,072 2,126
J00 ~ J99 呼吸器系の疾患 153 99 252
K00 ~ K93 消化器系の疾患 78 52 130
L00 ~ L99 皮膚および皮下組織の疾患 1 0 1
M00~M99 筋骨格系および結合組織の疾患 0 4 4
N00 ~ N99 尿路性器系の疾患 24 19 43
O00 ~ O99 妊娠、分娩および産じょく<褥> 0 30 30
P00 ~ P96 周産期に発生した病態 0 0 0
Q00 ~ Q99 先天奇形、変形および染色体異常 2 2 4
R00 ~ R99 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 298 366 664
S00 ~ T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響 93 23 116
V00 ~ Y98 傷病および死亡の外因 233 49 282
Z00 ~ Z99 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 3 1 4

合 計 2,755 2,353 5,108

表９ 悪性新生物の分類の中で件数の多い部位（平成 21年 3月末） 

ICD-10 死因となった悪性新生物 男性 女性 合計 

C15 食道の悪性新生物 153 136 289 

C16 胃の悪性新生物 102 97 199 

C22 肝および肝内胆管の悪性新生物 54 38 92 

C34 気管支および肺の悪性新生物 113 19 132 

C50 乳房の悪性新生物 0 22 22 

C91 ~ C95 白血病 9 14 23 

 その他の新生物 147 131 278 

合計  578 457 1,035 

なお、カザフ･ソビエト社会主義共和国保健省のデータでは、1976年以降の旧セミパラチン
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スク州の悪性新生物による死亡率は他の州と比べて必ずしも高くはない。 

表１０ 悪性新生物と診断された患者の数（カザフスタン全体） 

（カザフ･ソビエト社会主義共和国保健省のデータによる） 
 

各年に悪性新生物と診断・登録された患者数 
悪性新生物の部位 

1976年 1980年 1985年 1990年 1995年 1998年 

口唇 730 680 625 570 470 381 

食道 2,708 2,776 2,508 2,413 1,863 1,800 

胃 3,566 3,589 3,650 3,892 3,300 3,254 

直腸 460 638 607 986 918 992 

喉頭 343 401 455 549 516 415 

気管、気管支、肺 2,403 2,955 3,661 5,231 4,609 4,324 

皮膚 2,316 2,641 3,061 3,253 2,771 2,883 

乳腺 1,067 1,353 1,645 2,031 2,221 2,544 

子宮頚部 1,297 1,285 1,247 1,125 931 986 

造血器・リンパ組織 582 652 874 1,247 1,096 1,106 

合 計 15,472 16,970 18,333 21,297 18,695 18,685 

 

（４）医療情報の検証 

現地医療情報の正確性を検証するために、セミパラチンスクがんセンターおよびパブロダー

ルがんセンターの症例および病理標本について、日本の専門家（臨床医・病理医）と現地の専門

家の診断の比較検討を行った。 

１）臨床データの検証（肺がんの胸部単純 X線を中心として） 

平成 16 年度にパブロダールがんセンターにおいてがんの疫学についての聴取り調査と 50

症例について胸部単純 X 線写真による診断の検討を行った。概要と検証結果は以下の通りで

ある。 

i）パブロダール州では、がんが疑われた場合は、全てパブロダール州診断センターまたはがん

センターで検査され、最終的にはがんセンターで確定診断となる。したがってパブロダール

州のがんの疫学についてはがんセンターの症例を集計することにより把握することが可能で

あると思われた。 

ii）パブロダール州がんセンターでは 1年間で肺がん 300 ~ 330例あり、パブロダール州の肺が

んの頻度は 10万人に対し 36 ~ 41人であった。男女比では 96％が男性であり、女性の肺が

んは極めて少なかった。 

iii）肺がんの病期分類はⅠからⅡ期が 10 ~ 12％、Ⅲ期が 25％前後、Ⅳ期が 60％前後で、最近

進行がんが増加傾向にある。ただし、この病期分類はがんセンターに CT がないため大部分

は胸部単純写真での病期分類で、その精度には不確実性が残る。 

iv）組織分類では 70 ~ 75％が扁平上皮癌で、腺癌、小細胞癌が極めて少ないのが特徴的であっ

た。扁平上皮癌が高頻度に見られる原因として大気汚染による影響も考慮しなければならな

い。また女性の肺がんは腺癌と小細胞癌が主であり、男性・女性ともに近年小細胞癌が増加

している。 



 

- 31 - 

v）50症例の胸部単純Ｘ線写真を中心とした検証については以下の通りである。 

a）50症例の大部分は単純 X線写真での診断であったが、胸腺腫 1例、カルチノイド 1例で、他

の 48例は明らかに肺がんの所見であった。 

b）病期分類は前述のように単純Ｘ線写真のみでは困難である。 

c）確定診断は大部分が気管支鏡、または喀痰細胞診で行われている。 

d）他臓器の疾患や肺機能低下によって気管支鏡検査が施行不可能な症例でも、胸部単純Ｘ線

写真から肺がんと臨床診断された症例もあった。しかし、他の疾患の鑑別が必要となる例は

50症例の中にはなかった。 

以上から、パブロダールがんセンターにおける肺がんの臨床診断は、病期を除いてかなり

精度の高いことが検証された。 

２）病理組織診断の検証 

現地で診断され、記録されている病名の正確さを検証するために、セミパラチンスクがん

センターおよびパブロダールがんセンターの病理標本について、同一標本を日本の専門家とカ

ザフスタンの専門家がそれぞれに診断し、診断の一致率を検討した。なお、現地の病理標本は、

染色不良なものが多く、現地での専門家との検討の後、病理ブロックを日本に持ち帰り、再度、

組織標本を作成し、必要に応じて特殊染色（免疫染色）を行い、診断の確認を行った。 

i）セミパラチンスクがんセンターの病理組織標本 

平成 14年度は 96症例の病理組織標本について検討した。現地での通常のヘマトキシリン・

エオジン染色（HE 染色）のみによる顕微鏡観察だけでは診断が難しく、日本で特殊染色（免疫

染色）を行って確定診断を得た例もあるが、日本の専門家とカザフスタンの専門家の診断の一

致率は 98%であった。 

平成 15 年度には、125 症例（調査対象者 55 例と対象者以外 70 例）の病理標本について検

討した。この結果、日本とカザフスタンの専門家間の診断一致率は 100％であった。 

平成 17年度には、64症例（食道 12例、胃 13例、大腸 13例、肺 13例、乳腺 13例）につ

いて検討した。がんの診断の一致率は 100%であった（組織分類の細分類による診断一致率は

82.5%であったが、大きな診断の相違のある症例はなかった）。 

ii）パブロダールがんセンターの病理組織標本 

平成 16年度は 228症例（食道 51例、胃 52例、肺 45例、乳腺 35例、生検･手術材料 45

例）の検討を行った。この結果、がんの診断の一致率は 100%（組織分類の細分類による診断一

致率は 95%）であった。 

平成 17年度は、病理標本 142症例（食道 47例、胃 46例、肺 49例）の検討を行った。その

結果、がんの診断一致率は 100％（組織分類の細分類による診断一致率は 88.7%）であった。 

細分類による診断一致率が比較的低かったのは胃癌で、日本では低分化型腺癌、パブロダ

ールでは未分化癌と分類された症例が複数あったことによる。 

iii）病理学的検証の結果と考察 

a）セミパラチンスクがんセンターおよびパブロダールがんセンターともに診断の精度は高か

った。病理組織診断の検証例における日本の診断との一致率は、がんとしては 100%、組織
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型分類ではセミパラチンスクがんセンターが95.4%、パブロダールがんセンターが95.2%で、

両センターともに HE染色のみでかなり正確に診断を行っていることが判明した。なお、セ

ミパラチンスクがんセンターにおける症例の診断名と本調査のデータベースの診断名を照合

した結果では、90%は正確に入力されていた。 

b）パブロダールがんセンターの症例で診断一致率が比較的低かったのは胃がんで、日本では

低分化型腺癌、パブロダールでは未分化癌と分類された症例が複数あったことによる。“未

分化癌”については双方の診断基準が異なっている可能性がある。 

c）パブロダールがんセンターの肺がんでは、扁平上皮癌が圧倒的に多く（全肺癌 49 例中、扁

平上皮癌：41 例（83.7%）、腺癌：7 例（14.3%）、小細胞癌：１例（2%））、環境汚染との関連

性の検討が必要である。 

３）ＩＣＤ-１０コード化の信頼性に関する検証 

平成 20年度に病理診断名に対し正確に ICD-10コードが付与されているか検証した。 

i）検証の手順 

NNCで入力しているデータベースでは、診断名はロシア語でのみ入力されている。このた

め、セミパラチンスク集団-Iの中から 249症例を任意に選び、NNCで英訳した診断名につい

て検証した。診断名は重複しているものを整理すると 166であった。この診断名について日本

の病理専門家が付けた ICD-10 コードと、NNC の専門家が付けた ICD-10 コードを比較して

一致率を検討した。 

一致の程度によって① 完全一致（NNCと日本の ICD-10コードが一致した場合）、② ほぼ

一致（ICD-10コードの大分類、中分類、小分類は一致しているが、細分類レベルで違う場合）、

③ 近似（大分類、中分類あるいは小分類レベルでの相違はあるが、診断名からはどちらの ICD-10

コードも可と考えられるような場合）、④ 不一致（NNCの ICD-10コードと日本での ICD-10

コードが相違して適切ではない場合）の 4つのカテゴリに分けた。 

ii）検証の結果と考察 

「ほぼ一致」の例について検討した結果、コードに些細な相違はあっても、大筋で診断に間

違いはなく、また、統計解析を行う場合には、ICD-10 コードの大分類、中分類、あるいは小

分類レベルのコードを用いるため、解析に支障はないと考えられた。これらのことから、「完

全一致」と「ほぼ一致」を合わせて一致率を評価した。 

表１１ ICD-10コードの一致率 

 診断名：166 症例：249 

一致 157（95％） 235（94％） 
完全一致  135（81％）  211（85％）
ほぼ一致   22（13％）   24（10％）

一致せず 9（ 5％） 14（ 6％） 
近似   4（ 2％）   9（ 4％）
不一致   5（ 3％）   5（ 2％）

検証した結果（表１１）、166例の診断名に対する ICD-10コードの一致率は 95％（157/166）

であり、また、もとの 249症例レベルでの一致率は 94％（235/249）であった。「近似」あるい
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は「不一致」とされた症例はそれぞれ中分類あるいは大分類レベルでの違いが見られたが、いず

れも分類に迷うような例であった。しかし、統計解析で重要と考えられる臓器・組織の疾患で

は、大分類 ~ 小分類で迷うような例はなく、統計解析に混乱を及ぼす可能性は極めて少ない

ことが明らかになった。 

６．被ばく線量の計算 

（１）ロシア計算方式による被ばく線量計算 

個人の被ばく線量計算にあたっては、当初は、平成 13年度に CSPREから提供を受けた線

量計算方法（以下「カザフ計算方式」）を用いることとしたが、平成 14年度に、ロシア国立科学

センター生物物理学研究所のGordeevらがネバダ実験場の被ばく線量計算に用いられた計算方

式を基に作成し、ロシア連邦保健省から出版した「大気中核爆発による放射性核種が存在する

区域に定住する住人における累積吸収線量および実効放射線量の評価―手法ハンドブック」（以

下「線量評価手法ハンドブック」：添付資料-14）を入手し、平成 15年度に、この被ばく線量計

算式（以下「ロシア計算方式」）とカザフ計算方式、その他の計算方式を比較・検討した。この結

果、ロシア計算方式が最も現実的であると判断し、以後、個人被ばく線量の計算に用いた。 

１）被ばく経路と被ばく線量計算の概要 

ロシア計算方式は、外部被ばく線量計算式と内部被ばく線量計算式から構成されている 

（図８）。協会ではロシア計算方式により外部被ばく線量の計算を行うにあたり、対象とする各

村内の一地点における核爆発 24 時間後の照射線量率（計算式の中で P24値として規定されてい

る）を基に、各実験、各村、性、年齢、職業ごとに、屋外滞在時間、放射性雲通過時間、建物の

遮蔽効果係数等を勘案して実効線量について村ごとに120ヶ月分の一連の「経過月別外部被ばく

線量データテーブル」を作成した。また内部被ばく線量の計算を行うために、P24値に基づいて

大気、土壌、飲食物などの放射性核種濃度を算出し、その値から呼吸を介した放射性核種の吸

入量および飲食物を介した体内摂取量を計算して実効線量を求め、村ごとに 120ヶ月分の一連

の「経過月別内部被ばく線量データテーブル」を作成した。 

 

 

 

図８ ロシア計算方式による被ばく線量の計算 

個人被ばく線量計算にあたっては、核実験毎に一義的に定まった出力、生成核種、気象条

件等の物理的パラメータに加え、各個人の年齢、性別等の生物学的パラメータおよび職業、生

活様式、食習慣等の生態学的パラメータを基に、上記の経過月別被ばく線量表から外部被ばく

線量と内部被ばく線量を求め、それらを合算して実効線量とした。 

個人の被ばく線量 放射性雲から放出された放射線による被ばく 

 外部被ばく線量 降下中の粒子から放出された放射線による被ばく 

  地表に沈着した粒子等からの放射線による被ばく 

  放射性核種を含む粒子の吸入による被ばく 

 放射性核種で汚染した食物の経口摂取による被ばく 
内部被ばく線量 

被ばく線量 
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２）核実験データ 

ロシア計算方式を用いた被ばく線量の計算に用いるため、核爆発実施時刻、出力 [TNT 相

当 kt]、爆発高度 [m]、風速 [km/h]、実験地から測定地点までの距離 [km]、照射線量率 [R/h] 

等のデータを文献調査により収集するとともにカザフスタンの調査協力機関から提供を受けた（表

１２）。各村の核実験による被ばくの影響は放射性雲の飛跡によって異なるが、調査対象者の中

には調査対象とした村以外の被ばく地域に居住したことのある者も少なくない。このため、そ

のような村での被ばく線量計算を組み入れるために、各村における核実験データも収集の対象

とした。 

これらのデータについて妥当性を検討し、放射性雲の飛跡などから適切と考えられるデータ

を選択し、線量計算用の入力パラメータとして用いた（表１３）。ロシア計算方式では核爆発 24

時間後の照射線量率（P24値）を基に個人線量を計算することになっているが、照射線量率の測定

は必ずしも核爆発 24 時間後に行なわれているわけではない。このため、下記の Wey-Wigner

の式を用いて核爆発 t1時間後における線量率測定値（Pt1）から 24 時間後の照射線量率（P24値）

を計算した。 

n

tt t

t
PP













1
1

（Wey-Wignerの式） → 
2.1

1
24

24
1













t
PP t （24時間後の線量率の計算値） 

また、ロシア計算方式で用いられた n値は放出された放射性核種の崩壊による放射線の減衰

を勘案した係数であり、その値 1.2は、平成 19年度のセミパラチンスク健康影響調査委員会に

おける検証の結果、妥当であると判断された。 

（２）外部被ばく線量の計算 

１）外部被ばく線量計算の概要 

ロシア計算方式による全身の外部被ばく線量計算にあたっては、核爆発からｔ時間後におけ

る照射線量率をもとに、通過中の放射性雲からの放射線、降下中の放射性核種からの放射線、

および地面に沈着した放射性降下物からの放射線による被ばく線量を合算して外部被ばく線量

（実効線量）とした。今回行った線量計算の概要を図９に示した。また、この計算式に用いた入

力パラメータを表１５に示した。 

WRは放射線加重係数、WTは組織加重係数で、ICRP の 1990 年勧告の値を用いた。Kcloud

とKfallは放射性雲ならびに地表に沈着した放射性降下物からの放射線に対する家屋の遮へい係

数で、セミパラチンスク実験場の放射性雲飛跡において直接、建物や家で測定されたデータを

用いた。表１４に示した入力パラメータ以外のパラメータや記号等については、添付資料-15を、

また一連の計算式の詳細について添付資料-16 を参照願いたい。なお図中の括弧内の数字は、

線量評価手法ハンドブックに示された数式の番号である。 
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表１２ 核実験２４時間後の照射線量率［R/h］ 

24時間後の照射線量率（P24値）[R/h] 
計算値 （24時間後） 

市 町 村 年月日 
実施

時刻 

爆発 
出力 
[ｋｔ] 

爆発

高度

[m]

風速

[km/h]
距離

[km]
測定値 
（24時間後） 計算値

測定値 （実験後
の測定時間、h） 

出典

B.Vladimirovka 1949/8/29 7.0 22 30 60 127 0.0011 - -  C 

Belokamenka 1949/8/29 7.0 22 30 60 122  - 0.0004 0.000036 (173) B 

Bobrovka 1949/8/29 7.0 22 30 60 345 0.018 0.0178 0.0003 (720) A 

Cheryomushka 1949/8/29 7.0 22 30 60  76  - 1.8000 1.8 (24) B 

Dolon 1949/8/29 7.0 22 30 60 118 1.3 - 0.098 (173) ACR 

Izvestkovoe 1949/8/29 7.0 22 30 60  76  - 0.0039 0.00036 (173) B 

Kanonerka 1949/8/29 7.0 22 30 60 135 0.24 0.2400 0.24 (24) AC 

Lokot 1949/8/29 7.0 22 30 60 240 0.26 0.2284 0.016 (220) AB 

Mostik 1949/8/29 7.0 22 30 60  90 0.085 0.1070 0.01 (173) AB 

Novopokrovka 1949/8/29 7.0 22 30 60 186 0.0019 0.0019 0.000125 (230) AC 

Semiyarka 1949/8/29 7.0 22 30 60  72 0.0007 0.0015 0.001 (33) Ａ 

Akbulak 1951/9/24 13.2 38 30 26.4 155  - 0.7071 0.88 (20) Ａ 

Kainar 1951/9/24 13.2 38 30 26.4 150 0.304 - -  CR 

Aigyrjal 1953/8/12 7.5 400 30 85.7 300  - 0.0436 0.04 (25.8) AB 

Karaul 1953/8/12 7.5 400 30 85.7 195 0.809 0.8094 0.18 (84) ABCR

Sarjal 1953/8/12 7.5 400 30 85.7 110  - 1.2919 1.19 (25.7) ABC 

Tailan 1953/8/12 7.5 400 30 85.7 100  - 4.9779 3 (36.6) AB 

Kainar 1954/10/5 9.0 4 0 43.3 151 0.01402 - -  CR 

Znamenka 1954/10/30 10.0 10 55 53.3 137.7 0.000815 - -  R 

B.Vladimirovka 1955/7/29 8.0 1.3 2.5 36 127 0.0007 - -  C 

Dolon 1955/7/29 8.0 1.3 2.5 36 118 0.000412 - -  CR 

Kanonerka 1955/7/29 8.0 1.3 2.5 36 135 0.0006 - -  C 

Znamenka 1956/3/16 11.0 14 1 28.8 137.7 0.0229 - -  R 

Bobrovka 1956/8/24 6.3 27 100 86.4 345  - 0.0178 0.0003 (720) AB 

Isa 1956/8/24 6.3 27 100 86.4 100  - 0.0829 0.0014 (720) AB 

Tarkhanka 1956/8/24 6.3 27 100 86.4 364  - 0.0178 0.0003 (720) AB 

Ust-Kamenogorsk 1956/8/24 6.3 27 100 86.4 342  - 0.0711 0.0012 (720) AB 

Znamenka 1956/8/24 6.3 27 100 86.4 131.4 0.0754 - -  R 

Dolon 1958/1/17 13.3 20 500 43.2 118 0.002 - -  R 

Dolon 1961/9/9 9.8 0.38 0 28.8 118 0.0000825 - -  R 

B.Vladimirovka 1962/8/7 6.0 9.9 0 28.8 127 0.0011 - -  C 

Dolon 1962/8/7 6.0 9.9 0 28.8 118 0.00164 - -  CR 

Kanonerka 1962/8/7 6.0 9.9 0 28.8 135 0.001 - -  C 

Novopokrovka 1962/8/7 6.0 9.9 0 28.8 186 0.0011 - -  C 

Znamenka 1962/9/25 7.0 7 0 32.4 131.4 0.008 - -  R 

Znamenka 1965/1/15 12.0 140 -178 40 43.4 0.05 - -  R 
 
出典：A、ロシア連邦保健省付属医学・生物学・非常事態問題連邦局 国立科学センター生物物理研究所「セミパラ
チンスク実験場の核実験による影響を受けた特定の居住地における放射線状況」（2002/2003）；B、ロシア連邦保健
省「セミパラチンスク核実験場：核実験の一般的な安全の確保」；C、K.Gorceev, et al. "Fallout from nuclear tests, 
dosimetry in Kazakhstan", Radiat Eviron Biophys 41 (2002)；R、CSPRE (Dr. Kurakina)からの提供 
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表１３ 各村における核実験 24時間後の照射線量率［R/h］ 

年／月／日 
市 町 村 

距離 

(km) 49/8/29 51/9/24 53/8/12 54/10/5 54/10/30 55/7/29 56/3/16 56/8/24 58/1/17 61/9/9 62/8/7 62/9/25 65/1/15

Dolon 118 1.3000 - - - - 0.0004 - - 0.0020 0.0001 0.0016 - - 

Kainar 150 - 0.3040 - 0.0140 - - - - - - - - - 

Karaul 195 - - 0.8094 - - - - - - - - - - 

Znamenka 138 - - - - 0.0008 - 0.0229 0.0754 - - - 0.0080 0.0500

B.Vladimirovka 127 0.0011 - - - - 0.0007 - - - - 0.0011 - - 

Cheremushka 76 1.8000 - - - - - - - - - - - - 

Izvestkovoe 76 0.0039 - - - - - - - - - - - - 

Kanonerka 135 0.2400 - - - - 0.0006 - - - - 0.0010 - - 

Mostik 90 0.1070 - - - - - - - - - - - - 

Semiyarka 72 0.0015 - - - - - - - - - - - - 

Akbulak 155 - 0.7071  - - - - - - - - - - 

Novopokrovka 180 0.0019 - - - - - - - - - 0.0011 - - 

Sarjal 110 - - 1.2919 - - - - - - - - - - 

U.Kamenogorsk 342 - -  - - - - 0.0711 - - - - - 

Aigyrjal 300 - - 0.0436 - - - - - - - - - - 

Belakamenka 122 0.0004 - - - - - - - - - - - - 

Brobrovka 345 0.0178 - - - - - - 0.0178 - - - - - 

Isa 100 - - - - - - - 0.0829 - - - - - 

Lokot 250 0.2284 - - - - - - - - - - - - 

Tailan 100 - - 4.9779 - - - - - - - - - - 

Tarkhannka 364 - - - - - - - 0.0178 - - - - - 
 
*表 12のデータを基に、市町村ごとにそれぞれの核実験 24時間後の照射線量率を整理してまとめた。なお、網掛
けのある地名は調査データベースに登録されている市町村で、それらの照射線量率は被ばく線量計算に反映され

ている。上段の 4カ所はセミパラチンスク集団－Iにおける調査対象地域、中段の 6カ所はセミパラチンスク集
団－IIにおける調査対象地域とした市町村である。 

 

 

図９ ロシア計算方式による外部被ばく線量計算の概要 
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表１４ 入力パラメータ 

パラメータ 記号 単位 

爆発出力 q kt 
核爆発の地表からの高さ Hexp km 
核爆発から 24時間後の対象地域における照射線量率 P24 R/h 
核爆発中心からの対象地域までの距離 X km 
平均風速 V km/h 
1日あたりの屋外滞在時間 tout h 

２）年齢・職業と屋外滞在時間 

ロシア計算方式では職業や年齢に応じた屋外滞在時間を考慮している。各村の聴取り調査時

に収集した屋外滞在時間を基に、各年齢および各職業に応じた屋外滞在時間を線量計算用に整

理した（表１５）。18歳以上の対象者については、職業に応じた屋外滞在時間を用いた。18歳未

満でも職業コードが入力されている場合には職業を優先した。 

表１５ 線量計算に用いる年齢別・職業群別の屋外滞在時間 

年齢（歳） 屋外滞在時間（h） 年齢（歳） 屋外滞在時間（h） 職 業 群 屋外滞在時間（h）

0 0.0 11 10.0  1. 酪農従事者 11.0 
1 2.0 12 10.0  2. 集団農場従事者 14.0 
2 3.0 13 10.0  3. 運転手､整備員 15.0 
3 5.0 14 11.0  4. 会計士､教師､給与勤労者 5.0 
4 6.0 15 11.0  5. 清掃作業従事者 6.0 
5 7.0 16 11.0  6. 医療従事者 7.0 
6 8.0 17 11.0  7. 郵便事業従事者 8.0 
7 9.0    8. 畜産業従事者 18.0 
8 9.0    9. 主婦､老人 8.0 
9 10.0   10. 地域の指導者 9.0 

10 10.0   99. 不明 8.0 

表１６ 各職業群に含まれる職業 

職 業 群 聴取り調査による職業 

 1．酪農従事者 搾乳者 

 2．コルホーズ（集団
農場）従事者 

農学者、集団農場農民、林業労務者、牧畜業者、軍曹、守衛、飼育作業者、労働

者、班長、穀物業者、牧夫、水路監視員、漁師、職務監督、猟師、乗務員、等 
 3．トラクター運転
手、整備員 

コンバイン運転手、整備士、トラクター運転手、等 

 4．会計士、教師、給
与労働者 

会計士、レジ係、店員、家庭教師、通信係、集会所支配人、幼稚園長、研究所助

手、調理人、給与労働者、簿記係、鍛冶屋、木工業、労働者、技術者、電話交換

手、技師、旋盤工、銀行支配人、会計士、教員、経済学者、土方、電気工、仲買人、

受付係、等 

 5．清掃作業従事者 清掃業従事者 

 6．医療従事者 看護士、救護員、獣医、薬剤師、等 

 7．郵便事業従事者 郵便局員、オペレーター（通信士） 

 8．畜産業従事者 牧夫、畜産業者 

 9．主婦、老人 主婦、年金生活者 

10．地域の指導者 民兵、農業指導者、等 
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各調査対象者の職業は 001 ~ 345のコード番号を付してデータベースに入力した。さらに、

これらの職業を大きく 10群に集約し、職業群ごとに線量計算用の屋外滞在時間を決めた。各職

業群に含まれる職業の例を表１６に示した。職業が不明の場合にはコード番号を「99」とし、屋外

滞在時間は 8時間とした。 

なお、夏期と冬期では屋外滞在時間は異なっていたが、被ばく調査地域に影響をもたらした

核実験のほとんどは 7 ~ 10月に行われ、1 ~ 3月に行われた計 3回の核実験はいずれも線量率

が低かったため、今回の線量計算には夏期の値を用いた。 

３）被ばく線量計算における家屋の建材の影響 

外部の線源からの遮蔽効果は、建材の種類、壁の厚さ等により大きく異なり、被ばく線量に

個人差が生じる。家屋の主な建材は、レンガ、日干しレンガ、木材である。家屋の遮へい係数

Kcloudと Kfallは、核実験時に実際に建物や家屋で測定されたデータ（表１７）に基づく係数を用い

た。 

表１７ 放射性雲と降下中の放射性核種からの放射線に対する遮へい係数（Kcloud ） 
および地表に沈着した放射性核種からの放射線に対する遮へい係数（Kfall ）  

建築物の種類 Kcloud Kfall 
1 生産職場、事務所：レンガ造りの１階建 - 5.2 
2 倉庫、生産職場：レンガ造りの２階建   

  - １階 - 7.4 
  - ２階 - 6.0 

3 事務所：レンガ造りの４階建   

  - １階 - 7.2 
  - ２階 - 11.2 
  - ３階 - 11.2 
  - ４階 - 10  3 

4 住宅：レンガ造りの１階建 3  0.5 10 
5 住宅：レンガ造りの２階建   

  - １階 3  0.5 17  3 
  - ２階 2  0.5 11  3 

6 住宅：ログハウス、１階建 1.0 2.0  1.0 
7 建物：スラグ詰めの板張り 2.0  0.6 5.0  2.5 
8 住宅：木造の２階建   

  - 地下室 - 30  3 
  - １階 2  0.5 12 
  - ２階 - 8 

9 住宅：日干しレンガ造り 4  1.5 13  5 
10 農場付属建物：日干しレンガ造り 1.12 6.3 

セミパラチンスク地区の家屋の建材は、ドロン、ズナメンカおよびセミパラチンスク集団-II の

各村ではほとんどが木造、カイナールとカラウールではほとんどが日干しレンガであった。 

４）外部被ばく線量の計算結果 

データベースに入力された調査対象者の居住地、居住期間、年齢・職業などの条件を入れて

実験ごとの個人被ばく線量を計算した。セミパラチンスク集団-I とセミパラチンスク集団-II

の調査対象者について個人被ばく線量を計算し、その結果に基づいて線量範囲ごとの解析対象
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候補者数を集計して表１８に示した。 

ドロンおよびその近隣のモスティク、チェルムシュキでは 1949年の実験の影響が大きかっ

た。線量分布を見るとドロンでは被ばく線量 0.1 Sv以下と 0.8 ~ 1.2 Svの人数が多く、1.4 Sv

以上の人もいた。チェルムシュキではさらに高い線量（1.2 ~ 1.8 Sv）を被ばくした住民がいた。

ズナメンカでは一回ごとの線量は小さかったが、断続的に被ばくした。カイナールでは 1951

年の実験の影響が大きく、0 ~ 0.1 Svにピークが見られた。カラウールでは 1953年の実験の影

響が大きく、0.2 ~ 0.3 Svにピークが見られた。なお、それぞれの村で 0 Svとされた人は、各

村に影響を与えた実験の時にはその村に居らず、影響がなくなってから移住して来た人、ある

いは実験の影響がなくなってから生まれた人である。 

表１８ 外部被ばく線量範囲と解析対象候補者数 

実効線量 
（Sv） ドロン 

ズナメ

ンカ 
カイナ

ール 
カラウ

ール 
B.ウラデ

ィミロフカ

モステ

ィク 
ﾁｪﾙﾑ

ｼｭｷ 
カノネ

ルカ 
セミヤ

ルカ 
イズヴェ

スツカ 
他（ｾﾐﾊﾟﾗ

集団-II）* 合 計

0 129 103 1,373 2,164 146 250 293 0 394 44 1,841 6,737
~ 0.01 1,026 77 211 49 3,100 15 5 14 535 23 46 5,101
~ 0.1 518 772 1,633 206 4 204 5 1 1 2 268 3,614
~ 0.2 35 829 505 347 1 1 0 148 0 0 20 1,886
~ 0.3 5 2 48 1,223 0 0 0 10 0 0 0 1,288
~ 0.4 0 1 5 217 0 0 0 0 0 0 0 223
~ 0.5 0 1 4 231 0 0 0 0 0 0 0 236
~ 0.6 0 2 6 75 0 0 0 0 0 0 0 83
~ 0.7 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 9
~ 0.8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
~ 0.9 273 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 280
~ 1.0 238 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 239
~ 1.2 305 0 1 1 4 3 6 0 1 0 0 321
~ 1.4 25 0 0 0 1 3 78 0 0 0 0 107
~ 1.6 20 0 0 0 1 3 109 0 0 0 0 133
~ 1.8 15 0 0 0 0 2 76 0 0 1 0 94
~ 2.0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4

合 計 2,614 1,787 3,787 4,521 3,258 486 577 173 931 70 2,176 20,380

*他（セミパラチンスク集団-II）には P24値が不明な村が含まれるため、線量分布は不確実である。 

（３）放射性核種の吸入による内部被ばく線量の計算 

１）吸入による内部被ばく線量計算の概要 

内部被ばくに関しては、核実験によって生成された放射性核種の吸入による摂取と経口によ

る摂取に分けて内部被ばく線量の計算を行った。 

吸入による内部被ばく線量計算の概要を図１０に示した。通過中の放射性雲からの放射線に

よる照射線量率に基づいて空気中の放射性核種濃度を計算するとともに、吸入線量係数に粒径

依存性があることから生物学的に有効な径の粒子が取り込まれる割合を算定し、両者を基に吸

入によって摂取される放射性核種の量を評価した。この放射性核種の摂取量に線量係数を乗じ

て実効線量を求めた。表１４に示した入力パラメータ以外の計算に用いたパラメータ等について

は添付資料-15を、また計算式の詳細については添付資料-16を参照されたい。なお、図１０ 中
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の括弧内の数字は線量評価手法ハンドブックに示された数式の番号である。 

２）吸入被ばく線量の計算 

今回の吸入被ばく線量計算にあたっては、線量評価手法ハンドブックに従い、線量への寄与

が大きい放射性核種として、ヨウ素、ストロンチウム、セシウム、バリウムを対象に内部被ば

く線量の計算を行った。 

各核種の実効線量は図１０の式（5.33）で計算される。この式における iTg は時間 における
放射性核種摂取量の合計（Bq）、 id は放射性核種 i の線量係数である。 

図１０ ロシア計算方式を用いた吸入による内部被ばく線量計算の概要 

放射性降下物の吸入により内部被ばくに寄与するヨウ素核種は 131I, 132I, 133I, 135Iであり、132I

は 132Teから生成する。上記の計算式をヨウ素核種に適応すると、ヨウ素核種による実効線量の

計算は図中の最下段の式で表わされる。なお、この計算における放射性ヨウ素 131I, 132Te,132I, 133I, 
135I の線量係数 di は、それぞれの年齢に対応した値（表１９）を使った。また甲状腺の組織加重
係数（WT ）は 0.05を用いた。 

３）吸入被ばく線量の計算結果 

データベースに入力された調査対象者の居住地、居住期間、年齢・職業などの条件を入れて

実験毎の個人被ばく線量を計算した。各個人の被ばく線量計算結果をセミパラチンスク集団-I

とセミパラチンスク集団-IIの住民の線量範囲と解析対象候補者数を表２０に示した。



 

- 41 - 

表１９ 年齢に依存した線量係数 

線 量 係 数（di ：mSv/Bq） 
核 種 

1-2歳 2-7歳 7-12歳 12-17歳 17歳以上 

吸 入 摂 取 
Iodine-131 7.2×10-5 3.7×10-5 1.9×10-5 1.1×10-5 7.4×10-6 
Tellurium-132 1.8×10-3 8.5×10-6 4.2×10-6 2.6×10-6 1.8×10-6 
Iodine-132 9.6×10-7 4.5×10-7 2.2×10-7 1.3×10-7 9.4×10-8 
Iodine-133 1.8×10-5 8.3×10-6 3.8×10-6 2.2×10-6 1.5×10-6 
Iodine-134 3.7×10-7 1.8×10-7 9.7×10-8 5.9×10-8 4.5×10-8 
Iodine-135 3.7×10-6 1,7×10-6 7.9×10-7 4.8×10-7 3.2×10-7 

経 口 摂 取 
Iodine-131 1.8×10-4 1.0×10-4 5.2×10-5 3.4×10-5 2.2×10-3 
Tellurium-132 3.0×10-5 1.6×10-5 8.3×10-6 5.3×10-6 3.8×10-6 
Iodine-132 2.4×10-6 1.3×10-6 6.2×10-7 4.1×10-7 2.9×10-7 
Iodine-133 4.4×10-5 2.3×10-5 1.0×10-5 6.8×10-6 4.3×10-6 
Iodine-134 7.5×10-7 3.9×10-7 2.1×10-7 1.4×10-7 1.1×10-7 
Iodine-135 8.9×10-6 4.7×10-6 2.2×10-6 1.4×10-6 9.3×10-7 

 

表２０ 放射性核種の吸入による内部被ばく線量範囲と解析対象候補者数 

実効線量 
（Sv） ドロン 

ズナメ

ンカ 
カイナ

ール 
カラウ

ール 
B.ウラデ

ィミロフカ

モステ

ィク 
ﾁｪﾙﾑ

ｼｭｷ 
カノネ

ルカ 
セミヤ

ルカ 
イズヴェ

スツカ 
他（ｾﾐﾊﾟﾗ

集団-II）* 合 計 

0 193 181 1390 2182 150 254 293 3 394 44 1846 6930
~ 0.01 2421 1600 307 2200 3108 232 284 170 537 26 330 11215
~ 0.1 0 6 2090 139 0 0 0 0 0 0 0 2235

合 計 2614 1787 3787 4521 3258 486 577 173 931 70 2176 20380

*他（セミパラチンスク集団-II）には P24値が不明な村が含まれるため、線量分布は不確実である。 

（４）ヨウ素核種の経口摂取による内部被ばく線量の計算 

１）ミルク摂取による内部被ばく線量計算の概要 

食物を介する経路では、放射性核種で汚染した牧草や飼料を摂取した家畜のミルクや肉を食

べる経路と、放射性降下物で汚染した土壌で栽培した野菜や穀物を介する経路がある。しかし、

肉、野菜、穀物等については保存期間や流通経路、摂取量等が充分には把握できておらず、ま

た、ヨウ素以外の元素の放射性核種についても充分な情報が得られなかったため、線量計算は

行なえず、今回はミルクを介したヨウ素核種による内部被ばくのみを計算した（図１１）。家畜を

介した放射性核種の摂取による内部被ばく線量計算のために、聴取りにより実験当時の住民の

夏期間と冬期間におけるミルク摂取量を調査した。 

２）ミルク摂取による内部被ばく線量の計算 

被ばく調査地域に影響をもたらした核実験のほとんどが 7 ~ 10月に行われ、1 ~ 3月の 3回

の核実験では影響が小さかったため、線量計算には夏期間におけるミルク摂取量を用いた（表２

１）。17 歳以下の調査対象者に対しては年齢別のミルク摂取量を用い、18 歳以上の調査対象者

については職業別のミルク摂取量を用いて被ばく線量を計算した。ただし、18歳未満でも職業

コードが入力されている場合には、職業による値を用いた。 
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図１１ ロシア計算方式を用いた食物を介する内部被ばく線量計算 

表２１ 年齢別・職業群別のミルク摂取量 

年齢・職業群 ミルク摂取量（ml/日）* 

0 ~ 2歳  200（165） 

3 ~ 6歳  500（470） 
年 齢 
（歳）

7 ~ 17歳  800（685） 

１．酪農従事者  1,200（600） 

２．コルホーズ（集団農場）従事者  500（400） 

３．トラクター運転手、整備員  500（400） 

４．会計士、教師、給与労働者  500（300） 

５．清掃作業従事者  600（300） 

６．医療従事者  500（300） 

７．郵便事業従事者  600（300） 

８．畜産業従事者  1,100（500） 

９．主婦、老人  500（300） 

職業群

10．地域の指導者  500（400） 
*
 参考のため括弧内に冬期間の平均ミルク摂取量を示した。 

３）ミルク摂取による内部被ばく線量計算結果 

セミパラチンスク地区の解析対象候補者の内部被ばく線量範囲と調査対象者数を表２２に示

した。ヨウ素核種の経口摂取による内部被ばく線量（実効線量）は 0.01 Sv以下と小さかった。 
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表２２ ヨウ素核種の経口摂取による内部被ばく線量範囲と解析対象候補者数 

実効線量 
（Sv） ドロン 

ズナメ

ンカ 
カイナ

ール 
カラウ

ール 
B.ウラデ

ィミロフカ

モステ

ィク 
ﾁｪﾙﾑ

ｼｭｷ 
カノネ

ルカ 
セミヤ

ルカ 
イズヴェ

スツカ 
他（ｾﾐﾊﾟﾗ

集団-II）* 合 計

0 129 103 1,373 2,164 146 250 293 0 394 44 1,841 6,737

~ 0.01 2,485 1,684 2,414 2,357 3,112 236 284 173 537 26 335 13,643

合 計 2,614 1,787 3,787 4,521 3,258 486 577 173 931 70 2,176 20,380

*他（セミパラチンスク集団-II）には P24値が不明な村が含まれるため、線量分布は不確実である。 

（５）被ばく線量（実効線量）計算結果の集計 

各被ばく調査対象者の被ばく線量は、上記の計算で得られた外部被ばく実効線量と放射性降

下物質の吸入による内部被ばく実効線量およびミルク摂取による内部被ばく実効線量を合計し

て得た。対象地域ごとに各線量範囲に対応する調査対象者の数を集計すると共に、各村におけ

る調査対象者の平均被ばく線量を計算し､表２３に示した。 

表２３ セミパラチンスク地区住民の被ばく線量範囲と調査対象者数 

実効線量 
（Sv） 

ドロン 
ズナメ

ンカ 
カイナ

ール 
カラウ

ール 
B.ウラデ

ィミロフカ

モステ

ィク 
ﾁｪﾙﾑ

ｼｭｷ 
カノネ

ルカ 
セミヤ

ルカ 
イズヴェ

スツカ 
他（ｾﾐﾊﾟﾗ

集団-II）* 合 計

0 129 103 1,373 2,164 146 250 293 0 394 44 1,841 6,737
~ 0.01 1,020 76 188 48 3,100 15 5 14 535 23 46 5,070
~ 0.1 524 748 1,026 162 4 204 5 1 1 2 268 2,945
~ 0.2 34 853 1,109 338 1 1 0 107 0 0 20 2,463
~ 0.3 6 3 69 1,274 0 0 0 51 0 0 0 1,403
~ 0.4 0 1 7 219 0 0 0 0 0 0 0 227
~ 0.5 0 1 7 232 0 0 0 0 0 0 0 240
~ 0.6 0 2 6 75 0 0 0 0 0 0 0 83
~ 0.7 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 9
~ 0.8 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
~ 0.9 271 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 278
~ 1.0 236 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 237
~ 1.2 308 0 1 1 4 3 6 0 1 0 0 324
~ 1.4 27 0 0 0 1 3 78 0 0 0 0 109
~ 1.6 20 0 0 0 1 3 109 0 0 0 0 133
~ 1.8 15 0 0 0 0 2 76 0 0 1 0 94
~ 2.0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
合 計 2,614 1,787 3,787 4,521 3,258 486 577 173 931 70 2,176 20,380
平均被ばく

線量 
0.374 0.084 0.111 0.260 0.004 0.155 1.429 0.168 0.003 0.067 － 0.184

*他（セミパラチンスク集団-II）には P24値が不明な村が含まれるため、線量分布は不確実である。このため全体の
平均被ばく線量はこれらの村の調査対象者を除いた 18,204人について計算した。 

 

解析対象候補者についての集計の結果では、実効線量 0 ~ 0.3 Svの人数が多かった。さらに

0.8 ~ 1.6 Svにもピークが見られた。これらの調査対象者について被ばく線量と 1964年 1月 1

日時点の年齢との関連を表２４に示した。被ばく線量の小さい住民の多くは若年者であり、被ば

く線量の大きい住民の多くは中・高年者であった。 



 

 

表２４ セミパラチンスク地区住民における被ばく線量と年齢（1964年 1月 1日時点）との関連 

線 量（Sv） 
年 齢 

0 ~ 0.01 ~ 0.1 ~ 0.2 ~ 0.3 ~ 0.4 ~ 0.5 ~ 0.6 ~ 0.7 ~ 0.8 ~ 0.9 ~ 1.0 ~ 1.2 ~ 1.4 ~ 1.6 ~ 1.8 ~ 2.0
合 計 

0 ~ 9 3,436 1,259 470 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,224 

10 ~ 19 374 734 679 543 304 23 10 3 1 20 43 33 7 12 12 1 0 2,799 

20 ~ 29 283 818 672 389 360 65 35 7 7 1 136 26 33 45 18 8 0 2,903 

30 ~ 39 184 731 286 363 191 22 45 12 0 1 48 46 89 30 19 27 0 2,094 

40 ~ 49 90 395 185 240 156 17 22 5 1 1 7 31 51 5 17 18 0 1,241 

50 ~ 59 92 429 128 260 104 37 36 5 0 0 11 41 50 6 23 25 1 1,248 

60 ~ 69 77 234 57 216 83 23 35 19 0 0 7 16 36 1 17 6 2 829 

70 ~ 79 44 93 35 123 59 15 21 12 0 0 3 13 12 3 12 2 1 448 

80 ~ 89 16 20 10 41 31 4 8 5 0 0 2 4 4 1 3 0 0 149 

90 ~ 99 6 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 
100 ~ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

死亡* 293 307 153 207 112 21 28 15 0 1 20 27 42 6 11 7 0 1,250 

合 計 4,896 5,024 2,677 2,443 1,403 227 240 83 9 24 277 237 324 109 133 94 4 18,204 

セミパラチンスク集団-IIのその他を除外した。*死亡は 1949年 1月～1963年 12月の間に死亡した住民数を示す。 

 

表２５ セミパラチンスク地区住民における被ばく線量と民族の関連 

線 量（Sv） 
民 族 

0 ~ 0.01 ~ 0.1 ~ 0.2 ~ 0.3 ~ 0.4 ~ 0.5 ~ 0.6 ~ 0.7 ~ 0.8 ~ 0.9 ~ 1.0 ~ 1.2 ~ 1.4 ~ 1.6 ~ 1.8 ~ 2.0
合 計 

カザフ 4,034 1,443 1,889 1,842 1,319 221 229 83 9 3 65 77 74 34 43 29 3 11,397 

ロシア 529 2,947 509 368 60 3 0 0 0 16 150 117 173 65 74 48 1 5,060 

ドイツ 132 283 39 16 15 3 8 0 0 2 21 12 11 3 10 12 0 567 

ウクライナ 57 151 143 167 2 0 0 0 0 1 7 7 24 3 0 4 0 566 

その他 144 200 97 50 7 0 3 0 0 2 34 24 42 4 6 1 0 614 

合 計 4,896 5,024 2,677 2,443 1,403 227 240 83 9 24 277 237 324 109 133 94 4 18,204 

-
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次に被ばく線量範囲別に民族の人数を表２５に示した。なお、村別に集計した結果ではカイ

ナールとカラウールではほとんどの人がカザフ人であったが、ベスカラガイ行政区（セミパラチ

ンスク集団-II）のボルシャヤ・ウラディミロフカ、モスティク、チェルムシュキではカザフ人

よりもロシア人の割合が大きく、ブデネ、セミヤルカ、セメノフカではカザフ人の割合が大き

かった。 

（６）被ばく線量計算に関する考察 

放射線被ばくによる健康影響を評価する場合には、個々の対象者について被ばくの有無と被

ばく線量をできるだけ正確に把握する必要がある。このため、ロシア計算方式によって求めら

れた被ばく線量推定値を使用することが適切か否かを確認するために、調査対象地域の住民の

末梢リンパ球を用いた染色体検査および歯の電子スピン共鳴（ESR）法による被ばく線量推定を

試みた。なお、これらの実施に当たっては、外部有識者で構成された倫理委員会の審議・承認

を経て、被験者にこの調査の目的を説明し、対象者からこの調査の目的を理解し、協力する旨

の同意書に署名を得た上で試料の提供を受けた。 

１）生物学的方法（染色体検査） 

被ばく調査地域の住民については、被ばく線量の推定を行うため、また対照調査地域の住

民については被ばくしていないことを確認する目的で、末梢血液中のリンパ球を用いて染色体

検査を行った。 

i）試料の採取 

a）被ばく調査集団（セミパラチンスク集団-I） 

平成 14年度に、カイナール村の調査対象者のうち、1949年から 1963年までの間カイナ

ール村に住んで、主に戸外での作業に従事していた男性 2名（いずれも 1940年生れ）と女性 1

名（1940年生れ）および被ばくしていない対照者として男性 2名（1959年生れと 1957年生）

について、平成 15年度にはドロン村、ズナメンカ村、カイナール村、カラウール村の調査対象者の

うち、1949年から 1963年までの間、これらの村に住み、主に戸外での作業に従事していた

男性、各村 5名について、5 ~ 10 mℓのヘパリン採血を行った。 

b）対照調査集団（パブロダール集団-I、-II） 

パブロダール集団-Iとして選定した村は「核実験による被ばくがない地域」であるとされた

が、その科学的根拠を明らかにするために、平成 16年度にケンジェコールとジャナアウル（パ

ブロダールスコエ）の 2村に 1949年から 1963年までの期間に居住していた男性 23人から採

血を行った。平成 18 年度に、新規に対照調査地域としたパブロダール集団-II の中のカチリ

村で男性 12人、女性 12人、計 24人の採血を行った。 

ii）検査方法 

染色体解析はロシアの Dr. Snigiryova（MRIDS：Moscow Research Institute of 

Diagnostic and Surgery、後に RSCRR：Russian Scientific Center of Roentgenology and 

Radiology）に依頼して実施した。血液試料は当日あるいは翌日（採血後 24時間以内に）、室温

で Dr. Snigiryovaに届けられ、ギムザ染色による通常法（Solid Gimsa Staining）、および G
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バンド分染法（G-banding）を用いた不安定型染色体異常の解析、FISH法（蛍光 in-situハイブ

リダイゼーション法）による安定型染色体異常の解析が行われた。 

末梢血リンパ球の培養と染色体標本の作製は、標準マニュアル（IAEA, 2001）によった。

検査方法の概要は以下の通りである。 

a）培養：末梢血液中のリンパ球の培養は採血後 48時間以内に開始した。末梢血リンパ球をウ

シ胎仔血清とフィトヘムアグルチニン（PHA）を添加した RPMI1640培養液に入れ、37℃の

インキュベーターで 48時間培養した。 

b）標本作製：培養終了 2 ~ 3時間前に、コルセミドを加えた（コルセミド処理により、分裂細

胞の紡錐体形成が阻害され、分裂中期細胞が蓄積する）。細胞は 75 mM KCl溶液で 20分間、

低張処理を行い、カルノア液（メタノール-酢酸液）で洗浄・固定した。その後、カルノア液を

加え細胞浮遊液とし、スライド標本作製まで-20℃で保存した。染色時には染色に先立ちス

ライドグラスに細胞浮遊液を滴下し、スライド標本を作製した。 

c）染色：ギムザ染色、G バンド分染法、および 1、4、12 番染色体の FISH 染色を行った。

不安定型染色体異常検出のための通常のギムザ染色標本および G バンド分染標本は標準的

な方法に従って作製した。FISH（蛍光 in situ ハイブリダイゼーション）染色では、第 1、第

4、第 12 番染色体（ゲノムの 19%）に対するプローブ（Metasystem 社（ドイツ）製）を使用し

た。 

d）顕微鏡観察：顕微鏡による観察で 100個の分裂中期細胞を分析し、染色体数の異常、構造

上の異常、転座等について検討した。不安定型染色体異常の解析に当たっては、2つの動原

体をもつ染色体を二動原体染色体として分類した。また、安定型染色体異常の解析に当たっ

ては、多くの場合、相互転座には随伴断片は見られないので相互転座と不完全転座はまとめ

て扱った（Wu et al., 1998）。明らかに単純な相互転座は 1事象として数え、2つのセントロ

メアをもち 2 色に染められた染色体は 2 動原体、dic(AB)として分類した。1 つの染色体に

転座が 2つ、または 2本以上の染色体で最低 3個の切断端を含んでいると判断したときには

複雑転座として数えた（Savage & Simpson, 1994）。 

iii）検査の結果と考察 

a）被ばく調査集団（セミパラチンスク集団-I） 

被ばく線量の評価には RSCRR の細胞遺伝学研究室で作成した検量線が使用された。こ

の検量線は、46±2歳の健康なモスクワ住民 15人（女性：10人、男性：5人）から採取した

末梢血リンパ球に種々の線量のガンマ線（0.102 Gy/分）を照射し、FISH法により完全転座と

不完全転座の出現頻度を測定した結果に基づいて作成された。 

平成 14年度のカイナール住民の染色体の解析結果では、被験者の女性と対照者には染色

体異常は認められなかったが、被験者の男性 2人には染色体異常が検出され、被ばく線量は

それぞれ 0.70 ± 0.26 Sv、0.93 ± 0.26 Svと推定された。 

平成 15年度のドロン、ズナメンカ、カイナール、カラウール 4村住民の染色体の解析結

果では、転座の出現頻度はモスクワ住民に比べてはるかに高い値を示し、転座の出現頻度の

低い 4人を除いた被験者 14人の被ばく線量は、0.16 ~ 0.59 Svと推定された。 
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b）対照調査集団（パブロダール集団-I、-II） 

平成 16年度にケンジェコールとジャナアウル（パブロダールスコエ）2村の住民から採血

した標本を、平成 17年度に解析した。被験者では染色体異常の出現頻度が高く、ほぼすべ

てのタイプの染色体異常（二動原体染色体、無動原体染色体断片、転座、染色分体交換およ

び断片等）が見られ、モスクワの対照者に比べて有意に多かった。また、これら 2 村の住民

の間では、ケンジェコールの住民では染色体異常の出現頻度が高かった。この結果を他の文

献データと比較・検討した結果、これらの地域を健康影響調査の対照地域とするのは必ずし

も適切ではないと考えられた。これら 2 村の周辺の生活環境を調べたところ、2 村の周囲、

約 4 ~ 6 kmの距離には、アルミニウム工場、合金工場、化学工場、石油精製所、火力発電

所等があり、合金工場の灰処分地からの有害な化学物質（モリブデン、リン、クロム、マン

ガン、銅、スズ、ニッケル、亜鉛、銀等の化合物）による汚染やアンチモン、ヒ素、カドミ

ウム、タリウムなどを含む有毒ガスの排気などの、また、化学工場からの水銀汚染、石油精

製所からの地下水汚染などの、放射線以外の環境因子により染色体異常が誘発される可能性

が極めて高いと考えられた。 

上記のように、パブロダール市周辺の村は対照調査集団としては必ずしも適当ではない

と考えられたため、新たに対照調査地域として、イルティシュク、カチリ、シェルバクティ

3村を候補とし、平成 18年度末にカチリの住民 24人（男性 12人、女性 12人）から採血し、

平成 19年度始めに解析を行った。この結果、不安定型染色体異常はモスクワ住民よりも高

かったが、パブロダール市周辺 2村の住民とほぼ同程度であった。転座型染色体異常はモス

クワ住民より高かったが、パブロダール市周辺 2村住民より低く、Whitehouseらがヨーロ

ッパの 7研究室のFISH法による染色体異常のコントロールレベルをメタ解析した結果とほ

ぼ同等であった。染色体ワーキンググループではこの結果を基に「解析は大筋で納得できる

精度の高いものである。被験者の男性には喫煙者が多く、その影響が強いこと、またソビエ

ト連邦時代の大規模農場では大量の農薬が使われた可能性があること等を考慮に入れ、多く

の文献値や委員の経験などから考察すると、カザフスタンにおける不安定型染色体異常の出

現頻度はもともと全体にやや高いと考えられる。放射線影響の客観的指標である二動原体染

色体と環状染色体に注目するとそれらの和は、カチリではケンジェコールやジャナアウルに

比べてその値が低く、対照調査地区としての条件を備えていると判断される。また核実験時

のデータ等からも、核実験による放射線のばく露を受けた可能性はほとんど無く、カチリ地

区住民を対照調査集団として設定することは妥当と考えられる。」と結論した。 

２）物理学的方法（電子スピン共鳴法（ESR法）による歯試料集積線量の測定） 

被ばく調査地域の住民について、被ばくの有無を確認することおよびロシア計算方式を用

いて算出した個人被ばく線量推定値の妥当性を検証することを目的に、平成 14年度以降、歯

の収集と ESR法による集積線量の測定を実施してきた。 

i）歯試料の収集 

平成 14年から平成 15年にかけて CSPREにより、現地の歯科医等の協力を得てドロン、

ズナメンカ、カイナール、カラウールの住民のうち 1963 年時点で 10 歳以上の者（大気圏内
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核実験終了時までに永久歯になっていた者）から治療目的で抜歯された歯が収集された。また

歯の収集に際しては、患者の生年月日、居住歴、治療理由、歯部位、歯または頭部へのＸ線

照射歴の有無、等についての情報を聴取した。収集した歯は協会に提供され、日本において

線量測定を行った。 

ii）測定用試料の作製 

奥羽大学口腔衛生学教室において以下の手順に従って ESR測定用の試料作製を行った。 

a）歯部位判定：歯石等の付着物を除去し、歯を洗浄した後、歯の部位について専門家による

鑑定を行った。 

b）収集された歯の測定可否の検討：収集された歯は、治療のために来院し、抜歯したものな

ので多くの歯にエナメル質の欠損がみられた。エナメル質の欠損の著しいものなど、ESR

法による測定には不適当なものを除外し、試料作成が可能なものを選別した。 

c）歯の分離作業と乾燥：それぞれの歯は、ダイヤモンドカッターを用いて歯頚部で歯根部を

切り離し、歯冠部を頬側と舌側に 2分割した。その後、頬側と舌側それぞれから象牙質を除

いてエナメル質のみを分離し、超音波洗浄乾燥機で 10分間 3回洗浄した後、乾燥機に入れ、

50℃で 3日間以上乾燥させた。 

d）エナメル質試料の作製：乾燥後のエナメル質をメノウの乳鉢で破砕し、金属メッシュを通

して、粒径 500 ~ 800 μmの測定用試料として調製した。 

iii）試料の ESR測定 

a）使用 ESR装置 

・平成 14 ~ 16年度（奥羽大学歯学部）：JES-RE1X（日本電子） 

・平成 17 ~ 19年度（宮崎大学医学部）：JES-TE100（日本電子） 

・解析・処理システム：WIN-RAD SYSTEM（ラジカルリサーチ社） 

b）測定条件 

・マイクロ波周波数：8.8 GHz ~ 9.6 GHz（Xバンド帯域） 

・センター磁場：328/336 mT 

・磁場変調幅：0.32 mT 

・時定数：0.1秒 

c）ESRスペクトル測定の検出限界 

電子天秤でエナメル質試料の重量を測定し、ESR 測定用試料管に入れて測定した。それ

ぞれの測定方法に従って検量線を作成し、それに基づいて被ばく線量を評価した。平成 16

年度までの解析では検出限界は 0.5 Gyであったが、測定方法と解析データのデジタル化処理

等の改良を加え、検出限界を平成 17年度は 0.3 Gyに、さらに平成 19年度には 0.1 Gyに下

げることが可能となった。 

iv）ESR測定の経緯 

平成 14年度にはカイナール住民の 19歯（38試料）を測定し、そのうち信号が検出できたの

は 2歯（2試料：0.5 Gy、0.5 ~ 1 Gy）で、他の 17歯は検出限界（0.5 Gy）以下であった。平成

15 年度にはドロン、ズナメンカ、カイナールおよびカラウール住民の 25 歯（50 試料）を測定

し、そのうち信号を検出できたのは 5歯（8試料：0.5 ~ 1.0 Gy）で、他の 20歯は検出限界以下
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であった。平成 16年度には、平成 15年度に測定した 25歯のうち、検出限界を超える信号が

検出された 5歯（10試料）について被ばく線量の再確認のため ESR測定をした。このうち 3歯

（5試料）に 0.5 Gy以上の有意の被ばく線量が推定され、最も大きかった線量値は 1.6 Gyであ

った。3試料は 0.5 Gy程度あるいはそれ以下の信号があり、他の 2試料では信号が検出でき

なかった。 

平成 17年度には、81歯（162試料）の測定を行い、そのうち検出限界（0.3 Gy）を超える信

号が検出されたものは 6歯（8試料）あり、それらの中で頬側・舌側ともに信号の検出されたも

のは 2歯あった。被ばく線量は 0.3 ~ 1.4 Gyと推定された。他の 75歯は検出限界以下であっ

た。平成 18 年度は、前年度までに ESR 測定された 125 歯のデータを整理し、ロシア計算方

式を用いて算出した住民の個人被ばく線量計算値と照合し、再測定あるいは追加調査の必要な

ものを抽出した。 

平成 19年度は、ESR解析システムの改良により検出限界が 0.1 Gy程度まで下げることが

可能になったため、前年度までの測定では検出限界（0.3 ~ 0.5 Gy）以下であったが再測定によ

り有意な測定結果が得られることが期待された 5歯（10試料）の ESR再測定を実施した。この

結果、4歯（5試料）に 0.10 ~ 0.22 Gyの線量が検出された。また居住歴情報が得られていなか

った 73歯の提供者について追加調査を行った結果、45歯の提供者について居住歴が判明した

ため、ESRによる測定値とロシア計算方式による線量計算値とを照合した。 

v）ESR測定の結果 

平成 14年度から平成 19年度にかけて実施した測定の結果をまとめ、表２６に示した。結果

とその考察は以下のように集約された。 

表２６ 測定歯数および ESR法による測定の結果有意な集積線量が検出された歯数 

ドロン ズナメンカ カイナール カラウール ４ 村 合 計 

生 年 測定 

歯数 

検出 

歯数 

測定 

歯数 

検出

歯数

測定

歯数

検出

歯数

測定

歯数

検出

歯数

測定

歯数

検出 

歯数 

検出率 
（%） 

両面検出
率（%）

不 明 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

1910 ~ 19 0 0 1 1 2 0 0 0 3 1 33.3 0 

1920 ~ 29 1 0 4 1(1) 6 1 0 0 11 2(1)  18.2 9.1 

1930 ~ 39 8 1 10 4(1) 10 1(1) 8 1(1) 36 7(3) 19.4 8.3 

1940 ~ 49 12 0 7 2(2) 3 1 3 3(1) 25 6(3) 24.0 12.0 

1950 ~ 59 9 0 7 0 6 1 1 0 23 1  4.3 0 

1960 ~ 69 9 0 2 0 4 0 2 0 17 0 0 0 

1970 ~ 79 5 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 

1980 ~ 90 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 

合計 44 1 32 8(4) 35 4(1) 14 4(2) 125 17(7) 13.6 5.6 

注（ ）内は頬側および舌側の両面で信号が検出された歯数 

a）有意な集積線量が検出された歯は 125歯中 17歯（13.6%）であった。 

b）17 歯中 16 歯は、大気圏での核実験開始の 1949 年あるいはそれ以前に生まれた住民のも

のであり、残りの１歯は 1952年に生まれた住民のものであった。 

c）頬側と舌側両面に有意な集積線量が検出されたものは 17歯中 7歯で、高エネルギー放射線
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を被ばくした可能性を示唆している。残りの 10歯では頬側のみに検出された。 

d）ロシア計算方式により 4 村で最も被ばく線量が高いと推定されているドロン村住民の 44

歯からは、1歯の頬側に 0.11 Gyの線量を検出しただけで、他の 43歯では有意な集積線量

は検出されなかった。 

e）歯の部位別では、前歯で 52歯中 12歯（23.1%）（うち、頬側・舌側両面は 2歯）、臼歯で 73

歯中 5 歯（6.8%）（うち、頬側・舌側両面は 4 歯）に有意な集積線量が検出され、臼歯より前

歯での検出率が高かった。 

f）性別では、男性で 61 歯中 9 歯（14.8%）に、女性では 64 歯中 8 歯（12.5%）に有意な集積線

量が検出されたが、男性と女性で大差はなかった。 

vi）ESR測定値とロシア計算方式による計算値との照合 

個人ごとに上述の ESR 測定結果とロシア計算方式による被ばく線量計算値とを比較した。

この比較にあたって計算値は外部被ばく線量の値を用いた。表２７に集計の結果を示した。 

表２７ ESR法による歯の測定結果と被ばく線量計算値の比較 

被ばく線量計算値（Sv） ESRによる測定値 
(Gy) ~ 0.1 ~ 0.2 ~ 0.5 ~ 1.0 小計 

計算不可能 合 計 

検出限界(0.1 Gy)以下 40 15 5 4 64 44 108 
~ 0.2 2 1 0 0 3 0 3 
~ 0.5 2 2 1 0 5 2 7 
~ 1.0 1 1 1 0 3 0 3 
1.0 ~ 1 2 1 0 4 0 4 

合 計 46 21 8 4 79 46 125 

a）歯試料提供者 125人のうち、被ばく線量計算が可能であった者は 79人（63%）であった。こ

の 79人について ESR測定値と計算値との照合を行った。 

b）ESR測定値、計算値ともに ESR測定の検出限界以下であった者は 40人（51%）であった。 

c）ESR測定値が検出限界以下で計算値が 0.1 Gy以上の者は 24人（30%）であった。 

d）ESR測定値が検出限界値を超え、計算値が 0.1 Gy以下の者は 6人（8%）であった。 

e）ESR測定値、計算値ともに 0.1 Gy以上の者は 9人（11%）であった。そのうち 8人は両者の

比が 10倍以内で、一定の相関性があると考えられた。 

f）ESR測定値と計算値の照合が可能であった 79人についてのスピアマン順位相関係数は r = 

0.20であり、有意な相関（有意水準 5%）は認められなかった。 

g）79人について、0.1 Gy（ESR測定の検出限界）以下、0.1 ~ 0.2 Gy、0.2 Gy 以上の 3群にカ

テゴリー化して解析したカッパ統計量（3群を等間隔に重み付け）では、κw = 0.14 （95%信頼

区間：-0.09 ~ 0.38）、p = 0.27であった。 

h）被ばく線量の計算ができなかった 46人のうち、17人は線量計算に必要な核爆発 24時間後

の照射線量率（P24値）の得られていない各調査地周辺の小集落等の住民であり、他の 29人は

追加調査でも居住歴が把握できなかった。 
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vii）ESR測定値によるロシア計算方式計算値の検証：問題点と結果のまとめ 

ESR 法による検証作業を通して、ロシア計算方式による被ばく線量計算の妥当性検証の

ための様々な問題点が摘出された。 

a）摘出された問題点 

① 歯の収集について 

調査対象の村の周辺小集落に在住、あるいは居住歴が把握できないため被ばく線量計算

ができなかった住民の歯は 46歯（125歯の 37%）であった。歯の収集にあたっては、歯の提

供者が被ばくした可能性、被ばくの程度、居住地、居住歴等の確認を行い、被ばく線量計算

が可能であることを確認する必要があった。 

② 歯提供者の居住歴情報の正確性、歯試料の信頼性等について 

ESR測定結果と被ばく線量計算値との間で相関性が確認できなかったものは 79歯中 31

歯（39%）あった。相関性が確認できなかった原因としては、歯提供者の居住歴情報の正確性、

歯試料が提供者自身のものであるかの信頼性、ESR法の検出限界（低線量域での測定精度）、

ロシア計算方式による被ばく線量計算の精度などに問題がある可能性が考えられた。 

b）検討結果のまとめ 

本調査では ESR 線量測定による線量評価がロシア計算方式の妥当性検証に有効か否かを

検討することとし、平成 14年度以降、歯の収集を進め、ESR法による線量測定を行った。 

125歯のうち 17歯（14%）では検出限界を超える測定値を示した。この中には歯の両面（頬

側および舌側）に有意な値を検出した 6歯と、線量が 1 Gy前後のもの 3歯が含まれていたこ

とから、調査対象とした村の住民は明らかに高エネルギー放射線を被ばくしたと考えられた。

ESR測定での検出限界を超えた 17歯で、ロシア計算方式による線量計算値との比が 10倍以

内のものは 10歯（59%）であった。一方、125歯の ESR線量測定値のほとんど（108歯：86%）

が 0.1 Gy以下であったことと、被ばく調査対象者の線量計算値のほとんど（91%）が 0.1 Gy

以下であったこととは符合し、相応な結果であると考えられた。 

しかし、ESR 測定を行った歯試料の 86%が検出限界以下であり、また歯の収集方法や居

住歴の確認などに問題があったこともあり、統計学的に測定値と計算値の相関性は見られな

かった。 

（７）ロシア計算方式の検証と線量計算の精度向上に向けた検討 

線量評価ワーキンググループにおいてロシア計算方式による線量評価の基礎となっている基

準照射線量率の根拠についての検討を行い、ロシア計算方式の利用限界、検討すべき課題等を

明確化するとともに、線量評価手法に関して幅広い検討を行った。 

１）基準照射線量率の根拠の検討 

i）ロシア計算方式での線量計算には実測に基づく核爆発 24時間後の照射線量率（P24値）を基準

照射線量率として用いている。核爆発から長時間経過後の実測値から P24 値を計算している

場合もあるが、線量評価に誤差をもたらす可能性がある。 

ii）外部被ばく線量評価では、無限時間積分を行うため土壌汚染からの線量の寄与が大きいと考
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えられる。当時の照射線量率の実測の大半は 1 時点のもののみなので、線量率の時間減衰に

ついて、文献に基づく確認が必要である。また、外部被ばく線量推定には放射性雲の到達時

点の核種別濃度分布と核種の存在形態が必要であるため、高精度の計算機シミュレーション

や最近の土壌汚染等の測定値に基づいた検討が望まれる。 

iii）内部被ばく線量評価では、核爆発規模からの算定または実測に基づく照射線量率から大気

中放射性核種濃度、食品中放射性核種濃度を導き、吸入摂取と経口摂取に伴う線量を計算し

ている。パラメータ等は実測値が得られていないため、経験的な値が用いられている。この

過去にさかのぼっての線量評価の考え方に大きな誤りはなく、使用されているパラメータも

妥当で、全体として大きな矛盾もないと考えられるが、線量評価の精度は高くはない。 

２）ロシア計算方式の妥当性 

上に示された点を考慮しつつロシア計算方式の妥当性を検討した。 

i）P24値の時間関数特性の検証に不可欠であり、核爆発に伴うソースタームとして最も基本となる

放射線源（Puおよび核分裂生成物）の核種生成計算および放出される放射線量の定量的評価を、

核種消滅･生成計算コード ORIGEN-2.2 を用いて行った。核分裂生成核種の生成、線量率の計

算結果は既知のデータとほぼ同等であると評価できた。このことから、この計算手法は妥当で全核

種による空気カーマから P24値に対応する時間減衰曲線が得られることが分かった。 

ii）大気拡散計算シミュレーションは様々な仮定をおいて行うので測定の絶対値を評価できるも

のではないが、線量に関する議論には有用と考えられる。日本原子力研究開発機構が開発し

た世界版 SPEEDI （WSPEEDI） を用いて 1949年 8月 29日（第 1回目）の大気圏内核実験の

モンテカルロ・シミュレーションを行った。この結果はこれまでに報告された文献等の情報と

矛盾しないものであった。ただし、放射性雲の初期状態と核種分布（核種生成計算結果）、粒

径を考慮した落下計算などの条件の検討は残された課題である。 

３）結果の考察と残された課題 

i）疫学研究では、実効線量よりも臓器線量を用いる方が適切であると考えられ、そのためには

特に内部被ばく線量計算の精度を高める必要がある。 

ii）内部被ばくについては、今後、放射生態学的データが蓄積されれば、評価上のある程度の妥当性

をもって、吸入摂取および経口摂取に伴う内部被ばく臓器線量の評価が行える可能性がある。 

iii）外部被ばくについては、ここでは基準照射線量率から人体の吸収線量を算定する線量換算

係数を用いているが、他方で核種ごとの地表面密度からの線量係数（Gy/h per Bq/m2）を用い

て臓器線量を評価できる可能性があり、その場合には P24 値の得られていない地域での線量

計算も可能になると考えられる。 

iv）核爆発時の放射性雲の形成とその中における核種の空間的分布、地表面空気層における放

射性雲とは異なる場合の大気拡散、放射性核種による汚染地域での核種の移行、粒径による

影響、住民の実際の被ばく状況など、未解決の検討課題は多い。 

v）これまでの調査では未だ充分な検討を行えてはいないが、より適切な臓器線量評価をするた

めには、ソースタームから住民の行動に至るすべての局面において、バランスよく不確かさ

を低減する必要があると考えられる。 
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IV．被ばくと死因の関連に関する予備的解析 

１．予備的解析に用いたデータ 

NNC から協会に送られてきた平成 21 年 3 月末時点の情報を用い試行的に解析を行った。

核実験の影響の解析にあたっては、III.5.（2） 「抽出した解析対象候補者の情報の検討」の項 

（p.25） で示したように、パブロダール集団-Iは前述のように対照調査集団として十分な条件を

満たしておらず、また、セミパラチンスク集団-IIおよびパブロダール集団-IIは調査開始から

の時間が短く未だデータの収集が十分ではない。このため本報告書ではセミパラチンスク集団

-Iの 4村のデータのみを用い、内部比較による被ばくと死因の関連の解析を試みた。 

（１）解析対象候補者（Sランクの調査対象者）から解析に用いた調査対象者の選択 

平成 20 年度末時点におけるセミパラチンスク集団-I の調査対象者の総数は 25,505 人であ

ったが、そのうち Sランクに分類された調査対象者（解析対象候補者）は 12,709人であった。

死亡者は 5,406 人で、その中で ICD-10 コードが付され、解析が可能であった者（解析対象者）

は 5,108人であった（表２８）。 

表２８ 解析対象候補者の人数（平成 21年 3月末） 

主要居住地 
調査対象

者数 

生死判明

者数 
生存者数 死亡者数

ICD-10
付与数 

ドロン  2,614  2,358 1,285 1,073  958 

ズナメンカ  1,787  1,621  833  788  761 

カイナール  3,787  3,300 1,662 1,638 1,607 

カラウール  4,521  3,671 1,764 1,907 1,782 

総 計 12,709 10,950 5,544 5,406 5,108 

（２）解析対象候補者の線量分布 

内部比較による被ばくと死因の関連の解析を行うにあたり、まず解析に用いる被ばく線量につい

ての検討を行った。 

今回の調査では、内部被ばく線量の算定にあたりヨウ素核種による線量を算定し、それ以外

の核種に関しては線量計算に必要な流通に関するパラメータ等が不明であるため、線量計算は

行わなかった。ヨウ素核種は甲状腺への線量寄与が特異的に大きいこと、また総じて個人被ば

く線量における内部被ばくの寄与は大きくないこと、さらにはロシア計算方式による内部被ば

く線量の計算では P24 値を基礎として計算を行うことから内部被ばく線量は外部被ばく線量に

比例する傾向があると推定されること等を考慮に入れ、本報告書における被ばくと死因の関連

に関する解析では外部被ばく線量のみを用いることとし、ロシア計算方式による実効線量の計

算過程で得られる全身の吸収線量を用いた。図１２にセミパラチンスク集団-Iについて、外部被

ばく線量範囲ごとに解析対象候補者の人数の分布を示した。
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図１２ セミパラチンスク集団-Iの被ばく調査対象者の線量分布 
■：1948年以前に生まれた調査対象者（予備解析対象者） 
□：1949年以降に生まれた調査対象者（解析対象候補者） 

２．死因別の被ばく線量 

死因はWHOの ICD-10コードを用いて分類し、その大分類に従い、外部被ばく線量ごとの

人数を男性・女性それぞれに集計した（表２９、表３０）。平成 20年度末における村ごとの集計デ

ータを添付資料-17 および添付資料-18 に掲載した。種々の疾患の中では、男性・女性ともに

新生物および循環器系の疾患が多かったため、ICD-10の中分類ないし小分類に従い、放射線影

響として重要な ① 食道・胃・肝などの消化器の悪性新生物（C15 ~ C26）、② 食道の悪性新生

物（C15）、③ 胃の悪性新生物（C16）、④ 肝および肝内胆管の悪性新生物（C22）、⑤ 肺がん

などの呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物（C30 ~ C39）、⑥ 気管支および肺の悪性新生物

（C34）、⑦ 乳房の悪性新生物（C50）、⑧ 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物（C73 ~ 

C75）、⑨ リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物（C81 ~ C96）、⑩ 白血病（C91 ~ 

C95）、および影響のある可能性が示唆されている ⑪ 虚血性心疾患（I20 ~ I25）、⑫ 肺性心疾

患および肺循環疾患（I26 ~ I28）、⑬ その他の型の心疾患（心膜炎、心内膜炎、心弁膜障害、心

筋炎、心筋症、伝導障害、心停止、発作性頻拍(症)、心房細動および粗動、不整脈、心不全等：

I30 ~ 52）および ⑭ 脳血管疾患（I60 ~ I69）について男性・女性それぞれに集計した（表３１、表３

２）。なお村ごとの ICD-10コード中分類による死因の集計データを添付資料-19と添付資料-20

に掲載した。 

男性では虚血性心疾患、消化器の悪性新生物、その他の型の心疾患、脳血管疾患、食道の悪

性腫瘍、呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物、気管支および肺の悪性腫瘍の順に多かった。

また、女性の場合は、虚血性心疾患、消化器の悪性新生物、脳血管疾患、その他の型の心疾患、

食道の悪性腫瘍が多かったが、呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物は男性に比べてかなり少

なかった。 

３．セミパラチンスク集団-Iの内部比較による死亡率比の解析 

（１）解析の対象と方法 

図１２に示したように、被ばく線量が 0.1 Gy以下の解析対象候補者では 1949年以降に生ま

れた人が約半数を占めていたが、0.3 Gy以上の解析対象候補者ではほとんどが 1949年以前に

生まれた人であった。このため、死亡率比の解析では年齢効果を除外するために 1948 年まで

に生まれた解析対象候補者（以下「予備解析対象者」）のデータのみを用いて解析した。 



 

 

表２９ ICD-10大分類による死因別被ばく線量（外部被ばく線量）と死亡者数（男性）（平成 21年 3月末） 

線 量 （Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0 ~0.01 ~ 0.1 ~ 0.2 ~ 0.3 ~ 0.4 ~ 0.5 ~ 0.6 ~ 0.7 ~ 0.8 ~ 0.9 ~ 1.0 ~ 1.2 ~ 1.4 ~ 1.6 ~ 1.8 ~ 2.0
合計 

A00 ~ B99 感染症および寄生虫症 47 8 37 50 19 3 6 2 0 0 6 4 10 0 0 0 0 192 

C00 ~ D48 新生物 96 37 122 140 81 16 31 12 0 0 9 7 23 2 1 1 0 578 

D50 ~ D89 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

E00 ~ E90 内分泌,栄養および代謝疾患 2 0 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

F00 ~ F99 精神および行動の障害 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

G00 ~ G99 神経系の疾患 5 3 4 4 2 1 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 25 

H00 ~ H59 眼および付属器の疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H60 ~ H95 耳および乳様突起の疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I00 ~ I99 循環器系の疾患 177 64 187 242 156 30 54 25 0 3 28 13 63 6 1 5 0 1,054 

J00 ~ J99 呼吸器系の疾患 29 10 28 34 25 0 9 5 0 0 2 1 8 1 0 1 0 153 

K00 ~ K93 消化器系の疾患 19 4 16 12 10 0 5 0 0 5 1 6 0 0 0 0 78 

L00 ~ L99 皮膚および皮下組織の疾患 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

M00 ~ M99 筋骨格系および結合組織の疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N00 ~ N99 尿路性器系の疾患 4 1 4 8 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 24 

O00 ~ O99 妊娠,分娩および産じょく<褥> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P00 ~ P96 周産期に発生した病態 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q00 ~ Q99 先天奇形,変形および染色体異常 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

R00 ~ R99 
症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で

他に分類されないもの 
68 18 79 80 23 3 9 3 0 0 1 3 10 1 0 0 0 298 

S00 ~ T98 損傷,中毒およびその他の外因の影響 24 11 16 10 11 1 7 2 0 0 2 2 6 0 1 0 0 93 

V00 ~ Y98 傷病および死亡の外因 72 25 43 41 27 2 2 0 0 1 6 4 8 2 0 0 0 233 

Z00 ~ Z99 
健康状態に影響を及ぼす要因および保健サービス

の利用 
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 33 25 26 9 17 1 6 3 0 0 9 7 15 0 0 0 0 151 

 生存または死亡未確認 1,319 485 750 413 224 34 26 6 2 4 58 21 37 2 1 0 0 3,382 

合 計 1,897 705 1,520 896 550 88 155 59 2 9 129 69 186 12 4 7 0 6,288 
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表３０ ICD-10大分類による死因別被ばく線量と死亡者数（女性）（平成 21年 3月末） 

線 量 （Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0 ~ 0.01 ~ 0.1 ~ 0.2 ~ 0.3 ~ 0.4 ~ 0.5 ~ 0.6 ~ 0.7 ~ 0.8 ~ 0.9 ~ 1.0 ~ 1.2 ~ 1.4 ~ 1.6 ~ 1.8 ~ 2.0
合計 

A00 ~ B99 感染症および寄生虫症 42 5 16 39 20 4 0 0 0 1 6 3 1 0 0 0 0 137 

C00 ~ D48 新生物 64 22 50 155 102 12 16 4 1 1 4 16 8 2 0 0 0 457 

D50 ~ D89 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

E00 ~ E90 内分泌,栄養および代謝疾患 1 2 2 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 15 

F00 ~ F99 精神および行動の障害 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 

G00 ~ G99 神経系の疾患 9 2 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 

H00 ~ H59 眼および付属器の疾患 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

H60 ~ H95 耳および乳様突起の疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I00 ~ I99 循環器系の疾患 146 52 126 313 210 38 41 4 0 0 17 59 58 1 3 4 0 1,072 

J00 ~ J99 呼吸器系の疾患 30 1 13 30 11 4 2 0 0 0 1 5 1 0 1 0 0 99 

K00 ~ K93 消化器系の疾患 11 2 12 9 9 1 0 0 0 0 3 0 4 0 1 0 0 52 

L00 ~ L99 皮膚および皮下組織の疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M00 ~ M99 筋骨格系および結合組織の疾患 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

N00 ~ N99 尿路性器系の疾患 3 1 5 5 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 19 

O00 ~ O99 妊娠,分娩および産じょく<褥> 10 2 2 6 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 30 

P00 ~ P96 周産期に発生した病態 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q00 ~ Q99 先天奇形,変形および染色体異常 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

R00 ~ R99 
症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で

他に分類されないもの 
60 14 61 136 43 10 4 4 1 0 2 14 13 1 3 0 0 366 

S00 ~ T98 損傷,中毒およびその他の外因の影響 4 5 2 5 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 23 

V00 ~ Y98 傷病および死亡の外因 20 3 2 15 3 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 49 

Z00 ~ Z99 
健康状態に影響を及ぼす要因および保健サービ

スの利用 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 28 15 16 24 26 9 1 4 0 0 5 9 7 2 1 0 0 147 

 生存または死亡未確認 1,439 513 830 537 309 54 17 7 5 14 100 55 25 6 6 4 0 3,921 

合 計 1,872 639 1,140 1,285 748 136 83 24 7 16 142 170 122 13 16 8 0 6,421 
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表３１ 外部被ばく線量と主要な疾患による死亡の関係（セミパラチンスク集団-I、男性）（平成 21年 3月） 

線 量 （Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0.0 ~0.01 ~0.1 ~0.2 ~0.3 ~0.4 ~0.5 ~0.6 ~0.7 ~0.8 ~0.9 ~1.0 ~1.2 ~1.4 ~1.6 ~1.8 ~2.0
合計 

C15~C26 消化器の悪性新生物 54 20 79 73 46 8 23 9 0 0 5 5 16 0 0 0 0 338 
C15 食道の悪性新生物 29 6 31 37 22 7 11 4 0 0 0 2 4 0 0 0 0 153 
C16 胃の悪性新生物 17 4 27 22 11 1 7 3 0 0 4 1 5 0 0 0 0 102 
C22 肝および肝内胆管の悪性新生物 5 4 14 10 10 0 3 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 54 

C30~C39 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 16 10 35 34 13 3 3 3 0 0 2 2 6 0 1 0 0 128 
C34 気管支および肺の悪性新生物 14 9 33 30 10 2 3 2 0 0 2 1 6 0 1 0 0 113 
C50 乳房の悪性新生物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C73~C75 甲状腺およびその他の内分泌腺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C81~C96 リンパ組織､造血組織および関連組織の悪性新生物 1 2 4 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
C91~C95 白血病 0 1 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
I20 ~ I25 虚血性心疾患 74 33 105 105 56 13 23 13 0 3 11 4 27 1 0 2 0 470 
I26 ~ I28 肺性心疾患および肺循環疾患 4 3 6 8 6 3 2 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 37 
I30 ~ I52 その他の型の心疾患 50 17 42 30 28 9 17 4 0 0 6 3 22 3 0 1 0 232 
I60 ~ I69 脳血管疾患 40 7 47 59 31 1 6 7 0 0 8 1 8 2 1 1 0 219 

 
表３２ 外部被ばく線量と主要な疾患による死亡の関係（セミパラチンスク集団-I、女性）（平成 21年 3月） 

線 量 （Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0.0 ~0.01 ~0.1 ~0.2 ~0.3 ~0.4 ~0.5 ~0.6 ~0.7 ~0.8 ~0.9 ~1.0 ~1.2 ~1.4 ~1.6 ~1.8 ~2.0
合計 

C15~C26 消化器の悪性新生物 36 13 95 51 65 6 13 3 0 0 1 12 5 1 0 0 0 301 

C15 食道の悪性新生物 16 5 42 29 29 2 6 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 136 

C16 胃の悪性新生物 9 6 34 16 19 2 4 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 97 

C22 肝および肝内胆管の悪性新生物 4 1 12 3 10 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 38 

C30~C39 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 6 2 5 0 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21 

C34 気管支および肺の悪性新生物 5 2 5 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 

C50 乳房の悪性新生物 2 2 4 6 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 

C73~C75 甲状腺およびその他の内分泌腺 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

C81~C96 リンパ組織､造血組織および関連組織の悪性新生物 1 1 6 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 

C91~C95 白血病 1 1 6 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 

I20 ~ I25 虚血性心疾患 55 15 98 100 83 20 15 2 0 0 9 28 23 1 1 2 0 452 

I26 ~ I28 肺性心疾患および肺循環疾患 7 1 6 1 10 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 32 

I30 ~ I52 その他の型の心疾患 23 20 41 18 30 5 10 0 0 0 3 15 21 0 1 2 0 189 

I60 ~ I69 脳血管疾患 43 13 66 61 65 10 11 2 0 0 3 13 8 0 1 0 0 296 
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この解析に用いた予備解析対象者は 7,652人であった（表３３）。 

表３３ 予備解析対象者の人数（平成 21年 3月末） 

 

 

 

 

 

これらの予備解析対象者を、ICRP Publication 99「Low-Dose Extrapolation of Radiation 

Related Cancer Risk」の分類等を参考に線量 0.1, 0.5, 1.0 Gyを境に 4群に分けた（ここでは低

線量群 （0.1 Gy未満）、中線量群-1 （0.1 ~ 0.5 Gy）、中線量群-2 （0.5 ~ 1.0 Gy）、高線量群 （1.0 Gy

以上）と呼称する）。 

線量群ごとに人年に基づいて死亡率を計算し、低線量群との比較で死亡率比を求めた。 

男性、女性それぞれに新生物（C00 ~ D48）、消化器の悪性新生物（C15 ~ C26）、食道の悪性

新生物（C15）、胃の悪性新生物（C16）、肝および肝内胆管の悪性新生物（C22）、呼吸器および胸

腔内臓器の悪性新生物（C30 ~ C39）、気管支および肺の悪性新生物（C34）、乳房の悪性新生物

（C50）、リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物（C81 ~ C96）、白血病（C91 ~ C95）、

循環器系疾患（I00 ~ I99）、虚血性心疾患（I20 ~ I25）、肺性心疾患および肺循環疾患（I26 ~ I28）、

その他の型の心疾患（I30 ~ I52）、脳血管疾患（I60 ~ I69）について、以下の式により死亡率比を

計算した。 

RR（死亡率比）＝ 

 ＝ 
2

1

22

11

p

p

n/k

n/k
　　　   

この式における k 1、k 2 は、中線量または高線量群および低線量群における死亡数、n1、n2はそ

れらの観察人年、p1 、p2 はそれぞれの死亡率である。また、死亡率比の自然対数 ln(RR)に対

する標準誤差 SE および 95％信頼区間は次の式で示される。 

2211

11
pnpn

SE   

95％信頼区間（下限；上限） ＝（exp { ln (RR ) - 1.96 SE }；exp { ln (RR ) + 1.96 SE }） 

なお、人年計算に当たっては、観察期間は 1949 年 1 月 1 日から死亡日または最終生存確認日

までとした。 

（２）解析の結果と考察 

新生物および循環器系疾患とそれらの中の主な疾患について死亡率比を計算し、表３４と表３

５に示した。計算の結果、男性でも女性でも共通して、循環器系疾患および虚血性心疾患による

死亡が線量の増加に伴い有意に増加した。さらに、その他の型の心疾患では高線量群で、 

主要居住地 
予備解析

対象者数

生死判明

者数 
生存者数 死亡者数

ICD-10
付与数 

ドロン 1,582 1,518 559 959  868 
ズナメンカ 1,118 1,084 383 701  683 
カイナール 2,384 2,307 836 1,471  1,444 
カラウール 2,568 2,441 752 1,689  1,586 

総 計 7,652 7,350 2,530 4,820  4,581 

中線量群または高線量群の死亡数／中線量群または高線量群の観察人・年 

低線量群の死亡数／低線量群の観察人・年 
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表３４ 新生物および循環器系疾患の死亡率比（0.1 Gy、0.5 Gy、1.0 Gy で 4 群に区分：男性） 

95%信頼限界 
ICD-10 死因となった疾患 

線量群
(Gy) 

人 年 死亡数 死亡率 死亡率比 
下限 上限 

~ 0.1 70,158 250 0.00351 1.00 - - 
0.1 ~ 0.5 56,285 245 0.00435 1.24 1.04 1.48 
0.5 ~ 1.0 10,067  28 0.00278 0.79 0.54 1.17 

C00 ~ D48 新生物 

1.0 ~  6,967  27 0.00388 1.10 0.74 1.64 
~ 0.1 70,158 145 0.00204 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 56,285 147 0.00261 1.28 1.02 1.61 
0.5 ~ 1.0 10,067  19 0.00189 0.93 0.57 1.49 

C15 ~ C26 消化器の悪性新生物 

1.0 ~  6,967  16 0.00230 1.13 0.67 1.89 
~ 0.1 70,158  65 0.00091 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 56,285  77 0.00137 1.50 1.08 2.08 
0.5 ~ 1.0 10,067   6 0.00060 0.65 0.28 1.51 

C15 食道の悪性新生物 

1.0 ~  6,967   4 0.00057 0.63 0.23 1.72 
~ 0.1 70,158  45 0.00063 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 56,285  40 0.00071 1.12 0.73 1.72 
0.5 ~ 1.0 10,067   8 0.00079 1.26 0.59 2.67 

C16 胃の悪性新生物 

1.0 ~  6,967   5 0.00072 1.13 0.45 2.86 
~ 0.1 70,158  20 0.00028 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 56,285  21 0.00037 1.33 0.72 2.45 
0.5 ~ 1.0 10,067   4 0.00040 1.41 0.48 4.14 

C22 肝および肝内胆管の悪性新生物 

1.0 ~  6,967   4 0.00057 2.04 0.70 5.98 
~ 0.1 70,158  54 0.00076 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 56,285  52 0.00092 1.22 0.83 1.78 
0.5 ~ 1.0 10,067   7 0.00070 0.92 0.42 2.01 

C30 ~ C39 
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生

物 
1.0 ~  6,967   7 0.00100 1.32 0.60 2.91 
~ 0.1 70,158  49 0.00069 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 56,285  44 0.00078 1.14 0.76 1.71 
0.5 ~ 1.0 10,067   5 0.00050 0.72 0.29 1.81 

C34 気管支および肺の悪性新生物 

1.0 ~  6,967   7 0.00100 1.46 0.66 3.22 
~ 0.1 70,158   0 - - - - 

0.1 ~ 0.5 56,285   0 - - - - 

0.5 ~ 1.0 10,067   0 - - - - 
C73 ~ C75 

甲状腺およびその他の内分泌腺の悪

性新生物 
1.0 ~  6,967   0 - - - - 
~ 0.1 70,158   5 0.00007 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 56,285   8 0.00014 2.02 0.66 6.18 
0.5 ~ 1.0 10,067   0 - - - - 

C81 ~ C96 
リンパ組織､造血組織および関連組織

の悪性新生物 
1.0 ~  6,967   0 - - - - 
~ 0.1 70,158   2 0.00003 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 56,285   6 0.00011 3.79 0.77 18.79 
0.5 ~ 1.0 10,067   0 - - - - 

C91 ~ C95 白血病 

1.0 ~  6,967   0 - - - - 

~ 0.1 70,158 378 0.00531 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 56,285 424 0.00753 1.42 1.23 1.63 
0.5 ~ 1.0 10,067  67 0.00666 1.25 0.97 1.62 

I00 ~ I99 循環器系の疾患 

1.0 ~ 6,967  75 0.01077 2.03 1.58 2.60 
~ 0.1 70,158 182 0.00256 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 56,285 192 0.00341 1.33 1.09 1.63 
0.5 ~ 1.0 10,067  29 0.00288 1.13 0.76 1.67 

I20 ~ I25 虚血性心疾患 

1.0 ~  6,967  30 0.00431 1.68 1.14 2.48 
~ 0.1 70,158  11 0.00015 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 56,285  19 0.00034 2.18 1.04 4.59 
0.5 ~ 1.0 10,067   4 0.00040 2.57 0.82 8.07 

I26 ~ I28 肺性心疾患および肺循環疾患 

1.0 ~  6,967   1 0.00014 0.93 0.12 7.19 
~ 0.1 70,158  78 0.00110 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 56,285  80 0.00142 1.30 0.95 1.77 
0.5 ~ 1.0 10,067  13 0.00129 1.18 0.65 2.12 

I30 ~ I52 その他の型の心疾患 

1.0 ~  6,967  26 0.00373 3.40 2.18 5.31 
~ 0.1 70,158  77 0.00108 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 56,285  91 0.00162 1.49 1.10 2.02 
0.5 ~ 1.0 10,067  16 0.00159 1.47 0.86 2.52 

I60 ~ I69 脳血管疾患 

1.0 ~  6,967  12 0.00172 1.59 0.87 2.92 

死亡率比は、0.1~0.5 Gy群、0.5~1.0 Gyおよび 1.0 Gy以上の群それぞれの 0.1 Gy未満の群に対する比率である。 
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表３５ 新生物および循環器系疾患の死亡率比（0.1 Gy、0.5 Gy、1.0 Gy で 4 群に区分：女性） 

95%信頼限界 
ICD~10 死因となった疾患 線量群 

(Gy) 
人 年 死亡数 死亡率 死亡率比 

下限 上限 
~ 0.1 81,738 201 0.00246 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 62,554 197 0.00315 1.28 1.05 1.56 
0.5 ~ 1.0 14,968  26 0.00174 0.71 0.47 1.06 

C00 ~ D48 新生物 

1.0 ~  6,228  10 0.00161 0.65 0.35 1.23 
~ 0.1 81,738 139 0.00170 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 62,554 135 0.00216 1.27 1.00 1.61 
0.5 ~ 1.0 14,968  16 0.00107 0.63 0.37 1.05 

C15 ~ C26 消化器の悪性新生物 

1.0 ~  6,228   6 0.00096 0.57 0.25 1.28 
~ 0.1 81,738  63 0.00077 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 62,554  66 0.00106 1.37 0.97 1.93 
0.5 ~ 1.0 14,968   6 0.00040 0.52 0.23 1.20 

C15 食道の悪性新生物 

1.0 ~  6,228   1 0.00016 0.21 0.03 1.50 
~ 0.1 81,738  46 0.00056 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 62,554  41 0.00066 1.16 0.76 1.77 
0.5 ~ 1.0 14,968   5 0.00033 0.59 0.24 1.49 

C16 胃の悪性新生物 

1.0 ~  6,228   2 0.00032 0.57 0.14 2.35 
~ 0.1 81,738  16 0.00020 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 62,554  17 0.00027 1.39 0.70 2.75 
0.5 ~ 1.0 14,968   2 0.00013 0.68 0.16 2.97 

C22 肝および肝内胆管の悪性新生物 

1.0 ~  6,228   2 0.00032 1.64 0.38 7.13 
~ 0.1 81,738  13 0.00016 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 62,554   6 0.00010 0.60 0.23 1.59 
0.5 ~ 1.0 14,968   1 0.00007 0.42 0.05 3.21 

C30 ~ C39 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生
物 

1.0 ~  6,228   0 - - - - 
~ 0.1 81,738  12 0.00015 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 62,554   5 0.00008 0.54 0.19 1.55 
0.5 ~ 1.0 14,968   1 0.00007 0.46 0.06 3.50 

C34 気管支および肺の悪性新生物 

1.0 ~  6,228   0 - - - - 
~ 0.1 81,738   5 0.00006 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 62,554  11 0.00018 2.87 0.99 8.27 
0.5 ~ 1.0 14,968   1 0.00007 1.09 0.13 9.35 

C50 乳房の悪性新生物 

1.0 ~  6,228   0 - - - - 
~ 0.1 81,738   2 0.00002 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 62,554   3 0.00005 1.96 0.33 11.73 
0.5 ~ 1.0 14,968   0 - - - - 

C73 ~ C75 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪
性新生物 

1.0 ~  6,228   0 - - - - 
~ 0.1 81,738   7 0.00009 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 62,554   4 0.00006 0.75 0.22 2.55 
0.5 ~ 1.0 14,968   0 - - - - 

C81 ~ C96 リンパ組織､造血組織および関連組織
の悪性新生物 

1.0 ~  6,228   1 0.00016 1.87 0.23 15.24 
~ 0.1 81,738   7 0.00009 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 62,554   4 0.00006 0.75 0.22 2.55 
0.5 ~ 1.0 14,968   0 - - - - 

C91 ~ C95 白血病 

1.0 ~  6,228   1 0.00016 1.87 0.23 15.24 
~ 0.1 81,738 425 0.00520 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 62,554 470 0.00751 1.45 1.27 1.65 
0.5 ~ 1.0 14,968  80 0.00534 1.03 0.81 1.31 

I00 ~ I99 循環器系の疾患 

1.0 ~  6,228  65 0.01044 2.01 1.55 2.61 
~ 0.1 81,738 162 0.00198 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 62,554 216 0.00345 1.74 1.42 2.14 
0.5 ~ 1.0 14,968  39 0.00261 1.31 0.93 1.86 

I20 ~ I25 虚血性心疾患 

1.0 ~  6,228  27 0.00434 2.19 1.46 3.29 
~ 0.1 81,738  10 0.00012 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 62,554  15 0.00024 1.96 0.88 4.36 
0.5 ~ 1.0 14,968   2 0.00013 1.09 0.24 4.98 

I26 ~ I28 肺性心疾患および肺循環疾患 

1.0 ~  6,228   1 0.00016 1.31 0.17 10.25 
~ 0.1 81,738  79 0.00097 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 62,554  62 0.00099 1.03 0.74 1.43 
0.5 ~ 1.0 14,968  18 0.00120 1.24 0.75 2.08 

I30 ~ I52 その他の型の心疾患 

1.0 ~  6,228  24 0.00385 3.99 2.52 6.30 
~ 0.1 81,738 119 0.00146 1.00 - - 

0.1 ~ 0.5 62,554 140 0.00224 1.54 1.20 1.96 
0.5 ~ 1.0 14,968  18 0.00120 0.83 0.50 1.36 

I60 ~ I69 脳血管疾患 

1.0 ~  6,228   8 0.00128 0.88 0.43 1.81 

死亡率比は、0.1 ~ 0.5 Gy群、0.5 ~ 1.0 Gyおよび 1.0 Gy以上の群それぞれの 0.1 Gy未満の群に対する比率である 
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脳血管疾患では中線量群-1で有意の増加が見られた。男性・女性共に被ばくによる循環器系疾

患、特に虚血性心疾患に有意の増加が見られたことは注目される。 

また男性では全新生物、消化器の悪性新生物、食道の悪性新生物、肺性心疾患および肺循環

器系疾患において、中線量群で有意の増加が認められた。女性ではそれらの疾患の増加は必ず

しも有意ではなかったが、増加の傾向が見られた。しかし男性での食道や造血臓器等の悪性新

生物、白血病、女性での食道、胃、気管支および胸腔内、乳房等の悪性新生物等では高線量群

で死亡率が低下した。これには民族、環境中の残留農薬、喫煙等の生活習慣等による交絡の可

能性が考えられるが、今後のデータの蓄積が望まれる。 

４．「Coxの比例ハザードモデル」による被ばく線量と死因の関連性の解析 

（１）解析の対象と方法 

セミパラチンスク集団-Iの解析対象候補者（Sランク）12,709人あるいはそのうちの 1948

年以前に生まれた予備解析対象者 7,652人を 4群（0.1 Gy未満、0.1 ~ 0.5 Gy、0.5 ~ 1.0 Gy、

1.0 Gy以上）に分け、SASの「Coxの比例ハザードモデル」解析によって被ばく線量と死亡率と

の関連を解析した。 

予備解析対象者は出生年の期間ごとに 9群（~ 1899、1900 ~ 1909、1910 ~ 1919、1920 ~ 1929、

1930 ~ 1939、1940 ~ 1949、1950 ~ 1959、1960 ~ 1969、1970 ~に分け、性別も 2群（男性、

女性）に層別化し、到達年齢を時間変数として下記の式を用いた。 

h (t,x)（ハザード比）＝ hi,g,0(t)･exp(βx) 

この計算式における変数、t は到達年齢、I は出生年、g は性、x は線量である。 

なお、人年計算に当たっては、観察期間は対象地域における居住歴情報の最初の日から死亡

日または生存最終確認日までとした。 

（２）解析の結果と考察 

新生物および循環器系疾患とそれらのうちの主な疾患についてハザード比を計算し、結果を

表３５～表３９に示した。表３５と表３６はセミパラチンスク集団-I の解析対象候補者（S ランク）

全体について、表３７と表３８には上記の解析対象候補者のうち 1948年以前に生まれた予備解析

対象者について、男性・女性それぞれの解析結果を示した。 

解析対象候補者全体についての解析では、外部被ばく線量が 0.1 Gy未満の群と比較して 0.1 

~ 0.5 Gy、0.5 ~ 1.0 Gy、あるいは 1.0 Gy以上の群のいくつかで男性と女性の循環器系疾患、

虚血性心疾患、脳血管疾患、および女性の乳房の悪性新生物の死亡率が有意に高く、特に男性

の循環器系疾患全体と女性の虚血性心疾患では線量の増加とともに死亡率の有意な増加が見ら

れた。一方、女性の全がんと男性および女性の食道の悪性新生物では線量の増加とともに死亡

率の有意な低下傾向が見られ、生活習慣等の因子による交絡の可能性が示唆された（表３６、 

表３７）。解析対象者を1948年以前に生まれた人に限った場合でも同様の結果が得られた（表３８、

表３９）。 

主要居住地（ドロン、ズナメンカ、カイナール、カラウール）を調整した解析を行ったところ、

全がんと食道がんの低下についての有意な傾向性は見られなくなったが、依然として男性の循

環器系疾患の増加と女性の乳房の悪性新生物の増加が見られた（表４０）。 



 

 - 62 -

表３６ 新生物および循環器系疾患による死亡のハザード比（S ランク：セミパラチンスク集団-I：男性） 

95%信頼限界 
ICD-10 死因となった疾患 

線量群
(Gy) 人 年 死亡数 ﾊｻﾞｰﾄﾞ比

下限 上限 
傾向性
の p値

~ 0.1 162,461 269 1.00 - - 

0.1~0.5  70,499 247 0.77 0.89 1.27 

0.5~1.0  11,736  28 0.77 0.52 1.14 
C00~D48 新生物 

1.0 ~   8,086  27 0.21 0.52 1.15 

0.21 

~ 0.1 162,461  66 1.00 - - 

0.1~0.5  70,499  77 1.03 0.74 1.45 

0.5~1.0  11,736   6 0.52 0.22 1.21 
C15 食道の悪性新生物 

1.0 ~   8,086   4 0.36 0.13 0.99 

0.04 

~ 0.1 162,461  48 1.00 - - 

0.1~0.5  70,499  41 0.91 0.60 0.54 

0.5~1.0  11,736   8 1.16 0.54 2.46 
C16 胃の悪性新生物 

1.0 ~   8,086   5 0.72 0.28 1.82 

0.64 

~ 0.1 162,461  23 1.00 - - 

0.1~0.5  70,499  23 1.41 0.78 2.54 

0.5~1.0  11,736   4 1.57 0.54 4.61 
C22 肝および肝内胆管の悪性新生物 

1.0 ~   8,086   4 1.81 0.61 5.39 

0.16 

~ 0.1 162,461  56 1.00 - - 

0.1~0.5  70,499  45 1.10 0.74 1.64 

0.5~1.0  11,736   5 0.80 0.32 2.01 
C34 気管支および肺の悪性新生物 

1.0 ~   8,086   7 1.09 0.49 2.41 

0.92 

~ 0.1 162,461   0 - - - 

0.1~0.5  70,499   0 - - - 

0.5~1.0  11,736   0 - - - 
C50 乳房の悪性新生物 

1.0 ~   8,086   0 - - - 

- 

~ 0.1 162,461   3 1.00 - - 

0.1~0.5  70,499   6 3.22 0.76 13.6 

0.5~1.0  11,736   0 0.00 - - 
C91~C95 白血病 

1.0 ~   8,086   0 0.00 - - 

0.88 

~ 0.1 162,461 469 1.00 - - 

0.1~0.5  70,499 442 1.14 0.99 1.31 

0.5~1.0  11,736  69 1.12 0.86 1.45 
I00 ~ I99 循環器系の疾患 

1.0 ~   8,086  75 1.75 1.36 2.25 

< 0.01

~ 0.1 162,461 212 1.00 - - 

0.1~0.5  70,499 197 1.07 0.88 1.32 

0.5~1.0  11,736  31 1.04 0.71 1.54 
I20 ~ I25 虚血性心疾患 

1.0 ~   8,086  30 1.51 1.02 2.23 

0.09 

~ 0.1 162,461  94 1.00 - - 

0.1~0.5  70,499  97 1.26 0.93 1.69 

0.5~1.0  11,736  16 1.35 0.78 2.31 
I60 ~ I69 脳血管疾患 

1.0 ~   8,086  12 1.38 0.75 2.54 

0.11 
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表３７ 新生物および循環器系疾患による死亡のハザード比（S ランク：セミパラチンスク集団-I：女性） 

95%信頼限界 
ICD-10 死因となった疾患 

線量群
(Gy) 人 年 死亡数 ﾊｻﾞｰﾄﾞ比

下限 上限 
傾向性
の p値

~ 0.1 164,857 214 1.00 - - 

0.1~0.5  76,504 202 1.08 0.89 1.32 

0.5~1.0  17,214  26 0.70 0.70 0.46 
C00~D48 新生物 

1.0 ~   7,272  10 0.45 0.24 0.84 

0.02 

~ 0.1 164,857  63 1.00 - - 

0.1~0.5  76,504  66 0.96 0.68 1.36 

0.5~1.0  17,214   6 0.54 0.23 1.25 
C15 食道の悪性新生物 

1.0 ~   7,272   1 0.11 0.02 0.81 

0.01 

~ 0.1 164,857  49 1.00 - - 

0.1~0.5  76,504  41 0.89 0.59 1.36 

0.5~1.0  17,214   5 0.56 0.22 1.40 
C16 胃の悪性新生物 

1.0 ~   7,272   2 0.35 0.09 1.46 

0.07 

~ 0.1 164,857  17 1.00 - - 

0.1~0.5  76,504  17 1.09 0.55 2.15 

0.5~1.0  17,214   2 0.65 0.15 2.81 
C22 肝および肝内胆管の悪性新生物 

1.0 ~   7,272   2 1.03 0.24 4.53 

0.85 

~ 0.1 164,857  12 1.00 - - 

0.1~0.5  76,504   6 0.64 0.24 1.74 

0.5~1.0  17,214   1 0.45 0.06 3.49 
C34 気管支および肺の悪性新生物 

1.0 ~   7,272   0 0.00 - - 

0.15 

~ 0.1 164,857   8 1.00 - - 

0.1~0.5  76,504  13 3.82 1.44 10.1 

0.5~1.0  17,214   1 1.17 0.14 9.98 
C50 乳房の悪性新生物 

1.0 ~   7,272   0 0.00 - - 

0.31 

~ 0.1 164,857   8 1.00 - - 

0.1~0.5  76,504   5 1.17 0.37 3.70 

0.5~1.0  17,214   0 0.00 - - 
C91~C95 白血病 

1.0 ~   7,272   1 3.20 0.37 27.8 

0.94 

~ 0.1 164,857 446 1.00 - - 

0.1~0.5  76,504 481 1.14 1.00 1.30 

0.5~1.0  17,214 80 1.02 0.80 1.31 
I00 ~ I99 循環器系の疾患 

1.0 ~   7,272 66 1.24 0.96 1.62 

0.08 

~ 0.1 164,857 168 1.00 - - 

0.1~0.5  76,504 218 1.32 1.08 1.62 

0.5~1.0  17,214 39 1.34 0.93 1.92 
I20 ~ I25 虚血性心疾患 

1.0 ~   7,272 17 1.26 0.84 1.91 

0.03 

~ 0.1 164,857 122 1.00 - - 

0.1~0.5  76,504 147 1.33 1.04 1.70 

0.5~1.0  17,214 18 0.80 0.49 1.31 
I60 ~ I69 脳血管疾患 

1.0 ~   7,272 9 0.67 0.34 1.33 

0.65 
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表３８ 新生物および循環器系疾患による死亡のハザード比（S ランクで 1948 年以前の出生者：男性） 

95%信頼限界 
ICD-10 死因となった疾患 

線量群
(Gy) 人 年 死亡数 ﾊｻﾞｰﾄﾞ比

下限 上限 
傾向性
の p値

~ 0.1 73,900 246 1.00 - - 

0.1~0.5 59,360 242 1.07 0.89 1.28 

0.5~1.0 11,191  28 0.78 0.53 1.16 
C00~D48 新生物 

1.0 ~  8,086  27 0.78 0.52 1.16 

0.23 

~ 0.1 73,900  65 1.00 - - 

0.1~0.5 59,360  77 1.04 0.74 1.45 

0.5~1.0 11,191   6 0.52 0.22 1.21 
C15 食道の悪性新生物 

1.0 ~  8,086   4 0.36 0.13 0.99 

0.04 

~ 0.1 73,900  45 1.00 - - 

0.1~0.5 59,360  40 0.92 0.60 1.42 

0.5~1.0 11,191   8 1.18 0.55 2.51 
C16 胃の悪性新生物 

1.0 ~  8,086   5 0.72 0.29 1.84 

0.68 

~ 0.1 73,900  20 1.00 - - 

0.1~0.5 59,360  21 1.31 0.70 2.43 

0.5~1.0 11,191   4 1.52 0.52 4.45 
C22 肝および肝内胆管の悪性新生物 

1.0 ~  8,086   4 1.74 0.58 5.18 

0.22 

~ 0.1 73,900  49 1.00 - - 

0.1~0.5 59,360  44 1.15 0.76 1.73 

0.5~1.0 11,191   5 0.83 0.33 2.08 
C34 気管支および肺の悪性新生物 

1.0 ~  8,086   7 1.11 0.50 2.47 

0.83 

~ 0.1 73,900   0 1.00 - - 

0.1~0.5 59,360   0 - - - 

0.5~1.0 11,191   0 - - - 
C50 乳房の悪性新生物 

1.0 ~  8,086   0 - - - 

- 

~ 0.1 73,900   2 1.00 - - 

0.1~0.5 59,360   6 3.93 0.79 19.6 

0.5~1.0 11,191   0 0.00 - - 
C91~C95 白血病 

1.0 ~  8,086   0 0.00 - - 

0.84 

~ 0.1 73,900 379 1.00 - - 

0.1~0.5 59,360 424 1.15 1.00 1.33 

0.5~1.0 11,191  67 1.11 0.85 1.44 
I00 ~ I99 循環器系の疾患 

1.0 ~  8,086  75 1.76 1.37 2.26 

< 0.01

~ 0.1 73,900 182 1.00 - - 

0.1~0.5 59,360 192 1.09 0.89 1.35 

0.5~1.0 11,191  29 0.99 0.66 1.48 
I20 ~ I25 虚血性心疾患 

1.0 ~  8,086  30 1.52 1.03 2.25 

0.10 

~ 0.1 73,900  77 1.00 - - 

0.1~0.5 59,360  91 1.22 0.90 1.66 

0.5~1.0 11,191  16 1.34 0.78 2.31 
I60 ~ I69 脳血管疾患 

1.0 ~  8,086  12 1.36 0.73 2.51 

0.14 
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表３９ 新生物および循環器系疾患による死亡のハザード比（S ランクで 1948 年以前の出生者：女性） 

95%信頼限界 
ICD-10 死因となった疾患 

線量群
(Gy) 人 年 死亡数 ﾊｻﾞｰﾄﾞ比

下限 上限 
傾向性
の p値

~ 0.1 86,234 198 1.00 - - 

0.1~0.5 66,115 196 1.06 0.87 1.29 

0.5~1.0 16,598  26 0.70 0.46 1.05 
C00~D48 新生物 

1.0 ~ 7,156  10 0.44 0.23 0.84 

0.02 

~ 0.1 86,234  63 1.00 - - 

0.1~0.5 66,115  66 0.96 0.68 1.36 

0.5~1.0 16,598   6 0.54 0.23 1.25 
C15 食道の悪性新生物 

1.0 ~ 7,156   1 0.11 0.02 0.81 

0.01 

~ 0.1 86,234  46 1.00 - - 

0.1~0.5 66,115  41 0.92 0.60 1.40 

0.5~1.0 16,598   5 0.56 0.22 1.42 
C16 胃の悪性新生物 

1.0 ~ 7,156   2 0.36 0.09 1.48 

0.08 

~ 0.1 86,234  16 1.00 - - 

0.1~0.5 66,115  17 1.12 0.56 2.23 

0.5~1.0 16,598   2 0.66 0.15 2.86 
C22 肝および肝内胆管の悪性新生物 

1.0 ~ 7,156   2 1.05 0.24 4.16 

0.89 

~ 0.1 86,234  12 1.00 - - 

0.1~0.5 66,115   5 0.52 0.18 1.49 

0.5~1.0 16,598   1 0.42 0.06 3.25 
C34 気管支および肺の悪性新生物 

1.0 ~ 7,156   0 0.00 - - 

0.10 

~ 0.1 86,234   5 1.00 - - 

0.1~0.5 66,115  11 3.20 1.10 9,31 

0.5~1.0 16,598   1 1.04 0.12 8.95 
C50 乳房の悪性新生物 

1.0 ~ 7,156   0 0.00 - - 

0.55 

~ 0.1 86,234   7 1.00 - - 

0.1~0.5 66,115   4 0.89 0.26 3.09 

0.5~1.0 16,598   0 0.00 - - 
C91~C95 白血病 

1.0 ~ 7,156   1 2.91 0.34 25.2 

0.86 

~ 0.1 86,234 425 1.00 - - 

0.1~0.5 66,115 471 1.12 0.98 1.28 

0.5~1.0 16,598  80 1.02 0.80 1.30 
I00 ~ I99 循環器系の疾患 

1.0 ~ 7,156  65 1.22 0.93 1.58 

0.13 

~ 0.1 86,234 162 1.00 - - 

0.1~0.5 66,115 216 1.31 1.07 1.62 

0.5~1.0 16,598  39 1.33 0.93 1.91 
I20 ~ I25 虚血性心疾患 

1.0 ~ 7,156  27 1.26 0.84 1.90 

0.04 

~ 0.1 86,234 119 1.00 - - 

0.1~0.5 66,115 140 1.25 0.98 1.60 

0.5~1.0 16,598  18 0.78 0.48 1.29 
I60 ~ I69 脳血管疾患 

1.0 ~ 7,156   8 0.58 0.28 1.18 

0.36 
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表４０ 新生物および循環器系疾患による死亡のハザード比（Sランク、主要居住地を調整） 

95%信頼限界 
ICD-10 死因となった疾患 

線量群
(Gy) 人 年 死亡数 ﾊｻﾞｰﾄﾞ比

下限 上限 
傾向性
の p値

 男 性 

~ 0.1 162,461 269 1.00 - - 

0.1~0.5 70,499 247 0.90 0.73 1.10 
0.5~1.0 11,736  28 0.81 0.53 1.23 

C00~D48 新生物 

1.0 ~ 8,086  27 0.94 0.53 1.51 

0.29 

~ 0.1 162,461  66 1.00 - - 

0.1~0.5 70,499  77 0.75 0.52 1.08 
0.5~1.0 11,736   6 0.56 0.23 1.34 

C15 食道の悪性新生物 

1.0 ~ 8,086   4 0.61 0.16 2.29 

0.06 

~ 0.1 162,461 469 1.00 - - 

0.1~0.5 70,499 442 1.09 0.93 1.29 
0.5~1.0 11,736  69 1.12 0.84 1.50 

I00 ~ I99 循環器系の疾患 

1.0 ~ 8,086  75 1.58 1.16 2.14 

< 0.01

~ 0.1 162,461 212 1.00 - - 

0.1~0.5 70,499 197 1.10 0.87 1.39 
0.5~1.0 11,736  31 1.04 0.67 1.60 

I20 ~ I25 虚血性心疾患 

1.0 ~ 8,086  30 1.36 0.85 2.17 

0.20 

~ 0.1 162,461  94 1.00 - - 

0.1~0.5 70,499  97 0.97 0.69 1.37 
0.5~1.0 11,736  16 1.60 0.87 2.96 

I60 ~ I69 脳血管疾患 

1.0 ~ 8,086  12 1.67 0.78 3.58 

0.19 

 女 性 

~ 0.1 164,857 214 1.00 - - 

0.1~0.5 76,504 202 1.01 0.80 1.27 
0.5~1.0 17,214  26 1.30 0.78 2.16 

C00~D48 新生物 

1.0 ~ 7,272  10 0.77 0.37 1.63 

0.98 

~ 0.1 164,857  63 1.00 - - 

0.1~0.5 76,504  66 0.97 0.65 1.45 
0.5~1.0 17,214   6 1.58 0.55 4.58 

C15 食道の悪性新生物 

1.0 ~ 7,272   1 0.42 0.05 3.76 

0.88 

~ 0.1 164,857   8 1.00 - - 

0.1~0.5 76,504  13 3.83 1.01 14.5 
0.5~1.0 17,214   1 1.31 0.10 16.4 

C50 乳房の悪性新生物 

1.0 ~ 7,272   0 0.00 - - 

0.31 

~ 0.1 164,857 446 1.00 - - 

0.1~0.5 76,504 481 1.05 0.89 1.23 
0.5~1.0 17,214  80 0.90 0.67 1.21 

I00 ~ I99 循環器系の疾患 

1.0 ~ 7,272  66 0.98 0.71 1.35 

0.98 

~ 0.1 164,857 168 1.00 - - 

0.1~0.5 76,504 218 1.20 0.94 1.53 
0.5~1.0 17,214  39 1.39 0.86 2.24 

I20 ~ I25 虚血性心疾患 

1.0 ~ 7,272  17 1.34 0.78 2.28 

0.07 

~ 0.1 164,857 122 1.00 - - 

0.1~0.5 76,504 147 1.03 0.77 1.37 
0.5~1.0 17,214  18 0.69 0.38 1.26 

I60 ~ I69 脳血管疾患 

1.0 ~ 7,272   9 0.50 0.22 1.13 

0.18 
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V．関連情報の収集および海外調査 

本調査に関連する情報を収集するため、IAEAの Technical Meeting、国際会議、学会等にお

いて発表を行うとともに、意見交換・討議を通して情報を収集した。また、調査実施に当たっ

ては定期協議のためにカザフスタンに赴き、調査責任者、調査担当者等と、調査実施体制の整

備、調査実施計画、情報収集整理等、調査に関連する諸事項について協議および打合せを行う

とともに関連情報の収集を行った。 

１．学術集会等への参加と発表および専門家招聘等による情報収集 

これまでの学術集会等への参加と発表、専門家招聘等による情報収集を表４１にまとめた。

なお、表中の略号は表末尾の脚注を参照されたい。 

表４１ 学術集会・会合等における情報収集 

期 日 主催者：集会名（開催地） 参加／発表：演題／招聘（招聘者）：演題 

H13.5.12 
~ 5.17 

WHO、NCI、STUK（共催 ）：Workshop on 
Dosimetry of the Populations living in the 
Proximity of the Semipalatinsk Atomic 
Weapons Test Site（ヘルシンキ） 

参加 

H13.10.10 協会：日本－カザフスタン専門家会合（東京） 

招聘（Bugembayeva、Kurakina両氏）： 
Reconstruction of personal exposure 
dose of residents living in the vicinity 
of Semipalatinsk Nuclear Test Site.  
Evaluation of absorbed and effective 
doses in the population constantly 
living on the radioactive traces of 
atomospheric nuclear explosions. 
他 2題 

H13.10.29 
~ 10.31 

日本放射線影響学会：第 44回大会（大坂） 
発表：（シンポジウム）セミパラチンスク核実

験場周辺住民の疫学調査－現状と課題 

H14.1.14 
~ 1.18 

IAEA ： Technical Committee Meeting on 
Preliminary Appraisal of the Radiological 
Conditions at Semipalatinsk, Kazakhstan（ウィ
ーン） 

発表： Semipalatinsk Epidemiological 
Feasibility Study. 

H14.5.15 
~ 5.18 

協会：CSPRE-REA定例会議・打合せ 招聘（Akanov, Sekerbayev両氏） 

H14.9.22 
~ 9.23 

Ministry of Health, RK、National Academy of 
Sciences, RK：The 3rd International Conference 
“Ecology, Radiation, Health” 

参加 

H14.10.15 協会：Land博士講演会（東京） 

招聘（Land氏）： 
Thyroid Diseases Prevalence and 
Radiation Dose from Fallout in the 
Semipalatinsk Region  

H14.12.2 協会：日本－カザフスタン医療専門家会合（東京）

招聘（Shakantaev氏）： 
Система медицинской помощи населению 
сeла Кайнар и близлежащих населенных 
пунктв в настоящем и прошлом （仮訳：現
在と過去におけるカイナールおよび近隣地

区住民に対する医療システム）. 
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期 日 主催者：集会名（開催地） 参加／発表：演題／招聘（招聘者）：演題 

H15.2.12 
~ 2.14 

IAEA： Agency’s Technical Meeting on the 
Radiation Protection of the Public from 
Radioactive Residues in Kazakhstan（ウィーン）

参加 

H15.12.1 
~ 12.3 

IAEA： Agency’s Technical Meeting on the 
Radiation Protection of the Public from 
Radioactive Residues in Kazakhstan（ウィーン）

参加 

H16.12.6 
~ 12.8 

IAEA： Agency’s Technical Meeting on the 
Radiation Protection of the Public from 
Radioactive Residues in Kazakhstan（ウィーン）

参加 

H16.10.25 協会：Preston博士意見交換会（東京） 招聘（Preston氏） 

H17.3.28 協会：日本－カザフスタン専門家会合（東京） 

招聘（Zhotabaev, Berezin, Mukusheva, 
Berezina, Kenzhina各氏）： 
NNC Activities and Prospects. 
International Project at STS． 
Current Status and Prospects． 
Modern and Future Dose for People 
Living on the STS Region、 
Some Clinical Experiences in Relation 
to the STS． 
他 2題 

H17.4.4 
~ 4.5 

IAEA： Agency’s Technical Meeting on the 
Radiation Protection of the Public from 
Radioactive Residues in Kazakhstan（ウィーン）

参加 

H17.9.6 
~ 9.8 

NNC：IInd International Scientific Practical 
Conference “Semipalatinsk Test Site －

Radiation Legacy and Non-Proliferation 
Issues”（クルチャトフ） 

発表：Japan-Kazakhstan joint program 
on the survey of health effects of 
residents in and around the former 
Semipalatinsk Nuclear Test Site. 

H18.2.1 
~ 2.3 

IAEA： Agency’s Technical Meeting on the 
Radiation Protection of the Public from 
Radioactive Residues in Kazakhstan（ウィーン）

参加 

H18.3.27 協会：カザフスタン専門家報告会（東京） 

招聘（Berezin氏）： 
The Former Semipalatinsk Test Site - 
Review of the conducted nuclear tests 
and preliminary estimation of the 
environmental impact for the Region. 

H19.9.3 
~ 9.5 

NNC：International Conference “Nuclear Power 
of Republic Kazakhstan”（クルチャトフ） 

発表：Japan - Kazakhstan Joint Study 
on Health Effects of Radiation in 
Residents lived in and around Former 
Semipalatinsk Nuclear Test Site. 

H20.10.6 
～ 10.8 

NNC：IIIrd International Scientific Practical 
Conference “Semipalatinsk Test Site. Radiation 
Legacy and Non-Proliferation Issues”（クルチャ
トフ） 

発表：Kazakhstan-Japan Joint Study on 
Health Effects of Radiation in 
Residents in and around Former 
Semipalatinsk Nuclear Test Site. 

H20.11.19 
~ 11.21 

日本放射線影響学会：第 51回大会（北九州） 
発表：セミパラチンスク旧核実験場周辺

住民の健康影響の関する疫学調査 

H21.9.8 
~ 9.11 

NNC：7th International Conference “Nuclear 
and Radiation Physics”（アルマティ） 

発表：Kazakhstan-Japan Joint Study on 
Health Effects of Radiation in 
Residents in and around Former 
Semipalatinsk Nuclear Test Site - 3rd 
Report. 

H21.11.11 
~ 11.13 

日本放射線影響学会：第 52回大会（広島） 
発表：セミパラチンスク旧核実験場周辺

住民にの健康影響の関する疫学調査（第 2
報） 

* 略号；WHO：World Health Organaization、NCI：National Cancer Institute, USA、STUK：Radiation 
and Nuclear Safety Authority、Finalnad、IAEA：International Atomic Energy Agency、RK：Republic 
of Kazakhstan、NNC：National Nuclear Center, Kazakhstan、STS：Semipalatinsk Test Site 
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２．海外出張によるカザフスタンの調査協力機関、関係機関等との協議および 

関連情報の収集 

平成 20年度までの調査期間において実施された海外出張によるカザフスタンの調査担当協

力機関あるいは他の国を含めた関係機関との協議・打合せ等および関係機関からの情報収集を

表４２にまとめた。なお、表中の略号は表末尾の脚注を参照されたい。 

表４２ 海外出張（カザフスタン調査協力機関、関係機関等との協議打合せ） 

出張期間 目的・会合名／訪問先（所在地） 主な用務内容 

H13.4.15 

~ 4.24 

H13年度第 1回カザフ協力機関等との協議 

・放射線医学環境研究所（セミパラチンスク）

 

・放射線医学環境研究所（カザフ）：調査の全体計

画・データベース・サーバ設置・技術研修等の打

合せ． 

H13.5.12 

~ 5.17 

Workshop on Dosimetry of the Populations 
Living in the Proxymity of the Semipalatinsk 
Atomic Weapons Testsite. 

・STUK - Radiation and Nuclear Safety 
Authority（ヘルシンキ） 

 

 

 

・ワークショップに参加． 

H13.5.29 

~ 6.4 

H13年度第 2回カザフ協力機関等との協議 

・プレジデントホテル（モスクワ） 

 

・放射線医学環境研究所（カザフ）：協議議事録・

了解文書の打合せ、確認書の署名、平成13年度

事業の予備協議． 

H13.7.28 

~ 8.5 

H13年度第 3回カザフ協力機関等との協議 

・CSPRE（セミパラチンスク） 

 

 

 

・CSPRE：スケジュール打合せ、協議議事録・了

解文書/業務契約書の署名、通信回路プロバイダ

ー/コンピュータ業者と契約． 

H13.9.16 

~ 9.30 

H13年度第 4回カザフ協力機関等との協議 

・CSPRE（セミパラチンスク） 

 

・カザフスタン共和国政府関係者（アルマティ、

アスタナ） 

・関係各機関（アルマティ、ウスチ･カメノゴルス

ク、セミパラチンスク） 

 

・CSPRE：業務打合せ、電算機システム・ネットワ

ークシステムの設置． 

・政府関係者：説明と協力依頼、プレス発表立会

い． 

・関係機関：協力要請、情報収集． 

H14.1.12 

~ 2.4 

Technical Meeting for the Coodination Group

・IAEA（ウィーン） 

H13年度第 5回カザフ協力機関等との協議 

・CSPRE（セミパラチンスク） 

 

 

・関係各機関（アルマティ、セミパラチンスク）

 

・IAEA：会議に出席． 

 

・調査の進捗状況確認、調査方法・線量情報検証・

医療情報検証・スケジュール・次年度契約等の打

合せ． 

・関係機関：協力要請、情報収集． 

H14.6.9 

~ 6.26 

H14年度第 1回カザフ協力機関等との協議 

・CSPRE（セミパラチンスク） 

 

・関係各機関（アルマティ、セミパラチンスク、カ

イナール、ウスチ・カメノゴルスク、ミュンヘン、

ウィーン） 

 

・CSPRE：調査の方針・進捗状況の確認、試料採

取・死因コード化・データベース構造等の打合せ．

・関係機関：協力要請、情報収集． 
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出張期間 目的・会合名／訪問先（所在地） 主な用務内容 

H14.9.12 
~ 9.27 

H.14年度第 2回カザフ協力機関等との協議 
・CSPRE（セミパラチンスク） 
 
 
・セメィ市民館（セミパラチンスク） 
・関係各機関（モスクワ、ミュンヘン、ウィーン、

アルマティ、セミパラチンスク、カイナール、ク

ルチャトフ） 

 
・CSPRE：調査の進捗状況確認、病理学的検証・

聴取り調査・データベース等の打合せ、歯試料受

取り． 
・セメィ市民館：国際会議に参加． 
・SCC：病理学的検証、病理標本借用． 
他の関係機関：協力要請、情報収集． 

H15.2.1 
~ 2.21 

H.14年度第 3回カザフ協力機関等との協議 
・CSPRE（セミパラチンスク） 
 
・関係各機関（アルマティ、セミパラチンスク、

モスクワ、ウィーン、ビュルツブルク） 
 

Technical Meeting for the Coodination Group 
・IAEA（ウィーン） 

 
・CSPRE：調査方針の進捗状況確認、病理・線量

検証・データベース等の打合せ、歯試料受取り．

・SCC：病理標本返却． 
ロシア遺伝研究所：染色体検査打合せ． 
他の関係機関：協力要請、情報収集． 
 

・IAEA：会議に出席． 

H15.6.16 
~ 6.29 

H15年度第 1回カザフ協力機関との協議 
・CSPRE（セミパラチンスク） 
 
 
・関係各機関（アルマティ、セミパラチンスク、ク

ルチャトフ、モスクワ） 

 
・CSPRE：調査の進捗状況確認、歯試料収集・染

色体検査・データベース・対照調査地域選定等の

打合せ． 
・SCC：病理標本借用． 

NNC：協力支援の可能性を打診． 
ロシア遺伝研究所：染色体検査打合せ． 

H15.8.20 
~ 9.9 

H15年度第 2回カザフ協力機関等との協議 
・CSPRE（セミパラチンスク） 
 
・関係各機関（セミパラチンスク、アルマティ、ク

ルチャトフ、カイナール、パブロダール、ジャ

ナアウル、ウィーン） 

 
・CSPRE：調査の進捗状況確認、検証作業等の打

合せ、歯科検診・歯試料受取り． 
・カイナール：染色体検査用採血・搬送． 

PRCMC：血液標本保管依頼． 
他の関係機関：協力要請、情報収集． 

H15.11.30 
~ 12.15 

H15年度第 3回カザフ協力機関等との協議 
・CSPRE（セミパラチンスク） 
・関係各機関（セミパラチンスク） 
 
 

Technical Meeting for the Coodination Group 
・IAEA（ウィーン） 

 
・CSPRE：調査の進捗状況確認、調査方針等の打

合せ． 
・SCC：病理検証．  
他の関係機関：協力要請、情報収集． 
 

・IAEA：会議に出席． 

H16.10.4 
~ 10.18 

H16年度第 1回カザフ協力機関等との協議 
・CSPRE（セミパラチンスク） 
・NNC（クルチャトフ） 
・関係各機関（パブロダール、アスタナ、アルマ

ティ） 

 
・CSPRE：調査の進捗状況確認、業務打合せ．

・NNC：協力協定覚書の署名、病理検証打合せ．
・関係機関：協力要請、情報収集． 

H16.11.8 
~ 11.12 

H16年度第 2回カザフ協力機関等との協議 
・X線・放射線科学センター（モスクワ） 
・生物物理研究所（モスクワ） 

 
・X線・放射線科学センター：染色体検査打合せ．
・生物物理研究所：情報収集． 

H16.11.21 
~ 11.30 

H16年度第 3回カザフ協力機関等との協議 
・関係各機関（パブロダール、ケンジェコール、

ジャナアウル、アルマティ） 

 
・PCC：臨床診断の検証． 

PDC：病理学的検証･病理標本借用． 
ケンジェコール、ジャナアウル：染色体検査用採

血・搬送． 
PRCMC：血液標本保管依頼． 
他の関係機関：協力要請、情報収集． 
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出張期間 目的・会合名／訪問先（所在地） 主な用務内容 

H16.12.5 
~ 12.10 

The 4th Meeting for the Coodination Group 
・IAEA（ウィーン） 

 

・IAEA：会議に出席． 

H17.2.20 
~ 3.3 

H16年度第 4回カザフ協力機関等との協議 
・CSPRE、NNC（セミパラチンスク） 
・関係各機関（パブロダール、アルマティ） 

 
・NNC：調査の進捗状況確認、調査方針打合せ．

・PCC：病理標本返却･借用． 
関係機関：協力要請、情報収集． 

H17.4.2 
~ 4.11 

The 5th Meeting for the Coodination Group 
・IAEA（ウィーン） 

 

・IAEA：会議に出席． 
NNCと調査方針･調査体制に関する意見交換．

H17.2.20 
~ 3.3 

H16年度第 4回カザフ協力機関等との協議 
・CSPRE、NNC（セミパラチンスク） 
・関係各機関（パブロダール、アルマティ） 

 
・調査の進捗状況確認と調査方針打合せ． 
・PCC：病理標本返却･借用． 
他の関係機関：協力要請、情報収集． 

H17.7.22 
~ 8.7 

H17年度第 1回カザフ協力機関等との協議 
・NNC（クルチャトフ） 
・CSPRE（セミパラチンスク） 
・関係各機関（アルマティ、アスタナ、セミパラ

チンスク、ドロン、パブロダール） 

 
・調査進捗状況確認･情報の不備対策打合せ． 
・解析結果の報告･作業打合せ． 
・PDC：病理標本返却． 

PRCMC：血液標本受領． 
ドロン：聴取り調査． 
他の関係機関：協力要請、情報収集． 

H17.8.31 
~ 9.13 

H17年度第 2回カザフ協力機関等との協議 
・NNC（クルチャトフ） 
・CSPRE（セミパラチンスク） 
・関係各機関（セミパラチンスク、ケンジェコー

ル、ドロン、ズナメンカ、アルマティ） 

 
・国際会議で発表、パブロダール調査打合せ 
パブロダール調査体制について協議･合意． 
・SCC：病理標本借用． 
ケンジェコール、ドロン、ズナメンカ：聴取り調査．

他の関係機関：協力要請、情報収集． 

H18.1.29 
~ 2.5 

The 7th Meeting for the Coodination Group 
・IAEA（ウィーン） 

 

・IAEA：会議に出席． 
NNC：調査体制･調査計画に関する意見交換．

H18.2.18 
~ 3.5 

H17年度第 3回カザフ協力機関等との協議 
・NNC（クルチャトフ） 
・CSPRE（セミパラチンスク） 
・CSPRE（パブロダール） 
・関係各機関（アスタナ、パブロダール、クルチ

ャトフ、セミパラチンスク、アルマティ） 

 
・NNC：調査の進捗状況確認、調査体制の検討．

・CSPRE：作業の進捗確認． 
・CSPRE：対照調査地域の選定の検討． 
・PCC・SCC：病理標本返却． 
他の関係機関：協力要請、情報収集． 

H18.6.15 
~ 6.30 

H18年度第 1回カザフ協力機関等との協議 
・NNC（クルチャトフ） 
 
 
・CSPRE（セミパラチンスク） 
・関係各機関（パブロダール、ジャナアウル、

セミパラチンスク、カラウール、アルマティ） 

 
・NNC：調査の進捗状況確認、調査計画・調査

実施部門の設置･CSPRE 調査データ処置等の
打合せ． 
・CSPRE：残務作業確認． 
・PCC、SCC：研究協力覚書交換． 
ジャナアウル、カイナール：聴取り調査． 
他の関係機関：協力要請、情報収集． 

H18.11.30 
~ 12.8 

H18年度第 2回カザフ協力機関等との協議 
・NNC（クルチャトフ） 
 
・関係各機関（アスタナ、パブロダール、セミパ

ラチンスク、アルマティ） 

 
・NNC：新規調査対象地域における調査方針確
認･採血についての打合せ． 
・関係機関：協力要請、情報収集． 

H19.1.18 
~ 1.26 

H18年度第 3回カザフ協力機関等との協議 
・NNC（クルチャトフ） 
・関係各機関（パブロダール、シェルバクティ、

カチリ、アルマティ） 

 
・NNC：調査方針・調査計画の確認． 
・シェルバクティ：情報収集． 
カチリ：採血・搬送、情報収集． 
他の関係機関：協力要請、情報収集． 
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出張期間 目的・会合名／訪問先（所在地） 主な用務内容 

H19.7.31 
~ 8.8 

H19年度第 1回カザフ協力機関等との協議 
・NNC（クルチャトフ） 
 
 
 
・関係各機関（パブロダール、イルティシュスク、

アルマティ） 

 
・NNC：調査の進捗状況確認、染色体検査結果

の報告、前向き調査の準備打合せ、データベー

ス管理システム更新確認、調査員への調査計画

説明･放射線影響解説． 
・イルティシュスク：情報収集． 
他の関係機関：協力要請、情報収集． 

H19.8.30 
~ 9.6 

H19年度第 2回カザフ協力機関等との協議 
・NNC（クルチャトフ） 
 
・関係各機関（アルマティ、アスタナ） 

 
・NNC：平成 20年度以降の調査に関する協議．
国際会議における発表． 
・関係機関：協力要請、情報収集． 

H20.1.18 
~ 1,26 

H19年度第 3回カザフ協力機関との協議 
・NNC（クルチャトフ） 
 
・関係各機関（パブロダール、アルマティ） 

 
・NNC：調査の進捗状況確認、染色体標本引渡

し、調査員への調査結果解説、調査方針確認．

・PCC：草の根支援、顕微鏡納入確認． 
他の関係機関：協力要請、情報収集． 

H20.6.20 
~ 6,28 

H20年度第 1回カザフ協力機関等との協議 
・NNC（クルチャトフ） 
 
 
・関係各機関（アルマティ） 

 
・NNC：予算状況説明、調査の進捗状況確認、

線量計算に関する情報交換、国際学会打合せ、

調査員への疫学･前向き調査の必要性解説． 
・関係機関：協力要請、情報収集． 

H21.2.13 
~ 2,21 

H20年度第 2回カザフ協力機関との協議 
・NNC（クルチャトフ） 
 
 
 
・関係各機関（アルマティ） 

 
・NNC：平成 21年度予算状況に関する説明、調
査の進捗状況確認、ISTC予算獲得協議、調査
員への説明・放射線影響に関する解説、知的財

産権等に関する協定の予備協議． 
・関係機関：状況説明、情報収集． 

H21.6.12 
~ 6.20 

H21年度第 1回カザフ協力機関等との協議 
・NNC（クルチャトフ） 
 
 
 
・日本大使館アルマティ事務所（アルマティ）

 
・NNC：調査責任者・調査員へのデータ解析結果
の説明・放射線疫学に関する解説、ISTCプロジ
ェクト応募に関する協議、成果の有効利用に関す

る協定の締結･署名． 
・大使館：状況説明、情報収集、支援お礼． 

* 略号；CSPRE：Center for Study and Protection from Radiation Effects、STUK：Radiation and Nuclear 
Safety Authority、Finalnad、IAEA：International Atomic Energy Agency、SCC：Semipalatinsk Cancer 
Center、PCC：Pavlodar Cancer Center、RRCMC：Republic Research Center for Maternity and Child 
Health Care、ISTC：International Science and Technology Center 
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VI．まとめと考察 

１．平成 13 年度から平成 20年度末までの調査のまとめ 

（１）データベース作成 

平成 20 年度末までにデータベースに基本情報が入力された調査対象者は、セミパラチンス

ク地区、パブロダール地区、その他、合わせて約 132,000人である。基本情報が入力されたセ

ミパラチンスク地区の調査対象者（セミパラチンスク集団-I・-II）は約 52,000 人である。そ

のうち、大気圏内で核実験が行われた 1949年 ~ 1963年の居住歴が 100%判明している人（解

析対象候補者）は約 20,400人で、その中の死亡者約 9,000人については ICD-10コードが付さ

れている。また、パブロダール市周辺の集団（パブロダール集団-I）の調査対象者、約 22,300

人のうち、生死が確認された住民は約 4,500人、その中の約 2,700人について死亡時年齢と死

因が確定された。一方、パブロダール集団-IIについては、約 48,000人の調査対象者のうち、

解析対象候補者は約 12,000人、その中の約 9,400人について生死が判明し、その中の約 6,400

人について死亡時年齢と死因が確定された。以上のようなデータベースが整備されたことによ

り今後のセミパラチンスク地区住民における健康影響調査の基盤ができた。 

（２）被ばく線量の計算 

被ばく線量計算に必要な核実験に関する基本情報、実験時の気象情報、線量測定データ、生

活習慣など、種々のパラメータについて文献調査や聴取り調査により情報を収集・整備し、ロ

シア計算方式による被ばく線量（外部被ばく線量、吸入による放射性核種からの内部被ばく線

量、およびミルク摂取による放射性ヨウ素核種からの内部被ばく線量）の計算が出来るように

なった。 

（３）被ばくと死因との関係の予備的解析 

セミパラチンスク集団-Iの中間データを用い、死因判明者の線量計算値と死因に基づいて、

暫定的にがん死亡等の死亡率比を計算した。この結果、男性でも女性でも共通して、循環器系

疾患および虚血性心疾患による死亡は線量の増加にともない有意に増加した。さらに、男性・

女性ともに、その他の型の心疾患では高線量域群で、脳血管疾患では中線量域群で有意の増加

が認められた。また男性では全新生物、食道の悪性新生物、肺性心疾患および肺循環器系疾患

について中線量域群で有意の増加が認められた。女性ではそれらの疾患の増加は有意ではなか

ったが、増加傾向が認められた。被ばくによる循環器系疾患、特に虚血性心疾患に有意の増加

が見られたことは注目される。他方、「Cox の比例ハザードモデル」を用いた解析の結果では、

循環器系疾患、特に虚血性心疾患による死亡のリスクは女性より男性の方が、また年齢が上が

るほどリスクが高かった。これら 2 つの解析ともに多くの新生物についての死亡率比あるいは

ハザード比が高線量群で低下する傾向が見られ、生活習慣等の因子による交絡の可能性が示唆

された。さらに精度の良いリスク評価をするためには、今後さらにデータを集積して解析対象

候補者数を増やし、精度を上げて解析することが重要である。
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２．考察および課題 

（１）調査対象集団 

対照調査集団としてパブロダール州北部・東部地区の住民をパブロダール集団-IIとして設

定することにより、相当数の調査対象者が得られた。一方、被ばく対象者については、従来の

4 村（セミパラチンスク集団-I）に加え、チェレムシュキ等のベスカラガイ行政区の被ばく者

を追加してセミパラチンスク集団-IIを設定している。被ばく調査集団では 0.2 Gy以下の低線

量域被ばく者では、特に乳幼児期に被ばくした対象者の人数が多い。現在は乳幼児期に被ばく

した対象者は除外して解析しているが、乳幼児期の死亡と被ばくの関連を解析することも必要

であろう。また、現在の調査対象者には線量計算ができない地区の住民も含まれているが、今

後、線量評価のためのパラメータを再評価し、線量計算を可能とすることも必要であろう。 

（２）前向き調査への移行 

これまでの調査では後向き調査（retrospective study）を行なってきた。今後、調査対象地

域を増やしても、ほとんどの地域では被ばく時の照射線量率等のパラメータが得られず個人の

被ばく線量計算ができないため解析対象とすることが不可能な人が増える、あるいは、現在調

査対象としていない地域では個人の被ばく線量が計算可能になったとしてもかなり線量率が低

い所が多く、必ずしも統計学的検出力の向上には繋がらない。このため、現在の調査対象集団

の中で生存が確認されている対象者について前向き調査（prospective study）により生涯観察

を行うことが統計学的検出力を高めるためには有効と考えられ、本調査の継続にあたっては、

前向き調査として行うことが適切である。その際、2005年以降の居住歴情報や死亡情報、交絡

因子に関する情報等は必ずしも充分ではないため、現時点までの情報の補充・充実を進め、住

所の把握を行い、現住所を確認しておく必要がある。また調査手法も、カザフスタンにおける

通信の整備状況や行政の体制等を考慮し、国情に適した方法を検討する必要がある。 

（３）被ばく線量計算 

コンピュータ計算による被ばく線量計算では、いわゆるロシア計算方式を用いてきた。この

計算式はネバダの被ばく線量計算式を基にロシアの Gordeevらが作製したもので、現時点では

最も有用な方法と考えられる。しかし、さらに計算の精度を上げるために、物理的線量測定値

や生物学的線量測定値との比較等を通して、ロシア計算方式の検証と改良を進めるとともに、

核実験時の空間線量率測定データが無い地域についても、現時点での土壌における放射性核種

の蓄積量から核実験時の線量を推定する等、入力パラメータを得て線量再構築が出来るような

努力をすることも重要であろう。 

（４）線量計算に関するデータの充実 

被ばく線量計算では、放射性雲の飛跡と被ばく村落、特に散在する小集落との位置関係を考

慮に入れてより精密に計算するために、実験当時の線量測定データの入手に一層力を入れる必

要がある。また、被ばく線量計算にあたっては、食物経由の内部被ばく線量について、ミルク
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摂取からの放射性ヨウ素による被ばくを除いては計算できていない。この計算のためには、食

物の流通やカザフスタン人に特有の生活習慣、年齢・性・季節・職業別の食物摂取量、飲水量、

呼吸量などについて信頼できるデータの入手・整備が希求される。 

（５）成果の取扱い 

前述のように、これまでの調査により基本的なデータベースが整備できた。平成 21年 4月

にデータベースの知的財産権が文部科学省から協会に移管されたことに伴い、協会と NNCが今

後の知的財産権や成果の取扱いについて協議を行って協定書を作成し、平成 21年（2001年）6

月に協会理事長と NNC総裁が署名した。この中で、平成 20年度末までに作製したデータベー

スの知的財産権を協会と NNCとで共有することとし、NNCが調査を継続することを可能とし

た。また、第三者が、本調査を継承しデータベース構築を行う場合、調査の継続とデータベー

ス構築に参加する場合、および成果を利用する場合には両者の了承を得ることとした。 

 

３．結 語 

セミパラチンスク旧核実験場周辺地域住民の放射線被ばくによる健康影響について、より信

頼性の高い科学的知見を得るためには、長期にわたって精度の高い調査を継続し、信頼性の高

い疫学的データベース構築に努めなければならない。この目的のためには調査対象者の生死を

追跡把握する必要があり、協会では NNCと連携しつつ前向き調査に移行するための準備を行っ

た。今後、カザフスタン自体がセミパラチンスクにおける被ばく者の調査を続け成果を出すこ

とに期待したい。カザフスタンにおける調査協力機関である NNC-IRSEでは、若い研究者が多

いが、協会では放射線影響や疫学調査に関する解説･説明等を通して、若い研究者の育成に努め、

本調査の意義や重要性の理解が浸透してきた。これらの成果に対して、NNC の総裁からは「国

連決議を完遂したのは日本だけである」との賛辞をいただいた。 

日本として今後も継続してカザフスタンの研究者が調査、線量計算、統計解析ができるよう

支援することが、カザフスタンのみならず国際的にも価値の高い成果を生むことに繋がる。NNC

では International Science and Technology Center （ISTC）のプロジェクトに応募して調査を

継続する意向を示しているが、日本として ISTC プロジェクト提案の支援など、調査継続への

支援が望まれる。今後のさらなるデータの集積により得られるであろう成果は、国際的にも重

要なデータであり、人類の財産としても貴重なものとなるであろう。 
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VI．用語の解説 

（調査対象地域） 

調査対象となる放射線（リスク因子）のばく露があった地域の中で本調査の対象とした地域（被

ばく調査地域）、およびこの地域と比較するための地域（対照調査地域）の両者をあわせて調査

対象地域とした。 

 （被ばく調査地域） 

調査対象地域の中で放射線（リスク因子）のばく露があり、疫学調査の対象とした地域。 

 （対照調査地域） 

調査対象地域の中で放射線（リスク因子）のばく露がないことが明らかで、生活条件や生活環境、

民族構成などが調査対象地域と類似しており、被ばく調査地域と比較するために選定した地

域。 

（調査対象集団） 

本調査では、被ばく調査地域および対照調査地域において調査対象とした住民の集団。 

 （被ばく調査集団） 

調査対象集団の中で放射線被ばく地域住民の集団。この中には本調査開始時から被ばく調査

の対象とした旧セミパラチンスク州のドロン、ズナメンカ、カラウール、カイナールの 4村

（セミパラチンスク集団-I）と平成 18 年度から追加したベスカラガイ行政区のボルシャヤ・

ウラディミロフカ、マラヤ・ウラディミロフカ、モスティク、チェレムシュキ、ブデネ、イ

ズヴェスツカ、ベステレック等の村（セミパラチンスク集団-II）が含まれる。 

 （対照調査集団） 

調査対象集団の中で放射線を被ばくしていない比較対照のための集団。この中には当初、被

ばくしていない地域の住民として選定されたパブロダール市周囲のケネス、ケンジェコール、

ジャナアウルの 3村（パブロダール集団-I）と平成 19年度に染色体検査の結果を受けて選定

したパブロダール州北部・東部のカチリ、イルティシュスク、シェルバクティの 3 村（パブ

ロダール集団-II）が含まれる。 

（調査対象者） 

1962 年までに調査の対象とする村に居住したことのある住民。本調査では、被ばく調査集

団に属する被ばく調査対象者と対照調査集団に属する対象者を含む。 

 （解析対象候補者） 

本調査の被ばく調査対象者の中で、線量計算に必要な 1949 ~ 1963年の居住歴が 100%充足

している対象者。 

 （解析対象者） 

解析対象候補者の中で死亡および死因が判明し、死因と放射線被ばくの関連性の解析ができ

る対象者。 

 （予備解析対象者） 

本報告書で解析に用いた対象者。解析対象候補者の中で 1948年以前に生まれた者。 
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（後向き調査） 

過去のデータをもとに、リスク因子へのばく露群と非ばく露群の罹患率・死亡率等を比較し、

疾病の発生・疾病による死亡がその因子の影響によるものか否かを調べる方法。 

（前向き調査） 

調査開始時点で疾患に罹患していない集団（リスク因子へのばく露群と非ばく露群）を経時的

に追跡し、罹患率・死亡率等の比較により、その因子が原因か否か調べる方法。 
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セミパラチンスク旧核実験場  
第１回核実験時に核爆発の熱によりコンクリートの表面が溶け、黒く焼けただれ

たグサク（核実験時にデータを取った建物）。 

核実験のモニュメント “Stronger than Death” 

セミパラチンスク市内のイルテシュ川の中島（Polkovnichyi島）の公園内に設置され
た核実験のキノコ雲をかたどったモニュメント。2009年6月Nazarbayev大統領はこ
のモニュメントの前で開かれた核実験場閉鎖20周年記念式典で、「核実験は生命に対
する犯罪」と糾弾し、核廃絶を呼び掛けた。 
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プンゲリ（北朝鮮） 
北朝鮮：2 回 
影響 不明 

ネバダ（アメリカ）
アメリカ：928回 
イギリス：24 回 
影響：13,229人

ビキニ環礁／ 
エニウェトク環礁 
（マーシャル諸島） 
アメリカ：66 回 
影響 1,999人 

ジョンストン島 
（アメリカ領） 
アメリカ：12 回 
影響 不明 

クリスマス島 
（キリバス） 
アメリカ：24 回
影響 不明 

クリスマス島／モル
デン島（キリバス）
イギリス：9 回 
影響 不明 

ムルロア環礁／ 
ファンガタウファ環礁 
（フランス領ポリネシア）
フランス：193 回 

ノバヤ・ゼムリャ（ロシア）
旧ソ連：130回 
影響：不明 

セミパラチンスク 

（カザフスタン） 
旧ソ連：456回 

影響 100万人以上 ロプノール（中国）
中国：45 回 

影響 129万人？

ポカラン（インド）
インド：3 回 
影響 不明 

チャガイ（パキスタン）
パキスタン：2 回 
影響 不明 

レッガス／イネケール
（アルジェリア） 
フランス：17 回 

●

モンテベロ島／エミュー／
マラリンガ（オーストラリア） 

イギリス：12 回 
影響 不明 

説 明 

 核実験地（国） 
 実験実施国：実験回数 
 影響：影響を受けた人数 

影響（合計）：7～15万人 

参考 - 日本：原爆被爆者 

 広島：被ばく 29万人~  
    死亡 9 ~16万人 
 長崎：被ばく 15万人~ 
    死亡 6 ~ 8万人 

-
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添付資料-１： 世界の主な核実験地 
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セミパラチンスク核実験場（STS）における核実験のデータ 

実験番号・通称 状況 
年／月／日 

（GMT） 

時刻

（GMT） 
実験地 

緯度

（0N）

経度 

（0E）

爆発高度

(m) 

標高

(m) 
種 類 目的 

出力

（Kt）
装置

 STS開設（1947年 8月 21日） 

1 Pervaya Molniya  1949/3/29 00:00 STS-GZ 50.44 77.82 30  AS-T WR 22 IP 

  X  1950  STS 50.00 78.00   AS-T  0  

2 Vtoraya Molniya  1951/9/24 06:19 STS 50.00 78.00 30  AS-T WR 38.3 IP 

3 (Joe 3)  1951/10/18 03:53 STS 50.00 78.00 380  A-AD WR 42 IC 

4 (Joe 4)  1953/8/12  STS 50.00 78.00 30  AS-T WR 400 SL 

5 (Joe 5)  1953/8/23 02:00 STS 50.00 78.00 600  A-AD WR 28 IC? 

6 (Joe 6?)  1953/9/3  STS 50.00 78.00 255  A WR 5.8  

7   1953/9/8  STS 50.00 78.00 220  A WR 1.6  

8 (Joe 7?)  1953/9/10  STS 50.00 78.00 220  A WR 4.9  

10   1954/9/29  STS 50.00 78.00 210  A WR 0.2  

11   1954/10/1  STS 50.00 78.00 105  A WR 0.03  

12 (Joe 9?)  1954/10/3  STS 50.00 78.00 130  A WR 2  

13 (Joe 10?)  1954/10/5 03:00 STS 50.00 78.00 0  AS WR 4  

14 (Joe 11?)  1954/10/8  STS 50.00 78.00 295  A WR 0.8  

15   1954/10/19  STS 50.00 78.00 15  AS-T WR 0.001 FZ 

16 (Joe 12?)  1954/10/23  STS 50.00 78.00 410  A WR 62 IC 

17 (Joe 13?)  1954/10/26  STS 50.00 78.00 110  A WR 2.8  

18 (Joe 14?)  1954/10/30 04:00 STS 50.00 78.00 55  AS-AD WR 10  

19 (Joe 15)  1955/7/29 02:00 STS 50.00 78.00 3  AS WR 1.3 IP 

20 (Joe 16)  1955/3/2 03:00 STS 50.00 78.00 3  AS WR 12 IP 

21   1955/3/5  STS 50.00 78.00 2  AS WR 1.2 IP 

  X 1995/9/21  STS 50.00 78.00   AS  0  

23 (Joe 18)  1955/11/6 04:50 STS 50.00 78.00 1000  A WR 250 SL 

24 (Joe 19)  1955/11/22  STS 50.00 78.00 1550  A-AD WR 1600 TN 

26   1956/3/16 05:00 STS 50.00 78.00 0  AS WR 14  

27   1956/3/25  STS 50.00 78.00 1  AS WR 5.5  

28   1956/3/24 00:15 STS 50.00 78.00 93  AS-T WR 27  

29   1956/3/30  STS 50.00 78.00 1100  A WR 900 TN 

30   1956/9/2  STS 50.00 78.00 1050  A WR 51  

31   1956/9/10  STS 50.00 78.00 270  A WR 38  

32   1956/11/17  STS 50.00 78.00 2000  A WR 900 TN 

33   1956/12/14  STS 50.00 78.00 1965  A WR 40  

35   1957/3/8  STS 50.00 78.00 610  A WR 19  

36   1957/4/3  STS 50.00 78.00 1100  A WR 42  

37   1957/4/6  STS 50.00 78.00 1145  A WR 57  

38   1957/4/10  STS 50.00 78.00 2000  A WR 680 TN 

39   1957/4/12  STS 50.00 78.00 1145  A WR 22  

40   1957/4/16  STS 50.00 78.00 2000  A WR 320 TN 

41   1957/3/22 06:30 STS 50.00 78.00 1880  A WR 520 TN 

Note： “Johnston’s Archive, Database of nuclear tests”のデータ、CSPREから提供されたデータ、NNCから提供されたデータを基に作成した。

実験番号・名称：実験番号はロシアの公式な実験リストの番号（番号の欠落は他の実験場で行われた実験）、名称は判明したもののみ記載 

状況：S - １回目の実験、SS - 追加実験、X - ロシアの公式リストにはない実験 

年月日 時間：GMT（グリニッジ標準時）で表示、カザフスタン時間は GMT＋6:00 実験地：STS-B - Balapan地区、STS-D - Degelen地区、STS-GZ - 

Ground Zero （Technical Area）、STS-SU - Sary-Uzeｎ地区、STS-T - Telkem地区 

緯度・経度：北緯（0N）、東経（0E） 

爆発高度：マイナス記号の付いた数値は、地中の深さを示す。 

標高：マイナス記号の付いた数値は、海水面からの深さを示す。 

実験の種類：A - 大気圏内、A-AD - 空中投下、AS - 地表、AS-AD - 地表・空中投下、AS-T - 地表・タワー、UG-S - 縦坑、US-T - 横坑 

目的：FS - 基礎実験、I - 産業応用、I-EM - 人工地震、JV - 複合検査、PR - 平和利用目的、SE - 緊急時用実験、WE - 影響実験、WR - 核兵器開発

出力：TNT火薬換算キロトン 

装置：FZ - 起爆失敗、IC - 爆縮（混合物）、IP - 爆縮（プルトニウム）、IU - 爆縮（ウラン）、SL - 核融合（レイヤー・ケーキ）、TN - 核融合（多段式） 

添付資料-２:  
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実験番号・通称 状況 
年／月／日 

（GMT） 

時刻

（GMT） 
実験地 

緯度

（0N）

経度 

（0E）

爆発高度

(m) 

標高

(m) 
種 類 目的 

出力

（Kt）
装置

42   1957/3/26  STS 50.00 78.00 410  A SE 0.1  

44   1957/9/13  STS 50.00 78.00 780  A WR 5.9  

46   1957/9/26 05:00 STS 50.00 78.00 2000  A WR 13  

49   1957/12/28  STS 50.00 78.00 615  A WR 12  

50   1958/1/4  STS 50.00 78.00 400  A WR 1.3  

51   1958/1/17  STS 50.00 78.00 500  A WR 0.5  

55   1958/3/13  STS 50.00 78.00 475  A WR 1.2  

  X 1958/3/13  STS 50.00 78.00   A  0  

56   1958/3/14  STS 50.00 78.00 1030  A WR 35  

58   1958/3/15  STS 50.00 78.00 965  A WR 14  

  X 1958/3/15  STS 50.00 78.00   A  0  

59   1958/3/18  STS 50.00 78.00 290  A FS 0.16  

60   1958/3/20  STS 50.00 78.00 1015  A WR 12  

62   1958/3/22  STS 50.00 78.00 1415  A WR 18  

84   1961/9/1  STS 50.00 78.00 660  A WR 16  

85   1961/9/4 05:00 STS-GZ 50.45 77.74 725  A WR 9  

86   1961/9/5 06:00 STS-GZ 50.45 77.74 500  A WR 16  

87   1961/9/6  STS 50.00 78.00 685  A WR 1.1  

89   1961/9/9  STS 50.00 78.00 0  AS SE 0.38  

92   1961/9/10  STS 50.00 78.00 180  A WR 0.88  

93   1961/9/11  STS 50.00 78.00   A WR 0.3  

96   1961/9/13 05:02 STS-GZ 50.45 77.75 710  A WR 10  

97   1961/9/14 06:00 STS-GZ 50.35 77.82 1  AS WR 0.4  

100   1961/9/17 07:01 STS-GZ 50.45 77.75 695  A WR 21  

102   1961/9/18  STS 50.00 78.00 1  AS SE 0.004  

103   1961/9/18  STS 50.00 78.00   A WR 0.75  

104   1961/9/19  STS 50.00 78.00 0  AS SE 0.03  

105   1961/9/20  STS 50.00 78.00 280  A WR 4.8  

107   1961/9/21 14:01 STS-GZ 50.33 77.70 110  A WR 0.8  

109   1961/9/26 07:01 STS-GZ 50.45 77.75 665  A WR 1.2  

110   1961/10/1  STS 50.00 78.00 700  A WR 3  

112   1961/10/4 07:01 STS-GZ 50.44 77.76 605  A WR 13  

117   1961/10/11 07:40 STS-D 49.77 77.99  724 UG-T FS 1  

118   1961/10/12 05:31 STS-GZ 50.45 77.75 670  A WR 15  

119   1961/10/17 07:00 STS-GZ 50.45 77.75 505  A WR 6.6  

120   1961/10/19 05:31 STS-GZ 50.45 77.75 710  A WR 10  

125   1961/10/25  STS 50.00 78.00   A FS 0.5  

129   1961/10/30  STS 50.00 78.00 470  A WR 0.09  

133   1961/11/1  STS 50.00 78.00 475  A WR 2.7  

136   1961/11/2  STS 50.00 78.00 645  A WR 0.6  

137   1961/11/3  STS 50.00 78.00 0  AS SE 0.001 FZ 

138   1961/11/3  STS 50.00 78.00 635  A WR 0.9  

142   1961/11/4  STS 50.00 78.00 0  AS WR 0.2  

143 Argon-1  1962/2/2 08:00 STS-D 49.79 78.00  700 UG-T WE 15  

144   1962/3/1  STS 50.00 78.00 430  A WR 2.4  

145   1962/3/3  STS 50.00 78.00 180  A WR 1.6  

146   1962/3/4  STS 50.00 78.00 390  A WR 3.8  

148   1962/3/7 03:00 STS 50.00 78.00 0  AS WR 9.9  

150   1962/3/18  STS 50.00 78.00 710  A WR 7.4  

151   1962/3/18  STS 50.00 78.00 310  A WR 5.8  

153   1962/3/21  STS 50.00 78.00 590  A WR 23  

156   1962/3/22  STS 50.00 78.00 740  A WR 3  

157   1962/3/23  STS 50.00 78.00 680  A WR 2.5  

159   19623/25 05:40 STS 50.00 78.00 715  A WR 1  
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実験番号・通称 状況 
年／月／日 

（GMT） 

時刻

（GMT） 
実験地 

緯度

（0N）

経度 

（0E）

爆発高度

(m) 

標高

(m) 
種 類 目的 

出力

（Kt）
装置

161   1962/3/27  STS 50.00 78.00 245  A WR 11  

162   1962/3/31  STS 50.00 78.00 700  A FS 2.7  

  X 1962/9/6  STS 50.00 78.00   A  0  

  X 1962/9/18  STS 50.00 78.00   A  10  

170   1962/9/22  STS 50.00 78.00 0  AS SE 0.21  

171   1962/9/24  STS 50.00 78.00 630  A WR 1.2  

172   1962/9/25  STS 50.00 78.00 0  AS WR 7  

175   1962/9/28  STS 50.00 78.00 695  A FS 1.3  

177   1962/10/9  STS 50.00 78.00 645  A WR 8  

179   1962/10/10  STS 50.00 78.00 665  A WR 9.2  

180   1962/10/13  STS 50.00 78.00 720  A WR 4.9  

181   1962/10/14  STS 50.00 78.00 725  A WR 10  

182   1962/10/20  STS 50.00 78.00 635  A WR 6.7  

186   1962/10/28  STS 50.00 78.00 670  A WR 7.8  

188   1962/10/28  STS 50.00 78.00 645  A WR 7.8  

190   1962/10/30  STS 50.00 78.00 0  A WR 1.2  

192   1962/10/31  STS 50.00 78.00 690  A WR 10  

193   1962/11/1 09:20 STS 50.00 78.00 700  A WR 3  

198   1962/11/3  STS 50.00 78.00 710  A WR 4.7  

199   1962/11/4  STS 50.00 78.00 600  A WR 8.4  

200   1962/11/5  STS 50.00 78.00 15  AS-T WE 0.4  

201   1962/11/11  STS 50.00 78.00 8  AS-T WR 0.1  

202   1962/11/13  STS 50.00 78.00 0  AS WR 0.001 FZ 

203   1962/11/14  STS 50.00 78.00 660  A WR 12  

204   1962/11/17  STS 50.00 78.00 715  A WR 18  

205   1962/11/24  STS 50.00 78.00 0  AS SE 0.001 FZ 

206   1962/11/26  STS 50.00 78.00 0  AS SE 0.031  

207   1962/12/1  STS 50.00 78.00 680  A WR 2.4  

215   1962/12/23  STS 50.00 78.00 0  AS SE 0.001 FZ 

216   1962/12/24  STS 50.00 78.00 0  AS SE 0.007  

217   1962/12/24  STS 50.00 78.00 0  AS SE 0.028  

部分的核実験禁止条約（PTBT）：調印（1963年 8月 5日）、発効（1963年 10月 10日） 

222   1964/3/15 08:00 STS-D 49.82 78.10  710 UG-T WE 37  

223   1964/5/16 06:01 STS-D 49.82 78.09 -260 698 UG-T WR 23.7  

224   1964/6/6  STS-D 49.77 77.99  700 UG-T FS 1.6  

225   1964/7/19 06:00 STS-D 49.82 78.09  695 UG-T FS 26  

226   1964/3/18 06:00 STS-D 49.82 78.08  700 UG-T WR 0.07  

228   1964/9/30  STS-D 49.82 78.10  710 UG-T FS   

230   1964/11/16 06:00 STS-D 49.81 78.13 730  UG-T PR 47  

231 Chagan  1965/1/15 06:00 STS-B 49.94 79.01 -178  UG-S I-EM 140  

232   1965/2/4 06:00 STS-D 49.77 77.99 -262 726 UG-T FS 44  

233   1965/3/3 06:15 STS-D 49.83 78.06  625 UG-T WR 27  

234   1965/3/27 06:30 STS-D 49.77 77.99  700 UG-T WR 0.06  

236   1965/5/11 06:40 STS-D 49.77 77.99  726 UG-T WR 14  

238   1965/6/17 03:45 STS-D 49.83 78.06  630 UG-T PR 24  

239   1965/7/29 03:05 STS-D 49.79 78.00  700 UG-T FS 1.1  

240   1965/9/17 04:00 STS-D 49.82 78.14  685 UG-T WR 15  

241   1965/10/8 06:00 STS-D 49.83 78.10  630 UG-T WR 29  

242 Sary-Uzen  1965/10/14 04:00 STS-SU 49.99 77.64 -48  UG-S I-EM 1.1  

243   1965/11/21 04:58 STS-D 49.83 78.06  650 UG-T WR 29  

244   1965/12/24 05:00 STS-D 49.81 78.11  781 UG-T PR 6.7  

245   1966/2/13 04:58 STS-D 49.81 78.13 -320 730 UG-T PR 125  

246   1966/3/20 05:5 STS-D 49.75 78.01 -310 765 UG-T WR 100  

247   1966/4/21 03:58 STS-D 49.82 78.09  698 UG-T PR 22  
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249   1966/5/7 03:58 STS-D 49.74 78.11  739 UG-T PR 4  

250   1966/6/29 06:58 STS-D 49.84 78.07  600 UG-T PR 42  

251   1966/7/21 03:58 STS-D 49.74 78.10  673 UG-T WR 24  

252   1966/3/5 03:58 STS-D 49.76 78.05  748 UG-T WR 32  

253   1966/3/19 03:53 STS-D 49.83 78.10  630 UG-T PR 10  

254   1966/9/7 03:52 STS-D 49.83 78.06  630 UG-T FS 4.6  

256   1966/10/19 03:58 STS-D 49.74 78.03  721 UG-T WR 55  

259   1966/10/29 03:58 STS-D 49.78 78.00  705 UG-T WR   

260   1966/11/19 03:58 STS-D 49.83 78.06  625 UG-T WR   

261  S 1966/12/3 05:02 STS-D 49.74 78.03  665 UG-T WR 4.6  

261  SS 1966/12/3 05:02 STS-D 49.74 78.03  665 UG-T PR   

262   1966/12/18 04:58 STS-SU 49.92 77.75   UG-S PR 100  

263  S 1967/1/30 04:02 STS-D 49.77 77.99  727 UG-T WR 4.6  

263  SS 1967/1/30 04:02 STS-D 49.77 77.99  727 UG-T WR   

264   1967/2/26 03:58 STS-D 49.74 78.09  676 UG-T FS 130  

265  S 1967/3/25 05:58 STS-D 49.75 78.05  728 UG-T WR 18  

265  SS 1967/3/25 05:58 STS-D 49.75 78.05  728 UG-T WE   

266   1967/4/20 04:08 STS-D 49.74 78.11  739 UG-T PR 37  

267  S 1967/5/28 04:08 STS-D 49.75 78.01  765 UG-T PR 28  

267  SS 1967/5/28 04:08 STS-D 49.75 78.01  765 UG-T PR   

268   1967/6/29 02:57 STS-D 49.82 78.04  653 UG-T WR 20  

269   1967/7/15 03:27 STS-D 49.84 78.12  580 UG-T PR 23  

270  S 1967/3/4 06:58 STS-D 49.75 78.05  537 UG-T WR 19  

270  SS 1967/3/4 06:58 STS-D 49.75 78.05  537 UG-T WR   

271   1967/9/2 04:04 STS-D 49.74 78.03  721 UG-T WR 0.7  

272   1967/9/16 04:04 STS-SU 49.94 77.73   UG-S WR 16  

273   1967/9/22 05:04 STS-SU 49.96 77.69   UG-S WR 10  

275  S 1967/10/17 05:04 STS-D 49.78 78.00  698 UG-T PR 45  

275  SS 1967/10/17 05:04 STS-D 49.78 78.00  698 UG-T PR   

277   1967/10/30 06:04 STS-D 49.80 78.00  670 UG-T WR 25  

278   1967/11/22 04:04 STS-SU 49.94 77.69   UG-S WR 1.6  

279   1967/12/8 06:04 STS-D 49.82 78.17  504 UG-T WR 19  

280   1968/1/7 03:47 STS-D 49.75 78.05  698 UG-T PR 7.5  

281   1968/4/24 10:36 STS-D 49.84 78.11  587 UG-T WR 6.2  

283   1968/5/23  STS-D 49.83 78.09  617 UG-T WR 0.001  

284   1968/6/11 03:06 STS-D 49.80 78.15  660 UG-T WR 15  

285   1968/6/19 05:06 STS-B 49.98 78.99   UG-S FS 18  

287  S 1968/7/12 12:08 STS-D 49.76 78.10 -172 642 UG-T WR 24  

287  SS 1968/7/12 12:08 STS-D 49.76 78.10  642 UG-T WR   

288  S 1968/3/20 04:06 STS-D 49.82 78.08  705 UG-T WR 4.6  

288  SS 1968/3/20 04:06 STS-D 49.82 78.08  705 UG-T SE 0.001  

289   1968/9/5 04:06 STS-D 49.74 78.08  651 UG-T WE 32  

290 Argon  1968/9/29 03:43 STS-D 49.80 78.11  675 UG-T WE 60  

291 Telkem-1  1968/10/21 03:52 STS-T 49.73 78.49 -31  UG-S I-EM 0.24  

292   1968/10/29 03:54 STS-D 49.83 78.09  617 UG-T WR   

294   1968/11/9 02:54 STS-D 49.80 78.14  724 UG-T PR 4  

295 Telkem-2 S 1968/11/12 07:30 STS-T 49.71 78.46 -31  UG-S I-EM 0.24  

295 Telkem-2 SS 1968/11/12 07:30 STS-T 49.70 78.50   UG-S I-EM 0.24  

295 Telkem-2 SS 1968/11/12 07:30 STS-T 49.70 78.50   UG-S I-EM 0.24  

296   1968/12/18 05:02 STS-D 49.74 78.09 -194 670 UG-T PR 8.9  

297   1969/3/7 08:27 STS-D 49.83 78.06  650 UG-T WR 49  

298   1969/4/4 04:57 STS-D 49.75 78.05  728 UG-T WR   

299   1969/4/13  STS-D 49.74 78.10  673 UG-T PR   

300   1969/5/16 04:03 STS-D 49.77 78.08  629 UG-T WR 16  

301   1969/5/31 05:02 STS-SU 49.95 77.69   UG-S WR 18  

302  S 1969/7/ 4 02:47 STS-D 49.75 78.11  599 UG-T PR 15  

302  SS 1969/7/ 4 02:47 STS-D 49.75 78.11  599 UG-T WR   

303   1969/7/23 02:47 STS-D 49.82 78.14  659 UG-T WR 16  

306  S 1969/9/11 04:02 STS-D 49.78 77.99  682 UG-T PR 6.2  

306  SS 1969/9/11 04:02 STS-D 49.78 77.99  682 UG-T PR   
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308  S 1969/10/1 04:03 STS-D 49.79 78.11  634 UG-T WR 16  

308  SS 1969/10/1 04:03 STS-D 49.79 78.11  634 UG-T WR   

310   1969/10/30  STS-D 49.84 78.12  580 UG-T SE   

311   1969/11/27 05:02 STS-D 49.84 78.06  600 UG-T PR   

312   1969/11/30 03:33 STS-B 49.92 78.96   UG-S WR 125  

314   1969/12/28 03:47 STS-SU 49.94 77.71   UG-S WR 40  

315   1969/12/29 04:02 STS-D 49.73 78.10  496 UG-T PR 10  

316  S 1970/1/29 07:03 STS-D 49.79 78.11  727 UG-T WE 42  

316  SS 1970/1/29 07:03 STS-D 49.79 78.11  727 UG-T WE   

316  SS 1970/1/29 07:0 STS-D 49.79 78.11  727 UG-T WE   

317   1970/2/18  STS-D 49.73 78.10  700 UG-T SE 0.001  

318   1970/3/27 05:03 STS-D 49.74 78.00  698 UG-T PR 6.5  

319   1970/5/27 04:03 STS-D 49.73 78.10  580 UG-T WR 0.9  

321   1970/6/28 01:58 STS-D 49.79 78.11 -332 656 UG-T WR 88  

322  S 1970/6/28 01:58 STS-D 49.78 78.05  650 UG-T PR   

322  SS 1970/6/28 01:58 STS-D 49.78 78.05  650 UG-T WR   

323   1970/7/21 03:03 STS-SU 49.95 77.67   UG-S WR 23  

324   1970/7/24 03:57 STS-D 49.81 78.13  732 UG-T WR 20  

325   1970/9/6 04:03 STS-D 49.79 78.00  680 UG-T WR   

326   1970/9/6 04:03 STS-D 49.75 78.01  752 UG-T PR 34  

328   1970/11/ 4 06:03 STS-SU 49.99 77.76   UG-S PR 27  

330   1970/12/17 07:01 STS-D 49.75 78.10  624 UG-T WR 26  

332   1971/1/29 05:03 STS-D 49.81 78.17  657 UG-T WE 1.8  

333   1971/3/22 04:33 STS-D 49.79 78.11  656 UG-T PR 67  

334   1971/3/22 04:33 STS-D 49.77 78.08  601 UG-T WR   

336   1971/4/9 02:33 STS-D 49.83 78.04  632 UG-T I 0.23  

337   1971/4/25 03:33 STS-D 49.78 78.04  689 UG-T WR 90  

338   1971/5/25 04:03 STS-D 49.80 78.15  761 UG-T WR 9  

339   1971/6/6 04:03 STS-SU 49.98 77.66   UG-S WR 16  

340   1971/6/19 04:04 STS-SU 49.97 77.64   UG-S WR 35  

341   1971/6/30 03:57 STS-B 49.95 78.98   UG-S WR 5  

347   1971/10/9 06:03 STS-SU 49.98 77.64   UG-S WR 12  

348   1971/10/21 06:03 STS-SU 49.97 77.60   UG-S WR 23  

350  S 1971/11/29 06:03 STS-D 49.74 78.08  766 UG-T WR 28  

350  SS 1971/11/29 06:03 STS-D 49.74 78.08  766 UG-T WR   

351   1971/12/15 07:54 STS-D 49.83 77.99 -115 691 UG-T WE 6  

353   1971/12/30 06:21 STS-D 49.75 78.01  714 UG-T WR 50  

354   1971/12/30 06:21 STS-D 49.76 78.05  715 UG-T WR   

355   1972/2/10 05:03 STS-B 50.02 78.88   UG-S WR 16  

356  S 1972/3/10 04:57 STS-D 49.75 78.12  672 UG-T WR 28  

356  SS 1972/3/10 04:57 STS-D 49.75 78.12  672 UG-T WR   

357  S 1972/3/28 04:22 STS-D 49.73 78.08  655 UG-T WR 6  

357  SS 1972/3/28 04:22 STS-D 49.73 78.08  655 UG-T PR   

357  SS 1972/3/28 04:22 STS-D 49.73 78.08  655 UG-T SE 0.001  

359   1972/4/20  STS-D 49.84 78.11  587 UG-T SE 0.001  

360   1972/6/7 01:28 STS-D 49.83 78.11  618 UG-T WR   

361   1972/6/7 01:28 STS-D 49.77 77.99  620 UG-T WE 25  

362   1972/7/6 01:03 STS-D 49.74 78.11  650 UG-T WE 1.5  

365   1972/3/16 03:17 STS-D 49.77 78.06  555 UG-T WE 8  

367   1972/3/26 03:47 STS-SU 49.98 77.72   UG-S WR 21  

369   1972/9/2 08:57 STS-SU 49.96 77.64   UG-S WR 2  

373   1972/11/2 01:27 STS-B 49.93 78.82   UG-S WR 165  

376  S 1972/12/10 04:27 STS-D 49.83 78.09  660 UG-T WR 58  

376  SS 1972/12/10 04:27 STS-D 49.83 78.06  646 UG-T WR   

377   1972/12/10 04:27 STS-B 50.03 79.00 -378  UG-S PR 140  

378   1972/12/28 04:27 STS-D 49.74 78.11  739 UG-T WR   

379   1973/2/16 05:03 STS-D 49.82 78.11  768 UG-T WR 42  

380   1973/4/19 04:33 STS-SU 49.98 77.61   UG-S WR 21  

381  S 1973/7/10 01:27 STS-D 49.79 78.01  684 UG-T WR 20  

381  SS 1973/7/10 01:27 STS-D 49.79 78.01  684 UG-T WR   
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381  SS 1973/7/10 01:27 STS-D 49.79 78.01  684 UG-T SE 0.001  

382   1973/7/23 01:23 STS-B 49.97 78.82 -465  UG-S PR 212  

387   1973/9/20  STS-B 49.96 78.86   UG-S WR 0.001  

391   1973/10/26 04:27 STS-D 49.75 78.13  575 UG-T WE 15  

393   1973/11/ 4 03:57 STS-B 50.06 78.93   UG-S WR   

394   1973/12/14 07:47 STS-B 50.04 78.99   UG-S WR 80  

395   1973/12/31 04:03 STS-D 49.74 78.09 -157 676 UG-T WR 0.5  

396  S 1974/1/30 04:57 STS-D 49.82 78.04  677 UG-T WE 24  

396  SS 1974/1/30 04:57 STS-D 49.82 78.04  677 UG-T WE 6  

396  SS 1974/1/30 04:57 STS-D 49.82 78.04  677 UG-T WE   

397   1974/2/28  STS-D 49.83 78.11  618 UG-T SE 0.001  

398   1974/4/16 05:53 STS-B 50.02 78.93   UG-S WR 1  

399   1974/5/16 03:03 STS-D 49.74 78.04  652 UG-T WR 18  

400   1974/5/31 03:27 STS-B 49.96 78.84 -316  UG-S PR 71  

401   1974/6/25 03:57 STS-D 49.83 78.10  630 UG-T WE 3.5  

403   1974/7/10 02:57 STS-D 49.78 78.11  600 UG-T WR 18  

404   1974/7/29 03:28 STS-B 49.94 78.94   UG-S WR   

408   1974/9/13 03:03 STS-D 49.77 78.06  690 UG-T WE 14  

410 Argon-3  1974/10/16 06:33 STS-B 49.99 78.89   UG-S WE 19  

412   1974/11/28 05:57 STS-SU 49.95 77.70   UG-S WR 0.01  

413 Lazurit  1974/12/7 06:00 STS-M 49.92 77.61 -75  UG-S I-EM 1.7  

414   1974/12/16 06:23 STS-D 49.77 78.08  629 UG-T WR 6.7  

415   1974/12/16 06:41 STS-D 49.83 78.03 -126 600 UG-T I 3.8  

416   1974/12/27 05:47 STS-B 49.97 79.00   UG-S WR 36  

417  S 1975 /2/20 05:33 STS-D 49.78 78.02  749 UG-T WE   

417  SS 1975/2/20 05:33 STS-D 49.78 78.02  749 UG-T WE   

417  SS 1975/2/20 05:33 STS-D 49.78 78.02  749 UG-T WE   

418   1975/2/20 05:33 STS-D 49.80 78.00  665 UG-T WE 55  

419   1975/3/11 05:43 STS-D 49.75 78.11  650 UG-T WR 24  

421   1975/4/27 05:37 STS-B 49.94 78.90   UG-S WR 29  

422   1975/6/8 03:27 STS-D 49.75 78.01  722 UG-T PR 32  

423   1975/6/30 03:27 STS-B 49.99 78.90   UG-S WR 8  

424  S 1975/7/15 02:57 STS-D 49.79 78.09  686 UG-T WR   

424  SS 1975/7/15 02:57 STS-D 49.79 78.09  686 UG-T WR   

425  S 1975/3/7 03:57 STS-D 49.80 78.13  711 UG-T WR 14  

425  SS 1975/3/7 03:57 STS-D 49.80 78.13  752 UG-T WR   

429   1975/10/5 04:27 STS-D 49.78 78.09  635 UG-T WR 0.2  

433   1975/10/29 04:47 STS-B 49.95 78.87   UG-S WR 36  

434   1975/12/13 04:57 STS-D 49.81 78.11  770 UG-T WR 8  

435   1975/12/25 05:17 STS-B 50.04 78.82   UG-S WR 59  

436   1976/1/15 04:47 STS-D 49.81 78.17  602 UG-T WR 13  

437   1976/3/17 02:57 STS-D 49.76 78.10  642 UG-T WR   

439   1976/4/10 05:03 STS-D 49.76 78.05 -130 715 UG-T WR 0.1  

441   1976/4/21 04:58 STS-D 49.75 78.11  650 UG-T WR 7  

440   1976/4/21 05:03 STS-B 49.90 78.83   UG-S WR 7  

442   1976/5/19 02:57 STS-D 49.78 78.02  749 UG-T WR 3.7  

443   1976/6/9 03:03 STS-B 49.99 79.02   UG-S WR 10  

444   1976/7/4 02:57 STS-B 49.90 78.90   UG-S WR 65  

445   1976/7/23 02:33 STS-D 49.74 78.05  394 UG-T WR 7  

447   1976/3/4 02:57 STS-SU? 49.87 77.70   UG-S WR 0.9  

448   1976/3/28 02:57 STS-B 49.98 78.93   UG-S WR 53  

451   1976/10/30 04:57 STS-D 49.83 78.06  625 UG-T WE 2.8  

453   1976/11/23 05:03 STS-B 50.01 78.94   UG-S WR 74  

454  S 1976/12/7 04:57 STS-B 49.94 78.84   UG-S WR 54  

454  SS 1976/12/7 04:57 STS-B 49.94 78.84   UG-S WR   

455   1976/12/7 04:57 STS-B 49.90 78.79   UG-S WR 95  

456  S 1976/12/30 03:57 STS-D 49.78 78.04  689 UG-T WR 10  

456  SS 1976/12/30 03:57 STS-D 49.78 78.04  689 UG-T WR   

457   1977/3/29 03:57 STS-D? 49.97 78.09   UG-S WR 24  

458  S 1977/3/29 03:57 STS-D 49.78 78.02  735 UG-T WR 25  
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457  SS 1977/3/29 03:57 STS-D 49.78 78.02  735 UG-T WR   

457  SS 1977/3/29 03:57 STS-D 49.78 78.02  735 UG-T SE 0.001  

459   1977/4/25 04:07 STS-D 49.81 78.11  770 UG-T WR 10  

460   1977/5/29 02:57 STS-B 49.95 78.77   UG-S WR 44  

461   1977/6/29 03:07 STS-B 50.00 78.87   UG-S WR 9  

463  S 1977/7/30 01:57 STS-D 49.75 78.05  682 UG-T WR 11  

463  SS 1977/7/30 01:57 STS-D 49.75 78.05  682 UG-T WR   

465   1977/3/17 04:27 STS-D 49.83 78.11  640 UG-T WR 8  

468  S 1977/9/5 03:03 STS-B 50.06 78.91   UG-S WR 78  

468  SS 1977/9/5 03:03 STS-B 50.06 78.91   UG-S FS   

473  S 1977/10/29 03:07 STS-D 49.83 78.08  638 UG-T WR 42  

473  SS 1977/10/29 03:07 STS-D 49.83 78.08  638 UG-T FS   

474   1977/10/29 03:07 STS-B 50.05 78.98   UG-S WR 50  

476   1977/11/12 05:11 STS-B 50.05 78.86   UG-S WR   

477   1977/11/27 03:57 STS-D 49.75 78.05  537 UG-T WR   

478  S 1977/11/30 04:07 STS-B 49.97 78.87   UG-S WR 70  

478  SS 1977/11/30 04:07 STS-B 49.97 78.87   UG-S WR   

479   1977/12/26 04:03 STS-D 49.81 78.05  722 UG-T WR   

480  S 1977/12/26 04:03 STS-D 49.80 78.13  752 UG-T WR 6  

480  SS 1977/12/26 04:03 STS-D 49.80 78.13  711 UG-T WR 0.001  

480  SS 1977/12/26 04:03 STS-D 49.80 78.13  711 UG-T WR   

480  SS 1977/12/26 04:03 STS-D 49.80 78.13  711 UG-T WR   

481   1978/3/19 03:47 STS-SU 49.95 77.70   UG-S WR 13  

482  S 1978/3/26 03:57 STS-D 49.76 77.98 -260 704 UG-T WR 30  

482  SS 1978/3/26 03:57 STS-D 49.76 77.98  704 UG-T WR   

483  S 1978/4/22 03:07 STS-D 49.75 78.13  579 UG-T WR 20  

483  SS 1978/4/22 03:07 STS-D 49.75 78.13  579 UG-T WR   

483  SS 1978/4/22 03:07 STS-D 49.75 78.13  579 UG-T WR   

484   1978/5/24 03:07 STS-D 49.74 78.05  394 UG-T SE 0.001  

485   1978/5/29 04:57 STS-D 49.79 78.09  686 UG-T WE 3  

486   1978/6/2  STS-D 49.74 78.05  394 UG-T SE 0.001  

487   1978/6/11 02:57 STS-B 49.91 78.80   UG-S WR 58  

488   1978/7/5 02:47 STS-B 49.90 78.87   UG-S WR 87  

489  S 1978/7/28 02:47 STS-D 49.76 78.15  623 UG-T WR 60  

489  SS 1978/7/28 02:47 STS-D 49.76 78.15  623 UG-T WR   

489  SS 1978/7/28 02:47 STS-D 49.76 78.15  623 UG-T WR   

489  SS 1978/7/28 02:47 STS-D 49.76 78.15  623 UG-T WR   

489  SS 1978/7/28 02:47 STS-D 49.76 78.15  623 UG-T WR   

493  S 1978/3/29 02:37 STS-D 49.81 78.11  770 UG-T WR 14  

493  SS 1978/3/29 02:37 STS-D 49.81 78.11  770 UG-T WR   

493  SS 1978/3/29 02:37 STS-D 49.81 78.11  770 UG-T SE 0.001  

494   1978/3/29 02:37 STS-B 50.01 78.97   UG-S WR 119  

496   1978/9/15 02:37 STS-B 49.93 78.86   UG-S WR 81  

497   1978/9/20 05:03 STS-D 49.80 78.15  660 UG-T WE 1.1  

501   1978/10/15 05:37 STS-D 49.74 78.11  645 UG-T WE 12  

504   1978/10/31 04:17 STS-D 49.79 78.11  638 UG-T FS 16  

505  S 1978/11/4 05:06 STS-B 50.04 78.95   UG-S WR 44  

505  SS 1978/11/4 05:06 STS-B 50.04 78.95   UG-S WR   

506  S 1978/11/29 04:33 STS-B 49.95 78.80   UG-S WR 101  

506  SS 1978/11/29 04:33 STS-B 49.95 78.80   UG-S WR   

507   1978/11/29 04:33 STS-D 49.78 78.02  750 UG-T WR 110  

509   1978/12/14 04:43 STS-D 49.82 78.11  768 UG-T WR 4  

511  S 1978/12/20 04:33 STS-D 49.81 78.05  722 UG-T WR 3.5  

511  SS 1978/12/20 04:33 STS-D 49.81 78.05  722 UG-T WR   
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514   1979/2/1 04:13 STS-B 50.08 78.85   UG-S WR 18  

515  S 1979/2/16 04:04 STS-SU 49.97 77.67   UG-S WR 23  

515  SS 1979/2/16 04:04 STS-SU 49.97 77.67   UG-S WR   

516   1979/3/23  STS-D 49.81 78.17  602 UG-T SE 0.001  

517   1979/4/10  STS-D 49.81 78.17  602 UG-T SE 0.001  

518  S 1979/5/6 03:17 STS-D 49.76 77.98  704 UG-T WR 15  

518  SS 1979/5/6 03:17 STS-D 49.76 77.98  704 UG-T WR   

519  S 1979/5/31 05:55 STS-D 49.81 78.06  745 UG-T WR 17  

519  SS 1979/5/31 05:55 STS-D 49.81 78.06  745 UG-T WR   

519  SS 1979/5/31 05:55 STS-D 49.81 78.06  745 UG-T WR   

519  SS 1979/5/31 05:55 STS-D 49.83 78.08  638 UG-T WR   

520   1979/6/12  STS-D 49.81 78.17  602 UG-T SE 0.001  

521   1979/6/23 02:57 STS-B 49.91 78.85   UG-S WR 149  

522  S 1979/7/ 7 03:47 STS-B 50.03 78.99   UG-S WR 97  

522  SS 1979/7/ 7 03:47 STS-B 50.03 78.99   UG-S WR   

524   1979/7/18 03:17 STS-SU 49.92 77.81   UG-S WR 12  

525   1979/7/18 03:17 STS-D 49.78 78.11  600 UG-T FS 14  

526  S 1979/3/4 03:57 STS-B 49.90 78.89   UG-S WR 150  

526  SS 1979/3/4 03:57 STS-B 49.90 78.89   UG-S WR   

528  S 1979/3/18 02:52 STS-B 49.95 78.92   UG-S WR 150  

528  SS 1979/3/18 02:52 STS-B 49.95 78.92   UG-S WR   

532   1979/9/27 04:13 STS-D 49.75 78.05  682 UG-T WE 1.6  

535  S 1979/10/18 04:17 STS-D 49.82 78.10  659 UG-T WR 15  

535  SS 1979/10/18 04:17 STS-D 49.82 78.10  659 UG-T WR   

538  S 1979/10/28 03:17 STS-B 50.00 79.00   UG-S WR 120  

538  SS 1979/10/28 03:17 STS-B 50.00 79.00   UG-S WR   

539   1979/11/30 04:53 STS-D 49.78 78.09  635 UG-T WR 1.6  

540  S 1979/12/2 04:37 STS-B 49.91 78.78   UG-S WR 93  

540  SS 1979/12/2 04:37 STS-B 49.91 78.78   UG-S FS   

541   1979/12/21 04:42 STS-D 49.79 78.11  727 UG-T WR 3.6  

542  S 1979/12/23 04:57 STS-B 49.93 78.75   UG-S WR 137  

542  SS 1979/12/23 04:57 STS-B 49.93 78.75   UG-S WR   

543   1980/3/14  STS-D 49.82 78.04  677 UG-T SE 0.001  

544   1980/4/4 05:33 STS-SU 50.00 77.82   UG-S WR 6  

545  S 1980/4/10 04:07 STS-D 49.78 78.06  655 UG-T WR 8  

545  SS 1980/4/10 04:07 STS-D 49.78 78.06  655 UG-T WR   

546  S 1980/4/25 03:57 STS-B 49.98 78.76   UG-S WR 19  

546  SS 1980/4/25 03:57 STS-B 49.98 78.76   UG-S WR   

547  S 1980/5/22 03:57 STS-D 49.78 78.04  691 UG-T WR 35  

547  SS 1980/5/22 03:57 STS-D 49.78 78.04  691 UG-T WR   

547  SS 1980/5/22 03:57 STS-D 49.78 78.04  691 UG-T WR   

548   1980/6/12 03:27 STS-B 49.99 78.99   UG-S WR 37  

551   1980/6/25 02:27 STS-D 49.83 78.10 -152 650 UG-T WR 0.3  

552  S 1980/6/29 02:33 STS-B 49.95 78.82   UG-S WR 44  

552  SS 1980/6/29 02:33 STS-B 49.95 78.82   UG-S WR   

552  SS 1980/6/29 02:33 STS-B 49.95 78.82   UG-S WR   

553  S 1980/7/31 03:33 STS-D 49.79 78.09  689 UG-T WR 20  

553  SS 1980/7/31 03:33 STS-D 49.79 78.09  689 UG-T WR   

554   1980/9/14 02:43 STS-B 49.94 78.80   UG-S WR 200  

555 Dynamika  1980/9/25 06:21 STS-D 49.78 78.08  663 UG-T WE 5  

558  S 1980/10/12 03:34 STS-B 49.97 79.02 -440  UG-S WR 102  

558  SS 1980/10/12 03:34 STS-B 49.97 79.02 -510  UG-S WR   

559   1980/10/23 03:57 STS-D 49.75 78.13  579 UG-T WR   

561   1980/12/5 04:17 STS-D 49.75 78.13 -36 579 UG-T WR 0.1  

562  S 1980/12/5 04:17 STS-D 49.83 78.11  640 UG-T WR   

562  SS 1980/12/5 04:17 STS-D 49.83 78.11  640 UG-T WR   

562  SS 1980/12/5 04:17 STS-D 49.83 78.11  640 UG-T WR   

564  S 1980/12/14 03:47 STS-B 49.91 78.92   UG-S WR 101  

564  SS 1980/12/14 03:47 STS-B 49.91 78.92   UG-S WR   

564  SS 1980/12/14 03:47 STS-B 49.91 78.92   UG-S WR   
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565   1980/12/26 04:07 STS-D 49.83 78.09  660 UG-T WR 2  

566  S 1980/12/27 04:09 STS-B 50.06 78.98   UG-S WR 100  

566  SS 1980/12/27 04:09 STS-B 50.06 78.98   UG-S WR   

567   1981/3/25  STS-D 49.82 78.04  677 UG-T SE 0.001  

568  S 1981/3/29 04:04 STS-B 50.02 78.98   UG-S WR 30  

568  SS 1981/3/29 04:04 STS-B 50.02 78.98   UG-S FS   

568  SS 1981/3/29 04:04 STS-B 50.02 78.98   UG-S FS   

569  S 1981/4/22 01:17 STS-B 49.90 78.81   UG-S WR 92  

569  SS 1981/4/22 01:17 STS-B 49.90 78.81   UG-S WR   

569  SS 1981/4/22 01:17 STS-B 49.90 78.81   UG-S WR   

571   1981/5/27 03:58 STS-B 49.99 78.97   UG-S WR 20  

572   1981/6/ 4  STS-D 49.82 78.04  677 UG-T SE 0.001  

573  S 1981/6/30 01:57 STS-D 49.77 78.08  633 UG-T WR 12  

573  SS 1981/6/30 01:57 STS-D 49.77 78.08  633 UG-T WR   

574   1981/7/17 02:37 STS-D 49.80 78.13 -146 802 UG-T WR 9.3  

575  S 1981/3/14 02:27 STS-D 49.75 78.05  717 UG-T WR 5.6  

575  SS 1981/3/14 02:27 STS-D 49.75 78.05  717 UG-T WR   

575  SS 1981/3/14 02:27 STS-D 49.75 78.05  717 UG-T WR   

577   1981/9/13 02:17 STS-B 49.91 78.89   UG-S WR 150  

581   1981/10/16  STS-D 49.83 78.08  638 UG-T SE 0.001  

582  S 1981/10/18 03:57 STS-B 49.93 78.84   UG-S WR 107  

582  SS 1981/10/18 03:57 STS-B 49.93 78.84   UG-S WR   

584  S 1981/11/20 04:57 STS-D 49.74 78.10  620 UG-T WR 8  

584  SS 1981/11/20 04:57 STS-D 49.74 78.10  620 UG-T WR   

585  S 1981/11/29 03:35 STS-B 49.90 78.85   UG-S WR 31  

585  SS 1981/11/29 03:35 STS-B 49.90 78.85   UG-S WR   

585  SS 1981/11/29 03:35 STS-B 49.90 78.85   UG-S WR   

586  S 1981/12/22 04:31 STS-D 49.83 78.08  638 UG-T WR 7  

586  SS 1981/12/22 04:31 STS-D 49.83 78.08  638 UG-T WR   

586  SS 1981/12/22 04:31 STS-D 49.83 78.08  638 UG-T WR   

587   1981/12/27 03:43 STS-B 49.93 78.78   UG-S WR 150  

588  S 1982/2/19 03:56 STS-D 49.82 78.03  623 UG-T WR 24  

588  SS 1982/2/19 03:56 STS-D 49.82 78.03  623 UG-T WR   

  X 1982/4/6  STS-D 49.83 78.08   UG-T    

589  S 1982/4/25 03:23 STS-B 49.92 78.89   UG-S FS 145  

589  SS 1982/4/25 03:23 STS-B 49.92 78.89   UG-S FS   

589  SS 1982/4/25 03:23 STS-B 49.92 78.89   UG-S FS   

590  S 1982/6/25 02:03 STS-D 49.77 78.11  590 UG-T WE 2.4  

590  SS 1982/6/25 02:03 STS-D 49.77 78.11  590 UG-T WR   

591  S 1982/7/4 01:17 STS-B 49.96 78.81   UG-S WR 136  

591  SS 1982/7/4 01:17 STS-B 49.96 78.81   UG-S WR   

591  SS 1982/7/4 01:17 STS-B 49.96 78.81   UG-S WR   

593  S 1982/3/23 02:43 STS-D 49.74 78.03  665 UG-T WR 1.7  

593  SS 1982/3/23 02:43 STS-D 49.74 78.03  665 UG-T WR   

594  S 1982/3/31 01:31 STS-B 49.91 78.76   UG-S WR 8  

594  SS 1982/3/31 01:31 STS-B 49.91 78.76   UG-S WR   

596  S 1982/9/21 02:57 STS-D 49.78 78.12  587 UG-T WR 12  

596  SS 1982/9/21 02:57 STS-D 49.78 78.12  587 UG-T WR   

604  S 1982/12/5 03:37 STS-B 49.93 78.81   UG-S WR 119  

604  SS 1982/12/5 03:37 STS-B 49.93 78.81   UG-S WR   

605  S 1982/12/25 04:23 STS-D 49.78 78.04 -112 706 UG-T WR 1.7  

605  SS 1982/12/25 04:23 STS-D 49.78 78.04  706 UG-T WR   

606  S 1982/12/26 03:35 STS-B 50.06 78.99   UG-S FS 21  

606  SS 1982/12/26 03:35 STS-B 50.06 78.99   UG-S WR 21  

607   1983/3/11  STS-D 49.82 78.03  623 UG-T SE 0.001  

608   1983/3/30 04:17 STS-D 49.79 78.04  670 UG-T WR 2.7  

  X 1983/4/11  STS-D 49.82 78.03   UG-T    

609   1983/4/12 03:41 STS-D 49.79 78.08  672 UG-T WE 3  

610  S 1983/5/30 03:34 STS-D 49.74 78.12 -245 533 UG-T FS 20  

610  SS 1983/5/30 03:34 STS-D 49.74 78.12 -180 533 UG-T WR   
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611  S 1983/6/12 02:37 STS-B 49.93 78.90   UG-S WR 138  

611  SS 1983/6/12 02:37 STS-B 49.93 78.90   UG-S WR   

612   1983/6/24 02:56 STS-D 49.74 78.04  652 UG-T WR 1.8  

617 Dynamika  1983/9/11 06:33 STS-D 49.78 78.08  665 UG-T WE 1.9  

625  S 1983/10/6 01:47 STS-B 49.92 78.75   UG-S WR 82  

625  SS 1983/10/6 01:47 STS-B 49.92 78.75   UG-S WR   

626   1983/10/26 01:55 STS-B 49.91 78.82   UG-S WR 114  

627   1983/11/2 04:19 STS-D 49.78 78.12  587 UG-T WR   

628  S 1983/11/20 03:27 STS-B 50.05 79.00   UG-S WR 20  

628  SS 1983/11/20 03:27 STS-B 50.05 79.00   UG-S WR   

629   1983/11/29 02:19 STS-D 49.73 78.10  681 UG-T WR   

630  S 1983/11/29 02:19 STS-D 49.76 78.05  823 UG-T WR 19  

630  SS 1983/11/29 02:19 STS-D 49.76 78.05  823 UG-T WR   

631   1983/12/26 04:29 STS-D 49.79 78.11  611 UG-T FS 30  

632   1984/2/19 03:57 STS-B 49.90 78.74   UG-S WR 49  

633   1984/3/7 02:39 STS-B 50.05 78.96   UG-S WR 42  

634   1984/3/29 05:19 STS-B 49.91 78.93   UG-S WR 83  

635  S 1984/4/15 03:17 STS-D 49.76 78.09  650 UG-T WR 60  

635  SS 1984/4/15 03:17 STS-D 49.76 78.09  650 UG-T WR   

636  S 1984/4/25 01:09 STS-B 49.94 78.85   UG-S WR 76  

636  SS 1984/4/25 01:09 STS-B 49.94 78.85   UG-S WR   

637  S 1984/5/26 03:13 STS-B 49.98 79.01   UG-S WR 130  

637  SS 1984/5/26 03:13 STS-B 49.98 79.01   UG-S WR   

  X 1984/6/7  STS-D 49.79 78.11   UG-T    

638  S 1984/7/14 01:09 STS-B 49.91 78.88   UG-S WR 135  

638  SS 1984/7/14 01:09 STS-B 49.91 78.88   UG-S WR   

648  S 1984/9/9 02:59 STS-D 49.80 78.09  719 UG-T WE 6  

648  SS 1984/9/9 02:59 STS-D 49.80 78.09  719 UG-T WE   

648  SS 1984/9/9 02:59 STS-D 49.80 78.09  719 UG-T WE   

648  SS 1984/9/9 02:59 STS-D 49.80 78.09  719 UG-T WE   

650   1984/10/18 04:57 STS-D 49.73 78.09 -106 630 UG-T WE 1.4  

  X 1984/10/25  STS-D 49.79 78.11   UG-T    

654   1984/10/27 01:50 STS-B 49.93 78.93   UG-S WR 150  

655  S 1984/11/23 03:55 STS-D 49.81 78.06  732 UG-T WR 1.4  

655  SS 1984/11/23 03:55 STS-D 49.81 78.06  732 UG-T WR   

655  SS 1984/11/23 03:55 STS-D 49.81 78.06  732 UG-T WR   

656  S 1984/12/ 2 03:19 STS-B 50.01 79.01   UG-S WR 79  

656  SS 1984/12/2 03:19 STS-B 50.01 79.01   UG-S FS   

657  S 1984/12/16 03:55 STS-B 49.95 78.81   UG-S WR 137  

657  SS 1984/12/16 03:55 STS-B 49.95 78.81   UG-S WR   

658  S 1984/12/28 03:50 STS-B 49.88 78.70   UG-S WR 105  

658  SS 1984/12/28 03:50 STS-B 49.88 78.70   UG-S PR   

659  S 1985/2/10 03:27 STS-B 49.90 78.78   UG-S WR 62  

659  SS 1985/2/10 03:27 STS-B 49.90 78.78   UG-S WR   

659  SS 1985/2/10 03:27 STS-B 49.90 78.78   UG-S WR   

660  S 1985/4/25 00:57 STS-B 49.93 78.88   UG-S WR 74  

660  SS 1985/4/25 00:57 STS-B 49.93 78.88   UG-S WR   

661  S 1985/6/15 00:57 STS-B 49.91 78.84   UG-S WR 114  

661  SS 1985/6/15 00:57 STS-B 49.91 78.84   UG-S WR   

661  SS 1985/6/15 00:57 STS-B 49.92 78.82   UG-S WR   

663  S 1985/6/30 02:39 STS-B 49.86 78.67   UG-S WR 86  

663  SS 1985/6/30 02:39 STS-B 49.86 78.67   UG-S WR   

664   1985/7/11 02:57 STS-D 49.75 78.05  682 UG-T WR 0.5  

665   1985/7/19 04:00 STS-D 49.80 78.07  710 UG-T WR   

667   1985/7/20 00:53 STS-B 49.95 78.78   UG-S WR 74  

668  S 1985/7/25 03:11 STS-D 49.82 78.02  654 UG-T WR 5  

668  SS 1985/7/25 03:11 STS-D 49.82 78.02  654 UG-T WR   

668  SS 1985/7/25 03:11 STS-D 49.82 78.02  654 UG-T SE   

668  SS 1985/7/25 03:11 STS-D 49.82 78.02  654 UG-T SE   

669   1987/2/26 04:58 STS-D 49.83 78.08  635 UG-T FS 24  
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670  S 1987/3/12 01:57 STS-B 49.94 78.83   UG-S WR 11  

670  SS 1987/3/12 01:57 STS-B 49.94 78.83   UG-S WR   

671   1987/4/3 01:17 STS-B 49.92 78.78   UG-S WR 140  

672  S 1987/4/3 01:17 STS-D 49.75 78.11  597 UG-T WR 1  

672  SS 1987/4/3 01:17 STS-D 49.75 78.11  597 UG-T WR   

672  SS 1987/4/3 01:17 STS-D 49.75 78.11  597 UG-T WR   

673  S 1987/4/17 01:03 STS-B 49.88 78.67   UG-S WR 86  

673  SS 1987/4/17 01:03 STS-B 49.88 78.67   UG-S WR   

673  SS 1987/4/17 01:03 STS-B 49.88 78.67   UG-S WR   

  X 1987/4/17  STS-D 49.75 78.05   UG-T    

676   1987/5/6 04:02 STS-D 49.78 78.01  772 UG-T FS 40  

677   1987/6/6 02:37 STS-D 49.84 78.06  604 UG-T FS 24  

678  S 1987/6/20 00:53 STS 49.94 78.74   UG-S WR 107  

678  SS 1987/6/20 00:53 STS 49.94 78.74   UG-S WR   

680   1987/7/17 01:17 STS-D 49.78 78.02 -267 738 UG-T FS 78  

683  S 1987/3/2 00:58 STS-B 49.88 78.87   UG-S WR 72  

683  SS 1987/3/2 00:58 STS-B 49.88 78.87   UG-S WR   

683  SS 1987/3/2 00:58 STS-B 49.88 78.87   UG-S WR   

685  S 1987/9/18 02:32 STS-D 49.80 78.09  719 UG-T WE 1.1  

685  SS 1987/9/18 02:32 STS-D 49.80 78.09  719 UG-T SE   

687   1987/10/16 06:06 STS-D 49.73 78.09 -82 620 UG-T WE 1.1  

688  S 1987/11/15 03:31 STS-B 49.90 78.76   UG-S WR 103  

688  SS 1987/11/15 03:31 STS-B 49.90 78.76   UG-S WR   

689  S 1987/12/13 03:21 STS-B 49.96 78.79   UG-S WR 137  

689  SS 1987/12/13 03:21 STS-B 49.96 78.79   UG-S WR   

690   1987/12/20 02:55 STS-D 49.78 78.01  772 UG-T FS 5  

691  S 1987/12/27 03:05 STS-B 49.88 78.73   UG-S WR 117  

691  SS 1987/12/27 03:05 STS-B 49.88 78.73   UG-S WR   

692  S 1988/2/6 04:19 STS-D 49.78 78.02  738 UG-T WR 5  

692  SS 1988/2/6 04:19 STS-D 49.78 78.02  738 UG-T SE 0.001  

692  SS 1988/2/6 04:19 STS-D 49.78 78.02  738 UG-T SE 0.001  

693  S 1988/2/13 03:05 STS-B 49.94 78.86   UG-S WR 125  

693  SS 1988/2/13 03:05 STS-B 49.94 78.86   UG-S WR   

694   1988/4/3 01:33 STS-B 49.91 78.91   UG-S WR 135  

695   1988/4/22 09:30 STS-D 49.79 78.11 -124 629 UG-T WE 2.3  

696   1988/5/4 00:57 STS-B 49.95 78.75   UG-S FS 132  

698   1988/6/14 02:27 STS-B 50.02 78.96   UG-S WR 4  

701 Shagan  1988/9/14 04:00 STS-B 49.88 78.82   UG-S JV 150  

702   1988/10/18 03:40 STS-D 49.78 78.02  733 UG-T WE 6  

703   1988/11/12 03:30 STS-B 50.04 78.97   UG-S WR 15  

704  S 1988/11/23 03:57 STS-D 49.78 78.04 -204 693 UG-T WR 19  

704  SS 1988/11/23 03:57 STS-D 49.78 78.04  693 UG-T FS   

704  SS 1988/11/23 03:57 STS-D 49.78 78.04  693 UG-T SE 0.001  

706  S 1988/12/17 04:18 STS-B 49.88 78.92   UG-S WR 68  

706  SS 1988/12/17 04:18 STS-B 49.88 78.92   UG-S WR   

707  S 1988/12/28 05:28 STS-D 49.80 78.07  710 UG-T WR 0.2  

707  SS 1988/12/28 05:28 STS-D 49.80 78.07  710 UG-T WR   

708  S 1989/1/22 03:57 STS-B 49.94 78.82   UG-S WR 118  

708  SS 1989/1/22 03:57 STS-B 49.94 78.82   UG-S WR   

709   1989/2/12 04:15 STS-B 49.92 78.71   UG-S WR 63  

710   1989/2/17 04:01 STS-D 49.83 78.06  648 UG-T WR 10  

711   1989/7/8 03:47 STS-B 49.87 78.78   UG-S WR 22  

712  S 1989/9/2 04:17 STS-B 50.01 78.99   UG-S WR 6  

712  SS 1989/9/2 04:17 STS-B 50.01 78.99   UG-S WR   

713   1989/10/4 11:30 STS-D 49.75 78.01  -94 UG-T WE 4  

714  S 1989/10/19 09:50 STS-B 49.92 78.91 -628  UG-S WR 85  

714  SS 1989/10/19 09:50 STS-B 49.92 78.91 -592  UG-S WR   

714   1989/10/19 09:50 STS-B 49.92 78.91 -556  UG-S WR   

 STS閉鎖指令（1991年 8月 29日） 
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（NNCによる英訳） 
 

 

KAZAKH SOVIET SOCIALIST REPUBLIC 
PRESIDENTIAL  

ORDER 

 

Concerning  

CLOSURE OF SEMIPALATINSK NUCLEAR TEST SITE  
 

Since 1949 nuclear weapon tests have been conducted in Semipalatinsk Region of 
Kazakh SSR. About 500 nuclear tests were conducted for this time period. The testing 
caused harm to the health and life of thousand of human beings. 

Considering that Kazakh SSR performed its obligations in creation of nuclear 
potential ensuring strategic military parity between USSR and USA, and taking into 
account public demand, I hereby resolve: 
 

1. Close Semipalatinsk Nuclear Test Site. 
2. Cabinet of Ministers of Kazakh SSR in coordination with USSR Ministry of 

Defense and Ministry of Nuclear Power Engineering and Industry shall reorganize the 
Semipalatinsk Test Site to union-republican scientific research center. In 1991 develop 
and approve its status and a list of main directions of the research activities. 

3. Considering that above-ground and ground nuclear tests conducted during the 
period from 1949 to 1962 caused harm to health of population domiciling regions 
adjacent to the Semipalatinsk test site, determine amount and order of compensatory 
payments to victims – citizens of Kazakh SSR.   

4. Cabinet of Ministers of Kazakh SSR together with national ministries and 
authorities participating in nuclear testing conducted in the republic, shall approve a 
program for social and economic development, improvement of living conditions and 
medical services for population of Semipalatinsk, Karaganda and Pavlodar Regions, 
adjacent to the test site, with involvement of funds from corresponding sources. 

The Order comes into force from the date of execution. 
 

President, Kazakh Soviet Socialist Republic,  

N.Nazarbayev 

Alma-Ata, August 29, 1991
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UNITED  A 
NATIONS 
  

 General Assembly 
 

 Distr. 

 GENERAL 

 

 A/RES/52/169 

 10 February 1998 

 

 

Fifty-second session 

Agenda item 20 (b) 

 

RESOLUTIONS ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY 

 
[without reference to a Main Committee (A/52/L.14/Rev.2, A/52/L.16/Rev.2, A/52/L.34/Rev.1 and 

Rev.1/Add.1, A/52/L.36/Rev.1 and Rev.1/Corr.1 and Rev.1/Add.1, A/52/L.40/Rev.1, A/52/L.42/Rev.1, 

A/52/L.43/Rev.1 and Rev.1/Add.1, A/52/L.44/Rev.1 and Rev.1/Add.1, A/52/L.46/Rev.1 and Rev.1/Add.1, 

A/52/L.56 and Add.1, A/52/L.58/Rev.1 and Rev.1/Add.1, A/52/L.60 and Add.1, A/52/L.61/Rev.1 and 

Rev.1/Add.1)] 

 

52/169. Strengthening of the coordination of humanitarian and disaster relief 

 assistance of the United Nations, including special economic assistance: 

 special economic assistance to individual countries or regions 

 

 

 

 

M 

 
International cooperation and coordination for the human and ecological rehabilitation 

and economic development of the Semipalatinsk region of Kazakhstan 

 

The General Assembly, 

 

Recognizing that the Semipalatinsk nuclear testing ground, inherited by Kazakhstan and closed in 1991 
has become a matter of serious concern for the people and Government of Kazakhstan with regard to its 

consequences for the lives and health of the people, especially children, as well as for the environment of 

the region, 
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Conscious that the international community should pay due attention to the issue of the human, 

ecological and socio-economic dimensions of the situation in the Semipalatinsk region, 

 

Recognizing the need to coordinate national and international efforts aimed at the rehabilitation of the 

health of the affected population and the environment in this region, 

 

Bearing in mind the need for know-how in minimizing and mitigating radiological, health, socio-  

economic, psychological and environmental problems in the Semipalatinsk region, 

 

Recalling the Almaty Declaration18
 of the heads of the Central Asian States of 28 February 1997, 

proclaiming 1998 as the Year of Environmental Protection in the region of Central Asia, 

 

1. Stresses the need for greater attention and extra efforts with regard to the Semipalatinsk region and 

its population; 

 

2. Requests the Secretary-General, in cooperation with interested Governments and relevant 

organizations and agencies, to compile a report on the humanitarian situation in the Semipalatinsk region in 

order to assist the Government of Kazakhstan in the formulation of a recommended overall action plan to 

address the humanitarian, ecological and economic problems and needs of the region; 

 

3. Urges the international community to provide assistance in the formulation and implementation of 

special programmes and projects of treatment and care for the affected population in the Semipalatinsk 

region; 

 

4. Invites all States, relevant multilateral financial organizations and other entities of the international 

community, including non-governmental organizations, to share their knowledge and experience in order to 

contribute to the human and ecological rehabilitation and economic development of the Semipalatinsk region; 

 

5. Invites all Member States, relevant organs and organizations of the United Nations system, including 

the funds and programmes, to participate in the rehabilitation of the health of the affected population and the 

ecosystem of the Semipalatinsk region; 

 

6. Decides to consider at its fifty-third session the humanitarian situation in the Semipalatinsk region 

under the item entitled "Strengthening of the coordination of humanitarian and disaster relief assistance of 

the United Nations, including special economic assistance". 

 

73rd plenary meeting 

16 December 1997 

 

 

 

 
 
18 A/52/112, annex. 
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UNITED  A 
NATIONS 
  

 General Assembly 
 

 Distr. 

 GENERAL 

 

 A/RES/53/1 D to I 

 1 December 1998 

 

 

Fifty-third session 

Agenda item 20 (b) 

 

RESOLUTIONS ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY 

 

[without reference to a Main Committee (A/53/L.26/Rev.2 and Rev.2/Add.1, A/53/L.27 and Add.1, 
A/53/L.29 and Add.1, A/53/L.30/Rev.1 and Rev1./Add.1, A/53/L.32 and Add.1 and A/53/L.36 and Add.1)] 

 

53/1 Strengthening of the coordination of humanitarian and disaster relief 

 assistance of the United Nations, including special economic assistance: 

 special economic assistance to individual countries or regions 

 

H 
 

INTERNATIONAL COOPERATION AND COORDINATION FOR THE HUMAN 

AND ECOLOGICAL REHABILITATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE SEMIPALATINSK REGION OF KAZAKHSTAN 

 
The General Assembly, 

Recalling its resolution 52/169 M of 16 December 1997, 

Welcoming the report of the Secretary-General,5 

Recognizing that the Semipalatinsk nuclear testing ground, inherited by Kazakhstan and closed in 
1991, has become a matter of serious concern for the people and the Government of Kazakhstan with 
regard to its consequences for the lives and health of the people, especially children and other vulnerable 
groups, as well as for the environment of the region, 

Conscious that the international community should pay due attention to the issue of the human, 
ecological and socio-economic dimensions of the situation in the Semipalatinsk region, 

 
5 A/53/424. 

 

 

添付資料-５：国連第５３回総会報告から セミパラチンスク支援に関する決議（抜粋） 



 

 - 102 -

Recognizing the need to coordinate national and international efforts aimed at the rehabilitation of 
the health of the affected population and the environment in this region, 
 

Bearing in mind the need for know-how in minimizing and mitigating radiological, health, socio- 
economic, psychological and environmental problems in the Semipalatinsk region, 
 

Recalling the Almaty Declaration6
 of the heads of the Central Asian States of 28 February 1997, 

proclaiming 1998 as the Year of Environmental Protection in the region of Central Asia, 
 

1. Takes note of the report of the Secretary-General5 and the conclusions and recommendations 
contained therein, which constitute a useful input in the elaboration of an overall plan of action to solve 
the health, ecological, economic and humanitarian problems and to meet the needs of the Semipalatinsk 
region; 

2. Stresses the need for greater international attention and extra efforts in solving problems with 
regard to the Semipalatinsk region and its population; 

3. Urges the international community to provide assistance in the formulation and implementation 
of special programmes and projects of treatment and care for the affected population in the Semipalatinsk 
region; 

4. Invites all States, relevant multilateral financial organizations and other entities of the 
international community, including non-governmental organizations, to share their knowledge and 
experience in order to contribute to the human and ecological rehabilitation and economic development 
of the Semipalatinsk region; 

5. Invites all Member States, in particular donor States, relevant organs and organizations of the 
United Nations system, including the funds and programmes, to participate in the rehabilitation of the 
Semipalatinsk region; 

6. Invites the Secretary-General to pursue a consultative process, with the participation of interested 
States and relevant United Nations agencies, on modalities for mobilizing the necessary support to seek 
appropriate solutions to the problems and needs of the Semipalatinsk region, including those prioritized 
in the report of the Secretary-General; 

7. Calls upon the Secretary-General to continue his efforts to enhance world public awareness of 
the problems and needs of the Semipalatinsk region; 

8. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its fifty-fifth session on 
progress made in the implementation of the present resolution under the item entitled "Strengthening of 
the coordination of humanitarian and disaster relief assistance of the United Nations, including special 
economic assistance". 
 

59th plenary meeting 
16 November 1998 

 
６ A/52/112, annex. 
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（1999.9.6 科学技術庁：岡本放射線安全企画官の発言要旨） 

・科学技術庁では、平成 11年 6月に外務省から派遣されたカザフスタン・セミパラチンスク

被曝者支援プロジェクト形成調査団に、原子力安全局放射線安全課放射線施設技術参与を

同行させ、何ができるか検討してきた。 

・現地においてカザフスタン国立放射線医学環境研究所のセケルバエフ所長と、セミパラチ

ンスク旧核実験場周辺住民の疫学調査について意見交換を行った。 

・この意見交換を踏まえて科学技術庁としては、被ばく状況と健康状況を正確に把握するこ

とが重要であると認識した。 

・セミパラチンスク旧核実験場周辺住民の被ばく状況と健康状況の関係を把握するための疫

学調査実施の可能性と方向性を検討するために、予備調査（フィージビリティ調査）を 1999

年度から、科学技術庁の外郭団体である財団法人 放射線影響協会に委託して実施すること

とした。 

・今後、日本からの専門家の現地調査への派遣、現地のカウンターパート等の日本への招聘

などにより調査を進める。 

・現時点で想定している調査内容は、 

(1) 被ばくの状況と健康状況につき、既存の資料の収集と分析・評価 

(2) 現地で継続的に健康影響が観察されてきた集団があるとの情報に、それを基盤にした

疫学調査の実施の可能性の検討 

(3) その他の方法による疫学調査の可能性の検討 

等である。 

・今後、専門家の派遣などを通して決定される。 

・本調査が十分成果を挙げられるよう、カザフスタン側の協力をお願いする。 
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１．  報告書要旨 

 

１．１ 健康影響調査検討の背景 

中央アジアに位置するカザフスタン共和国の旧核実験場を起点としたセミパラチンス

ク問題には、人道的問題、社会的問題としてカザフスタン共和国内だけでなく、国際的

にも高い関心が寄せられている。 

わが国は「世界で唯―の原爆被ばく国であり、チェルノブイリにおける被ばく者支援

に実績がある日本に、被ばく者救済のリエダーシップを発揮して欲しい」とのカザフス

タン共和国政府の要望に応えて、これまでにも数多くの支援や共同研究が実施されてき

た。 

 

一方、第５３回国連総会において、カザフスタン共和国への支援計画「カザフスタン

のセミパラチンスク地方における人々と環境の回復および経済開発のための国際協力と

その調整」が採択された（1998 年 11 月 16 日）。これを受けて外務省はセミパラチン

スク支援のために国際会議を日本で主催することをいち早く各国に伝え、1999 年 9 月

に国連との共催で「セミパラチンスク支援東京国際会議」を開催した。この会議におい

て外務省は、参加した 43か国に対して国連決議にある ① 医療支援、② 環境支援、③ 

経済支援、④ 人道支援のうち、特に① 医療支援を進める旨を、また科学技術庁（現 文

部科学省）は、科学的立場から既存資料の分析を行い、セミパラチンスク地域住民の健

康影響調査実施の可能性を検討する旨を表明した。 

これにより科学技術庁（現 文部科学省）は、1999年より（財）放射線影響協会（以

下、「協会」という）に「セミパラチンスク旧核実験場周辺住民の健康影響調査（予備

調査）」（以下「予備調査」という。）の実施を委託した。 

 

１．２ 被ばくの実態と健康影響調査（予備調査）の検討開始 

カザフスタン共和国は、ロシア共和国の南、中国の西に隣接しており、旧ソ連邦時代

は連邦の一構成国であつたが、1991年 12月、ソ連邦の崩壊に伴い独立した。首都はア

ルマティから 1997年に現在のアスタナヘ移された。陸地面積は 280万Km2、人口は 1,900

万人である。 

セミパラチンスク旧核実験場は「ポリゴン」と呼ばれ、モスクワからは 2,500 Km離

れたカザフスタン共和国の東北部、旧首都アルマティの北方 800Km の距離にある。面

積は 9,000 Km2を占め、中国からカザフスタン共和国に流入するイルティッシュ川の南

添付資料-８：セミパラチンスク健康影響調査検討委員会報告書（平成 13年 3月）（抜粋）
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西にある。 

このセミパラチンスク旧核実験場では、3 か所の「テクニカル・エリア」において、

1949年から 1989年までの約 40年間に 456回（情報源により 456回から 470回までの

開きがある）の実験が行われた。放出された総エネルギーは、TNT 火薬 17.4 メガトン

相当で、広島に投下された原爆約 1,200個分の核爆発に当たる。この出力は旧ソ連邦に

おける全核爆発の約６％ではあるが、旧核実験場周辺に村や都市が接近している点で、

周辺住民の放射線被ばくとして深刻な地域といえる。 

旧核実験場地域には当時約 100 万人が居住していたが、核実験の期間中に実験場内

に居住していた人は、実験に関わった業務を目的として建設されたクルチャトフ市と実

験場の北端に沿った小集落の住民で合計約 4万人と推定される。大半の地元住民は、実

験場周辺、特に実験場に隣接した旧セミパラチンスク州に居住していた。 

 

一方、旧ソ連邦保健省は、1957 年に核実験場周辺住民の放射線被ばくによる健康影

響を調査するために第 4診療所をセミパラチンスクに設置した。この診療所は、表向き

はブルセラ病対策診療所と言われたが、通常の臨床および生物医学的活動に加え、旧セ

ミパラチンスク州の住民の健康状態に関するデータを収集していた。 

1991年にカザフスタン共和国は旧ソ連邦から独立したが、それに伴い第 4診療所の

活動を引き継ぐ機関として、カザフ放射線医学環境研究所（以下、「カザフ研究所」と

いう）が設立され、最高機密であった保健記録を受け継いだ。これにより旧ソ連邦によ

る厳しい情報管理のためにほとんど明らかにされることがなかった核実験による環境 

汚染や周辺住民の被ばくについての資料が、旧ソ連邦以外の国でも疫学研究と臨床研

究に利用できる可能性が生まれた。 

 

このような実態と経緯を踏まえ、予備調査では、セミパラチンスク旧核実験場周辺地

域住民の放射線被ばくに対する健康影響調査（疫学調査）実施の可能性を検討するため

に、疫学調査に必要な現地の体制、資料の保存状況や信頼性、通信環境等の状況につい

て調査を実施した。 

 

１．３ 予備調査のための調査検討委員会の設置 

協会は、科学技術庁（現 文部科学省）からの委託を受け、予備調査を実施するに当

たって、各方面の専門分野から検討を行い、かつ調査の円滑な推進を図るために「セミ

パラチンスク健康影響調査検討委員会」（以下、「調査検討委員会」という。）を設置
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した（1999年 10月 7日）。 

そして、調査検討委員会は、予備調査実施上の具体的事項について調査・検討するた

めの疫学作業部会および線量作業部会を設け、現地での調査も含めて調査・検討を実施

した。 

 

１．４ 予備調査の状況とその結論 

調査検討委員会は、セミパラチンスク旧核実験場周辺地域住民の放射線被ばくに対す

る健康影響調査実施の可能性を検討するために、以下のとおり 2回の現地調査と 1回の

現地からの専門家招聘を行い情報を収集した。 

1999年 10月 16日～10月 27日：第 1回現地調査回派遣 

2000年 2月 9日：専門家招聘による日本―カザフスタン共和国専門家会合 

2000年 5月 8日～5月 23日：第 2回現地調査団派遣 

 

１）カザフスタン共和国の関係省庁ならびに関係研究機関についての調査状況 

カザフスタン共和国には、セミパラチンスク旧核実験場周辺住民の救済を目指したプ

ログラムとして、「1949～1990 年の旧セミパラチンスク核実験での放射線影響を受けた

集団の回復に関するプログラム」（1997 年 3 月 17 日のカザフスタン共和国政府決議第

336号）がある。 

この政府プログラムを実施するために、カザフ研究所のセケルバエフ博士は「セミパ

ラチンスク地域における回復および予防プログラム」（参考資料 5）を政府に提案し、

カザフスタン共和国の関連機関、セミパラチンスク医科大学、東カザフスタン保健局、

セミパラチンスク市保健局等、カザフ共和国内の広い範囲の専門家や関係者がこのプロ

グラムに協力する体制を整えようとしている。 

これらは予備調査および今後の本格調査に関連するカザフスタン共和国が承認したプ

ログラムであり、当協会が調査を実施する場合の相手機関（カウンターパート）として

は、このようなカザフスタン共和国の関係分野の専門家の協力が広く得られる機関が適

切であると考えられる。 

また、予備調査および今後の反核調査に関係するカザフスタン共和国政府の関係省庁

としては、保健庁、教育科学省、天然資源・環境省、法務省等があり、また、東カザフ

スタン州政府およびセミパラチンスク市等地方行政機関の支援・協力を得ることも重要

である。 
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２）被ばく線量についての調査状況 

健康影響評価（健康影響調査）には、信頼性の高い線量情報を得ることが不可欠であ

るが、カザフスタン共和国の関連機関の専門家の作成した計算コードによる線量評価は、

米国、ロシア、カザフスタン共和国の 3カ国の専門家による相互比較や日本（広島大学

等）の専門家との共同研究による検証の結果から、かなり信頼性が高く科学的な検討の

対象となり得るものであることが確認できた。 

また、カザフスタン共和国の関連機関には、個人被ばく線量推定値や地域毎の被ばく

線量推定値、さらには特定の地域について被ばく線量実測値等が収集され保管されてい

ることが確認できた。 

これらのことから、カザフスタン共和国の関連機関の保管する既存の線量情報は、疫

学調査の基礎資料として科学的に信頼できるものではないかと判断された。 

 

３）健康影響調査についての調査状況 

カザフスタン共和国の関連機関には健康影響調査対象集団についての情報（約 2 万

人）、死亡情報（約 50万件）、医療情報（約 12万件）が収集されており、また、セミパ

ラチンスク市保健局所轄機関には住民基本情報、疾病登録情報、病理組織登録情報等が

収集され保管されている。これらの情報等について調査・検討を行い、現地に保管され

ているこれらの医療情報は、健康影響調査の基礎資料として信頼性が高いと評価された。 

また、現地の健康影響調査の実施状況については、1960年から上記の約 2万人につ

いてほぼ 5年毎に検診を実施して結果のまとめを行っているが、科学的な解析はほとん

ど行われていないことが確認された。 

 

４）情報通信基盤についての調査状況 

健康影響調査（疫学調査）を実施するには、個人を特定するための情報（姓名、生年

月日、性、居住歴、転居年月日等）、医療情報（死因、死亡年月日、罹患情報、診断年

月日等）、線量情報（計算コードを構成する実験の爆発力、実験年月日、実験中心から

の距離、風の平均速度、放射性降灰の持続時間等）等の大量の情報を処理して計算する

ことが必要である。 

このために、健康影響調査関連情報の現地における電子化状況と今後の情報の電子化

の可能性、ネットワークシステムについての調査・検討を行った。 

その結果、現地では一部の情報の電子化は行っているが、データベースとして系統的



 

 - 110 -

に使える状態にはなく、健康影響調査の実施に必要な各々の情報をリンクさせ、分析で

きるデータベースとして構築することが必要であると考えられた。 

現地の専門家は、既に情報を電子化して簡易ファイルを作成した経験があること、現

地が旧ソ連邦の重要な軍事基地であつたために基本的には通信網が整備されており、通

信システムの構築は比較的容易であることを勘案すると、現地の保管する情報を電子化

して疫学調査用のデータベースを構築し、日本―カザフスタン間を国際通信回線ネット

ワークシステムで結ぶことによって、データベースの構築作業と利用を両国間で共同し

て行うことは可能であると判断された。 

 

１．５ 健康影響調査に関連した国内外の支援活動状況 

日本国内のセミパラチンスク地域に対する支援は、広島・長崎の原爆医療関係者によ

り既に 10 年近く実施されている。1998 年の第 53 回国連総会決議を受けて外務省プロ

ジェクトと科学技術庁（現 文部科学省）プロジェクトが開始されたが、これら国内の

各プロジェクトは、相互に調整することにより日本として効率良く進められることが望

まれる。 

一方、国際的には国連、国際原子力機関（IAEA）等の国際機関や米国、ドイツ、ベ

ルギー等の研究機関が既に共同研究や支援を開始している。 

セミパラチンスクヘの支援については、これらの関係諸機関や関係者との情報交換を

密に行い、重複を避け国際的な役割分担を図るよう努力することが必要である。 

 

１．６ 調査検討委員会の結論と調査計画の提案 

１）調査検討委員会における予備調査についての結論 

調査検討委員会における予備調査のとりまとめに関する結論は、以下のとおりである。 

 

① 調査実施の意義 

「セミパラチンスク旧核実験場周辺住民の健康影響調査」を本格的に実施する目的は、

長期にわたる放射線被ばくの健康への影響、特に低線量域放射線の慢性被ばくによる健

康影響について科学的知見を得ることにある。 

今回の予備調査から、カザフスタン共和国の関連機関における医学的情報の記述や線

量推定法の水準は、ほぼ国際的な標準レベルにあると判断され、健康影響調査（疫学調

査）の実施に必要な 2つの情報、医療情報と線量情報が疫学調査の基礎データとして利
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用可能であると評価できることから、本格的健康影響調査の実施は可能であると考えら

れる。 

また、今なお被ばく者の半数が生存しており、保存されている標本だけでなく、被ば

く者から得られる試料を用いた被ばく線量の確認や分子生物学的調査、あるいは将来に

向けた疫学的追跡調査が可能であることが確認できた。 

以上のことから、セミパラチンスク旧核実験場周辺地域住民を対象とした健康影響調

査を早急に実施することは非常に意義があることであり、放射線の人体への影響を科学

的に解明する上で貴重な機会を与えるものと考えられる。また、生存者の健康管理や医

療の上からも貢献できるものと判断される。 

 

② 予備調査の結果 

セミパラチンスク周辺地域には今なお、被ばく者の半数が生存しており、また、現地

の研究機関等には、本調査に関連した多くの資料が保存され、健康影響調査の実施は可

能である。このため、当協会が調査、協力を実施するための相手機関（カウンターパー

ト）としては、カザフスタン共和国の関係分野の専門家から広く協力が得られる機関が

適切であると判断される。 

個人被ばく線量地域毎の被ばく線量についての線量推定、さらには特定の地域につい

ての実測による推定被ばく線量の再評価については、カザフスタン共和国の関連機関が

保有する既存の線量情報は再確認等の検証は要するものの、ほぼ信頼できるものと判断

される。 

また、カザフスタン共和国の関連機関の保有する疫学調査対象集団（約 2 万人）に

ついての情報、死亡情報（約 50万件）、医療情報（約 12万件）や、セミパラチンスク

市保健局所轄機関の保有する住民基本情報、疾病登録情報、組織登録情報等について、

これらの医療情報や疫学情報は、疫学調査の基礎資料として信頼性が高いと評価できる。 

さらに、健康影響調査関連情報の電子化状況と今後の情報電子化の可能性、ネットワ

ークシステムについても調査、検討を行った結果、現地の保有する情報の電子化と日本-

カザフスタン共和国間のネットワーク構築は可能である。 

本格調査では、まずカザフスタン共和国関連機関が保有する約 2万人の対象者につい

て、情報を体系的に電子化し、死亡および罹患情報について、被ばく線量との関係を分

析することによって、現地に調査のための体制整備と技術移転を行うことを優先すべき

である。カザフスタン共和国の専門家の見解による約 10 万人の住民等を対象とする調
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査への拡大の可能性については、この約２万人の調査と併行して引き続き慎重に検討を

行うことが重要である。 

また、日本側は基本的には、カザフスタン共和国における疫学的統計解析技術の基盤

を整備することを支援しつつ、日本側のこの分野における研究成果や技術、知識を有効

に活用して、日本およびカザフスタン共和国の機関が本件に係る科学的知見を明らかに

するべく緊密な協力を行うことが重要であるとの認識を明確にしておく必要があり、さ

らに、国際的評価の視点からすれば、我が国におけるレビューシステムも含めた研究支

援体制を確立するとともに、長期的視野にたった継続性のある調査研究の推進が必要で

ある。 

 

２）本格調査実施計画の提案 

「セミパラチンスク旧核実験場周辺住民の健康影響調査」の本格的実施について、調

査検討委員会の提案は以下のとおりである。 

 

本格調査の実施に当たっては、疫学調査の作業と、被ばく線量についての妥当性の検

証と推定の作業を併行して進める必要がある。 

（１）健康影響調査の作業は、以下の順序で進めることが適切である。 

① 疫学調査のための情報を電子化するための体制整備 

② 約 2万人をコホート（固定集団）とした死亡に関する縦断調査 

③  上記対象者についてのがん罹患に関する縦断調査 

④  上記対象者についてのコホート内患者対照調査 

また、調査の拡大が可能であると判断されれば、以下の調査を進めることが適切で

ある。 

⑤  拡大コホートについての死亡に関する縦断調査 

⑥ 上記拡大対象者についてのがん罹患に関する縦断調査 

⑦ 上記拡大対象者についてのコホート内患者対照調査 

（２）被ばく線量についての妥当性の検証と推定の作業については、以下の順序で進

めることが適切である。 

① 既存の推定被ばく線量についての実験情報による検証 

② 既存の推定被ばく線量についての物理学的方法による検証 

③ 既存の推定被ばく線量についての生物学的方法による検証 

④ 臓器線量の推定 
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本格調査の実施に当たっては、現地から専門家の招聘や日本から専門家の現地派遣、

さらには必要機材の整備と技術研修、現地における関係行政機関の協力を十分に確保す

るとともに、調査協力者および住民に対する充分な配慮が望まれる。 

 

 （中略） 

 

７．調査検討委員会の結論と調査計画の提案 

 

７．１ 調査検討委員会における予備調査についての結論 

「セミパラチンスク旧核実験場周辺住民に対する健康影響調査」を本格的に実施する

目的は、長期にわたる放射線被ばくの健康への影響、特に低線量域放射線の慢性被ばく

による健康影響について科学的知見を得ることにある。 

放射線被ばくによる人体への影響についての科学的知見は、1945 年に広島と長崎

に投下された原子爆弾による高線量率 1回被ばくの情報によるところが大きい。 

しかし、通常、人が経験する放射線被ばくのほとんどは、低線量・低線量率、反復被

ばく（慢性被ばく）によるものであり、近年この低線量・低線量率、反復被ばくによる

人への影響に強い関心がもたれるようになってきた。2000年に公表された国連科学委

員会報告書にも、世界各地で実施されている低線量被ばくの健康影響についての疫学調

査が取り上げられている 11)。 

また最近では、1995 年から米国とロシアの共同研究として開始された「南ウラル

地域における米国―ロシア放射線健康影響調査プログラム」によって実施されたマヤッ

クプルトニウム生産工場労働者やテチャ川周辺地域住民等の被ばく線量推定や疫学調

査等に関する研究が相次いで報告されている 12~24)。 

しかし、多くの場合、調査の対象者数が少ないことや、対象者が男性に偏っているこ

と、対象者の年齢分布が就業年齢に限られていること、被ばく線量推定が困難であるか、

被ばく推定線量分布が狭い範囲に限られていること等の問題が指摘されている。これは

人に対する放射線被ばくの影響を科学的に研究、調査、解明することへの難しさに原因

がある。 

世界の放射線被ばく防護基準の基本になっている原爆被ばく生存者調査の大きな特性

の一つは、被ばくを受けた調査対象者が幅広い年齢層の男女であることにあるが、本セ
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ミパラチンスク旧核実験場周辺住民についての調査では、原爆被ばく者に相当する幅広

い年齢層の男女を対象とした調査を実施することが可能であると考えられる。また、被

ばく線量についても、原爆調査対象者に匹敵する高線量から職業被ばく等で経験する低

い線量までの幅広い線量城を対象にして、原爆被ばく生存者と同様ないしはそれ以上の

対象者数について調査することができる。さらに、この地域はヨーロッパ系とアジア系

の両民族がほぼ半々の割合で居住しており、人種差についての知見も得ることができる

と考えられる。 

 

今回の予備調査から、カザフスタン共和国の関連機関における医学的記述や線量推定

法の水準はほぼ国際的な標準レベルにあると判断され、健康影響調査（疫学調査）の実

施に必要な 2つの情報、医療情報と線量情報が疫学調査の基礎データとして利用可能で

あると評価できることから、本格的健康影響調査の実施は可能であると考えられる。 

また、今なお被ばく者の半数が生存しており、保存されている標本だけでなく、被ば

く者から得られる試料を用いた被ばく線量の確認や分子生物学的調査、あるいは将来に

向けた疫学的追跡調査が可能であることが確認できた。 

以上のことから、セミパラチンスク旧核実験場周辺地域住民を対象とした健康影響調

査を早急に実施することは非常に意義があることであり、放射線の人体への影響を科学

的に解明する上で貴重な機会を与えるものと考えられる。また、生存者の健康管理や医

療の上からも貢献できることになるものと判断される。 

 

本格調査では、まずカザフスタン共和国の関連機関が保管する約 2万人の対象者の医

療情報や線量情報を体系的な電子化情報として構築するための体制整備と技術移転を行

うことが優先されるべきである。 

現地の研究機関等には、本調査に関連した多くの資料が保存され、健康影響調査の実

施は可能である。このため、当協会が調査、協力を実施するための相手機関（カウンタ

ーパート）としては、カザフスタン共和国の関係分野の専門家から広く協力が得られる

機関が適切であると判断される。 

個人被ばく線量や地域毎の被ばく線量についての線量推定、さらには特定の地域につ

いての実測による推定被ばく線量の再評価については、カザフスタン共和国の関連機関

が保有する既存の線量情報は再度確認等の検証は要するものの、ほぼ信頼できるものと

判断される。 
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また、カザフスタン共和国の関連機関の保有する疫学調査対象集団（約 2 万人）に

ついての情報、死亡情報、（約 50万件）、医療情報（約 12万件）や、セミパラチンスク

市保健局所轄機関の保有する住民基本情報、疾病登録情報、組織登録情報等について、

これらの医療情報や疫学情報は、疫学調査の基礎資料として信頼性が高いと評価できる。 

さらに、健康影響調査関連情報の電子化状況と今後の情報電子化の可能性、ネットワ

ークシステムについても調査、検討を行った結果、現地の保有する情報の電子化と日本

-カザフスタン間のネットワーク構築は可能である。 

本格調査では、まずカザフスタン共和国の関連機関が保有する約 2 万人の対象者に

ついて、情報を体系的に電子化し、死亡および罹患情報について、被ばく線量との関係

を分析することによって、現地に調査のための体制整備と技術移転を行う事を優先すべ

きである。カザフスタン共和国の専門家の見解による約 10 万人の住民等を対象とする

調査への拡大の可能性については、この約 2万人の調査と併行して引き続き慎重に検討

を行うことが重要である。 

また、日本側は基本的に、カザフスタン共和国側における疫学的統計解析技術の基盤

を整備することを支援しつつ、日本側にこの分野における研究成果や技術、知識を有効

活用して、日本側およびカザフスタン共和国側の両機関が本件に係る科学的知見を明ら

かにするべく緊密な協力を行うことが重要であるとの認識が必要である。また、国際的

評価の視点からすれば、わが国におけるレビューシステムも含めた調査支援体制を確立

するとともに、長期的視野に立った継続性のある調査研究の推進が必要である。 

 

 （後略） 
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添付資料-９：セミパラチンスク健康影響調査の実施に係る協力に関する協議議事録
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添付資料-１０：セミパラチンスク健康影響調査の実施に係る協力のための日本国財団法人

放射線影響協会とカザフスタン共和国社団法人放射線影響調査・防護センターとの間の協

議議事録に関する了解文書 
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添付資料-１１：セミパラチンスク旧核実験場地域における健康影響調査の

共同実施に関する会合の覚書 
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セミパラチンスク旧核実験場地域における健康影響調査の 
共同実施に関する会合の覚書（仮訳） 

 

セミパラチンスク旧核実験場地域において健康影響調査を行っている日本の放射線影響協会（以下

「協会」という。）とカザフスタン共和国 国立原子力センター（以下「NNC」という。）とは、

セミパラチンスクの旧核実験場周辺住民の健康影響調査の実施に関し、以下のように合意した。 

 

第 1章 基本的事項 

（目的） 

 1．協会及び NNC（以下「両当事者」という。）は、放射線の人体への影響を科学的に明らかに

するために、セミパラチンスク旧核実験場地域住民の健康影響調査（以下「調査」という。）

を協力し共同で実施する。 

 

（調査の範囲と方法） 

 2．（a）共同調査では、住民に関する被ばく線量情報、医療情報、及び他の情報について、正確

さを確認しつつ電子計算機に入力して解析に用いるためのデータベース（以下「データベ

ース」という。）を構築し、協会ではそれに基づいて疫学的解析を行い、放射線の影響に

ついて評価を行う。 

 （b）両当事者は、2001年 8月から協会が実施してきたセミパラチンスク旧各実験場の共同調

査を継続するために、研究者及び調査員を確保する。 

 （c）両当事者は、（b）項を実施するために、プロジェクトの下で働いていた研究者と調査員の

これまでの待遇条件を維持する。 

 

（経費の負担） 

 3．両当事者は、4月 1日から翌年の 3月 31日の各年度（以下「会計年度」という。）毎に 12ヶ

月以内の契約を締結し、その契約による調査の実施のため及びこれまでプロジェクトの下で

働いていた研究者と調査員のこれまでの待遇条件を確保するために必要な経費を協会が負担

する。 

 

（覚書の効力） 

 4．この覚書は、第 3条により別の契約が締結されたとしても有効である。 

 

第 2章 補足事項 

（調査の範囲及び方法についての補足） 

 5．両当事者は、基本事項第 2条で規定された調査の範囲及び方法に関する以下の事項を、協力

し共同で実施する。 

 （i）両当事者は、それぞれの国の政府、機関及び専門家の協力を得て、調査実施体制の整備

及び管理・運営を行うこと。 

 （ii）両当事者は、調査に必要なスタッフを確保し、それらのスタッフに対し教育・研修を実

施すること。 
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 （iii）両当事者は、住民に係る線量情報、医療情報、その他の情報を収集、整理しその正確さ

を検証すること。 

 （iv）両当事者は、電子計算システムを整備し、このシステムを用いて（iii）に記載された情報

を入力し、解析に用いるためのデータベースを構築すること。 

 （v）両当事者は、（2a）項及び（iv）項で述べられたデータベースを使って疫学的解析を行い、

放射線の影響について評価を行うこと。 

 （vi）両当事者は、調査の実施に係る記録を整理し、保管すること。 

 （iv）両当事者は、調査を円滑にかつ効率的に実施するために相互に密接に連絡して協調する

こと。 

 

（協議会合） 

 6．（a）両当事者は、必要に応じて協議会合を持ち、調査に関連する事項について協議すること

ができる。 

 （b）会合における覚書は英語、必要に応じて日本語あるいはロシア語、で作成し、両当事者

の出席者を代表する者が署名する。 

 

（データベース） 

 7. （a）データベースは原則として両当事者に帰属するものとする。 

 （b）データベースを利用する場合は、両当事者の承認を得た後でなければならない。 

 

（調査状況の報告） 

 8．NNCは以下の報告書を協会に提出すること： 

 （a）調査の進捗状況についての定期報告書 

NNCは原則として年 2回、各年の前期（4月～9月）と後期（10月～翌年 3月）の定期進捗

報告書を作成し、各半期が終わり次第、協会に提出するものとする。 

報告書の詳細及び手続きについては協会が別途提示し、両当事者が検討した上で、承認す

る。 

 （b）その他の報告書 

協会は、必要に応じて（a）項に記載された報告書以外の報告書を求めることができる。 

 （c）上記（a）項と（b）項に記載された報告書は英語で作成するが、その詳細については別途両

当事者が協議し、合意することとする。 

 

（保証） 

 9．（a）両当事者は、本覚書で合意された全ての条項に誠意を持って従い、ここで規定されたそ

れぞれの責務を実行するものとする。 

 （b）戦争、自然災害、その他、いずれの当事者の責任にも帰することができない事象の発生、

あるいはいずれかの当事者の故意または重大な過失により、本調査の実施が困難になり、

他の当事者と協議しても調査の実施に必要な条件が確保できないと判断した時には、いず

れかの当事者は直ちに他の当事者に通告して調査を中断または終了することができる。 

 （c）上記（b）項に述べられたような他の当事者の故意または重大な過失による調査の中断また

は終了によりいずれかの当事者に実害が生じた時には、被害を受けた当事者は他の当事者
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に対し、損害賠償を請求することができる。 

 

（機密の保持） 

10．各当事者は、本調査の実施過程で知り得た他の当事者の秘密に係わる情報を、本調査の期間

中及び終了後においても、両当事者以外の第三者に漏らしてはならない。カザフスタンある

いは日本の政府当局から正式な要請があった場合は例外とする。 

 

（便宜の供与） 

11．各当事者は、それぞれ、他の当事者あるいはその国の関係機関の専門家が本調査に関連して

当事者国を訪問し、滞在する時には、宿泊、移動、必要な便宜、及び安全確保のために必要

な手配を行う。 

 

（電子計算機用プログラムと機材の使用） 

12．いずれの当事者も、他の当事者からあらかじめ承認を得なければ、調査に用いる電子計算機

用プログラムを複製したり、プログラムを調査の実施以外の目的で使用したりしてはならな

い。 

 

（機材の管理） 

13．両当事者は、機材を設置した当事者が定めた手続きを行って、設置された機材を使用するこ

とができる。このような場合、機材を使用する当事者は誠意を持ち、注意を払って管理し、

使用しなければならない。 

 

（便宜の供与） 

14．本覚書の解釈についての意見の相違や論争、あるいは定めていない事態については、両当事

者は、誠意をもって友好的に協議し、解決する。 

 

以上の証として、両当事者は英語による正本を２通作成し、それぞれ１通ずつ保有する。 

 

【日本国】 【カザフスタン共和国】 

青木 芳朗 Shamil T. Tukhvatulin 

理事長 総裁 

（財）放射線影響協会 国立原子力センター 

 （サイン） （サイン） 

日付：2004年 10月 7日 日付：2004年 10月 7日 

場所：クルチャトフ、カザフスタン共和国 場所：クルチャトフ、カザフスタン共和国 
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添付資料-１２：セミパラチンスク旧核実験場地域における健康影響調査の成果の 

有効な利用に関する協定 
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セミパラチンスク旧核実験場地域における健康影響調査の成果の 

有効な利用に関する協定書（仮訳） 

 

「セミパラチンスク旧核実験場地域（以下「STS」という。）の健康影響調査」（以下「調査」という。）

は 1998年の第 53回国連総会の決議に基づき 2001年から開始された。日本の放射線影響協会（以下

「協会」という。）は、当初、2004年までは放射線影響調査・防護センターと共同調査を行った。その

後、協会とカザフスタン共和国国立原子力センター（以下「NNC」という。）との 2004年 10月およ

び 2007年 9月のMinute（覚書）に基づいて行われてきた調査は 2009年 3月末で終了した。 

NNCと協会（以下、それぞれを「当事者」、両者を「両当事者」という。）は、データベースの取扱い、

知的財産権、およびこの調査の成果の利用に関する協定書を作成した。 

 

（目的） 

 1．この協定書の目的は、原子力放射線のヒトへの影響を科学的に明らかにするというこの共同調査

の目的に沿って成果の有効な利用を促進することである。 

 

（適用の範囲） 

 2．ここで言うデータベースには以下のものが含まれる。 

・調査の結果得られた疫学データのテーブル類：個人情報テーブル、健康情報テーブル、居住歴テ

ーブル 

・関連する参照テーブル類：民族名テーブル、診断名テーブル、ICD-10テーブル、地区名テーブル、

村名テーブル、職業名テーブル 

・参考資料類 

・以下のテーブル類を含む線量計算プログラム一式：核実験テーブル、月毎線量テーブル類、居住

地情報テーブル、家屋の建材テーブル、屋外活動時間テーブル、ミルク摂取量テーブル 

 3．ここでいう成果とは、前述のデータベースを用いて解析した結果である。 

 

（協定書の効力） 

 4．この協定書は、どちらかの当事者の要望による協議で次の両当事者の合意ができるまで有効であ

る。 

 

（知的財産権） 

 5．両当事者は 2009年 3月までに作製したデータベースの知的財産権を共有する。 

 6．協会と NNC以外の第三者が NNCと共同で、あるいは単独でこの調査を継続し、データベース作

製を行う場合には、両当事者の許可を得なければならない。 
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（調査の成果の利用） 

 7．成果を利用する場合には、両当事者の了承を得るものとする。 

 8．今後、口頭あるいは出版物で成果を発表する場合には、緒言、謝辞、あるいは適切な所に本デー

タベース作製における協会の貢献を明示することで両当事者は合意した。 

 9．将来、引用するための学術雑誌の論文の著者に、両当事者の主要メンバーを入れる。 

10．第三者が調査の成果を使用する時にも、上記事項を遵守しなければならない。 

 

（保証） 

11．両当事者は誠意をもって本協定書で定められた条項を遵守し、定められたそれぞれの責務を果た

すものとする。 

12．両当事者は、本協定書についての解釈に相違あるいは論争が生じた場合、あるいは明記されてい

ない事項については、互いに平和的に協議し誠意をもって解決する。 

 

英語による協定書を２通作成の上、両当事者の代表が署名し、それぞれ１通ずつ保有する。 

 

【カザフスタン共和国】 【日本】 

 （サイン）  （サイン） 

Kairat K. Kadyrzhanov 青木 芳朗 

総裁 理事長 

カザフスタン共和国 国立原子力センター （財）放射線影響協会 

 

日付：2009年 6月 16日 日付：2009年 6月 16日 

場所：クルチャトフ、カザフスタン共和国 場所：クルチャトフ、カザフスタン共和国 
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 居住歴ランクによる調査対象者の分類（平成 21年 3月） 

主要居住地 
居住歴 
ランク＊ 

調査対

象者数

生 死 
確定者数

生存者数 死亡者数 
ICD-10 
付与数 

生死未確

認者数 

S （100%） 2,614 2,358 1,285 1,073 958 256

A（80～99%） 168 61 23 38 38 107

B（60～79%） 365 36 5 31 28 329

C（～59%） 2,829 144 37 107 80 2,685

D 79 79 0 79 63 0

 ドロン 

小 計 6,055 2,678 1,350 1,328 1,167 3,377

S （100%） 1,787 1,621 833 788 761 166

A（80～99%） 98 30 16 14 13 68

B（60～79%） 165 11 1 10 10 154

C（～59%） 1,467 61 5 56 51 1,406

D 79 79 0 79 79 0

  ズナメンカ 

小 計 3,596 1,802 855 947 914 1,794

S （100%） 3,787 3,300 1,662 1,638 1,607 487

A（80～99%） 160 60 30 30 29 100

B（60～79%） 137 17 1 16 15 120

C（～59%） 2,323 215 37 178 168 2,108

D 296 296 0 296 295 0

  カイナール 

小 計 6,703 3,888 1,730 2,158 2,114 2,815

S （100%） 4,521 3,671 1,764 1,907 1,783 850

A（80～99%） 197 59 20 39 38 138

B（60～79%） 346 78 20 58 50 268

C（～59%） 3,823 437 132 305 271 3,386

D 264 264 0 264 226 0

  カラウール 

小 計 9,151 4,509 1,936 2,573 2,368 4,642

S （100%） 12,709 10,950 5,544 5,406 5,109 1,759

A（80～99%） 623 210 89 121 118 413

B（60～79%） 1,013 142 27 115 103 871

C（～59%） 10,442 857 211 646 570 9,585

D 718 718 0 718 663 0

セミパラチンスク集団-I 

合 計 

合 計 25,505 12,877 5,871 7,006 6,563 12,628

S （100%） 3,258 2,433 938 1,495 1,494 825

A（80～99%） 297 129 30 99 99 168

B（60～79%） 196 27 4 23 23 169

C（～59%） 3,829 271 15 256 247 3,558

D 14 14 0 14 10 0

 ボルシャヤ・ 

 ウラジミロフカ 

小 計 7,594 2,874 987 1,887 1,873 4,720

S （100%） 486 331 125 206 198 155

A（80～99%） 68 24 6 18 17 44

B（60～79%） 149 27 12 15 14 122

C（～59%） 1,129 65 15 50 45 1,064

D 33 33 0 33 25 0

 モスティク 

小 計 1,865 480 158 322 299 1,385
＊1949年～1963年の間の居住歴充足率による分類：100%（Sランク）、80～100%未満（Aランク）、 

 60～80%未満（Bランク）、60％未満（Cランク）、3歳未満で死亡（Dランク） 
 

添付資料-１３ 
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主要居住地 
居住歴 
ランク＊ 

調査対

象者数

生死確定

者数 
生存者数 死亡者数 

ICD-10 
付与数 

生死未確

認者数 

S （100%） 577 374 144 230 223 203

A（80～99%） 123 47 16 31 30 76

B（60～79%） 148 53 15 38 32 95

C（～59%） 604 47 23 24 18 557

D 21 21 0 21 11 0

 チェレムシュキ 

小 計 1,473 542 198 344 314 931

S （100%） 173 172 3 169 169 1

A（80～99%） 1 1 1 0 0 0

B（60～79%） 0 0 0 0 0 0

C（～59%） 2 0 0 0 0 2

D 0 0 0 0 0 0

 カノネルカ 

小 計 176 173 4 169 169 3

S （100%） 931 682 210 472 448 249

A（80～99%） 181 40 8 32 31 141

B（60～79%） 367 25 0 25 20 342

C（～59%） 5,922 42 3 39 29 5,880

D 14 14 0 14 5 0

 セミヤルカ 

小 計 7,415 803 221 582 533 6,612

S （100%） 70 37 13 24 24 33

A（80～99%） 8 4 2 2 1 4

B（60～79%） 57 15 1 14 11 42

C（～59%） 280 21 4 17 10 259

D 8 8 0 8 3 0

 イズベスツカ 

小 計 423 85 20 65 49 338

S （100%） 2,176 1,792 513 1,279 1,261 384

A（80～99%） 250 78 16 62 62 172

B（60～79%） 634 104 6 98 97 530

C（～59%） 4,394 126 2 124 88 4,268

D 30 30 0 30 10 0

 その他（ 

小 計 7,484 2,130 537 1,593 1,518 5,354

S （100%） 7,671 5,821 1,946 3,875 3,817 1,850

A（80～99%） 928 323 79 244 240 605

B（60～79%） 1,551 251 38 213 197 1,300

C（～59%） 16,160 572 62 510 437 15,588

D 120 120 0 120 64 0

セミパラチンスク集団-II 

合 計 

合 計 26,430 7,087 2,125 4,962 4,755 19,343

S （100%） 20,380 16,771 7,490 9,281 8,926 3,609

A（80～99%） 1,551 533 168 365 358 1,018

B（60～79%） 2,564 393 65 328 300 2,171

C（～59%） 26,602 1,429 273 1,156 1,007 25,173

D 838 838 0 838 727 0

セミパラチンスク集団-I, -II

合 計 

総 計 51,935 19,964 7,996 11,968 11,318 31,971
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主要居住地 
居住歴 
ランク＊ 

調査対

象者数

生死確

定者数 
生存者

数 
死亡者数 

ICD-10 
付与数 

生死未確

認者数 

S （100%） 1,795 1,057 357 700 699 738

A（80～99%） 190 10 3 7 7 180

B（60～79%） 346 12 3 9 9 334

C（～59%） 1,702 40 8 32 32 1,662

D 243 243 0 243 243 0

 ケネス 

小 計 4,276 1,362 371 991 990 2,914

S （100%） 2,639 1,603 526 1,077 1,077 1,036

A（80～99%） 395 69 39 30 30 326

B（60～79%） 578 55 29 26 26 523

C（～59%） 4,631 191 45 146 146 4,440

D 238 238 0 238 238 0

 ケンジェコール 

小 計 8,481 2,156 639 1,517 1,517 6,325

S （100%） 2,974 1,837 867 970 970 1,137

A（80～99%） 299 43 25 18 18 256

B（60～79%） 795 52 17 35 34 743

C（～59%） 5,099 110 17 93 93 4,989

D 131 131 0 131 131 0

 ジャナアウル 

小 計 9,298 2,173 926 1,247 1,246 7,125

S （100%） 7,408 4,497 1,750 2,747 2,746 2,911

A（80～99%） 884 122 67 55 55 762

B（60～79%） 1,719 119 49 70 69 1,600

C（～59%） 11,432 341 70 271 271 11,091

D 612 612 0 612 612 0

パブロダール集団-I 
合 計 

合 計 22,055 5,691 1,936 3,755 3,753 16,364

S （100%） 5,005 3,613 1,177 2,436 2,430 1,392

A（80～99%） 890 166 119 47 47 724

B（60～79%） 2,442 478 123 355 355 1,964

C（～59%） 10,195 366 88 278 278 9,829

D 388 388 0 388 388 0

 カチリ 

総 計 18,920 5,011 1,507 3,504 3,498 13,909

S （100%） 5,055 3,853 1,321 2,532 2,530 1,202

A（80～99%） 906 85 28 57 57 821

B（60～79%） 1,735 144 13 131 131 1,591

C（～59%） 10,197 94 28 66 66 10,103

D 298 298 0 298 298 0

 イルティシュスク 

小 計 18,191 4,474 1,390 3,084 3,082 13,717
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主要居住地 
居住歴 
ランク＊ 

調査対

象者数

生死確

定者数 
生存者

数 
死亡者

数 
ICD-10 
付与数 

生死未確

認者数 

S （100%） 1,864 1,863 406 1,457 1,457 1

A（80～99%） 321 69 57 12 12 252

B（60～79%） 131 91 73 18 18 40

C（～59%） 8,742 238 180 58 58 8,504

D 133 133 0 133 133 0

シェルバクティ 

小 計 11,191 2,394 716 1,678 1,678 8,797

S （100%） 11,924 9,329 2,904 6,425 6,417 2,595

A（80～99%） 2,117 320 204 116 116 1,797

B（60～79%） 4,308 713 209 504 504 3,595

C（～59%） 29,134 698 296 402 402 28,436

D 819 819 0 819 819 0

パブロダール集団-II 
合 計 

小 計 48,302 11,879 3,613 8,266 8,258 36,423

S （100%） 1,831 1,282 470 812 767 549

A（80～99%） 242 49 18 31 31 193

B（60～79%） 417 60 8 52 44 357

C（～59%） 5,351 884 109 775 738 4,467

D 220 220 0 220 190 0

他* 1,370 1,100 113 987 942 270

未 確 定 

小 計 9,431 3,595 718 2,877 2,712 5,836

S （100%） 41,543 31,879 12,614 19,265 18,856 9,664

A（80～99%） 4,794 1,024 457 567 560 3,770

B（60～79%） 9,008 1,285 331 954 917 7,723

C（～59%） 72,519 3,352 748 2,604 2,418 69,167

D 2,489 2,489 0 2,489 2,348 0

他* 1,370 1,100 113 987 942 270

総 計 

小 計 131,723 41,129 14,263 26,866 26,041 90,594

* 未確認 及び 総計における「他」はデータベース入力情報の過誤（1948 年以前に死亡、または 1964 年以降
に出生）のため S ランクまたは A～D ランクに分類できなかった調査対象者である。 
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Methodological Handbookで使われている主なパラメータ 

記 号 単 位 説 明 式*

Hexp km 核爆発が生じた高さ 5.1 

q kt 核爆発の出力 5.1 

P24 mR/h 核爆発の 24時間後の対象地域における照射線量率 5.2 

X km 爆心から対象地域までの距離 5.3 

V km/h 地表から Hmax（核爆発の最高高度）までの平均風速 5.3 

Lx km 爆心からの距離 Xにおける放射性雲の幅 5.6 

W50 km/h 核分裂で生じた放射性粒子の降下速度 5.12

WR - 放射線加重係数 5.15

WT - 組織加重係数 5.15

Ktc,p - γ線線量率の補正係数 5.15

Kcloud - 放射性雲からの放射線に対する線量減少係数 5.15

Kfall - 降下したフォールアウトからの放射線に対する線量減少係数 5.15

tout h １日のうち、遮蔽物のない場所に居る時間 5.15

6.1*10-3 mGy/mR 空気中の照射線量から人体吸収線量への換算係数 5.15

Ka/e mGy/mR 空気中の照射線量から人体皮膚吸収線量への換算係数 5.17

KBq/γ (Bq/m3)/(mR/h) 空気中の照射線量率から空気中の放射性物質濃度への換算係数 5.22

Eγ MeV 核分裂生成物の γ線の平均エネルギー 5.22

nγ photon/(Bq・s) 核分裂生成物の１壊変あたりの平均 γ線放出割合 5.22

Ka - 大気圏下層における放射性エアロゾルの割合 5.22

ai(t) - 核爆発 t時間後における核種 iの割合 5.24

ν ℓ/min 1分当たりの肺換気量 5.25

Ωair - 放射性粒子が呼吸器に滞留する割合 5.25

ηu - 放射性粒子が呼吸器から体内に吸収される割合 5.25

βi - 調整距離 Xaに依存した放射性物質 iの溶解度係数 5.26

Eeff MeV/(Bq・s) １壊変あたりの β線の平均エネルギー 5.27

m g 肺の重量 5.27

KΘ - 胃腸管内の形状を考えた放射性物質による被ばく修飾係数 5.29

M0,GT g 胃腸管の重量 5.29

τin h 放射性物質の吸入摂取から胃腸管に到達するまでの時間 5.29

τirr h 吸入摂取した放射性物質が胃腸管に滞留する時間 5.29

di mSv/Bq 放射性物質 iの年齢依存線量係数（Table PB10に提示） 5.32

KgrΣ (Bq/kg)/(mR/h) 空気中の照射線量率から植物表面の放射性物質濃度への換算係数 5.36

Kdec - 穀物の製粉に伴う除染効果係数 5.39.1

λi d-1 核種 iの壊変定数 5.40

λn d-1 
牧草地の生物学的除染に係る定数（牧草地を汚染した放射性物質は物

理的に壊変するとともに風化や生物的な作用により失われていく） 
5.40

Kgi - 放射性物質 iがミルク中に排出される割合（Table PB2に提示） 5.41

ξ kｇ 家畜が１日に摂取する牧草の量 5.41

G ℓ １頭の家畜から１日に得られるミルクの量 5.41

tf d 畜舎内で家畜が汚染された干草を摂取し始めた時期 5.43

Ki,meat/milk ℓ/kg 
ミルク中の放射性物質 iの濃度から肉中の放射性物質 iの濃度の換算
係数 

5.46

tsl d 家畜を屠殺した時間 5.46

τAi,max h 
牧草地でフォールアウトが始まってからミルク中の放射性物質 i の量が
最大値に達するまでの時間（τAi,max = tAi,max－tc） 5.47

νmilk ℓ/d １日あたりのミルクの摂取量 5.47

τn d 汚染したミルクを摂取した期間 5.49

GM kg/d １日あたりの肉類の摂取量 5.52

GP kg/d １日あたりの穀物、パンなどの食品の摂取量 5.60

tn d 汚染された穀物、パンなどの食品を摂取し始める時期 5.62

GV kg/d 汚染された野菜の摂取量 5.64

添付資料-１５ 
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Methodological Handbookで使われている計算式一覧 

No 計 算 式 単 位 計算式の説明 

5.1 

 
km 核爆発で生じた雲の最高高度 

5.1.1 

 

mR/h 核爆発 t時間後における照射線量率 

5.1.2 

 

Bq/m2 核爆発 t 時間後における土壌汚染濃
度 

5.2 
n

n
t tP

P
2424

   mR/h
核爆発の 24時間後の対象地域におけ

る照射線量率 

5.3 

 
h 

核爆発がおきてから放射性雲が対象

地域に到着するまでの時間 

5.4 

 
h 

核爆発がおきてからフォールアウトの

降下が終了するまでの時間 

5.5 

 

h 
放射性雲が対象地域を通過する時間

（フォールアウト降下時間）：放射性雲

の幅（Lx）が未知の場合 

5.6 

 

h 
放射性雲が対象地域を通過する時間

（フォールアウト降下期間）：放射性雲

の幅（Lx）が既知の場合 

5.7 

 
mR/h

フォールアウトの降下終了時点におけ

る照射線量率 

5.8 

 
Bq/m2 放射性物質による土壌表面汚染密度 

5.9 

 

Bq/m2

生物学的に有意な粒子に取り込まれ

た放射性物質による土壌表面汚染密

度 

5.10 

 

Bq/m2

生物学的に有意な粒子に取り込まれ

た放射性物質 i による土壌表面汚染
密度 

5.11 

 
- 

生物学的に有意な粒子に起因する放

射能の割合 

5.12 

 

- 
空気動力学的直径 50 μmであるエア
ロゾル粒子が降下する臨海距離によっ

て規格化した距離 

5.13 

 
mR フォールアウト降下時間中の照射線量 

5.13.1 

 

mR 
降下中のフォールアウトからの放射線

による照射線量 

5.13.2 

 

mR 
放射性雲からの放射線による照射線

量 

5.14 

 

mR 
降下後のフォールアウトからの放射線

による照射線量 

5.15 

 

mSv 外部被ばくによる実効線量 

5.16 

 
mGy 核爆発後 1年間の皮膚の吸収線量 
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No 計 算 式 単 位 計算式の説明 

5.17 

 

mGy
核爆発後 1 年以内に戸外で生じる皮
膚の吸収線量 

5.18 

 

mGy
核爆発後 1 年以内に屋内で生じる皮
膚の吸収線量 

5.19 

 

mGy
フォールアウト開始後 24 時間以内の
皮膚の吸収線量 

5.20 

 
mSv

外部からの γ線および β線に由来する
皮膚の実効線量 

5.21 

 

h 

核爆発から吸入摂取するまでの時間

（フォールアウト生成期間中は吸入し

続けるが、計算上はこの瞬間に一括し

て吸入したものとして処理） 

5.22 
n

c

aBq
n

ta
tqnE

PKK
C




 04.0

242475.0




 Bq/m3 空気中の放射性物質濃度 

5.23 

  5050,, dtadta CC   Bq/m3 生物学的に有意な粒子に取り込まれ

た放射性物質の空気中濃度 

5.24  150,,50,, taCC idtadtia    Bq/m3 生物学的に有意な粒子に取り込まれ

た放射性物質 iの空気中濃度 

5.25 
 

Bq 吸入摂取した放射性物質量 

5.25.1 

 
- 

吸入摂取した放射性物質のうち呼吸

器に取り込まれるものの割合 

5.26 

 
Bq 

呼吸器に取り込まれた放射性物質 iの
うち他の器官に移行する量 

5.27 

 

mGy 肺の吸収線量 

5.27.1 

 
Bq 

吸入摂取した放射性物質のうち肺に

蓄積する量 

5.28 
 

mSv 肺の実効線量 

5.29 
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吸入摂取した放射性物質が消化器に

到達した時の放射性物質の量 
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1  Bq 
吸入摂取した可溶性の放射性物質の

量 

5.30.3 

 

h 
消化器に放射性物質が滞留している

時間の中央値（この時点で放射性物

質が到達したと仮定して計算する） 

5.31 
 

mSv 消化管の実効線量 

5.32 

 
mGy

呼吸器、消化管以外の臓器の吸収線

量 
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No 計 算 式 単 位 計算式の説明 

5.33 
 

mSv 
呼吸器、消化管以外の臓器の実効線

量 

5.34 

 

mGy 吸入摂取による甲状腺の吸収線量 

5.35 

 
mSv 吸入摂取による甲状腺の実効線量 

5.36 

 

Bq/kg
汚染された植物の放射性物質濃度

（式の定数により、穀物、野菜、牧草

についての計算が可能） 

5.37      tatQtQ igrgr    Bq/kg
汚染された植物の放射性物質 i の濃
度 

5.37.1 

 
Bq/kg

実験の 24時間後における汚染された
草類の放射性物質 iの濃度 

5.38 

 
Bq/kg 収穫した穀物の放射性物質濃度 

5.39 

 

Bq/kg 収穫した穀物の放射性物質 iの濃度 

5.39.1    tQKtQ igraindeciflour ,,   Bq/kg 穀粉の放射性物質濃度 

5.39.2 
 

Bq/ℓ パンの放射性物質濃度 

5.40 

 

Bq/ℓ 
放牧している家畜のミルク中の放射性

物質濃度（ミルク中の放射性物質濃

度が最大になった後） 

5.41     24exp
max,

24,
max, 




iAni
igri

gii t
G

Q
KA 


Bq/ℓ 

放牧している家畜のミルク中の放射性

物質 iの濃度の最大値 

5.42 

 

Bq/ℓ 
放牧している家畜のミルク中の放射性

物質濃度（ミルク中の放射性物質濃

度が最大になる前） 

5.43 

 

Bq/ℓ 
飼育している家畜のミルク中の放射性

物質 iの濃度の最大値 

5.44 

 

Bq/kg
フォールアウトの降下終了時点にお

ける牧草の放射性物質 iの濃度 

5.45 

 

Bq/ℓ 
飼料で飼育している家畜のミルク中の

放射性物質 iの濃度（放射性物質濃
度が最大値に達した後の計算） 

5.46     slitimilkmeatii ttAKtM
sl

 exp,  Bq/kg 家畜の肉中の放射性物質濃度 

5.47 
milkAi

milki
tt iiAc

Ag  
max,max,

max,
,
... 5.0  Bq 

家畜のミルクから摂取した放射性物質

積算量（放射性物質濃度が最大にな

る前） 

5.48 

 
Bq/d 

単位時間あたりの、ミルクを介した放

射性物質 iの摂取量 

5.48.1 

 
Bq/d 

摂取開始時におけるミルクを介した放

射性物質 iの摂取量 

5.49 

 

Bq 
家畜のミルクから摂取した放射性物質

の積算量（摂取期間：τn） 
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No 計 算 式 単 位 計算式の説明 

5.50 
ni

milktimilki
tt

n

iAc

A
g






 ,,
...

max,
 Bq 

家畜のミルクから摂取した放射性物質

積算量（摂取期間：∞） 

5.51 

 
Bq 

家畜のミルクから摂取した放射性物質

積算量（フォールアウト終了後：～∞）

5.52 

 

Bq 
肉を通して摂取した放射性物質 iの量
（摂取期間：τn） 

5.53 

 

Bq 
家畜の肉から摂取した放射性物質積

算量（摂取期間：τn） 

5.53.1 

 

Bq 
家畜の肉から摂取した放射性物質積

算量（摂取期間：∞） 

5.54 
   

T

milk
tt

milk
tt

milk
tt

milk
ttPmilkTG

ttt W

dggdgg
D iAiAciAiAc

iAc

133
,133

...
,133

...131
,131

...
,131

...,,,
...

max,max,max,max,

max,




 mGy
放牧している家畜のミルクから摂取し

た放射性物質による吸収線量 

5.55 133
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 mSv

放牧している家畜のミルクから摂取し

た放射性物質による実効線量 

5.56 
 

T

Smilk
tt

Smilk
ttSmilkTG

ttt W

dgg
D iAiAc

iAc

131
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 mSv
飼育している家畜のミルクから摂取し

た放射性物質による実効線量 

5.58 
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  mGy

家畜の肉から摂取した放射性物質に

よる吸収線量 

5.59 

 
mSv

家畜の肉から摂取した放射性物質に

よる実効線量 

5.60 

 

Bq 
汚染された農作物を介して摂取した放

射性物質の量（摂取期間：tn～t） 

5.61 

 

Bq 
汚染された農作物を介して摂取した放

射性物質 iの量（摂取期間：tn～t) 

5.62 

 

mGy
汚染された食物に起因する直腸の吸

収線量 

5.62.1 

 

Bq 
穀物、パン、植物等を介した放射性物

質の摂取量 

5.63  breadBTBgroatsBTBTBTBn DDWE ,,   mSv
汚染された食物に起因する直腸の実

効線量 

5.64 

 

mGy
汚染された農作物を摂取したヨウ素同

位体による吸収線量 

5.64.1 

 
Bq/kg 農作物中の放射性物質 iの濃度 

5.65 

 
mSv

汚染された農作物を摂取したヨウ素同

位体による実効線量 

5.66 

 
mSv 実効線量（HT ：等価線量） 
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死因別の外部被ばく線量範囲ごとの人数（ICD-10大分類：男性）（平成２１年３月時点） 

線 量（Gy） 
 
居
住
地 

ICD-10 死因となった疾患 
0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～0.4 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 

合 計 

A00-B99 感染症及び寄生虫症 0 5 6 2 0 0 0 0 0 0 6 4 10 0 0 0 0 33 

C00-D48 新生物 0 28 21 2 1 0 0 0 0 0 9 7 23 1 1 1 0 94 

F00-F99 精神及び行動の障害 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

G00-G99 神経系の疾患 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 9 

I00-I99 循環器系の疾患 3 54 48 3 1 0 0 0 0 3 29 12 63 6 1 5 0 228 

J00-J99 呼吸器系の疾患 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 1 0 1 0 26 

K00-K93 消化器系の疾患 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 18 

N00-N99 尿路性器系の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

Q00-Q99 先天奇形,変形及び染色体異常 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R00-R99 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検
査所見で他に分類されないもの 2 10 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 11 0 0 0 0 32 

S00-T98 損傷,中毒及びその他の外因の影響 1 8 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 0 1 0 0 25 

V00-Y98 傷病及び死亡の外因 2 23 5 0 1 0 0 0 0 1 6 4 8 2 0 0 0 52 

Z00-Z99 健康状態に影響をおよぼす要因及び
保健サービスの利用 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明又は ICD-10未付与 3 22 12 1 0 0 0 0 0 0 9 7 15 0 0 0 0 69 

 生存・生死未確認 51 352 152 9 1 0 0 0 0 4 58 25 33 2 1 0 0 688 

 
 
 
 
 
ド 
 
ロ 
 
ン 

 小 計 63 516 267 17 4 0 0 0 0 9 129 69 184 12 4 7 0 1281 

A00-B99 感染症及び寄生虫症 6 1 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 

C00-D48 新生物 5 3 22 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 

E00-E90 内分泌,栄養及び代謝疾患 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

F00-F99 精神及び行動の障害 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G00-G99 神経系の疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I00-I99 循環器系の疾患 11 1 43 83 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 

J00-J99 呼吸器系の疾患 5 2 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

K00-K93 消化器系の疾患 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

L00-L99 皮膚及び皮下組織の疾患 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

N00-N99 尿路性器系の疾患 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

R00-R99 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検
査所見で他に分類されないもの 

14 4 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 

S00-T98 損傷,中毒及びその他の外因の影響 0 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

V00-Y98 傷病及び死亡の外因 4 2 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 

Z00-Z99 健康状態に影響をおよぼす要因及び
保健サービスの利用 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明又は ICD-10未付与 2 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

 生存・生死未確認 4 33 229 176 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 

 
 
 
 
ズ 
 
ナ 
 
メ 
 
ン 
 
カ 

 小 計 56 48 380 390 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876 

添付資料-17 
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線 量（Gy） 
 
居
住
地 

ICD-10 死因となった疾患 
0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～0.4 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 

合 計 

A00-B99 感染症及び寄生虫症 16 1 26 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 

C00-D48 新生物 31 6 80 59 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 

D50-D89 
血液及び造血器の疾患ならびに免疫
機構の障害 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

E00-E90 内分泌,栄養及び代謝疾患 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

F00-F99 精神及び行動の障害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G00-G99 神経系の疾患 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

I00-I99 循環器系の疾患 68 7 126 96 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 

J00-J99 呼吸器系の疾患 8 1 25 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 43 

K00-K93 消化器系の疾患 4 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

N00-N99 尿路性器系の疾患 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

R00-R99 
症状,徴候及び異常臨床所見・異常検
査所見で他に分類されないもの 28 4 60 32 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 

S00-T98 損傷,中毒及びその他の外因の影響 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

V00-Y98 傷病及び死亡の外因 29 1 27 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 

 死因不明又は ICD-10未付与 4 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

 生存・生死未確認 493 89 384 53 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1027 

 
 
 
 
カ 
  
イ 
  
ナ 
 

| 
 
ル 

 小 計 690 113 761 285 23 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1879 

A00-B99 感染症及び寄生虫症 25 1 2 9 18 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 

C00-D48 新生物 60 0 17 19 70 13 31 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 222 

E00-E90 内分泌,栄養及び代謝疾患 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

F00-F99 精神及び行動の障害 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

G00-G99 神経系の疾患 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

I00-I99 循環器系の疾患 95 6 6 40 132 28 54 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 

J00-J99 呼吸器系の疾患 15 1 3 6 21 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 

K00-K93 消化器系の疾患 12 0 1 2 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

N00-N99 尿路性器系の疾患 1 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Q00-Q99 先天奇形,変形及び染色体異常 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R00-R99 
症状,徴候及び異常臨床所見・異常検
査所見で他に分類されないもの 24 1 7 4 16 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 

S00-T98 損傷,中毒及びその他の外因の影響 18 1 1 3 11 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 

V00-Y98 傷病及び死亡の外因 37 0 2 9 21 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 

Z00-Z99 
健康状態に影響をおよぼす要因及び
保健サービスの利用 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明又は ICD-10未付与 24 1 1 5 15 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 

 生存・生死未確認 771 16 70 104 200 32 24 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1224 

 
 
 
 
カ 
  
ラ 
  
ウ 
 

| 
 
ル 

 小 計 1088 28 112 204 523 84 154 56 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2252 
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A00-B99 感染症および寄生虫症 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 

C00-D48 新生物 0 182 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 185 

E00-E90 内分泌、栄養および代謝疾患 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

F00-F99 精神および行動の障害 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

G00-G99 神経系の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I00-I99 循環器系の疾患 0 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 336 

J00-J99 呼吸器系の疾患 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 

K00-K93 消化器系の疾患 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

N00-N99 尿路性器系の疾患 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Q00-Q99 先天奇形、変形および染色体異常 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R00-R99 
症状、徴候および異常臨床所見・異常
検査所見で他に分類されないもの 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 

S00-T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 

V00-Y98 傷病および死亡の外因 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 生存または死亡未確認 71 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 795 

 

 

 

ボ

ル

シ

ャ

ヤ

・ 

ウ

ラ

ジ

ミ

ロ

フ

カ 

 小 計 72 1478 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1557 

A00-B99 感染症および寄生虫症 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

C00-D48 新生物 3 1 24 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 30 

F00-F99 精神および行動の障害 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

I00-I99 循環器系の疾患 4 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 37 

J00-J99 呼吸器系の疾患 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 

K00-K93 消化器系の疾患 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

N00-N99 尿路性器系の疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R00-R99 
症状、徴候および異常臨床所見・異常
検査所見で他に分類されないもの 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

S00-T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

V00-Y98 傷病および死亡の外因 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

 生存または死亡未確認 99 4 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 132 

 

 

 

モ 

 

ス 

 

テ 

 

ィ 

 

ク 

 小 計 123 6 112 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 1 0 249 
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線 量（Gy） 
 
居
住
地 

ICD-10 死因となった疾患 
0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～0.4 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 

合 計 

A00-B99 感染症および寄生虫症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 

C00-D48 新生物 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 1 24 

G00-G99 神経系の疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 

I00-I99 循環器系の疾患 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12 15 2 54 

J00-J99 呼吸器系の疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 

K00-K93 消化器系の疾患 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 7 

R00-R99 
症状、徴候および異常臨床所見・異常
検査所見で他に分類されないもの 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 

S00-T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 8 

V00-Y98 傷病および死亡の外因 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 8 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

 生存または死亡未確認 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 20 8 0 160 

 

 

チ

ェ

レ

ム

シ

ュ

キ 

 小 計 146 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 43 39 40 4 280 

A00-B99 感染症および寄生虫症 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

C00-D48 新生物 0 1 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

I00-I99 循環器系の疾患 0 3 1 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 

J00-J99 呼吸器系の疾患 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

K00-K93 消化器系の疾患 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

R00-R99 
症状、徴候および異常臨床所見・異常
検査所見で他に分類されないもの 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

S00-T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

V00-Y98 傷病および死亡の外因 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 生存または死亡未確認 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 

 

 

 

カ

ノ

ネ

ル

カ 

 小 計 0 10 1 60 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 

A00-B99 感染症および寄生虫症 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

C00-D48 新生物 9 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 

D50-D89 
血液および造血器の疾患ならびに免疫
機構の障害 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G00-G99 神経系の疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

セ

ミ

ヤ 
 I00-I99 循環器系の疾患 12 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 107 
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J00-J99 呼吸器系の疾患 2 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

K00-K93 消化器系の疾患 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

M00-M99 筋骨格系および結合組織の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R00-R99 
症状、徴候および異常臨床所見・異常
検査所見で他に分類されないもの 

2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

S00-T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

V00-Y98 傷病および死亡の外因 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

 生存または死亡未確認 179 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 

 
ル

カ 

 小 計 221 247 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 470 

C00-D48 新生物 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

I00-I99 循環器系の疾患 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 

N00-N99 尿路性器系の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

S00-T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

V00-Y98 傷病および死亡の外因 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 生存または死亡未確認 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

 

イ

ズ

ベ

ス

ツ

カ 

 小 計 24 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 35 

A00-B99 感染症および寄生虫症 34 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 

C00-D48 新生物 107 4 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 

E00-E90 内分泌、栄養および代謝疾患 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

F00-F99 精神および行動の障害 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

G00-G99 神経系の疾患 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

I00-I99 循環器系の疾患 264 6 40 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 319 

J00-J99 呼吸器系の疾患 31 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

K00-K93 消化器系の疾患 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

N00-N99 尿路性器系の疾患 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

R00-R99 
症状、徴候および異常臨床所見・異常
検査所見で他に分類されないもの 

16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

S00-T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響 34 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 

V00-Y98 傷病および死亡の外因 30 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

 生存または死亡未確認 379 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 

 

 

 

 

 

 

そ 

 

の 

 

他 

 小 計 933 22 123 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1094 
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死因別の外部被ばく線量範囲ごとの人数（ICD-10大分類：女性）（平成２１年３月時点） 

線 量（Gy） 
 
居
住
地 

ICD-10 死因となった疾患 
0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～0.4 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 

合 計 

A00-B99 感染症及び寄生虫症 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 6 3 1 0 V0 0 0 15 
C00-D48 新生物 0 16 7 1 1 0 0 0 0 1 4 16 8 2 0 0 0 56 

D50-D89 血液及び造血器の疾患ならびに免疫
機構の障害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

E00-E90 内分泌,栄養及び代謝疾患 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 7 
F00-F99 精神及び行動の障害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
G00-G99 神経系の疾患 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 
I00-I99 循環器系の疾患 2 48 43 5 0 0 0 0 0 0 17 59 58 1 3 4 0 240 
J00-J99 呼吸器系の疾患 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 1 0 0 11 
K00-K93 消化器系の疾患 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 1 0 0 12 
N00-N99 尿路性器系の疾患 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 6 
O00-O99 妊娠,分娩及び産じょく〈褥〉 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 

R00-R99 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検
査所見で他に分類されないもの 0 14 12 1 0 0 0 0 0 0 3 13 13 1 3 0 0 60 

S00-T98 損傷,中毒及びその他の外因の影響 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 8 
V00-Y98 傷病及び死亡の外因 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 9 

 死因不明又は ICD-10未付与 0 11 8 3 0 0 0 0 0 0 5 9 7 2 1 0 0 46 
 生存・生死未確認 62 403 172 6 0 0 0 0 0 14 101 55 24 6 6 4 0 853 

 
 
 
 

 
ド 
  
ロ 
  
ン 

 小 計 66 510 251 18 1 0 0 0 0 16 144 169 121 13 16 8 0 1333 

A00-B99 感染症及び寄生虫症 8 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
C00-D48 新生物 5 1 15 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 
E00-E90 内分泌,栄養及び代謝疾患 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
G00-G99 神経系の疾患 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
I00-I99 循環器系の疾患 11 3 35 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 
J00-J99 呼吸器系の疾患 4 0 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
K00-K93 消化器系の疾患 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
M00-M99 筋骨格系及び結合組織の疾患 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
N00-N99 尿路性器系の疾患 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
O00-O99 妊娠,分娩及び産じょく〈褥〉 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

R00-R99 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検
査所見で他に分類されないもの 5 1 27 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 

S00-T98 損傷,中毒及びその他の外因の影響 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
V00-Y98 傷病及び死亡の外因 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

 死因不明又は ICD-10未付与 0 1 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
 生存・生死未確認 9 21 292 230 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 

 
 
 
ズ 
 
ナ 
 
メ  
 
ン 
 
カ 

 小 計 47 29 392 439 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 911 

添付資料-１８ 
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A00-B99 感染症及び寄生虫症 18 1 32 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 
C00-D48 新生物 26 4 102 34 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 
E00-E90 内分泌,栄養及び代謝疾患 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
F00-F99 精神及び行動の障害 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
G00-G99 神経系の疾患 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
I00-I99 循環器系の疾患 48 1 44 188 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 
J00-J99 呼吸器系の疾患 12 0 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
K00-K93 消化器系の疾患 2 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
M00-M99 筋骨格系及び結合組織の疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
N00-N99 尿路性器系の疾患 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
O00-O99 妊娠,分娩及び産じょく〈褥〉 1 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Q00-Q99 先天奇形,変形及び染色体異常 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

R00-R99 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検
査所見で他に分類されないもの 30 1 78 35 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 

S00-T98 損傷,中毒及びその他の外因の影響 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
V00-Y98 傷病及び死亡の外因 9 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

 死因不明又は ICD-10未付与 3 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
 生存・生死未確認 524 84 451 49 10 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1122 

 
 

 
カ 
 
イ 
 
ナ 
 

|  
 
ル 

 小 計 683 98 872 220 25 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1908 
A00-B99 感染症及び寄生虫症 16 0 2 1 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
C00-D48 新生物 33 1 8 8 92 12 16 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 174 

D50-D89 血液及び造血器の疾患ならびに免疫
機構の障害 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

E00-E90 内分泌,栄養及び代謝疾患 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
F00-F99 精神及び行動の障害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
G00-G99 神経系の疾患 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
H00-H59 眼及び付属器の疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
I00-I99 循環器系の疾患 85 1 11 15 200 37 39 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 
J00-J99 呼吸器系の疾患 14 0 2 0 11 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
K00-K93 消化器系の疾患 7 0 1 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
M00-M99 筋骨格系及び結合組織の疾患 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
N00-N99 尿路性器系の疾患 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
O00-O99 妊娠,分娩及び産じょく〈褥〉 8 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

R00-R99 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検
査所見で他に分類されないもの 25 0 8 3 40 10 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 94 

S00-T98 損傷,中毒及びその他の外因の影響 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
V00-Y98 傷病及び死亡の外因 10 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

Z00-Z99 健康状態に影響をおよぼす要因及び
保健サービスの利用 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明又は ICD-10未付与 25 0 1 4 25 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 
 生存・生死未確認 844 19 57 109 287 51 14 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1390 

 

 

 

カ 
 
ラ 
 
ウ 
 

|  
 
ル 

 小 計 1076 21 94 143 700 133 77 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2269 
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線 量（Gy） 
 
居
住
地 

ICD-10 死因となった疾患 
0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～0.4 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 

合 計 

A00-B99 感染症および寄生虫症 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

C00-D48 新生物 0 141 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 143 

D50-D89 
血液および造血器の疾患ならびに免疫
機構の障害 

0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

E00-E90 内分泌､栄養および代謝疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
F00-F99 精神および行動の障害 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
G00-G99 神経系の疾患 0 442 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 444 

I00-I99 循環器系の疾患 0 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

J00-J99 呼吸器系の疾患 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

K00-K93 消化器系の疾患 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

N00-N99 尿路性器系の疾患 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

O00-O99 妊娠、分娩および産じょく<褥> 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

R00-R99 
症状、徴候および異常臨床所見・異常
検査所見で他に分類されないもの 

0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

S00-T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

V00-Y98 傷病および死亡の外因 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Z00-Z99 健康状態に影響をおよぼす要因及び
保健サービスの利用 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 生存または死亡未確認 73 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968 

 

 

ボ

ル

シ

ャ

ヤ

・ 

ウ

ラ

ジ

ミ

ロ

フ

カ 

 小 計 74 1622 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1701 

A00-B99 感染症および寄生虫症 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C00-D48 新生物 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

G00-G99 神経系の疾患 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

I00-I99 循環器系の疾患 15 3 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 58 

J00-J99 呼吸器系の疾患 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

K00-K93 消化器系の疾患 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

R00-R99 
症状、徴候および異常臨床所見・異常
検査所見で他に分類されないもの 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

S00-T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

V00-Y98 傷病および死亡の外因 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

 生存または死亡未確認 112 5 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 148 

 

 

 

モ

ス

テ

ィ

ク 

 小 計 127 9 92 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 1 1 0 237 
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A00-B99 感染症および寄生虫症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

C00-D48 新生物 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 0 16 

G00-G99 神経系の疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

I00-I99 循環器系の疾患 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 28 20 0 66 

J00-J99 呼吸器系の疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 

K00-K93 消化器系の疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

O00-O99 妊娠、分娩および産じょく<褥> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

R00-R99 
症状、徴候および異常臨床所見・異常
検査所見で他に分類されないもの 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 9 

S00-T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

V00-Y98 傷病および死亡の外因 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 

 生存または死亡未確認 136 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 16 28 2 0 187 

 

 

チ

ェ

レ

ム

シ

ュ

キ 

 小 計 147 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 35 70 36 0 297 

C00-D48 新生物 0 1 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

I00-I99 循環器系の疾患 0 1 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 

J00-J99 呼吸器系の疾患 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

K00-K93 消化器系の疾患 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

N00-N99 尿路性器系の疾患 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

S00-T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

V00-Y98 傷病および死亡の外因 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 生存または死亡未確認 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

カ

ノ

ネ

ル

カ 

 小 計 0 4 0 88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 

A00-B99 感染症および寄生虫症 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C00-D48 新生物 6 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 

E00-E90 内分泌、栄養および代謝疾患 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

I00-I99 循環器系の疾患 7 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 

J00-J99 呼吸器系の疾患 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

K00-K93 消化器系の疾患 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

N00-N99 尿路性器系の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R00-R99 
症状、徴候および異常臨床所見・異常
検査所見で他に分類されないもの 

3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

S00-T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

V00-Y98 傷病および死亡の外因 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

 生存または死亡未確認 144 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 

 

 

 

セ

ミ

ヤ

ル

カ 

 小 計 173 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 
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線 量（Gy） 
 
居
住
地 

ICD-10 死因となった疾患 
0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～0.4 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 

合 計 

C00-D48 新生物 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I00-I99 循環器系の疾患 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

J00-J99 呼吸器系の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R00-R99 
症状、徴候および異常臨床所見・異常

検査所見で他に分類されないもの 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 生存または死亡未確認 18 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

 

イ

ズ

ベ

ス

ツ

カ 

 小 計 20 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 

A00-B99 感染症および寄生虫症 21 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

C00-D48 新生物 70 2 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 

D50-D89 
血液および造血器の疾患ならびに免疫

機構の障害 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

E00-E90 内分泌、栄養および代謝疾患 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

G00-G99 神経系の疾患 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

I00-I99 循環器系の疾患 289 6 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 

J00-J99 呼吸器系の疾患 19 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

K00-K93 消化器系の疾患 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

M00-M99 筋骨格系および結合組織の疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

N00-N99 尿路性器系の疾患 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

R00-R99 
症状、徴候および異常臨床所見・異常

検査所見で他に分類されないもの 
19 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

S00-T98 損傷、中毒およびその他の外因の影響 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

V00-Y98 傷病および死亡の外因 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

 生存または死亡未確認 421 13 46 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 

 

 

 

 

そ 

 

の 

 

他 

 小 計 908 24 145 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1082 
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死因別の外部被ばく線量範囲ごとの人数（ICD-10中分類：男性）（平成２１年３月時点） 

線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

ドロン 

A00-A09 腸管感染症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

A15-A19 結核 0 4 6 2 0 0 0 0 0 0 5 3 10 0 0 0 0 30 

A30-A49 その他の細菌性疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

B00-B09 
皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス
感染症 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

C00-C14 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C15-C26 消化器の悪性新生物 0 13 9 0 0 0 0 0 0 0 5 5 15 0 0 0 0 47 

C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 0 10 7 2 0 0 0 0 0 0 2 2 6 0 1 0 0 30 

C40-C41 骨及び関節軟骨の悪性新生物 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C60-C63 男性性器の悪性新生物 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C64-C68 腎尿路の悪性新生物 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 5 

C69-C72 
眼、脳及びその他の中枢神経系の部位
の悪性新生物 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

C76-C80 
部位不明確、続発部位及び部位不明の
悪性新生物 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

C81-C96 
リンパ組織、造血組織及び関連組織の
悪性新生物 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

F10-F19 
精神作用物質使用による精神及び行動
の障害 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

G00-G09 中枢神経系の炎症性疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

G40-G47 挿間性及び発作性障害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

G80-G83 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

G90-G99 神経系のその他の障害 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 

I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

I10-I15 高血圧性疾患 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 8 

I20-I25 虚血性心疾患 2 25 20 2 1 0 0 0 0 3 11 4 27 1 0 2 0 98 

I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 9 

I30-I52 その他の型の心疾患 1 16 14 1 0 0 0 0 0 0 6 3 22 3 0 1 0 67 

I60-I69 脳血管疾患 0 5 11 0 0 0 0 0 0 0 8 1 8 2 1 1 0 37 

I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 6 

J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 7 

J40-J47 慢性下気道疾患 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 12 

J60-J70 外的因子による肺疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

添付資料-１９ 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

J85-J86 下気道の化膿性及びえ死性病態 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

J95-J99 呼吸器系のその他の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 

K20-K31 食道､胃及び十二指腸の疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

K35-K38 虫垂の疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 

K55-K63 腸のその他の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K65-K67 腹膜の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

K70-K77 肝疾患 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 8 

K90-K93 消化器系のその他の疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

N17-N19 腎不全 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

Q00-Q07 神経系の先天奇形 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R50-R69 全身症状及び徴候 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 22 

R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 10 

S00-S09 頭部損傷 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11 

S20-S29 胸部損傷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

S30-S39 腹部､下背部､腰椎及び骨盤部の損傷 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

T00-T07 多部位の損傷 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

T08-T14 
部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷又
は部位不明の損傷 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 

T66-T78 外因のその他及び詳細不明の作用 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

V80-V89 その他の陸上交通事故 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

V98-V99 その他及び詳細不明の交通事故 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

W65-W74 不慮の溺死及び溺水 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 9 

W75-W84 その他の不慮の窒息 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 

X00-X09 煙、火及び火災への曝露 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

X30-X39 自然の力への曝露 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

X60-X84 故意の自傷及び自殺 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 

X85-Y09 加害にもとづく障害及び死亡 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 2 6 2 0 1 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 19 

Y83-Y84 
患者の異常反応又は後発合併症を生じ
た外科的及びその他の医学的処置で、
処置時には事故の記載がないもの 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Y85-Y89 加害にもとづく傷害及び死亡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Z70-Z76 
その他の環境下での保健サービスの利
用者 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 3 22 12 1 0 0 0 0 0 0 9 7 15 0 0 0 0 69 

 生存または死亡未確認 51 352 152 9 1 0 0 0 0 4 58 25 33 2 1 0 0 688 

 小 計 63 516 267 17 4 0 0 0 0 9 129 69 184 12 4 7 0 1281 
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ズナメンカ 

A00-A09 腸管感染症 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

A15-A19 結核 6 1 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

A30-A49 その他の細菌性疾患 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

B15-B19 ウイルス肝炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

B90-B94 感染症及び寄生虫症の誘発・後遺症 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C00-C14 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C15-C26 消化器の悪性新生物 2 3 12 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 

C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 2 0 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

C43-C44 
皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性

新生物 
0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C60-C63 男性性器の悪性新生物 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C64-C68 腎尿路の悪性新生物 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C69-C72 
眼、脳及びその他の中枢神経系の部位

の悪性新生物 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C76-C80 部位不明確、続発部位及び部位不明の

悪性新生物 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C81-C96 
リンパ組織、造血組織及び関連組織の

悪性新生物 
0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

E10-E14 糖尿病 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

F10-F19 
精神作用物質使用による精神及び行動

の障害 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G90-G99 神経系のその他の障害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

I10-I15 高血圧性疾患 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

I20-I25 虚血性心疾患 3 1 23 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 

I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

I30-I52 その他の型の心疾患 4 0 5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

I60-I69 脳血管疾患 4 0 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 

I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

J00-J06 急性上気道感染症 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

J40-J47 慢性下気道疾患 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

J80-J84 
主として間質を障害するその他の呼吸器

疾患 
0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

J85-J86 下気道の化膿性及びえ死性病態 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

J95-J99 呼吸器系のその他の疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K20-K31 食道､胃及び十二指腸の疾患 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

K55-K63 腸のその他の疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K70-K77 肝疾患 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

L20-L30 皮膚炎及び湿疹 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

N00-N08 糸球体疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

N17-N19 腎不全 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

N25-N29 腎及び尿管のその他の障害 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

N40-N51 男性性器の疾患 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R25-R29 
神経系及び筋骨格系に関する症状及び

徴候 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R50-R69 全身症状及び徴候 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 14 4 23 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 

S00-S09 頭部損傷 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

T08-T14 
部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷又

は部位不明の損傷 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

V98-V99 その他及び詳細不明の交通事故 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

W20-W49 生物によらない機械的な力への曝露 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

W65-W74 不慮の溺死及び溺水 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

W75-W84 その他の不慮の窒息 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

X10-X19 熱及び高温物質との接触 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

X30-X39 自然の力への曝露 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

X58-X59 
その他及び詳細不明の要因への不慮の

曝露 
1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

X60-X84 故意の自傷及び自殺 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

X85-Y09 加害にもとづく障害及び死亡 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 3 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

Z70-Z76 
その他の環境下での保健サービスの利

用者 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 2 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

 生存または死亡未確認 4 33 229 176 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 

 小 計 56 48 380 390 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876 
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カイナール 

A00-A09 腸管感染症 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
A15-A19 結核 12 0 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 

A20-A28 人畜共通細菌性疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

A30-A49 その他の細菌性疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

B00-B09 
皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス
感染症 

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

C00-C14 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C15-C26 消化器の悪性新生物 20 4 46 38 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 

C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 7 0 22 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 

C40-C41 骨及び関節軟骨の悪性新生物 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C60-C63 男性性器の悪性新生物 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

C64-C68 腎尿路の悪性新生物 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

C69-C72 
眼、脳及びその他の中枢神経系の部位
の悪性新生物 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C76-C80 
部位不明確、続発部位及び部位不明の
悪性新生物 

0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

C81-C96 リンパ組織、造血組織及び関連組織の
悪性新生物 

0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

C97- 独立した（原発性）多部位の悪性新生物 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

D37-D48 性状不詳又は不明の新生物 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

D60-D64 無形成性貧血及びその他の貧血 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

E00-E07 甲状腺障害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

F20-F29 
精神分裂病､分裂病型障害及び妄想性
障害 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

G00-G09 中枢神経系の炎症性疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G40-G47 挿間性及び発作性障害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G90-G99 神経系のその他の障害 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I10-I15 高血圧性疾患 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

I20-I25 虚血性心疾患 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 36 4 59 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 

I30-I52 その他の型の心疾患 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

I60-I69 脳血管疾患 15 0 21 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 

I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 12 1 26 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 

J00-J06 急性上気道感染症 2 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 3 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

J40-J47 慢性下気道疾患 1 1 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

J60-J70 外的因子による肺疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

J80-J84 
主として間質を障害するその他の呼吸器
疾患 

1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 

-
213 -



 

 

線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

J85-J86 下気道の化膿性及びえ死性病態 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
J90-J94 胸膜のその他の疾患 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
J95-J99 呼吸器系のその他の疾患 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

K20-K31 食道､胃及び十二指腸の疾患 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
K65-K67 腹膜の疾患 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
K70-K77 肝疾患 1 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
K80-K87 胆のう〈嚢〉､胆管及び膵の障害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
K90-K93 消化器系のその他の疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
N00-N08 糸球体疾患 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
N10-N16 腎尿細管間質性疾患 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
N17-N19 腎不全 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
N40-N51 男性性器の疾患 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

R00-R09 
循環器系及び呼吸器系に関する症状及
び徴候 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R50-R69 全身症状及び徴候 4 1 7 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 24 3 52 21 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 
S00-S09 頭部損傷 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

T79 外傷の早期合併症 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
V20-V29 交通事故により受傷したオートバイ乗員 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
V80-V89 その他の陸上交通事故 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
V95-V97 航空及び宇宙交通事故 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
V98-V99 その他及び詳細不明の交通事故 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
W20-W49 生物によらない機械的な力への曝露 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
W65-W74 不慮の溺死及び溺水 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
W75-W84 その他の不慮の窒息 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

W85-W99 
電流、放射線ならびに極端な気温及び

気圧への曝露 
0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

X10-X19 熱及び高温物質との接触 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
X30-X39 自然の力への曝露 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

X58-X59 
その他及び詳細不明の要因への不慮の

曝露 
5 0 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

X60-X84 故意の自傷及び自殺 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 5 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Y35-Y36 法的介入及び戦争行為 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Y85-Y89 加害にもとづく傷害及び死亡 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 4 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
 生存または死亡未確認 493 89 384 53 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1027 

 小 計 690 113 761 285 23 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1879 
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カラウール 

A00-A09 腸管感染症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
A15-A19 結核 23 1 1 7 16 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 
A20-A28 人畜共通細菌性疾患 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
A30-A49 その他の細菌性疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

B00-B09 皮膚および粘膜病変を特徴とするウイル
ス感染症 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

B15-B19 ウイルス肝炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
B65-B83 ぜん<蠕>虫症 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
C00-C14 口唇､口腔および咽頭の悪性新生物 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
C15-C26 消化器の悪性新生物 32 0 12 9 45 8 23 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 138 
C30-C39 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 7 0 1 7 12 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 
C40-C41 骨および関節軟骨の悪性新生物 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
C45-C49 中皮および軟部組織の悪性新生物 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
C60-C63 男性性器の悪性新生物 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
C64-C68 腎尿路の悪性新生物 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

 
C69-C72 

眼､脳および中枢神経系のその他の部
位の悪性新生物 

4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

C76-C80 部位不明確､続発部位および部位不明
の悪性新生物 

7 0 0 0 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

C81-C96 原発と記載されたまたは推定されたリン
パ組織､造血組織および関連組織の悪
性新生物 

1 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

D37-D48 性状不詳または不明の新生物 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
E10-E14 糖尿病 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
E70-E90 代謝障害 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
F00-F09 症状性を含む器質性精神障害 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

F20-F29 精神分裂病､分裂病型障害および妄想
性障害 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

G00-G09 中枢神経系の炎症性疾患 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
G40-G47 挿間性および発作性障害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
G80-G83 脳性麻痺およびその他の麻痺性障害 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
G90-G99 神経系のその他の障害 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
I10-I15 高血圧性疾患 3 0 0 2 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
I20-I25 虚血性心疾患 33 3 3 18 51 13 23 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 
I26-I28 肺性心疾患および肺循環疾患 3 0 0 1 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
I30-I52 その他の型の心疾患 30 1 2 7 27 9 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 
I60-I69 脳血管疾患 24 1 1 12 31 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 
I70-I79 動脈､細動脈および毛細血管の疾患 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

I80-I89 静脈､リンパ管およびリンパ節の疾患､他
に分類されないもの 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I95-I99 循環器系のその他および詳細不明の疾
患 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

J10-J18 インフルエンザおよび肺炎 7 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
J40-J47 慢性下気道感染 5 0 0 3 13 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

J80-J84 主として間質を傷害するその他の呼吸器
疾患 

2 1 2 1 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

J90-J94 胸膜のその他の疾患 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

J95-J99 呼吸器系のその他の疾患 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
K20-K31 食道､胃および十二指腸の疾患 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
K55-K63 腸のその他の疾患 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
K65-K67 腹膜の疾患 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
K70-K77 肝疾患 6 0 1 2 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
K80-K87 胆のう<嚢>､胆管および膵の障害 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
N00-N08 糸球体疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
N10-N16 腎尿細管間質性疾患 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
N17-N19 腎不全 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
N40-N51 男性性器の疾患 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Q20-Q28 循環器系の先天奇形 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R00-R09 循環器系および呼吸器系に関する症状
およぴ徴候 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

R50-R69 全身症状および徴候 11 1 2 1 13 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 
R95-R99 診断名不明確および原因不明の死亡 11 0 5 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
S00-S09 頭部損傷 4 1 1 3 9 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
S10-S19 頚部損傷 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
S20-S29 胸部<郭>損傷 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
S80-S89 膝および下腿の損傷 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
T00-T07 多部位の損傷 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T08-T14 部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷ま
たは部位不明の損傷 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T66-T78 外因のその他および詳細不明の作用 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
T79 外傷の早期合併症 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

T90-T98 損傷､中毒およびその他の外因による影
響の続発・後遺症 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

V01-V09 交通事故により受傷した歩行者 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
V80-V89 その他の陸上交通事故 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
V98-V99 その他および詳細不明の交通事故 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
W00-W19 転倒・転落 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
W65-W74 不慮の溺死および溺水 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
W75-W84 その他の不慮の事故 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

W85-W99 電流､放射線ならびに極端な気温および
気圧への曝露 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

X30-X39 自然の力への曝露 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

X58-X59 その他および詳細不明の要因への不慮
の曝露 

1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

X60-X84 故意の自傷および自殺 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
X85-Y09 加害にもとづく障害および死亡 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 23 0 1 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 
Y85-Y89 傷病および死亡の外因の続発・後遺症 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Z70-Z76 その他の環境下での保健サービスの利用
者 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 24 1 1 5 15 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 
 生存または死亡未確認 771 16 70 104 200 32 24 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1224 

 小 計 1088 28 112 204 523 84 154 56 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2252 
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セミパラチンスク集団-I 合計 

A00-A09 腸管感染症 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

A15-A19 結核 41 6 40 37 16 3 5 2 0 0 5 3 10 0 0 0 0 168 

A20-A28 人畜共通細菌性疾患 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

A30-A49 その他の細菌性疾患 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 

B00-B09 
皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイル
ス感染症 

2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 

B15-B19 ウイルス肝炎 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

B65-B83 ぜん虫症 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

B90-B94 感染症及び寄生虫症の誘発・後遺症 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C00-C14 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

C15-C26 消化器の悪性新生物 54 20 79 73 46 8 23 9 0 0 5 5 16 0 0 0 0 338 

C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 16 10 35 34 13 3 3 3 0 0 2 2 6 0 1 0 0 128 

C40-C41 骨及び関節軟骨の悪性新生物 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

 

C43-C44 
皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪
性新生物 

0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

C60-C63 男性性器の悪性新生物 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

C64-C68 腎尿路の悪性新生物 2 1 4 4 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 17 

C69-C72 
眼、脳及びその他の中枢神経系の部位
の悪性新生物 

5 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 

C76-C80 
部位不明確、続発部位及び部位不明の
悪性新生物 

7 1 4 5 7 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29 

C81-C96 
リンパ組織、造血組織及び関連組織の
悪性新生物 

1 2 4 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

C97- 独立した（原発性）多部位の悪性新生物 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

D37-D48 性状不詳又は不明の新生物 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

D60-D64 無形成性貧血及びその他の貧血 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

E00-E07 甲状腺障害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

E10-E14 糖尿病 2 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

E70-E90 代謝障害 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

F00-F09 症状性を含む器質性精神障害 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

F10-F19 
精神作用物質使用による精神及び行動
の障害 

0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

F20-F29 
精神分裂病､分裂病型障害及び妄想性
障害 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

G00-G09 中枢神経系の炎症性疾患 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 

G40-G47 挿間性及び発作性障害 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 

G80-G83 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
G90-G99 神経系のその他の障害 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 
I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 3 2 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

I10-I15 高血圧性疾患 4 4 5 11 12 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 43 
I20-I25 虚血性心疾患 74 33 105 105 56 13 23 13 0 3 11 4 27 1 0 2 0 470 
I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 4 3 6 8 6 3 2 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 37 
I30-I52 その他の型の心疾患 50 17 42 30 28 9 17 4 0 0 6 3 22 3 0 1 0 232 
I60-I69 脳血管疾患 40 7 47 59 31 1 6 7 0 0 8 1 8 2 1 1 0 219 
I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 2 1 10 8 1 1 4 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 32 

I80-I89 
静脈､リンパ管およびリンパ節の疾患､他
に分類されないもの 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I95-I99 
循環器系のその他及び詳細不明の障
害 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

J00-J06 急性上気道感染症 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 13 0 9 3 5 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 35 
J40-J47 慢性下気道疾患 7 6 17 10 13 0 4 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 64 
J60-J70 外的因子による肺疾患 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

J80-J84 
主として間質を障害するその他の呼吸
器疾患 

3 2 6 9 4 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 31 

J85-J86 下気道の化膿性及びえ死性病態 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 
J90-J94 胸膜のその他の疾患 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
J95-J99 呼吸器系のその他の疾患 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 10 

K20-K31 食道､胃及び十二指腸の疾患 7 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 
K35-K38 虫垂の疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 
K55-K63 腸のその他の疾患 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
K65-K67 腹膜の疾患 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7 
K70-K77 肝疾患 7 2 15 9 5 0 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 46 
K80-K87 胆のう〈嚢〉､胆管及び膵の障害 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
K90-K93 消化器系のその他の疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
L20-L30 皮膚炎及び湿疹 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
N00-N08 糸球体疾患 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
N10-N16 腎尿細管間質性疾患 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
N17-N19 腎不全 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8 
N25-N29 腎及び尿管のその他の障害 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
N40-N51 男性性器の疾患 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Q00-Q07 神経系の先天奇形 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Q20-Q28 循環器系の先天奇形 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R00-R09 循環器系及び呼吸器系に関する症状
及び徴候 

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

R25-R29 神経系及び筋骨格系に関する症状及
び徴候 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R50-R69 全身症状及び徴候 16 9 15 12 15 2 6 3 0 0 0 1 9 0 0 0 0 88 
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R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 50 10 81 50 6 2 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 206 
S00-S09 頭部損傷 6 9 12 6 9 0 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 50 
S10-S19 頚部損傷 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
S20-S29 胸部損傷 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 
S30-S39 腹部､下背部､腰椎及び骨盤部の損傷 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
S80-S89 膝及び下腿の損傷 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
T00-T07 多部位の損傷 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

T08-T14 
部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷又
は部位不明の損傷 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 10 
T66-T78 外因のその他及び詳細不明の作用 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 

T79 外傷の早期合併症 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

T90-T98 
損傷､中毒及びその他の外因による影
響の続発・後遺症 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

V20-V29 交通事故により受傷したオートバイ乗員 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
V80-V89 その他の陸上交通事故 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
V95-V97 航空及び宇宙交通事故 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
V98-V99 その他及び詳細不明の交通事故 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 
W00-W19 転倒・転落 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
W20-W49 生物によらない機械的な力への曝露 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
W65-W74 不慮の溺死及び溺水 8 3 3 3 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 24 
W75-W84 その他の不慮の窒息 7 3 2 4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 21 

W85-W99 
電流、放射線ならびに極端な気温及び
気圧への曝露 

1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

X00-X09 煙、火及び火災への曝露 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
X10-X19 熱及び高温物質との接触 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
X30-X39 自然の力への曝露 7 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 

X58-X59 
その他及び詳細不明の要因への不慮
の曝露 

7 0 13 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

X60-X84 故意の自傷及び自殺 1 7 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 19 
X85-Y09 加害にもとづく障害及び死亡 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 33 7 13 13 6 1 1 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 82 
Y35-Y36 法的介入及び戦争行為 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Y83-Y84 
患者の異常反応又は後発合併症を生じ
た外科的及びその他の医学的処置で、
処置時には事故の記載がないもの 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Y85-Y89 加害にもとづく傷害及び死亡 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

Z70-Z76 
その他の環境下での保健サービスの利
用者 

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 33 25 27 10 15 1 6 3 0 0 9 7 15 0 0 0 0 151 
 生存または死亡未確認 1319 490 835 342 205 35 25 6 2 4 58 25 33 2 1 0 0 3382 

 小 計 1897 705 1520 896 550 88 155 59 2 9 129 69 186 12 4 7 0 6288 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

ボルシャヤ・ウラジミロフカ 

A15-A19 結核 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 

A30-A49 その他の細菌性疾患 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

B00-B09 
皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイル

ス感染症 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

B65-B83 ぜん〈蠕〉虫症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C00-C14 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

C15-C26 消化器の悪性新生物 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 74 

C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 0 57 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 

C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C60-C63 男性性器の悪性新生物 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

C64-C68 腎尿路の悪性新生物 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
 

C69-C72 
眼，脳及びその他の中枢神経系の部

位の悪性新生物 
0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

C73-C75 甲状腺及びその他の内分泌腺 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C76-C80 部位不明確､続発部位及び部位不明

の悪性新生物 
0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

C81-C96 
原発と記載された又は推定されたリン

パ組織､造血組織及び関連組織の悪

性新生物 
0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

E10-E14 糖尿病 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

F10-F19 
精神作用物質使用による精神及び行

動の障害 
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

F30-F39 気分[感情]障害 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G00-G09 中枢神経系の炎症性疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

I10-I15 高血圧性疾患 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

I20-I25 虚血性心疾患 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 

I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 

I30-I52 その他の型の心疾患 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 

I60-I69 脳血管疾患 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 58 

I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

J40-J47 慢性下気道感染 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 

J80-J84 
主として間質を傷害するその他の呼吸

器疾患 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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J85-J86 下気道の化膿性及びえ〈壊〉死性病態 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

J90-J94 胸膜のその他の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

J95-J99 呼吸器系のその他の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K20-K31 食道､胃及び十二指腸の疾患 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

K35-K38 虫垂の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K40-K46 ヘルニア 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

K50-K52 非感染性腸炎及び非感染性大腸炎 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K65-K67 腹膜の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K70-K77 肝疾患 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

K80-K87 胆のう〈嚢〉､胆管及び膵の障害 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

N17-N19 腎不全 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Q20-Q28 循環器系の先天奇形 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

R00-R09 
循環器系及び呼吸器系に関する症状

及び徴候 
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

R50-R69 全身症状及び徴候 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

S00-S09 頭部損傷 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

S10-S19 頚部損傷 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

S30-S39 腹部､下背部､腰椎及び骨盤部の損傷 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T08-T14 
部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷
又は部位不明の損傷 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

T66-T78 外因のその他及び詳細不明の作用 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

T79 外傷の早期合併症 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

T90-T98 
損傷､中毒及びその他の外因による影

響の続発・後遺症 
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

V80-V89 その他の陸上交通事故 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

V98-V99 その他及び詳細不明の交通事故 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

W65-W74 不慮の溺死及び溺水 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

X58-X59 
その他及び詳細不明の要因への不慮

の曝露 
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

X60-X84 故意の自傷及び自殺 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Y85-Y89 傷病及び死亡の外因の続発・後遺症 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 生存または死亡未確認 71 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 796 

 小 計 72 1478 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1557 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

モスティク  

A15-A19 結核 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
C00-C14 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
C15-C26 消化器の悪性新生物 0 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 

F10-F19 
精神作用物質使用による精神及び行
動の障害 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
I10-I15 高血圧性疾患 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

I20-I25 虚血性心疾患 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 21 
I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I30-I52 その他の型の心疾患 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
I60-I69 脳血管疾患 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

J40-J47 慢性下気道感染 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
J80-J84 主として間質を傷害するその他の呼吸

器疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

J85-J86 下気道の化膿性及びえ〈壊〉死性病態 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
K20-K31 食道､胃及び十二指腸の疾患 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
K35-K38 虫垂の疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K65-K67 腹膜の疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
N17-N19 腎不全 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R50-R69 全身症状及び徴候 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

S00-S09 頭部損傷 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
T79 外傷の早期合併症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T90-T98 
損傷､中毒及びその他の外因による影
響の続発後遺症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

V98-V99 その他及び詳細不明の交通事故 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
W65-W74 不慮の溺死及び溺水 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
W75-W84 その他の不慮の事故 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
X00-X09 煙､火及び火災への曝露 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

X58-X59 
その他及び詳細不明の要因への不慮
の曝露 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

X60-X84 故意の自傷及び自殺 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
X85-Y09 加害にもとづく障害及び死亡 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
 生存または死亡未確認 99 4 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 132 

 小 計 123 6 112 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 1 0 249 
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チェレムシュキ  

A15-A19 結核 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 

C15-C26 消化器の悪性新生物 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 1 10 

C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 13 

C69-C72 
眼，脳及びその他の中枢神経系の部
位の悪性新生物 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

G40-G47 挿間性及び発作性障害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

G80-G83 脳性麻痺及びその他の麻痺性障害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

I10-I15 高血圧性疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I20-I25 虚血性心疾患 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 8 0 28 

I30-I52 その他の型の心疾患 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 0 15 

I60-I69 脳血管疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 10 

J40-J47 慢性下気道感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

J80-J84 
主として間質を傷害するその他の呼吸
器疾患 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

J90-J94 胸膜のその他の疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K40-K46 ヘルニア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

K65-K67 腹膜の疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 

K70-K77 肝疾患 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

R50-R69 全身症状及び徴候 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 

R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

S00-S09 頭部損傷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

S10-S19 頚部損傷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 

T66-T78 外因のその他及び詳細不明の作用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

T79 外傷の早期合併症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

V80-V89 その他の陸上交通事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

X60-X84 故意の自傷及び自殺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

Y85-Y89 傷病及び死亡の外因の続発・後遺症 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

 生存または死亡未確認 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 20 8 0 160 

 小 計 146 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 43 39 40 4 280 

-
223 -



 

 

 
線 量（Gy） 

ICD-10 死因となった疾患 
0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 

合 計 

カノネルカ  

A15-A19 結核 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

A30-A49 その他の細菌性疾患 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C00-C14 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C15-C26 消化器の悪性新生物 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

C60-C63 男性性器の悪性新生物 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C64-C68 腎尿路の悪性新生物 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C81-C96 
原発と記載された又は推定されたリン
パ組織､造血組織及び関連組織の悪
性新生物 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I20-I25 虚血性心疾患 0 1 1 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

I30-I52 その他の型の心疾患 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

I60-I69 脳血管疾患 0 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

K65-K67 腹膜の疾患 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K80-K87 胆のう〈嚢〉､胆管及び膵の障害 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R00-R09 
循環器系及び呼吸器系に関する症状
及び徴候 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

S00-S09 頭部損傷 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

S30-S39 腹部､下背部､腰椎及び骨盤部の損傷 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T29-T32 多部位及び部位不明の熱傷及び腐食 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

T79 外傷の早期合併症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

W85-W99 
電流､放射線ならびに極端な気温及び
気圧への曝露 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 生存または死亡未確認 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 小 計 0 10 1 60 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 
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セミヤルカ  

A15-A19 結核 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

C00-C14 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C15-C26 消化器の悪性新生物 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C64-C68 腎尿路の悪性新生物 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C81-C96 
部位不明確､続発部位及び部位不明

の悪性新生物 
2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

C81-C96 

原発と記載された又は推定されたリン

パ組織､造血組織及び関連組織の悪

性新生物 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

D70-D77 血液及び造血器のその他の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G40-G47 挿間性及び発作性障害 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I00-I02 急性リウマチ熱 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I10-I15 高血圧性疾患 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

I20-I25 虚血性心疾患 5 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 52 

I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

I30-I52 その他の型の心疾患 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

I60-I69 脳血管疾患 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

J40-J47 慢性下気道感染 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

K20-K31 食道､胃及び十二指腸の疾患 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

K35-K38 虫垂の疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K55-K63 腸のその他の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K65-K67 腹膜の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K70-K77 肝疾患 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

M86-M90 その他の骨障害 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

R50-R69 全身症状及び徴候 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

S00-S09 頭部損傷 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

T66-T78 外因のその他及び詳細不明の作用 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

T79 外傷の早期合併症 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

V98-V99 その他及び詳細不明の交通事故 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

W20-W49 生物によらない機械的な力への曝露 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

W65-W74 不慮の溺死及び溺水 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

X00-X09 煙､火及び火災への曝露 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

X30-X39 自然の力への曝露 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

X60-X84 故意の自傷及び自殺 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Y85-Y89 傷病及び死亡の外因の続発・後遺症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

 生存または死亡未確認 179 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 

 小 計 221 247 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 470 

イズベスツカ  

C15-C26 消化器の悪性新生物 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

I20-I25 虚血性心疾患 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

N17-N19 腎不全 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

X85-Y09 加害にもとづく障害及び死亡 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 生存または死亡未確認 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

 小 計 24 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 35 
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セミパラチンスク集団-II：その他（これらの村には P24値が不明な村が含まれるため、線量分布は不確実である） 

A15-A19 結核 31 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 

A30-A49 その他の細菌性疾患 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

C00-C14 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

C15-C26 消化器の悪性新生物 57 3 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 

C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 27 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 

C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C60-C63 男性性器の悪性新生物 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

C64-C68 腎尿路の悪性新生物 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

C69-C72 
眼，脳及びその他の中枢神経系の部位
の悪性新生物 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C76-C80 
部位不明確､続発部位及び部位不明の
悪性新生物 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

C81-C96 
原発と記載された又は推定されたリンパ
組織､造血組織及び関連組織の悪性新
生物 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

E10-E14 糖尿病 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

F10-F19 精神作用物質使用による精神及び行動
の障害 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

G00-G09 中枢神経系の炎症性疾患 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

G40-G47 挿間性及び発作性障害 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G80-G83 脳性麻痺及びその他の麻痺性障害 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G90-G99 神経系のその他の障害 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

I00-I02 急性リウマチ熱 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

I10-I15 高血圧性疾患 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

I20-I25 虚血性心疾患 126 3 25 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 156 

I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 12 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

I30-I52 その他の型の心疾患 67 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 

I60-I69 脳血管疾患 45 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 

I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

J40-J47 慢性下気道感染 23 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

J80-J84 
主として間質を傷害するその他の呼吸器
疾患 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

J85-J86 下気道の化膿性及びえ〈壊〉死性病態 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K20-K31 食道､胃及び十二指腸の疾患 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

K35-K38 虫垂の疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K55-K63 腸のその他の疾患 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

K65-K67 腹膜の疾患 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

K70-K77 肝疾患 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

K90-K93 消化器系のその他の疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

N17-N19 腎不全 4 0 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

R00-R09 
循環器系及び呼吸器系に関する症状及
び徴候 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R50-R69 全身症状及び徴候 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

S00-S09 頭部損傷 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

S10-S19 頚部損傷 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

S20-S29 胸部〈郭〉損傷 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

S30-S39 腹部､下背部､腰椎及び骨盤部の損傷 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

T08-T14 部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷又
は部位不明の損傷 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T20-T25 
体表面の熱傷及び腐食､明示された部
位 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

T66-T78 外因のその他及び詳細不明の作用 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

T79 外傷の早期合併症 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

V01-V09 交通事故により受傷した歩行者 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

V80-V89 その他の陸上交通事故 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

V95-V97 航空及び宇宙交通事故 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

V98-V99 その他及び詳細不明の交通事故 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

W65-W74 不慮の溺死及び溺水 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

W75-W84 その他の不慮の事故 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

X00-X09 煙､火及び火災への曝露 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

X60-X84 故意の自傷及び自殺 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

X85-Y09 加害にもとづく障害及び死亡 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Y85-Y89 傷病及び死亡の外因の続発・後遺症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

 生存または死亡未確認 379 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 

 小 計 933 22 123 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1094 
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セミパラチンスク集団-II 合計（未だデータ収集が不完全・P24値が不明な村が含まれる等の不確定要素が多いため、暫定的な集計である） 

A15-A19 結核 33 58 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 106 

A30-A49 その他の細菌性疾患 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

B00-B09 
皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイル

ス感染症 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

B65-B83 ぜん〈蠕〉虫症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C00-C14 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 6 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

C15-C26 消化器の悪性新生物 62 97 31 10 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 1 211 

C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 37 73 22 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 148 

C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

C60-C63 男性性器の悪性新生物 4 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

C64-C68 腎尿路の悪性新生物 4 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

C69-C72 
眼，脳及びその他の中枢神経系の部

位の悪性新生物 
2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 

C73-C75 甲状腺及びその他の内分泌腺 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C76-C80 
部位不明確､続発部位及び部位不明

の悪性新生物 
4 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

C81-C96 

原発と記載された又は推定されたリン

パ組織､造血組織及び関連組織の悪

性新生物 

6 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

D70-D77 血液及び造血器のその他の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

E10-E14 糖尿病 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

F10-F19 
精神作用物質使用による精神及び行

動の障害 
3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

F30-F39 気分[感情]障害 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G00-G09 中枢神経系の炎症性疾患 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

G40-G47 挿間性及び発作性障害 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

G80-G83 脳性麻痺及びその他の麻痺性障害 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

G90-G99 神経系のその他の障害 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

I00-I02 急性リウマチ熱 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 6 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

I10-I15 高血圧性疾患 8 13 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

I20-I25 虚血性心疾患 142 231 43 17 2 0 0 0 0 0 1 0 1 4 8 9 0 458 

I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 12 37 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 

I30-I52 その他の型の心疾患 71 65 13 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 0 168 

I60-I69 脳血管疾患 47 83 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 2 2 156 

I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 

J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 7 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 

J40-J47 慢性下気道感染 25 46 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 77 

J80-J84 
主として間質を傷害するその他の呼吸

器疾患 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 

J85-J86 下気道の化膿性及びえ〈壊〉死性病態 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

J90-J94 胸膜のその他の疾患 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

J95-J99 呼吸器系のその他の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K20-K31 食道､胃及び十二指腸の疾患 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

K35-K38 虫垂の疾患 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

K40-K46 ヘルニア 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

K50-K52 非感染性腸炎及び非感染性大腸炎 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K55-K63 腸のその他の疾患 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

K65-K67 腹膜の疾患 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9 

K70-K77 肝疾患 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24 

K80-K87 胆のう〈嚢〉､胆管及び膵の障害 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

K90-K93 消化器系のその他の疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

M86-M90 その他の骨障害 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

N17-N19 腎不全 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Q20-Q28 循環器系の先天奇形 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R00-R09 
循環器系及び呼吸器系に関する症状

及び徴候 
1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

R50-R69 全身症状及び徴候 9 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 27 

R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 11 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 25 

S00-S09 頭部損傷 11 17 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 35 
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S10-S19 頚部損傷 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

S20-S29 胸部〈郭〉損傷 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

S30-S39 腹部､下背部､腰椎及び骨盤部の損傷 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

T08-T14 
部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷

又は部位不明の損傷 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

T20-T25 
体表面の熱傷及び腐食､明示された部

位 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T29-T32 多部位及び部位不明の熱傷及び腐食 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 12 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 34 

T66-T78 外因のその他及び詳細不明の作用 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 

T79 外傷の早期合併症 10 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

T90-T98 
損傷､中毒及びその他の外因による影

響の続発・後遺症 
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

V01-V09 交通事故により受傷した歩行者 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

V80-V89 その他の陸上交通事故 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

V95-V97 航空及び宇宙交通事故 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

V98-V99 その他及び詳細不明の交通事故 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

W20-W49 生物によらない機械的な力への曝露 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

W65-W74 不慮の溺死及び溺水 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

W75-W84 その他の不慮の事故 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

W85-W99 
電流､放射線ならびに極端な気温及び

気圧への曝露 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

X00-X09 煙､火及び火災への曝露 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

X30-X39 自然の力への曝露 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

X58-X59 
その他及び詳細不明の要因への不慮

の曝露 
1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

X60-X84 故意の自傷及び自殺 9 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 27 

X85-Y09 加害にもとづく障害及び死亡 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 15 8 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 33 

Y85-Y89 傷病及び死亡の外因の続発・後遺症 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 17 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 27 

 生存または死亡未確認 863 783 60 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 17 20 8 0 1758 

 合 計 1519 1776 240 77 9 0 0 0 0 0 4 0 9 43 42 42 4 3765 
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死因別の外部被ばく線量範囲ごとの人数（ICD-10中分類：女性）（平成２１年３月時点） 

線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

ドロン  

A00-A09 腸管感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

A15-A19 結核 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 0 0 13 

B00-B09 
皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイル

ス感染症 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

C15-C26 消化器の悪性新生物 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 1 12 5 1 0 0 0 33 

C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C50 乳房の悪性新生物 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

C51-C58 女性性器の悪性新生物 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 9 

C64-C68 腎尿路の悪性新生物 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 

C76-C80 
部位不明確、続発部位及び部位不明の

悪性新生物 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C81-C96 
リンパ組織、造血組織及び関連組織の

悪性新生物 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

D60-D64 無形成性貧血及びその他の貧血 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

E10-E14 糖尿病 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 7 

F10-F19 
精神作用物質使用による精神及び行動

の障害 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

G00-G09 中枢神経系の炎症性疾患 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

G40-G47 挿間性及び発作性障害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

I10-I15 高血圧性疾患 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 12 

I20-I25 虚血性心疾患 0 11 16 3 0 0 0 0 0 0 9 28 23 1 1 2 0 94 

I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 

I30-I52 その他の型の心疾患 2 19 8 0 0 0 0 0 0 0 3 15 21 0 1 2 0 71 

I60-I69 脳血管疾患 0 11 13 1 0 0 0 0 0 0 3 13 8 0 1 0 0 50 

添付資料－20 
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I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6 

J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

J40-J47 慢性下気道疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 8 

J80-J84 
主として間質を障害するその他の呼吸

器疾患 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

K20-K31 食道､胃及び十二指腸の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K35-K38 虫垂の疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

K65-K67 腹膜の疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 5 

K70-K77 肝疾患 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 

N00-N08 糸球体疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

N17-N19 腎不全 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 

O00-O08 流産に終わった妊娠 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

O60-O75 分娩の合併症 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

R00-R09 
循環器系及び呼吸器系に関する症状及

び徴候 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

R50-R69 全身症状及び徴候 0 9 8 1 0 0 0 0 0 0 3 13 11 1 3 0 0 49 

R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 

S00-S09 頭部損傷 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

S70-S79 股関節部及び大腿の損傷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T66-T78 外因のその他及び詳細不明の作用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

T79 外傷の早期合併症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

V98-V99 その他及び詳細不明の交通事故 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

X00-X09 煙、火及び火災への曝露 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

X30-X39 自然の力への曝露 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

X60-X84 故意の自傷及び自殺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

X85-Y09 加害にもとづく障害及び死亡 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 0 11 8 3 0 0 0 0 0 0 5 9 7 2 1 0 0 46 

 生存または死亡未確認 62 403 172 6 0 0 0 0 0 14 101 55 24 6 6 4 0 853 

 小 計 66 510 251 18 1 0 0 0 0 16 144 169 121 13 16 8 0 1333 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

ズナメンカ  

A15-A19 結核 7 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

A20-A28 人畜共通細菌性疾患 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

A75-A79 リケッチア症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

B00-B09 
皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイル

ス感染症 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

B15-B19 ウイルス肝炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C00-C14 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C15-C26 消化器の悪性新生物 2 1 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 

C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C40-C41 骨及び関節軟骨の悪性新生物 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C43-C44 皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性
新生物 

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C50 乳房の悪性新生物 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

C51-C58 女性性器の悪性新生物 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

C64-C68 腎尿路の悪性新生物 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C73-C75 
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新

生物 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C76-C80 
部位不明確、続発部位及び部位不明の

悪性新生物 
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C81-C96 
リンパ組織、造血組織及び関連組織の

悪性新生物 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

E00-E07 甲状腺障害 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

E10-E14 糖尿病 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G00-G09 中枢神経系の炎症性疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G90-G99 神経系のその他の障害 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I00-I02 急性リウマチ熱 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

I10-I15 高血圧性疾患 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
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I20-I25 虚血性心疾患 3 1 15 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 

I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

I30-I52 その他の型の心疾患 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

I60-I69 脳血管疾患 4 2 10 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 

I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

J40-J47 慢性下気道疾患 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

J80-J84 
主として間質を障害するその他の呼吸器

疾患 
0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

J85-J86 下気道の化膿性及びえ死性病態 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K20-K31 食道､胃及び十二指腸の疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K55-K63 腸のその他の疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K65-K67 腹膜の疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K70-K77 肝疾患 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

M30-M36 全身性結合組織障害 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

N10-N16 腎尿細管間質性疾患 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

N17-N19 腎不全 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

O00-O08 流産に終わった妊娠 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

O30-O48 
胎児及び羊膜腔に関連する母体ケアな

らびに予想される分娩の諸問題 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R50-R69 全身症状及び徴候 2 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 3 1 22 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 

S00-S09 頭部損傷 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

T29-T32 多部位及び部位不明の熱傷及び腐食 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

V80-V89 その他の陸上交通事故 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

X85-Y09 加害にもとづく障害及び死亡 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 0 1 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

 生存または死亡未確認 9 21 292 230 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 

 小 計 47 29 392 439 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 911 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

カイナール  

A15-A19 結核 16 1 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 
A20-A28 人畜共通細菌性疾患 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
A30-A49 その他の細菌性疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

B00-B09 
皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイル
ス感染症 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

B15-B19 ウイルス肝炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
B65-B83 ぜん虫症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
C15-C26 消化器の悪性新生物 17 1 77 27 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 
C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
C40-C41 骨及び関節軟骨の悪性新生物 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C50 乳房の悪性新生物 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
C51-C58 女性性器の悪性新生物 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

C69-C72 
眼、脳及びその他の中枢神経系の部位
の悪性新生物 

2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

C73-C75 甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新
生物 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C76-C80 
部位不明確、続発部位及び部位不明の
悪性新生物 

1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

C81-C96 
リンパ組織、造血組織及び関連組織の
悪性新生物 

1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

D37-D48 性状不詳又は不明の新生物 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
E00-E07 甲状腺障害 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
E10-E14 糖尿病 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
E20-E35 その他の内分泌腺障害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

F20-F29 
精神分裂病､分裂病型障害及び妄想性
障害 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

F60-F69 成人の人格及び行動の障害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
G00-G09 中枢神経系の炎症性疾患 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
G80-G83 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
G90-G99 神経系のその他の障害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
I10-I15 高血圧性疾患 4 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
I20-I25 虚血性心疾患 20 3 64 34 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 
I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
I30-I52 その他の型の心疾患 10 0 28 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
I60-I69 脳血管疾患 10 0 40 20 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 
I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 3 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
J00-J06 急性上気道感染症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 5 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
J40-J47 慢性下気道疾患 3 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

J80-J84 
主として間質を障害するその他の呼吸
器疾患 

3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

K20-K31 食道､胃及び十二指腸の疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
K35-K38 虫垂の疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
K65-K67 腹膜の疾患 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
K70-K77 肝疾患 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
K80-K87 胆のう〈嚢〉､胆管及び膵の障害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
M05-M14 炎症性多発性関節障害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
N00-N08 糸球体疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
N10-N16 腎尿細管間質性疾患 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
N17-N19 腎不全 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

O10-O16 
妊娠､分娩及び産じょく〈褥〉における浮
腫､たんぱく〈蛋白〉尿及び高血圧性障
害 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

O60-O75 分娩の合併症 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
O85-O92 主として産じょくに関連する合併症 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

O94-O99 
その他の産科的病態､他に分類されな
いもの 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Q20-Q28 循環器系の先天奇形 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

R00-R09 
循環器系及び呼吸器系に関する症状及
び徴候 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R50-R69 全身症状及び徴候 5 0 32 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 
R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 24 1 46 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 
S00-S09 頭部損傷 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
S10-S19 頚部損傷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T79 外傷の早期合併症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
V20-V29 交通事故により受傷したオートバイ乗員 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
V80-V89 その他の陸上交通事故 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
V98-V99 その他及び詳細不明の交通事故 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
W00-W19 転倒・転落 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
W75-W84 その他の不慮の窒息 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
X10-X19 熱及び高温物質との接触 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
X30-X39 自然の力への曝露 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

X58-X59 
その他及び詳細不明の要因への不慮の
曝露 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

X60-X84 故意の自傷及び自殺 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
X85-Y09 加害にもとづく障害及び死亡 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 3 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
 生存または死亡未確認 524 84 451 49 10 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1122 

 小 計 683 98 872 220 25 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1908 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

カラウール  

A00-A09 腸管感染症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
A15-A19 結核 10 0 2 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
A20-A28 人畜共通細菌性疾患 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
A30-A49 その他の細菌性疾患 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

B00-B09 
皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス
感染症 

3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

B15-B19 ウイルス肝炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
B65-B83 ぜん〈蠕〉虫症 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
B90-B94 感染症及び寄生虫症の誘発・後遺症 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
C00-C14 口唇､口腔及び咽頭の悪性新生物 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
C15-C26 消化器の悪性新生物 17 1 6 4 60 6 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 
C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 2 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C50 乳房の悪性新生物 2 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
C51-C58 女性性器の悪性新生物 4 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
C64-C68 尿路の悪性新生物 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

C69-C72 
眼､脳及び中枢神経系のその他の部位
の悪性新生物 

2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

C73-C75 
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新
生物 

0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

C76-C80 
部位不明確､続発部位及び部位不明の
悪性新生物 

5 0 0 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

C81-C96 
原発と記載された又は推定されたリンパ
組織､造血組織及び関連組織の悪性新
生物 

0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

D37-D48 性状不詳又は不明の新生物 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
D60-D64 無形成性貧血及びその他の貧血 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

D65-D69 
凝固障害､紫斑病及びその他の出血性
病態 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

E00-E07 甲状腺障害 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
E10-E14 糖尿病 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

F20-F29 
精神分裂病､分裂病型障害及び妄想性
障害 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G00-G09 中枢神経系の炎症性疾患 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
G40-G47 挿間性及び発作性障害 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G60-G64 
多発(性)ニューロパチ〈シ〉ー及びその他
の末梢神経系の障害 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G80-G83 脳性麻痺及びその他の麻痺性障害 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
G90-G99 神経系のその他の障害 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
H40-H42 緑内障 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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I10-I15 高血圧性疾患 2 0 1 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
I20-I25 虚血性心疾患 32 0 3 2 82 19 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 
I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 6 0 0 1 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
I30-I52 その他の型の心疾患 10 1 3 3 30 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 
I60-I69 脳血管疾患 29 0 3 7 61 9 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 
I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 5 0 1 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
J40-J47 慢性下気道感染 5 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

J80-J84 
主として間質を傷害するその他の呼吸器
疾患 

2 0 1 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

K20-K31 食道､胃及び十二指腸の疾患 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
K35-K38 虫垂の疾患 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
K65-K67 腹膜の疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
K70-K77 肝疾患 5 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
K80-K87 胆のう〈嚢〉､胆管及び膵の障害 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
M05-M14 炎症性多発性関節障害 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
N00-N08 糸球体疾患 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
O00-O08 流産に終わった妊娠 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
O10-O16 妊娠､分娩及び産じょく〈褥〉における浮

腫､たんぱく〈蛋白〉尿及び高血圧性障
害 

1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

O60-O75 分娩の合併症 5 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
O85-O92 主として産じょく〈褥〉に関連する合併症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

O94-O99 
その他の産科的病態､他に分類されない
もの 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R50-R69 全身症状及び徴候 11 0 5 1 34 8 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67 
R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 14 0 3 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
S00-S09 頭部損傷 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
T29-T32 多部位及び部位不明の熱傷及び腐食 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T79 外傷の早期合併症 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
V80-V89 その他の陸上交通事故 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
W65-W74 不慮の溺死及び溺水 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
W75-W84 その他の不慮の事故 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
X30-X39 自然の力への曝露 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
X60-X84 故意の自傷及び自殺 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Y85-Y89 傷病及び死亡の外因の続発・後遺症 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Z70-Z76 
その他の環境下での保健サービスの利
用者 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 25 0 1 3 25 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 
 生存または死亡未確認 844 19 57 110 287 51 14 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1391 

 小 計 1076 21 94 143 700 133 77 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2269 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

セミパラチンスク集団-I 合計  

A00-A09 腸管感染症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

A15-A19 結核 33 5 35 14 11 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 0 0 107 

A20-A28 人畜共通細菌性疾患 1 0 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

A30-A49 その他の細菌性疾患 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

A75-A79 リケッチア症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

B00-B09 
皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス
感染症 

4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 

B15-B19 ウイルス肝炎 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

B65-B83 ぜん〈蠕〉虫症 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

B90-B94 感染症及び寄生虫症の誘発・後遺症 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C00-C14 口唇､口腔及び咽頭の悪性新生物 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

C15-C26 消化器の悪性新生物 36 13 95 51 65 6 13 3 0 0 1 12 5 1 0 0 0 301 

C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 6 2 5 0 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21 

C40-C41 骨及び関節軟骨の悪性新生物 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

C43-C44 皮膚の悪性新生物 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

C50 乳房の悪性新生物 2 2 4 6 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 

C51-C58 女性性器の悪性新生物 6 2 5 4 5 1 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 29 

C64-C68 尿路の悪性新生物 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 9 

C69-C72 
眼､脳及び中枢神経系のその他の部位
の悪性新生物 

4 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

C73-C75 
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新
生物 

0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

C76-C80 
部位不明確､続発部位及び部位不明の
悪性新生物 

6 0 4 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

C81-C96 
原発と記載された又は推定されたリンパ
組織､造血組織及び関連組織の悪性新
生物 

1 1 6 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 

D37-D48 性状不詳又は不明の新生物 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

D60-D64 無形成性貧血及びその他の貧血 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

D65-D69 
凝固障害､紫斑病及びその他の出血性
病態 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

E00-E07 甲状腺障害 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

E10-E14 糖尿病 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 11 

E20-E35 その他の内分泌腺障害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

F10-F19 
精神作用物質使用による精神及び行動
の障害 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

F20-F29 
精神分裂病､分裂病型障害及び妄想性
障害 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 
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F60-F69 成人の人格及び行動の障害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G00-G09 中枢神経系の炎症性疾患 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

G40-G47 挿間性及び発作性障害 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

G60-G64 
多発(性)ニューロパチシ〉ー及びその他
の末梢神経系の障害 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G80-G83 脳性麻痺及びその他の麻痺性障害 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

G90-G99 神経系のその他の障害 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

H40-H42 緑内障 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I00-I02 急性リウマチ熱 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 2 1 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

I10-I15 高血圧性疾患 7 4 16 5 8 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 47 

I20-I25 虚血性心疾患 55 15 98 100 83 20 15 2 0 0 9 28 23 1 1 2 0 452 

I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 7 1 6 1 10 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 32 

I30-I52 その他の型の心疾患 23 20 41 18 30 5 10 0 0 0 3 15 21 0 1 2 0 189 

I60-I69 脳血管疾患 43 13 66 61 65 10 11 2 0 0 3 13 8 0 1 0 0 296 

I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 8 1 11 8 8 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 41 

J00-J06 急性上気道感染症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 16 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

J40-J47 慢性下気道感染 8 1 12 9 6 1 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 44 

J80-J84 
主として間質を傷害するその他の呼吸器

疾患 
5 0 6 6 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 26 

J85-J86 下気道の化膿性及びえ〈壊〉死性病態 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K20-K31 食道､胃及び十二指腸の疾患 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

K35-K38 虫垂の疾患 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

K55-K63 腸のその他の疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K65-K67 腹膜の疾患 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 11 

K70-K77 肝疾患 6 1 8 5 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 29 

K80-K87 胆のう〈嚢〉､胆管及び膵の障害 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

M05-M14 炎症性多発性関節障害 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

M30-M36 全身性結合組織障害 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

N00-N08 糸球体疾患 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 

N10-N16 腎尿細管間質性疾患 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

N17-N19 腎不全 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 

O00-O08 流産に終わった妊娠 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

O10-O16 
妊娠､分娩及び産じょく〈褥〉における浮

腫､たんぱく〈蛋白〉尿及び高血圧性障

害 
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

O30-O48 
胎児及び羊膜腔に関連する母体ケアな

らびに予想される分娩の諸問題 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

O60-O75 分娩の合併症 6 1 3 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 

O85-O92 主として産じょく〈褥〉に関連する合併症 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

O94-O99 
その他の産科的病態､他に分類されない

もの 
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Q20-Q28 循環器系の先天奇形 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

R00-R09 
循環器系及び呼吸器系に関する症状及

び徴候 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

R50-R69 全身症状及び徴候 18 9 50 27 34 8 4 4 1 0 3 13 11 1 3 0 0 186 

R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 41 7 75 43 9 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 178 

S00-S09 頭部損傷 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 

S10-S19 頚部損傷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

S70-S79 股関節部及び大腿の損傷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

T29-T32 多部位及び部位不明の熱傷及び腐食 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

T66-T78 外因のその他及び詳細不明の作用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

T79 外傷の早期合併症 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

V20-V29 交通事故により受傷したオートバイ乗員 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

V80-V89 その他の陸上交通事故 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

V98-V99 その他及び詳細不明の交通事故 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

W00-W19 転倒・転落 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

W65-W74 不慮の溺死及び溺水 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

W75-W84 その他の不慮の事故 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

X00-X09 煙､火及び火災への曝露 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

X10-X19 熱及び高温物質との接触 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

X30-X39 自然の力への曝露 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

X58-X59 
その他及び詳細不明の要因への不慮の

曝露 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

X60-X84 故意の自傷及び自殺 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 

X85-Y09 加害にもとづく障害及び死亡 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 4 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 

Y85-Y89 傷病及び死亡の外因の続発・後遺症 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Z70-Z76 
その他の環境下での保健サービスの利

用者 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 28 15 21 19 25 9 1 4 0 0 5 9 7 2 1 0 0 146 

 生存または死亡未確認 1439 527 972 395 299 51 17 7 5 14 101 55 24 6 6 4 0 3922 

 小 計 1872 658 1609 820 728 135 81 24 7 16 144 169 121 13 16 8 0 6421 
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ボルシャヤ・ウラジミロフカ  

A00-A09 腸管感染症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
A15-A19 結核 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
A30-A49 その他の細菌性疾患 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

B00-B09 
皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス
感染症 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

B15-B19 ウイルス肝炎 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
C00-C14 口唇､口腔及び咽頭の悪性新生物 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
C15-C26 消化器の悪性新生物 0 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 
C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
C40-C41 骨及び関節軟骨の悪性新生物 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
C43-C44 皮膚の悪性新生物 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

C50 乳房の悪性新生物 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
C51-C58 女性性器の悪性新生物 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 23 
C64-C68 尿路の悪性新生物 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

C69-C72 
眼､脳及び中枢神経系のその他の部位
の悪性新生物 

0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

C73-C75 
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新
生物 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C76-C80 部位不明確､続発部位及び部位不明の
悪性新生物 

0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

C81-C96 
原発と記載された又は推定されたリンパ
組織､造血組織及び関連組織の悪性新
生物 

0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

D10-D36 良性新生物 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
E00-E07 甲状腺障害 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
E10-E14 糖尿病 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

F10-F19 
精神作用物質使用による精神及び行動
の障害 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G00-G09 中枢神経系の炎症性疾患 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
G10-G13 主に中枢神経系を傷害する系統萎縮症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
G40-G47 挿間性及び発作性障害 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
G90-G99 神経系のその他の障害 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
I10-I15 高血圧性疾患 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
I20-I25 虚血性心疾患 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 242 
I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
I30-I52 その他の型の心疾患 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 
I60-I69 脳血管疾患 0 113 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 
I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

J40-J47 慢性下気道感染 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

J80-J84 
主として間質を傷害するその他の呼吸器
疾患 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

J90-J94 胸膜のその他の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
K20-K31 食道､胃及び十二指腸の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
K55-K63 腸のその他の疾患 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
K70-K77 肝疾患 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
K80-K87 胆のう〈嚢〉､胆管及び膵の障害 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
N10-N16 腎尿細管間質性疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
N17-N19 腎不全 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
O00-O08 流産に終わった妊娠 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
O60-O75 分娩の合併症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R00-R09 
循環器系及び呼吸器系に関する症状及
び徴候 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R10-R19 
消化器系及び腹部に関する症状及び徴
候 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

R50-R69 全身症状及び徴候 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
S00-S09 頭部損傷 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
S80-S89 膝及び下腿の損傷 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T20-T25 
体表面の熱傷及び腐食､明示された部
位 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T29-T32 多部位及び部位不明の熱傷及び腐食 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
T33-T35 凍傷 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
T66-T78 外因のその他及び詳細不明の作用 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T79 外傷の早期合併症 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

X40-X49 
有害物質による不慮の中毒及び有害物
質への曝露 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

X60-X84 故意の自傷及び自殺 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Y85-Y89 傷病及び死亡の外因の続発・後遺症 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Z55-Z65 
社会経済的環境及び社会心理的環境
に関連する健康障害をきたす恐れのあ
る者 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 生存または死亡未確認 73 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968 

 小 計 74 1622 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1701 

-
244 -



 

 

 
モスティク  

A15-A19 結核 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C15-C26 消化器の悪性新生物 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

C43-C44 皮膚の悪性新生物 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

C50 乳房の悪性新生物 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C51-C58 女性性器の悪性新生物 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

G00-G09 中枢神経系の炎症性疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G40-G47 挿間性及び発作性障害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I10-I15 高血圧性疾患 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

I20-I25 虚血性心疾患 9 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 32 

I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

I30-I52 その他の型の心疾患 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

I60-I69 脳血管疾患 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

J40-J47 慢性下気道感染 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

J80-J84 
主として間質を傷害するその他の呼吸器

疾患 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K70-K77 肝疾患 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

R50-R69 全身症状及び徴候 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

S00-S09 頭部損傷 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

X30-X39 自然の力への曝露 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

 生存または死亡未確認 112 5 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 148 

 小 計 127 9 92 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 1 1 0 237 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

チェレムシュキ  

A15-A19 結核 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

C15-C26 消化器 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 10 

C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

C50 乳房 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

C51-C58 女性性器 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

C76-C80 
部位不明確､続発部位及び部位不明の

悪性新生物 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

G90-G99 神経系のその他の障害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

I10-I15 高血圧性疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 

I20-I25 虚血性心疾患 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 12 0 33 
I26-I28 

肺性心疾患及び肺循環疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

I30-I52 その他の型の心疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 0 14 

I60-I69 脳血管疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 1 0 14 

I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

J40-J47 慢性下気道感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

K20-K31 食道､胃及び十二指腸の疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K70-K77 肝疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

O00-O08 流産に終わった妊娠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

R50-R69 全身症状及び徴候 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 7 

R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

T79 外傷の早期合併症 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

X00-X09 煙､火及び火災への曝露 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 

 生存または死亡未確認 136 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 16 28 2 0 187 

 小 計 147 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 35 70 36 0 297 
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カノネルカ  

C15-C26 消化器の悪性新生物 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C50 乳房の悪性新生物 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C51-C58 女性性器の悪性新生物 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

C76-C80 
部位不明確､続発部位及び部位不明の

悪性新生物 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C81-C96 

原発と記載された又は推定されたリンパ

組織､造血組織及び関連組織の悪性新

生物 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I10-I15 高血圧性疾患 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

I20-I25 虚血性心疾患 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 

I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I30-I52 その他の型の心疾患 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

I60-I69 脳血管疾患 0 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

J40-J47 慢性下気道感染 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

J85-J86 下気道の化膿性及びえ〈壊〉死性病態 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K70-K77 肝疾患 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

K80-K87 胆のう〈嚢〉､胆管及び膵の障害 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K90-K93 消化器系のその他の疾患 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

N17-N19 腎不全 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

S10-S19 頚部損傷 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T29-T32 多部位及び部位不明の熱傷及び腐食 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

V80-V89 その他の陸上交通事故 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 生存または死亡未確認 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 小 計 0 4 0 88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

セミヤルカ  

A15-A19 結核 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
A30-A49 その他の細菌性疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
C15-C26 消化器の悪性新生物 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

C50 乳房の悪性新生物 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
C51-C58 女性性器の悪性新生物 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
C64-C68 尿路の悪性新生物 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C76-C80 
部位不明確､続発部位及び部位不明の
悪性新生物 

1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

C81-C96 
原発と記載された又は推定されたリンパ
組織､造血組織及び関連組織の悪性新
生物 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

E10-E14 糖尿病 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
I10-I15 高血圧性疾患 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
I20-I25 虚血性心疾患 2 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 
I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
I30-I52 その他の型の心疾患 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
I60-I69 脳血管疾患 4 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 
I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
J40-J47 慢性下気道感染 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

J80-J84 
主として間質を傷害するその他の呼吸器
疾患 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K65-K67 腹膜の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
K70-K77 肝疾患 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
K80-K87 胆のう〈嚢〉､胆管及び膵の障害 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
N17-N19 腎不全 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
R50-R69 全身症状及び徴候 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
S00-S09 頭部損傷 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
T29-T32 多部位及び部位不明の熱傷及び腐食 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T79 外傷の早期合併症 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

W85-W99 
電流､放射線ならびに極端な気温及び
気圧への曝露 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

X58-X59 
その他及び詳細不明の要因への不慮の
曝露 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

X60-X84 故意の自傷及び自殺 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 死因不明または ICD-10 コード未付与 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
 生存または死亡未確認 144 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 

 小 計 173 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 
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イズベスツカ  

C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
I10-I15 高血圧性疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
I20-I25 虚血性心疾患 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
I30-I52 その他の型の心疾患 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
I60-I69 脳血管疾患 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
J40-J47 慢性下気道感染 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
R50-R69 全身症状及び徴候 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 死因不明または ICD-10 コード未付与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 生存または死亡未確認 18 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
 小 計 20 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 

セミパラチンスク集団-II：その他（これらの村には P24値が不明な村が含まれるため、線量分布は不確実である） 

A15-A19 結核 18 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
A20-A28 人畜共通細菌性疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
A30-A49 その他の細菌性疾患 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

B00-B09 
皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス
感染症 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C15-C26 消化器の悪性新生物 35 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 
C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
C40-C41 骨及び関節軟骨の悪性新生物 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
C43-C44 皮膚の悪性新生物 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
C50 乳房の悪性新生物 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
C51-C58 女性性器の悪性新生物 8 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

C73-C75 
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新
生物 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C76-C80 
部位不明確､続発部位及び部位不明の
悪性新生物 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

C81-C96 
原発と記載された又は推定されたリンパ
組織､造血組織及び関連組織の悪性新
生物 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

D65-D69 
凝固障害､紫斑病及びその他の出血性
病態 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

E10-E14 糖尿病 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
G40-G47 挿間性及び発作性障害 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
G80-G83 脳性麻痺及びその他の麻痺性障害 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
G90-G99 神経系のその他の障害 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
I10-I15 高血圧性疾患 15 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
I20-I25 虚血性心疾患 154 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 
I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
I30-I52 その他の型の心疾患 44 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 
I60-I69 脳血管疾患 63 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

I80-I89 
静脈､リンパ管及びリンパ節の疾患､他に
分類されないもの 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
J40-J47 慢性下気道感染 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

J80-J84 
主として間質を傷害するその他の呼吸器
疾患 

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

J90-J94 胸膜のその他の疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
K20-K31 食道､胃及び十二指腸の疾患 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
K55-K63 腸のその他の疾患 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
K70-K77 肝疾患 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
K80-K87 胆のう〈嚢〉､胆管及び膵の障害 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
M86-M90 その他の骨障害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
N00-N08 糸球体疾患 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
N10-N16 腎尿細管間質性疾患 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
N17-N19 腎不全 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
R10-R19 消化器系及び腹部に関する症状及び徴

候 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

R25-R29 
神経系及び筋骨格系に関する症状及び
徴候 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R50-R69 全身症状及び徴候 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
S00-S09 頭部損傷 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
S20-S29 胸部〈郭〉損傷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
S30-S39 腹部､下背部､腰椎及び骨盤部の損傷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T08-T14 
部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷又
は部位不明の損傷 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T29-T32 多部位及び部位不明の熱傷及び腐食 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
T66-T78 外因のその他及び詳細不明の作用 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T79 外傷の早期合併症 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
V80-V89 その他の陸上交通事故 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
W75-W84 その他の不慮の事故 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
X00-X09 煙､火及び火災への曝露 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
X30-X39 自然の力への曝露 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
X60-X84 故意の自傷及び自殺 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
 生存または死亡未確認 421 13 46 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 

 小 計 908 24 145 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1082 
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セミパラチンスク集団-II 合計（未だデータ収集が不完全・P24値が不明な村が含まれる等の不確定要素が多いため、暫定的な集計である） 

A00-A09 腸管感染症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
A15-A19 結核 18 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 56 
A20-A28 人畜共通細菌性疾患 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
A30-A49 その他の細菌性疾患 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

B00-B09 
皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス

感染症 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

B15-B19 ウイルス肝炎 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
C00-C14 口唇､口腔及び咽頭の悪性新生物 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
C15-C26 消化器の悪性新生物 39 78 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 160 
C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 10 17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 32 
C40-C41 骨及び関節軟骨の悪性新生物 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
C43-C44 皮膚の悪性新生物 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C50 乳房の悪性新生物 9 23 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 36 
C51-C58 女性性器の悪性新生物 10 26 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 48 
C64-C68 尿路の悪性新生物 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

C69-C72 
眼､脳及び中枢神経系のその他の部位

の悪性新生物 
0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

C73-C75 
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新

生物 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C76-C80 
部位不明確､続発部位及び部位不明の

悪性新生物 
4 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 

C81-C96 

原発と記載された又は推定されたリンパ

組織､造血組織及び関連組織の悪性新

生物 

4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

D10-D36 良性新生物 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

D65-D69 
凝固障害､紫斑病及びその他の出血性

病態 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

E00-E07 甲状腺障害 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
E10-E14 糖尿病 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

F10-F19 
精神作用物質使用による精神及び行動

の障害 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

G00-G09 中枢神経系の炎症性疾患 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
G10-G13 主に中枢神経系を傷害する系統萎縮症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
G40-G47 挿間性及び発作性障害 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
G80-G83 脳性麻痺及びその他の麻痺性障害 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
G90-G99 神経系のその他の障害 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 
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線 量（Gy） 
ICD-10 死因となった疾患 

0.0 ～0.01 ～0.1 ～0.2 ～0.3 ～04 ～0.5 ～0.6 ～0.7 ～0.8 ～0.9 ～1.0 ～1.2 ～1.4 ～1.6 ～1.8 ～2.0 
合 計 

I05-I09 慢性リウマチ性心疾患 4 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

I10-I15 高血圧性疾患 15 19 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 51 

I20-I25 虚血性心疾患 167 310 44 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 15 12 0 582 

I26-I28 肺性心疾患及び肺循環疾患 5 16 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 28 

I30-I52 その他の型の心疾患 48 57 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 0 133 

I60-I69 脳血管疾患 70 151 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 1 0 271 

I70-I79 動脈､細動脈及び毛細血管の疾患 5 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24 

I80-I89 
静脈､リンパ管及びリンパ節の疾患､他に

分類されないもの 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

J10-J18 インフルエンザ及び肺炎 5 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20 

J40-J47 慢性下気道感染 16 22 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 52 

J80-J84 
主として間質を傷害するその他の呼吸器

疾患 
0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

J85-J86 下気道の化膿性及びえ〈壊〉死性病態 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

J90-J94 胸膜のその他の疾患 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

K20-K31 食道､胃及び十二指腸の疾患 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

K55-K63 腸のその他の疾患 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

K65-K67 腹膜の疾患 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

K70-K77 肝疾患 13 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 26 

K80-K87 胆のう〈嚢〉､胆管及び膵の障害 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

K90-K93 消化器系のその他の疾患 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

M86-M90 その他の骨障害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

N00-N08 糸球体疾患 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

N10-N16 腎尿細管間質性疾患 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

N17-N19 腎不全 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

O00-O08 流産に終わった妊娠 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

O60-O75 分娩の合併症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R00-R09 
循環器系及び呼吸器系に関する症状及

び徴候 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R10-R19 
消化器系及び腹部に関する症状及び徴

候 
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

R25-R29 
神経系及び筋骨格系に関する症状及び

徴候 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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R50-R69 全身症状及び徴候 8 29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 47 

R95-R99 診断名不明確及び原因不明の死亡 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25 

S00-S09 頭部損傷 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

S10-S19 頚部損傷 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

S20-S29 胸部〈郭〉損傷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

S30-S39 腹部､下背部､腰椎及び骨盤部の損傷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

S80-S89 膝及び下腿の損傷 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T08-T14 
部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷

又は部位不明の損傷 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T20-T25 
体表面の熱傷及び腐食､明示された部

位 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T29-T32 多部位及び部位不明の熱傷及び腐食 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

T33-T35 凍傷 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T51-T65 薬用を主としない物質の毒作用 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

T66-T78 外因のその他及び詳細不明の作用 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

T79 外傷の早期合併症 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

V80-V89 その他の陸上交通事故 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

W75-W84 その他の不慮の事故 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

W85-W99 
電流､放射線ならびに極端な気温及び

気圧への曝露 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

X00-X09 煙､火及び火災への曝露 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

X30-X39 自然の力への曝露 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

X40-X49 
有害物質による不慮の中毒及び有害物

質への曝露 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

X58-X59 
その他及び詳細不明の要因への不慮の

曝露 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

X60-X84 故意の自傷及び自殺 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Y10-Y34 不慮か故意か決定されない事件 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 

Y85-Y89 傷病及び死亡の外因の続発・後遺症 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Z55-Z65 
社会経済的環境及び社会心理的環境

に関連する健康障害をきたす恐れのあ

る者 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 死因不明または ICD-10 コード未付与 1449 1962 245 93 1 0 0 0 0 0 3 1 5 39 71 37 0 3906 

 生存または死亡未確認 15 10 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 32 

 合 計 904 1004 75 3 0 0 0 0 0 0 2 0 3 18 28 3 0 2040 
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カラウール村  

カラウール村は非常事態地域に指定されている。村はカザフスタンの典型的な風

景で、村の生活は40～50年前の日本の農村の状態に似ている。 

NNC（国立原子力センター）本部と調査関係者  

上：核実験当時の基地であった秘密都市クルチャトフにある

NNC本部建物。クルチャトフはセミパラチンスク旧核実験
場の北東端に位置している。 
下： NNCと日本の調査関係者。NNC本部メンバーとIRSEの
メンバーが現地での健康影響調査を担当している。 
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セミパラチンスク健康影響調査委員会 委員名簿 

 （敬称略） 

 （五十音順） 

 ◎ 委員長 

 ○ 座長 

当該年度末時点における委員名・所属・役職を示す 

平成 13年度 

セミパラチンスク健康影響調査委員会 

折 津  愈 

加 藤  正 平 

草 間  朋 子 

佐々木  正夫 

佐々木  康人 

祖父江  友孝 

朝長  万左男 

 

長 瀧  重 信 

星  正 治 

 

細 田  裕 

大 和  愛 司 

日本赤十字社 医療センター 呼吸器内科 部長（平成 13年 5月 1日から） 

（特法）日本原子力研究所 保健物理部 次長（平成 13年 5月 1日から） 

大分県立看護科学大学 学長 

京都大学 名誉教授 

（独）放射線医学総合研究所 理事長 

国立がんセンター 研究所 がん発生情報研究室 室長（平成 13年 5月 1日から） 

長崎大学 医学部 原爆後障害医療研究施設 分子医療部門 分子治療研究分野  

教授（平成 13年 5月 1日から） 

長崎大学 名誉教授（平成 13年 5月 1日から） 

広島大学 原爆放射線医学研究所 国際放射線情報センター 教授 

（平成 13年 5月 1日から） 

（財）放射線影響協会 研究参与（平成 13年 5月 1日から） 

（特法）核燃料サイクル開発機構 理事 

   ［ 顧 問 ］ 

重 松  逸 造 （財）放射線影響研究所 名誉顧問 

疫学分科会（平成 13年 7月 12日から） 

石 川  雄 一 

大 瀧  慈 

 

緒 方  裕 光 

折 津  愈 

片 山  博 昭 

木 村  昭 郎 

 

小山  幸次郎 

関 根  一 郎 

 

祖父江  友孝 

谷 畑  健 生 

（財）癌研究会 研究所 病理部 主任研究員 

広島大学 医学部 原爆放射線医学研究所 社会医学研究部門  

環境情報計量生物研究分野 教授 

国立公衆衛生院 放射線衛生学部 放射線影響室 室長 

日本赤十字社 医療センター 呼吸器内科 部長 

（財）放射線影響研究所 情報技術部 部長 

広島大学 原爆放射線医学研究所 病態治療研究部門  

臨床第一（血液内科）研究分野 教授 

（財）放射線影響研究所 疫学部 腫瘍組織登録室 室長 

長崎大学医学部 原爆後障害医療研究施設 放射線障害解析部門  

病態分子解析分野 教授 

国立がんセンター 研究所 がん発生情報研究室 室長 

国立公衆衛生院 疫学部 主任研究官 

◎ 
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玉 城  英 彦 

 

朝長  万左男 

藤 原  睦 憲 

細 田  裕 

北海道大学大学院 医学研究科 社会医学専攻 予防医学講座 老年保健医学分野  

教授 

長崎大学医学部 原爆後障害医療研究施設 分子医療部門 分子治療研究分野 教授 

日本赤十字社 医療センター 検査部 部長 

（財）放射線影響協会 研究参与 

線量分科会（平成 13年 7月 12日から） 

大 瀧  慈 

 

加 藤  正 平 

斉 藤  正 樹 

佐々木  正夫 

篠 原  邦 彦 

白石  久仁雄 

 

高 田  純 

茅 野  政 道 

早 田  勇 

 

星  正 治 

山 口  恭 弘 

山 本  政 儀 

広島大学 原爆放射線医学研究所 社会医学研究部門 環境情報計量生物研究分野  

教授 

（特法）日本原子力研究所 保健物理部 次長 

東京工業大学 原子炉工学研究所 システム・安全工学部門 助教授 

京都大学 名誉教授 

（特法）核燃料サイクル開発機構 東海事業所 放射線安全部 部長 

（独）放射線医学総合研究所 放射線安全研究センター  

環境放射線防護体系グループ 第一チーム チームリーダー 

広島大学 原爆放射線医学研究所 国際放射線情報センター 助教授 

（特法）日本原子力研究所 環境科学研究部 大気環境研究グループ グループリーダー 

（独）放射線医学総合研究所 放射線安全研究センター 放射線障害研究グループ  

グループリーダー 

広島大学 原爆放射線医学研究所 国際放射線情報センター 教授 

（特法）日本原子力研究所 保健物理部 外部被ばく防護研究室 室長 

金沢大学 理学部 附属低レベル放射能実験施設 助教授 

 

平成 14年度 

セミパラチンスク健康影響調査委員会 

折 津  愈 

鎌 田  七 男 

斉 藤  正 樹 

佐々木  康人 

早 田  邦 久 

田 原  榮 一 

玉 城  英 彦 

 

朝長  万左男 

大 和  愛 司 

日本赤十字社 医療センター 呼吸器内科 部長 

（財）広島原爆被爆者援護事業団 理事長 

東京工業大学 原子炉工学研究所 システム・安全工学部門 助教授 

（独）放射線医学総合研究所 理事長 

（特法）日本原子力研究所 理事 

（財）放射線影響研究所 常務理事 

北海道大学大学院 医学研究科 社会医学専攻 予防医学講座 老年保健医学分野  

教授 

長崎大学 医学部 原爆後障害医療研究施設 分子医療部門 分子治療研究分野 教授 

（特法）核燃料サイクル開発機構 理事 

   ［ 顧 問 ］ 

佐々木  正夫 

重 松  逸 造 

京都大学 名誉教授 

（財）放射線影響研究所 名誉顧問 

◎ 

○

○ 
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長 瀧  重 信 

細 田  裕 

松 平  寛 通 

（財）放射線影響研究所 顧問 

（財）放射線影響協会 研究参与 

（財）放射線影響協会 顧問 

疫学・統計分科会 

大 瀧  慈 

片 山  博 昭 

小山  幸次郎 

祖父江  友孝 

谷 畑  健 生 

玉 城  英 彦 

広島大学 原爆放射線医学研究所 社会医学研究部門 計量生物研究分野 教授 

（財）放射線影響研究所 情報技術部 部長 

（財）放射線影響研究所 疫学部 腫瘍組織登録室 室長 

国立がんセンター 研究所 がん情報研究部 部長 

国立保健医療科学院 疫学部 主任研究官 

北海道大学大学院 医学研究科 社会医学専攻 予防医学講座 老年保健医学分野  

教授 

   ［アドバイザー］ 

D.L.Preston （財）放射線影響研究所 統計部 部長 

臨床・病理分科会 

折 津  愈 

児 玉  哲 郎 

関 根  一 郎 

 

土 肥  博 雄 

朝長  万左男 

藤 原  睦 憲 

日本赤十字社 医療センター 呼吸器内科 部長 

国立がんセンター 中央病院 薬物療法部 部長 

長崎大学 医学部 原爆後障害医療研究施設 放射線障害解析部門  

病態分子解析分野 教授 

日本赤十字社 広島赤十字・原爆病院 副院長 

長崎大学 医学部 原爆後障害医療研究施設 分子医療部門 分子治療研究分野 教授 

日本赤十字社 医療センター 検査部 部長 

線量計算分科会 

虻 川  成 司 

井 頭  政 之 

奥 村  寛 

 

斉 藤  正 樹 

（財）日本分析センター 研修・開発部 次長（第三課 課長） 

東京工業大学 原子炉工学研究所 物質工学部門 助教授 

長崎大学 医学部 原爆後障害医療研究施設 放射線障害解析部門  

放射線応答解析研究分野 教授 

東京工業大学 原子炉工学研究所 システム・安全工学部門 助教授 

   [アドバイザー] 

白石  久仁雄 

 

山 本  政 儀 

（独）放射線医学総合研究所 放射線安全研究センター  

環境放射線防護体系グループ 第一チームリーダー 

金沢大学 自然計測応用研究センター 低レベル放射能実験施設 助教授 

染色体分科会 

鎌 田  七 男 

佐々木  正夫 

早 田  勇 

（財）広島原爆被爆者援護事業団 理事長 

京都大学 名誉教授 

（独）放射線医学総合研究所 放射線安全研究センター 放射線障害研究グループ  

グループリーダー 

○ 

○ 

○ 

○ 
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平成 15年度 

セミパラチンスク健康影響調査委員会 

折 津  愈 

鎌 田  七 男 

斉 藤  正 樹 

佐々木  康人 

早 田  邦 久 

田 原  榮 一 

玉 城  英 彦 

 

朝長  万左男 

 

大 和  愛 司 

日本赤十字社 医療センター 呼吸器内科 部長 

（財）広島原爆被爆者援護事業団 理事長 

東京工業大学 原子炉工学研究所 システム・安全工学部門 助教授 

（独）放射線医学総合研究所 理事長 

（特法）日本原子力研究所 理事 

（財）放射線影響研究所 常務理事 

北海道大学大学院 医学研究科 社会医学専攻 予防医学講座 老年保健医学分野  

教授 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設  

施設長（分子医療部門 分子治療研究分野 教授） 

（特法）核燃料サイクル開発機構 特別技術参与 

    [ 顧 問 ] 

佐々木  正夫 

重 松  逸 造 

長 瀧  重 信 

細 田  裕 

松 平  寛 通 

京都大学 名誉教授 

（財）放射線影響研究所 名誉顧問 

長崎大学 名誉教授 

（財）放射線影響協会 研究参与 

（財）放射線影響協会 顧問 

疫学・統計分科会 

大 瀧  慈 

 

片 山  博 昭 

小山  幸次郎 

祖父江  友孝 

谷 畑  健 生 

玉 城  英 彦 

広島大学 原爆放射線医学研究所 放射線システム医学研究部門 計量生物研究分野 

教授 

（財）放射線影響研究所 情報技術部 部長 

（財）放射線影響研究所 疫学部 腫瘍組織登録室 室長 

国立がんセンター がん予防・検診研究センター 情報研究部 部長 

国立保健医療科学院 疫学部 主任研究官 

北海道大学大学院 医学研究科 社会医学専攻 予防医学講座 老年保健医学分野  

教授 

   ［アドバイザー］ 

D.L.Preston （財）放射線影響研究所 統計部 部長 

臨床・病理分科会 

折 津  愈 

児 玉  哲 郎 

関 根  一 郎 

 

土 肥  博 雄 

 

日本赤十字社 医療センター 呼吸器内科 部長 

国立がんセンター 中央病院 薬物療法部 部長 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設  

放射線障害解析研究部門 病態分子解析分野 教授 

日本赤十字社 広島赤十字・原爆病院 副院長 

 

◎ 

○ 
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朝長  万左男 

 

藤 原  睦 憲 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設  

施設長（分子医療部門 分子治療研究分野 教授） 

日本赤十字社 医療センター 検査部 部長 

線量計算分科会 

虻 川  成 司 

井 頭  政 之 

奥 村  寛 

 

斉 藤  正 樹 

（財）日本分析センター 研修・開発部 次長（兼 第三課 課長） 

東京工業大学 原子炉工学研究所 物質工学部門 助教授 

長崎大学 医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設 放射線障害解析部門  

放射線応答解析研究分野 教授 

東京工業大学 原子炉工学研究所 システム・安全工学部門 助教授 

   ［アドバイザー］ 

白石  久仁雄 

 

山 本  政 儀 

（独）放射線医学総合研究所 放射線安全研究センター  

環境放射線防護体系グループ 第一チーム チームリーダー 

金沢大学 自然計測応用研究センター 低レベル放射能実験施設 助教授 

染色体分科会 

鎌 田  七 男 

佐々木  正夫 

早 田  勇 

（財）広島原爆被爆者援護事業団 理事長 

京都大学 名誉教授 

（独）放射線医学総合研究所 放射線安全研究センター 放射線障害研究グループ  

グループリーダー 

 

平成 16 年度 

セミパラチンスク健康影響調査委員会 

折 津  愈 

鎌 田  七 男 

菊 田  滋 

斉 藤  正 樹 

佐々木  康人 

鈴 木  元 

玉 城  英 彦 

 

朝長  万左男 

 

野 村  正 之 

日本赤十字社 医療センター 呼吸器内科 部長 

（財）広島原爆被爆者援護事業団 理事長 

（特法）核燃料サイクル開発機構 特別技術参与 

東京工業大学 原子炉工学研究所 システム・安全工学部門 助教授 

（独）放射線医学総合研究所 理事長 

（財）放射線影響研究所 主席研究員 

北海道大学大学院 医学研究科 社会医学専攻 予防医学講座 老年保健医学分野  

教授 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設  

施設長（分子医療部門 分子治療研究分野 教授） 

（特法）日本原子力研究所 理事 

   ［ 顧 問 ］ 

佐々木  正夫 

重 松  逸 造 

長 瀧  重 信 

京都大学 名誉教授 

（財）放射線影響研究所 名誉顧問 

（社）日本アイソトープ協会 常務理事 

◎ 

○ 

○ 

○ 
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細 田  裕 

松 平  寛 通 

（財）放射線影響協会 研究参与 

（財）放射線影響協会 顧問 

疫学・臨床分科会 

石 橋  雄 一 

緒 方  裕 光 

岡 安  勲 

折 津  愈 

関 根  一 郎 

 

祖父江  友孝 

谷 畑  健 生 

玉 城  英 彦 

 

朝長  万左男 

 

藤 原  睦 憲 

（株）スタットラボ 代表取締役 

国立保健医療科学院 研究情報センター 情報評価室 室長 

北里大学 医学部 病理学教室 教授 

日本赤十字社 医療センター 呼吸器内科 部長 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設  

放射線障害解析部門 病態分子解析分野 教授 

国立がんセンター がん予防・検診研究センター 情報研究部 部長 

国立保健医療科学院 疫学部 主任研究官 

北海道大学大学院 医学研究科 社会医学専攻 予防医学講座 老年保健医学分野  

教授 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設  

施設長（分子医療部門 分子治療研究分野 教授） 

日本赤十字社 医療センター 検査部 部長 

   ［アドバイザー］ 

D.L.Preston 

D.A.Pierce 

前 （財）放射線影響研究所 統計部 部長 

（財）放射線影響研究所 統計部 研究員 

線量計算分科会 

井 頭  政 之 

奥 村  寛 

 

鎌 田  七 男 

熊 澤  蕃 

斉 藤  正 樹 

島 野  達 也 

田 中  公 夫 

 

茅 野  政 道 

東京工業大学 原子炉工学研究所 物質工学部門 助教授 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設  

放射線障害解析部門 放射線応答解析研究分野 教授 

（財）広島原爆被爆者援護事業団 理事長 

（独）原子力安全基盤機構 解析評価部 サイクル施設解析グループ 主事 

東京工業大学 原子炉工学研究所 システム・安全工学部門 助教授 

元 奥羽大学 歯学部 歯科放射線学講座 教授 

（財）環境科学技術研究所 生物影響研究部 細胞分子生物学グループ  

グループリーダー 主任研究員 

（特法）日本原子力研究所 環境科学研究部 大気環境研究グループ  

グループリーダー 

   ［アドバイザー］ 

岩崎  みどり 

佐々木  正夫 

奥羽大学 歯学部 放射線診断学講座 助手 

京都大学 名誉教授 

○ 

○ 
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平成 17 年度 

セミパラチンスク健康影響調査委員会 

折 津  愈 

鎌 田  七 男 

菊 田  滋 

斉 藤  正 樹 

佐々木  康人 

鈴 木  元 

玉 城  英 彦 

 

朝長  万左男 

 

野 村  正 之 

日本赤十字社 医療センター 副院長（呼吸器内科 部長） 

（財）広島原爆被爆者援護事業団 理事長 

（財）原子力発電技術機構 参事 

東京工業大学 原子炉工学研究所 システム・安全工学部門 助教授 

（独）放射線医学総合研究所 理事長 

国立保健医療科学院 生活環境部 部長 

北海道大学大学院 医学研究科 社会医学専攻 予防医学講座 老年保健医学分野  

教授 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設  

施設長（分子医療部門 分子治療研究分野 教授） 

（独）日本原子力研究開発機構 理事 

   ［ 顧 問 ］ 

佐々木  正夫 

重 松  逸 造 

長 瀧  重 信 

細 田  裕 

松 平  寛 通 

京都大学 名誉教授 

（財）放射線影響研究所 名誉顧問 

（社）日本アイソトープ協会 常務理事 

（財）放射線影響協会 研究参与 

（財）放射線影響協会 顧問 

疫学・臨床分科会 

石 橋  雄 一 

緒 方  裕 光 

岡 安  勲 

折 津  愈 

関 根  一 郎 

 

祖父江  友孝 

谷 畑  健 生 

玉 城  英 彦 

 

朝長  万左男 

 

藤 原  睦 憲 

（株）スタットラボ 代表取締役 

国立保健医療科学院 研究情報センター 情報評価室 室長 

北里大学 医学部 病理学教室 教授 

日本赤十字社 医療センター 副院長（呼吸器内科 部長） 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設  

放射線障害解析部門 病態分子解析分野 教授 

国立がんセンター がん予防・検診研究センター 情報研究部 部長 

国立保健医療科学院 疫学部 主任研究官 

北海道大学大学院 医学研究科 社会医学専攻 予防医学講座 老年保健医学分野  

教授 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設  

施設長（分子医療部門 分子治療研究分野 教授） 

日本赤十字社 医療センター 検査部 部長 

 臨床・病理WG 

石 橋  雄 一 

岡 安  勲 

折 津  愈 

（株）スタットラボ 代表取締役 

北里大学 医学部 病理学教室 教授 

日本赤十字社 医療センター 副院長（呼吸器内科 部長） 

◎ 

○ 

○ 
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関 根  一 郎 

 

藤 原  睦 憲 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設  

放射線障害解析部門 病態分子解析分野 教授 

日本赤十字社 医療センター 検査部 部長 

   ［オブザーバー］ 

原  敦 子 北里大学 医学部 病理学教室 助手 

線量計算分科会 

井 頭  政 之 

奥 村  寛 

 

鎌 田  七 男 

熊 澤  蕃 

斉 藤  正 樹 

島 野  達 也 

田 中  公 夫 

 

茅 野  政 道 

東京工業大学 原子炉工学研究所 物質工学部門 助教授 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設  

放射線障害解析部門 放射線応答解析研究分野 教授 

（財）広島原爆被爆者援護事業団 理事長 

（独）原子力安全基盤機構 解析評価部 サイクル施設解析グループ 主事 

東京工業大学 原子炉工学研究所 システム・安全工学部門 助教授 

元 奥羽大学 歯学部 歯科放射線学講座 教授 

（財）環境科学技術研究所 生物影響研究部 細胞分子生物学グループ  

グループリーダー 主任研究員 

（独）日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究部門  

環境・放射線工学ユニット ユニット長 

   ［アドバイザー］ 

岩崎  みどり 

佐々木  正夫 

奥羽大学 歯学部 放射線診断学講座 助手 

京都大学 名誉教授 

 線量評価WG 

石 槫  信 人 

石 橋  雄 一 

熊 澤  蕃 

相 楽  洋 

茅 野  政 道 

 

中 村  裕 二 

本 郷  昭 三 

名古屋大学 医学部 保健学科 医用放射線技術学講座 教授 

（株）スタットラボ 代表取締役 

（独）原子力安全基盤機構 解析評価部 解析評価部 環境影響解析グループ 主事 

東京工業大学 原子炉工学研究所 システム・安全工学部門 助手 

（独）日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究部門  

環境・放射線工学ユニット ユニット長 

（財）原子力安全技術センター 防災技術センター 所長 

（独）放射線医学総合研究所 研究基盤部 情報業務室 主任技術員 

 染色体WG 

石 橋  雄 一 

鎌 田  七 男 

佐々木  正夫 

祖父尼  俊雄 

田 中  公 夫 

 

早 田  勇 

（株）スタットラボ 代表取締役 

（財）広島原爆被爆者援護事業団 理事長 

京都大学 名誉教授 

前 国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター 変異遺伝部 部長 

（財）環境科学技術研究所 生物影響研究部 細胞分子生物学グループ  

グループリーダー 主任研究員 

（独）放射線医学総合研究所 放射線安全研究センター センター長 

○ 

○ 

○ 
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平成 18 年度 

セミパラチンスク健康影響調査委員会 

大久保  利晃 

折 津  愈 

鎌 田  七 男 

斉 藤  正 樹 

佐々木  康人 

鈴 木  元 

玉 城  英 彦 

 

朝長  万左男 

 

野 村  正 之 

米 倉  義 晴 

（財）放射線影響研究所 理事長 

日本赤十字社 医療センター 副院長（呼吸器内科 部長） 

（財）広島原爆被爆者援護事業団 理事長 

東京工業大学 原子炉工学研究所 システム・安全工学部門 助教授 

国際医療福祉大学 副学長 

国立保健医療科学院 生活環境部 部長 

北海道大学大学院 医学研究科 社会医学専攻 予防医学講座 国際保健医学分野  

教授 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 研究科長（原爆後障害医療研究施設  

分子医療部門 分子治療研究分野 教授） 

（独）日本原子力研究開発機構 理事 

（独）放射線医学総合研究所 理事長 

   ［ 顧 問 ］ 

佐々木  正夫 

重 松  逸 造 

長 瀧  重 信 

細 田  裕 

松 平  寛 通 

京都大学 名誉教授 

（財）放射線影響研究所 名誉顧問 

（社）日本アイソトープ協会 常務理事 

（財）放射線影響協会 研究参与 

（財）放射線影響協会 顧問 

疫学・臨床分科会 

石 橋  雄 一 

緒 方  裕 光 

岡 安  勲 

折 津  愈 

関 根  一 郎 

 

祖父江  友孝 

玉 城  英 彦 

 

朝長  万左男 

 

福 本  学 

藤 原  睦 憲 

（株）スタットラボ 代表取締役 

国立保健医療科学院 研究情報センター 情報評価室 室長 

北里大学 医学部 病理学教室 教授 

日本赤十字社 医療センター 副院長（呼吸器内科 部長） 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設  

施設長（放射線障害解析部門 病態分子解析分野 教授） 

国立がんセンター がん対策情報センター がん情報・統計部 部長 

北海道大学大学院 医学研究科 社会医学専攻 予防医学講座 国際保健医学分野  

教授 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 研究科長（原爆後障害医療研究施設  

分子医療部門 分子治療研究分野 教授） 

東北大学 加齢医学研究所 臓器病態研究部門 病態臓器構築研究分野 教授 

日本赤十字社 医療センター 検査部 部長 

 臨床・病理WG 

石 橋  雄 一 

岡 安  勲 

（株）スタットラボ 代表取締役 

北里大学 医学部 病理学教室 教授 

◎ 

○ 
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折 津  愈 

関 根  一 郎 

 

原  敦 子 

福 本  学 

藤 原  睦 憲 

日本赤十字社 医療センター 副院長（呼吸器内科 部長） 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設  

施設長（放射線障害解析部門 病態分子解析分野 教授） 

北里大学 医学部 病理学教室 助手 

東北大学 加齢医学研究所 臓器病態研究部門 病態臓器構築研究分野 教授 

日本赤十字社 医療センター 検査部 部長 

線量計算分科会 

井 頭  政 之 

鎌 田  七 男 

熊 澤  蕃 

斉 藤  正 樹 

島 野  達 也 

田 中  公 夫 

 

茅 野  政 道 

東京工業大学 原子炉工学研究所 物質工学部門 助教授 

（財）広島原爆被爆者援護事業団 理事長 

（独）原子力安全基盤機構 解析評価部 環境影響解析グループ 参与 

東京工業大学 原子炉工学研究所 システム・安全工学部門 助教授 

元 奥羽大学 歯学部 歯科放射線学講座 教授 

（財）環境科学技術研究所 生物影響研究部 細胞分子生物学グループ  

グループリーダー 主任研究員 

（独）日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究部門  

環境・放射線工学ユニット ユニット長 

   ［アドバイザー］ 

佐々木  正夫 京都大学 名誉教授 

 線量評価WG 

石 槫  信 人 

石 橋  雄 一 

熊 澤  蕃 

相 楽  洋 

茅 野  政 道 

 

中 村  裕 二 

本 郷  昭 三 

名古屋大学 医学部 保健学科 医用放射線技術学講座 教授 

（株）スタットラボ 代表取締役 

（独）原子力安全基盤機構 解析評価部 環境影響解析グループ 参与 

東京工業大学 原子炉工学研究所 システム・安全工学部門 助手 

（独）日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究部門  

環境・放射線工学ユニット ユニット長 

（財）原子力安全技術センター 防災技術センター 所長 

（独）放射線医学総合研究所 研究基盤部 情報業務室 主任技術員 

 染色体WG 

石 橋  雄 一 

鎌 田  七 男 

佐々木  正夫 

祖父尼  俊雄 

田 中  公 夫 

 

早 田  勇 

（株）スタットラボ 代表取締役 

（財）広島原爆被爆者援護事業団 理事長 

京都大学 名誉教授 

前 国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター 変異遺伝部 部長 

（財）環境科学技術研究所 生物影響研究部 細胞分子生物学グループ  

グループリーダー 主任研究員 

（独）放射線医学総合研究所 放射線防護研究センター  

生体影響機構研究グループ 主任研究員 

○ 

○ 

○ 

○ 
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平成 19 年度 

セミパラチンスク健康影響調査委員会 

大久保  利晃 

折 津  愈 

鎌 田  七 男 

斉 藤  正 樹 

佐々木  康人 

鈴 木  元 

玉 城  英 彦 

 

朝長  万左男 

 

野 村  正 之 

米 倉  義 晴 

（財）放射線影響研究所 理事長 

日本赤十字社 医療センター 副院長（呼吸器内科 部長） 

（財）広島原爆被爆者援護事業団 理事長 

東京工業大学 原子炉工学研究所 システム・安全工学部門 准教授 

国際医療福祉大学 放射線医学センター センター長 

国立保健医療科学院 生活環境部 部長 

北海道大学大学院 医学研究科 社会医学専攻 予防医学講座 国際保健医学分野  

教授 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 研究科長（原爆後障害医療研究施設  

分子医療部門 分子治療研究分野 教授） 

（独）日本原子力研究開発機構 特別顧問 

（独）放射線医学総合研究所 理事長 

   ［ 顧 問 ］ 

佐々木  正夫 

重 松  逸 造 

長 瀧  重 信 

細 田  裕 

松 平  寛 通 

京都大学 名誉教授 

（財）放射線影響研究所 名誉顧問 

（社）日本アイソトープ協会 常務理事 

（財）放射線影響協会 研究参与 

（財）放射線影響協会 顧問 

疫学・臨床分科会 

石 橋  雄 一 

緒 方  裕 光 

岡 安  勲 

折 津  愈 

関 根  一 郎 

 

祖父江  友孝 

玉 城  英 彦 

 

朝長  万左男 

 

福 本  学 

藤 原  睦 憲 

（株）スタットラボ 代表取締役 

国立保健医療科学院 研究情報センター 情報評価室 室長 

北里大学 医学部 病理学教室 教授 

日本赤十字社 医療センター 副院長（呼吸器内科 部長） 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設  

施設長（放射線障害解析部門 病態分子解析分野 教授） 

国立がんセンター がん対策情報センター がん情報・統計部 部長 

北海道大学大学院 医学研究科 社会医学専攻 予防医学講座 国際保健医学分野  

教授 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 研究科長（原爆後障害医療研究施設  

分子医療部門 分子治療研究分野 教授） 

東北大学 加齢医学研究所 臓器病態研究部門 病態臓器構築研究分野 教授 

日本赤十字社 医療センター 検査部 部長 

 臨床・病理WG 

石 橋  雄 一 

岡 安  勲 

（株）スタットラボ 代表取締役 

北里大学 医学部 病理学教室 教授 

◎ 

○ 
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折 津  愈 

関 根  一 郎 

 

原  敦 子 

福 本  学 

藤 原  睦 憲 

日本赤十字社 医療センター 副院長（呼吸器内科 部長） 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設  

施設長（放射線障害解析部門 病態分子解析分野 教授） 

北里大学 医学部 病理学教室 助手 

東北大学 加齢医学研究所 臓器病態研究部門 病態臓器構築研究分野 教授 

国日本赤十字社 医療センター 検査部 部長 

線量計算分科会 

井 頭  政 之 

鎌 田  七 男 

熊 澤  蕃 

斉 藤  正 樹 

島 野  達 也 

田 中  公 夫 

 

茅 野  政 道 

東京工業大学 原子炉工学研究所 物質工学部門 准教授 

（財）広島原爆被爆者援護事業団 理事長 

（独）原子力安全基盤機構 解析評価部 環境影響解析グループ 参与 

東京工業大学 原子炉工学研究所 システム・安全工学部門 准教授 

元 奥羽大学 歯学部 歯科放射線学講座 教授 

（財）環境科学技術研究所 生物影響研究部 細胞分子生物学グループ  

グループリーダー 主任研究員 

（独）日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究部門  

環境・放射線工学ユニット ユニット長 

   ［アドバイザー］ 

佐々木  正夫 京都大学 名誉教授 

 線量評価WG 

石 槫  信 人 

石 橋  雄 一 

熊 澤  蕃 

相 楽  洋 

茅 野  政 道 

 

中 村  裕 二 

本 郷  昭 三 

名古屋大学 医学部 保健学科 医用放射線技術学講座 教授 

（株）スタットラボ 代表取締役 

（独）原子力安全基盤機構 解析評価部 環境影響解析グループ 参与 

東京工業大学 原子炉工学研究所 システム・安全工学部門 助手 

（独）日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究部門  

環境・放射線工学ユニット ユニット長 

（財）環境科学技術研究所 理事（環境シュミレーション研究部 部長） 

（独）放射線医学総合研究所 研究基盤部 情報業務室 主任技術員 

 染色体WG 

石 橋  雄 一 

鎌 田  七 男 

佐々木  正夫 

祖父尼  俊雄 

田 中  公 夫 

 

早 田  勇 

（株）スタットラボ 代表取締役 

（財）広島原爆被爆者援護事業団 理事長 

京都大学 名誉教授 

前 国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター 変異遺伝部 部長 

（財）環境科学技術研究所 生物影響研究部 細胞分子生物学グループ  

グループリーダー 主任研究員 

（独）放射線医学総合研究所 放射線防護研究センター  

生体影響機構研究グループ 主任研究員 

○ 

○ 

○ 

○ 



 

 - 267 -

平成 20 年度 

セミパラチンスク健康影響調査委員会 

大久保  利晃 

熊 澤  蕃 

佐々木  康人 

祖父江  友孝 

朝長  万左男 

 

山 本  政 儀 

吉 永  信 治 

（財）放射線影響研究所 理事長 

（独）原子力安全基盤機構 解析評価部 環境影響解析グループ 専門職 

（社）アイソトープ協会 常務理事 

国立がんセンター がん対策情報研究センター がん情報・統計部 部長 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 研究科長（原爆後障害医療研究施設  

分子医療部門 分子治療研究分野 教授） 

金沢大学 環日本海域環境研究センター 低レベル放射能実験施設 教授 

（独）放射線医学総合研究所 放射線防護研究センター  

規制科学総合研究グループ 放射線疫学統計解析チーム チームリーダー 

   ［ 顧 問 ］ 

佐々木  正夫 

重 松  逸 造 

長 瀧  重 信 

松 平  寛 通 

京都大学 名誉教授 

(財)放射線影響研究所 名誉顧問 

長崎大学 名誉教授 

（財）放射線影響協会 顧問 

 

平成 21 年度 

セミパラチンスク健康影響調査委員会 

大久保  利晃 

熊 澤  蕃 

 

佐々木  康人 

祖父江  友孝 

朝長  万左男 

山 本  政 儀 

吉 永  信 治 

（財）放射線影響研究所 理事長 

（独）原子力安全基盤機構 原子力システム安全部 システム評価室  

核特性・放射線グループ 専門職  

（社）日本アイソトープ協会 常務理事 

国立がんセンター がん対策情報研究センター がん情報・統計部 部長 

日本赤十字社 長崎原爆病院 院長 

金沢大学 環日本海域環境研究センター 低レベル放射能実験施設 施設長 

（独）放射線医学総合研究所 放射線防護研究センター  

規制科学総合研究グループ 放射線疫学統計解析チーム チームリーダー 

   ［ 顧 問 ］ 

佐々木  正夫 

重 松  逸 造 

長 瀧  重 信 

松 平  寛 通 

京都大学 名誉教授 

（財）放射線影響研究所 名誉顧問 

長崎大学 名誉教授 

（財）放射線影響協会 顧問 

◎ 

◎ 
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